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開会 午前 ９時００分 

 

○議長（八木 栄君） 改めまして、おはようございます。 

  本日ここに平成 31 年第１回吉田町議会定例会が招集されました。議員各位には御出席を

いただき、ありがとうございます。 

  本定例会に提出される諸議案につきましては後刻町長から説明がありますが、議員各位に

おかれましては円滑に議事を進められ、適正、妥当な議決に達せられますよう、最後まで慎

重なる御審議をお願いいたします。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（八木 栄君） 開会に当たり、町長から御挨拶をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） おはようございます。議員の皆様もそうでございますが、私も、この

任期の最後の議会定例会でございます。議会というものは、１つの議事機関として、最終的

には町の発展と、それから町民の福祉の向上に資することが一番肝要であると私は思ってい

ます。最後の定例会が町民の皆様にとりまして、町の発展と町民の福祉の向上に資するもの

であったと評価されるよう頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎開会の宣告 

○議長（八木 栄君） ただいまの出席議員数は 12 名であります。ただいまから、平成 31 年

第１回吉田町議会定例会を開会いたします。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（八木 栄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第 120 条の規定により、12 番、増田剛士君、１番、

山口一博君を指名します。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎会期の決定 

○議長（八木 栄君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日３月１日から３月 18 日までの 18 日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  本定例会は、本日３月１日から３月 18 日までの 18 日間に決定しました。 

  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期及び審議予定表のとおりで

ありますので、御了承願います。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎諸報告について 

○議長（八木 栄君） 日程第３、諸報告を行います。 

  初めに、議長報告を行います。 

  最初に、監査委員から例月出納検査及び定期監査の監査結果報告書が提出されておりま

す。写しをお手元に配付させていただきましたので、御了承願います。 

  次に、議員派遣結果についてでありますが、議員派遣結果報告書をお手元に配付させてい

ただきましたので、御了承願います。 

  次に、系統議長会関係その他に関することについてでありますが、１月 30 日水曜日、静

岡県地方議会議長連絡協議会第２回政策研修会が静岡市で開催され、講演と意見交換会が行

われました。 

  初めに、獨協大学教授で経済アナリストの森永卓郎氏による「地域経済の活性化対策」と

題した講演が行われ、講演終了後、中・西部市町と東部市町の２グループに分かれ、「若者

向け議会広報」と題した意見交換会が開かれました。 

  ２月 13 日水曜日、平成 30 年度静岡県町村議会議長会総会が御殿場市内で開催されまし

た。 

  総会では、平成 31 年度静岡県町村議会議長会事業計画並びに一般会計歳入歳出予算につ

いて審議が行われ、原案のとおり可決されました。 

  また、協議事項として、平成 31 年度議長県外調査、各町議会の議員報酬・定数の検討状

況、ＩＣＴを活用した議会運営、及び監査委員研修会の毎年開催について協議いたしまし

た。 

  また、そのほか全国町村議会議長会自治功労者表彰について、及び公益社団法人静岡県消

防協会要望書について報告がありました。 

  会議への出席に関する報告は、以上のとおりであります。 

  最後に、本定例会への説明員として委任または嘱託され、出席する者の職・氏名を一覧表

としてお手元に配付しておきましたので、御了承願います。 

  以上で、議長報告を終わります。 

  続いて、町長の施政方針を行います。お聞き取りのほどお願いします。 
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  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 平成 31 年第１回吉田町議会定例会の開会に当たり、新年度に向けて

の施政方針並びに各種事業の運営方針等について申し上げます。 

  町長としての今期の任期満了を間もなく迎えようとしております。平成 23 年３月 11 日に

発生した東日本大震災以降、失われた安心・安全を取り戻すべく、「津波防災まちづくり」

を強力に推し進めてきたわけでございますが、現在の就任期間の始まりとなった平成 27 年

度は、津波避難タワーの建設や避難路の整備を初めとする「町民の皆さまの命を守る対策」

がおおむね終了し、もう一つの柱であります「町民の皆様の財産、企業の皆様の生産活動を

守る対策」が本格的に動き出そうとしている時期でございました。 

  当町の海岸におけるＬ２クラスの津波被害を軽減するための海岸整備について、国や県に

対し強力に働きかけた結果、「津波防災まちづくり」の一丁目一番地であり、当町の悲願で

もあります防潮堤の整備が東日本大震災の被災地以外では初めて開始されることとなり、確

固たる安全の構築に向け、現在は川尻海岸において盛土工事が着々と進められております。 

  また、全国的に少子高齢化が進む中、そうした潮流に飲み込まれることなく、それまでの

「豊かで勢いのあるまち」を持続しつつ、さらに「心を魅了する要素」を加えた新たな吉田

町の実現に向け、「人が集い、未来へはばたく魅力あふれるまち 吉田町」を将来都市像に

掲げた「第５次吉田町総合計画」を平成 28 年３月に策定し、安全・安心と賑わいづくりを

一体的に進めるシーガーデンシティ構想の具現化に注力してまいりました。そして、教育や

子育て支援、健康づくりを中心としたさまざまな施策も積極的に展開することにより、多く

の人々で賑わい、誰もが安心して住み続けることができる魅力的なまちづくりを進めてまい

りました。その結果、新たな企業や店舗が続々と進出し、雇用の機会が増えると同時に、賑

わいも生まれ、当町はさらに豊かで勢いのあるまちへと前進し続けております。 

  こうした状況の中迎える平成 31 年度は、平成の御代が幕を閉じ、新たな御代が幕を開け

るとともに、当町にとりましては、７月に町政施行 70 周年を迎える大きな節目の年となり

ます。そして、これまでさまざまな施策を展開することにより、蒔いた種が発芽し、成長し

続けていたさまざまな魅力が新たな時代の幕開けとともに花開き、当町はさらに目覚ましい

勢いで発展していく年でもあります。平成 31 年度は、当町にとりまして明るい未来の姿を

より展望できる年となりますことから、まちづくりのキーワードを「躍進」と定め、各種施

策を展開してまいります。 

  このような構想のもと、本年度に引き続き、「教育環境の充実」、「新たな安全と賑わい

の創出」、「子育て支援の拡充」、「健康づくりの推進」の４つの柱を中心にさまざまな施

策を展開するために編成いたしました平成 31 年度の吉田町一般会計当初予算は、歳入歳出

それぞれ 107 億 8,300 万円でございます。 

  それでは、平成 31 年度の主な事業につきまして、第５次吉田町総合計画の施策体系に沿

って御説明申し上げます。 

  初めに、「災害に強く、安全・安心に暮らせるまちづくり」に関連する事業についてでご

ざいます。 

  川尻工区における防潮堤の整備につきましては、総盛土量 26 万立方メートルのうち、今

月末までに約 14 万立方メートルの土砂が搬入される予定でございます。平成 31 年度は、盛
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土を進める上で支障となる松林の撤去も行いながら、引き続き防潮堤の早期完成に向け、

国・県との連携調整を図ってまいります。 

  次に、吉田漁港多目的広場の整備についてでございます。 

  吉田漁港多目的広場の盛り土工事につきましては、平成 29 年度までに延長約 530 メート

ル、盛土量にして 16 万 5,000 立方メートルを積み終え、国土交通省の防潮堤との取り合い

部分を残して、おおむね完了しております。本年度は、護岸工事といたしまして６カ所の階

段設置及び 4,820 平方メートルの芝生の植生を実施しており、平成 31 年度も引き続き国土

交通省の防潮堤と多目的広場との良好な接合を念頭に置いて護岸工事を進めてまいります。 

  また、多目的広場の上部利活用につきましては、シーガーデンの核として県営吉田公園や

海浜回廊との連動により賑わいをもたらす施設となりますよう、引き続き吉田漁港多目的広

場利活用検討委員会及び吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会の皆様の御意見も踏まえ

ながら具体的な検討を重ね、実施設計業務へ反映させてまいりたいと考えております。 

  次に、内閣府の総合特区の指定を受けるとともに、静岡県の推進区域の認定も受けて、平

成 25 年から事業を進めております「“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組」について

でございます。 

  北オアシスパークを中心とする物資供給拠点確保事業区域につきましては、昨年、ハード

オフ・オフハウスや株式会社杏林堂薬局の店舗がオープンしていただきましたことから、よ

り多くのお客様で賑わう商業集積地となってまいりましたので、今後はさらに災害支援機能

の拡充を念頭に置いて、賑わいの創出に努めてまいります。 

  川尻高島地区の企業活動維持支援事業区域における基盤整備につきましては、今月末まで

に大幡川の橋梁下部工事が完了する予定でございますが、平成 31 年度につきましては、橋

梁上部工事を５月末に完了させ、その後、仕上げの塗装工事を行い、立地企業の造成工事の

進捗状況に合わせて順次道路供用を開始する予定でございます。 

  また、防災・減災に係る取り組みといたしまして、この区域内に操業開始を予定している

企業の皆様との間に、災害時に緑地の一部を活用させていただく内容の協定を締結できます

ように準備を進めてまいります。 

  次に、小学校体育館へのエアコンの設置についてでございます。 

  町内４小中学校の体育館は、教育活動の拠点であると同時に、有事の際には町民の皆様が

避難生活を送る指定避難所にも位置づけられておりますことから、万が一の避難生活におい

て、町民の皆様が少しでも快適な環境のもとで過ごすことができますよう、平成 31 年度中

にエアコンを設置する予定でございます。 

  なお、この事業を進めることによりまして、子供たちの教育環境がさらに向上するととも

に、学校施設開放の御利用者の皆様の満足度も高まるものと考えております。 

  次に、吉田町総合体育館へのエアコン設置に向けた取り組みについてでございます。 

  吉田町総合体育館は、平成 29 年度に建物の耐震化やつり天井の落下防止対策のほか、ア

リーナ床の張りかえやトレーニングルームの改修などを含む大規模な改修工事を実施し、昨

年４月１日にリニューアルオープンいたしましたが、その後、多くの皆様に御利用をいただ

いております。この総合体育館につきましても、小中学校の体育館同様、指定避難所に位置

づけられておりますことから、災害時の避難所機能向上を図るとともに、平常時の快適な利
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用環境の実現に向け、平成 31 年度には空調設備設置に係る実施設計業務委託を実施してま

いります。 

  次に、河川改修事業についてでございます。 

  準用河川であります大幡川につきましては、国の社会資本整備総合交付金を活用し、川尻

地区における落差工及び水路工などの改修工事に着手をしており、平成 31 年度も引き続き

早期完成を目指して事業を進めてまいります。 

  大窪川につきましては、本年度中に片岡地区における延長 35 メートルの改修工事が完了

する予定でありますので、平成 31 年度は、その上流側へと引き続き工事を進めてまいりま

す。 

  次に、木造住宅の耐震化プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ―０」事業についてでございます。 

  「ＴＯＵＫＡＩ―０」事業につきましては、平成 29 年１月からの助成制度拡充の効果も

相まって、本年４月末までに無料耐震診断に 41 件、耐震補強計画策定に９件、耐震補強工

事に９件のお申し込みをいただいております。平成 31 年度におきましても、拡充いたしま

した現行制度を継続するとともに、ダイレクトメールの発送や戸別訪問等のＰＲ活動によ

り、事業対象者のさらなる掘り起こしを進め、木造住宅の耐震化を加速させてまいります。 

  また、ブロック塀等の耐震化促進事業につきましては、昨年６月 18 日に発生しました大

阪府北部地震によるブロック塀倒壊被害もございましたことから、本年度の補助申請件数

は、１月末現在で昨年度の 13 倍強となる 27 件となっております。平成 31 度も引き続き戸

別訪問等のＰＲ活動に努め、ブロック塀等の耐震化を進めてまいります。 

  次に、同報系防災行政無線の整備についてでございます。 

  同報系防災行政無線につきましては、平成 34 年 12 月１日からのデジタル波全面移行に対

応するため、昨年度から順次整備を進めており、本年度末までに同報系防災行政無線の中心

的な基幹放送設備である親局と屋外拡声子局 24 局のデジタル対応機器への更新が終わりま

す。当初の計画では、残り 12 局の屋外拡声子局の更新を含め、工期は平成 32 年度末として

おりましたが、一日も早く安定したシステムを構築し、難聴地域を解消させるため、予定を

１年前倒しし、平成 31 年度末の完成を目指して事業の進捗を図ってまいります。 

  また、昨年度開催いたしました同報系防災行政無線事業説明会におきまして、町民の皆様

から強い御要望をいただきました防災ラジオの代替対応についてでございますが、総務省東

海総合通信局と協議を重ねた結果、アナログ設備の更新により、おおむね 10 年間は防災ラ

ジオを継続して使用できる見通しが立ちましたことから、平成 31 年度に設備更新の実施計

画を行い、平成 32 年度に設備更新工事を実施して、皆様に御安心いただける環境を整えて

まいります。 

  次に、消防団車両の更新についてでございます。 

  本年度は、第３分団及び第４分団の消防ポンプ車を更新しているところでございますが、

地域防災力のさらなる充実強化を図るため、平成 31 年度は、第１分団の小型動力ポンプ積

載車を更新する予定でございます。 

  また、道路交通法の改正により、平成 29 年３月 12 日以降に取得した普通免許で運転でき

る車両総重量は 3.5 トン未満となったわけでございますが、当町が所有する消防ポンプ車の

車両総重量は 3.5 トン以上であり、普通免許に加えて準中型免許を取得する必要がございま
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すことから、3.5 トン以上の消防ポンプ車を運転することができる準中型免許を取得する際

の経費の一部を助成し、消防団活動が円滑に行われるよう支援してまいります。 

  続きまして、「誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり」に関連する事業につきまし

て御説明申し上げます。 

  初めに、風疹に関連する追加的対策についてでございます。 

  現在、町では、風疹予防対策といたしまして、予防接種法に基づき、１歳児及び年長児の

お子さんに対し、定期予防接種を２回実施しております。また、妊娠初期の女性が風疹に感

染すると、産まれてくるお子さんに難聴や心疾患などの先天性風疹症候群が生じるおそれが

あることから、妊娠を希望する風疹の抗体価が低い女性や、妊婦さんの同居家族に対し、風

疹予防接種費助成事業や妊産婦健康相談等を通じて、予防啓発を図っているところでござい

ます。 

  しかし、昨年７月ごろから、国内における風疹感染者の数が増加をしており、その多く

が、これまで公的な予防接種の機会がなかった 30 代から 50 代までの男性でございました。

このため、国では、平成 31 年度から平成 33 年度までの３年間で、風疹に関する追加的対策

を実施していく方針を打ち出しました。 

  その内容でございますが、市町村が実施主体となり、昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４

月１日までに生まれた男性に対して風疹の抗体検査を実施すること、また、抗体検査の結

果、十分な量の抗体がないと判明した方には、予防接種法に基づく定期接種としてワクチン

接種を実施することでありますので、この方針にも適切に対応してまいります。 

  また、平成 31 年度には、町が独自に実施している風疹予防接種費助成事業の助成額を拡

充することにより、妊娠、出産を希望される女性や妊婦さんの御家族が予防接種を受けやす

い環境をこれまで以上に整え、より一層、風疹予防に努めてまいります。 

  次に、放課後児童クラブの拡充についてでございます。 

  平成 31 年度からの入所要件緩和に対応した児童の受け入れ態勢を整えるために、各小学

校区に整備を進めてまいりました放課後児童クラブにつきましては、工事も順調に進み、予

定どおり４月には開所できる運びとなり、今月 23 日には内覧会の開催を予定しておりま

す。 

  放課後児童クラブの拡充は、「吉田町教育元気物語ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ

（ティーシーピー・トリビンス・プラン）」における「保護者（家庭）の教育ニーズに応じ

た環境づくり」の施策に位置づけており、子育て中の保護者の皆様が安心して就労できる環

境を整えるようにしたものでございます。入所要件につきましては、平成 31 年度から、他

に例を見ないほどに大幅な緩和を実現いたしましたが、今後、夏休みなどの長期休暇の際の

受け入れも考慮し、放課後児童クラブ開所時に保護者が就労している場合には受け入れを行

うよう、さらなる要件緩和を図り、他の自治体にはない優れたサービスを定着させ、まちの

魅力の一つとしてまいりたいと考えております。 

  さらに、平成 31 年度からは、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭に対する放課後

児童クラブ利用料の負担軽減を図る施策も開始してまいります。 

  次に、高齢者福祉及び介護保険事業についてでございます。 

  当町の本年１月末における 65 歳以上の人口は、前年比 156 人増の 7,339 人で、人口の

24.7％を占めております。また、本年１月末における 70 歳以上の人口は、前年比 289 人増
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の 5,336 人で、人口の 18.0％を占めておりますが、毎年、高齢化が進む中にあっても、高

齢者の皆様が住みなれた地域で安心して生き生きと暮らせるよう、平成 31 年度は、介護予

防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業をより一層充実させてまいります。 

  具体的に申し上げますと、毎回好評を博しております「運動器の機能向上教室」、「シニ

アストレッチ教室」、「おいしい集い」などの事業につきましては、より多くの皆様に御参

加いただけますよう開催日数や参加人員を増やし、サービスのさらなる充実に努めてまいり

ます。 

  また、新たなサービスといたしまして、要支援１または２の認定者や事業対象者の方が理

学療法士による専門的に支援やボランティアの方々とのかかわりの中で運動器の機能向上訓

練を行う「健康わくわくデイサービス」を開始するほか、農福連携事業として、要支援１ま

たは２の認定者や事業対象者の方が 65 歳以上の高齢者の方々と助け合いながら農作物の栽

培を行うことで、同世代の仲間づくりにつなげるとともに、要介護状態にならないような体

力の維持・向上を目指す「おいしい野菜作り教室」も開始いたします。 

  なお、高齢者福祉及び介護保険事業の指針となります高齢者保健福祉計画及び介護保険事

業計画は、３年ごとの見直しが義務づけられており、平成 32 年度には、次期計画である第

９次高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画を策定することとなりますことから、

平成 31 年度は、65 歳以上の高齢者の方が要介護状態になる前の日常生活や社会参加の状況

について調査する「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」と、在宅での介護の実態を調査す

る「在宅介護実体調査」を実施いたします。そして、これらの調査結果を次期計画に反映さ

せ、引き続き、高齢者の皆様が安心して生き生きと暮らせるよう、高齢者福祉や介護保険に

関する施策を総合的に推進してまいります。 

  続きまして、「活力あふれる産業振興のまちづくり」に関連する事業につきまして御説明

申し上げます。 

  初めに、展望台小山城の改修についてでございます。 

  昭和 62 年９月 13 日にオープンいたしました展望台小山城は、昨年９月９日に入館者 80

万人を達成するなど、当町の観光施設として多くの皆様に御来館いただいておりますが、建

設から 30 年以上が経過し、老朽化が目立つようになってまいりました。このため、平成 31

年度は、改修が必要な箇所を把握するための調査を実施し、平成 32 年度以降に設計を行っ

て、改修工事を進めてまいりたいと考えております。 

  また、展望台小山城は、町が推進しておりますシーガーデンシティ構想における「賑わい

まちづくり」の一翼を担う施設であり、能満寺山公園や小山城前広場などと一体となった拠

点づくりを行っていく必要がありますことから、平成 31 年度は、併設しております小山城

売店における運営方針等の抜本的な見直しを進めてまいります。 

  次に、プレミアム付商品券事業についてでございます。 

  国では、本年 10 月１日に消費税及び地方消費税率が８％から 10％に引き上げられること

に伴い、低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を緩和し、地域における増税直後の消費

を喚起・下支えするため、プレミアム付商品券事業を実施することとしております。 

  本事業は、国が定めた低所得者や子育て世帯を対象とする制度の概要に基づき、町が主体

となって実施することとなるものでございますが、国からは、地域の実情に応じた柔軟な対

応が求められており、商品券の使用可能期間や販売期間等につきましては、従前の商品券発



- 8 - 

 

行事業と同様に、産業４団体や自治会等の皆様のお力添えを賜り、購入される皆様の利便性

を考慮した制度となるよう、検討してまいりたいと考えております。 

  続きまして、「魅力あふれる多様な交流を生むまちづくり」に関連する事業につきまして

御説明申し上げます。 

  初めに、移住・就業支援金制度についてでございます。 

  国は、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県から地方への新たな人の流れをつくることに

より、東京一極集中を是正し、地方における担い手不足を改修することを目的として、地方

創生推進交付金事業を活用した移住・就業支援金制度を創設しました。この制度は、先ほど

申し上げました１都３県からなる東京圏から地方へ移住し、かつ、移住先の中小企業に就職

した方が支援の対象となるもので、直近５年以上の間、東京 23 区内または東京圏に在住

し、東京 23 区内へ通勤していること及び移住先の自治体に５年以上住み続けることが支援

の条件となっております。 

  支援の内容は、移住に要する費用といたしまして、２人以上の世帯には 100 万円、単身世

帯には 60 万円を支給するものであり、この内訳は、国が２分の１、県と町がそれぞれ４分

の１となっております。国では、平成 31 年度から６年間を実施期間と定め、その間に６万

人の方が本制度を活用して地方に移住することを想定しており、当町におきましても静岡県

と連携して本制度に取り組むこととし、平成 31 年度は３件の活用を想定しております。 

  次に、しずおか中部連携中枢都市圏事業における町内施設へのＷｉ－Ｆｉ環境の整備につ

いてでございます。 

  平成 31 年度は、圏域内の交流人口拡大と町外から訪れる方の利便性向上を図るため、当

町の観光施設である小山城を初め、町内外の多くの皆様が利用される総合体育館及び学習ホ

ールの３カ所にＷｉ－Ｆｉ環境を整備する予定でございます。 

  静岡市を初め、他市町でもＷｉ－Ｆｉ環境の整備が進められており、今後、圏域内での連

携を図りながら、富士山静岡空港や静岡駅などからの来訪者の回遊の志向性などを分析する

ことで、今後における町のにぎわいづくりにも生かしてまいりたいと考えております。 

  次に、東名高速道路吉田インターチェンジ周辺の利活用についでございます。 

  東名高速道路吉田インターチェンジ周辺は、にぎわいを創出するシーガーデンシティ構想

を推進する上で、当町の玄関口として重要な役割を果たす場所であるとともに、鉄道のない

当町にとりましては、静岡市の中心地を初め、東京、名古屋、大阪などへの交通の結節点と

して大きな可能性も秘めております。 

  また、その一方で、吉田インターチェンジ周辺は、既存集落と農業振興地域内の農用地区

域、いわゆる青農地が分布している地域でもあります。 

  そこで、吉田インターチェンジ周辺を魅力的なまちづくりを行っていく上で重要な地域で

あると捉え、平成 31 年度はこの地域の利活用について検討する委員会を設置し、本年度実

施しております吉田インターチェンジ周辺の利活用に関する調査結果に基づき、地域住民の

皆様の意見も取り入れながら、具体的な利活用について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、新たな公共交通システムの導入に向けた調査研究についてでございます。 

  当町におきましては、しずてつジャストライン株式会社が運行しております静岡相良線、

島田静波線及び藤枝相良線の３つのバス路線が主要な公共交通となっているところでござい
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ますが、平成 28 年度に実施いたしました町民意識調査によりますと、当町の公共交通につ

きましては、「重要度は高いが、満足度が低い」といった結果となっております。 

  また、全国的に高齢ドライバーによる交通事故が後を絶たない状況の中、自動車運転免許

を返納しても町内を快適に移動することができる環境を整えていく必要があると認識をして

おります。 

  そこで、平成 31 年度は、当町の現状に即した新たな公共交通システムの構築に向けた調

査研究を進めてまいります。 

  次に、大幡川幹線の道路改良事業についてでございます。 

  大幡川幹線につきましては、現在、本格的な事業着手に向け道路計画線の検討を重ねてお

ります。平成 31 年度におきましても、引き続き地元の皆様との意見交換や関係機関との調

整を進めてまいります。 

  次に、町道町上３号線の道路改良事業についてでございます。 

  本事業は、川尻地区における緊急時避難路といたしまして、大幡川尻２号線と大幡川幹線

とを結ぶ延長約 84 メートルの道路整備を行うものであり、平成 32 年度の供用開始を目指

し、平成 31 年度は、道路設計業務及び用地取得に着手してまいります。 

  次に、橋梁維持補修事業についてでございます。 

  湯日川にかかる念佛橋につきましては、橋梁点検において緊急措置段階と診断されたこと

から、現在、全面通行止めとしており、平成 31 年度に撤去を行います。また、早期措置段

階と診断されている 23 橋につきましては、本年度、３橋の補修設計業務を委託しており、

平成 31 年度以降、順次補修工事へと進めてまいる予定でございます。 

  続きまして、「次代を担う心豊かな人を育むまちづくり」に関連する事業のうち、「吉田

町教育元気物語 ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー・トリビンス・プラ

ン）」における平成 31 年度の主な事業につきまして、プランの３つの柱であります「子ど

もの『確かな学力』を保障する環境づくり」、「教職員が授業に専念できる環境づくり」、

「保護者（家庭）の教育ニーズに応じた環境づくり」の順に御説明申し上げます。 

  まず、「子どもの『確かな学力』を保障する環境づくり」に係る事業のうち、小中学校体

育館へのエアコン設置についてでございます。 

  快適な学習環境の整備といたしまして、これまでに教室照明のＬＥＤ化、小中学校全教室

へのエアコン設置、洋式トイレへの改修を順次行ってまいりましたが、さきに申し上げまし

たとおり、平成 31 年度は、有事の際の指定避難所として位置づけられている小中学校の体

育館にエアコンを設置し、子供たちの学習環境面の改善にもつなげてまいります。 

  次に、外国語・国際理解教育の推進についてでございます。 

  現在、外国語指導助手、いわゆるＡＬＴを町内４つの小中学校にそれぞれ１名ずつ配置し

ておりますが、平成 31 年度も引き続きＡＬＴを配置し、各小中学校における外国語及び外

国語活動教育のさらなる充実を図ることとしております。 

  次に、幼児教育及び小中一貫教育の推進についてでございます。 

  平成 31 年度は引き続き、さゆり保育園、すみれ保育園、こども発達支援事業所を実践指

定園として「吉田町幼児教育カリキュラム」の実践と検証を行うことともに、現在、小学校

において試行的に行っている「スタートカリキュラム」を本格的に実践することで、幼稚

園、保育園における幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図ることとしております。ま
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た、各保育園では、国際色豊かな感性を育てることを目的として、ＡＬＴや外部講師による

英語に触れる保育活動を開始する予定でございます。 

  小中一貫教育の推進につきましては、吉田町の学校教育を通して目指す「育てたい子ども

の姿」を明確にし、その実現に向けた小中学校におけるつながりのある教育について、学校

等と検討を重ねていくこととしております。 

  次に、個に応じた支援の充実についてでございます。 

  個に応じた指導は教育の原点とも言われており、児童生徒の発達を丁寧に見ながら、適時

適切な支援を行っていくことが重要でありますので、平成 31 年度は支援員などの外部人材

の活用を拡充し、特別支援教育のさらなる充実を図ることとしております。 

  次に、ＩＣＴ教育の推進についてでございます。 

  平成 32 年度から全面実施される新学習指導要領に掲げられているアクティブラーニング

やプログラミング教育の実施に向け、平成 31 年度はＩＣＴやプログラミング教育に関する

支援員を採用し、ＩＣＴを活用したより質の高い授業を展開するとともに、プログラミング

教育に関する教員の指導力向上を図ることとしております。 

  続きまして、「教職員が授業に専念できる環境づくり」に係る事業のうち、学校用務員の

配置についてでございます。 

  教職員の多忙化解消を図るため、現在、各小中学校に教職員の事務補助を行う校務アシス

タントを２名ずつ配置しておりますが、平成 31 年度からは新たに学校用務員を配置し、軽

微な修繕作業など学校施設の維持管理業務を担っていただくことにより児童生徒の安全を確

保もするとともに、教員がより安心して教育活動に専念できる環境を整えてまいります。 

  また、中学校におきましては、本年度に引き続き部活動指導員を配置し、教員の時間的余

裕を生み出すとともに、競技経験のない部活動の指導に当たることによる教員の精神的負担

の軽減を図ってまいります。 

  続きまして、「保護者（家庭）の教育ニーズに応じた環境づくり」に係る事業のうち、相

談体制の充実についてでございます。 

  教育委員会では、学校における各種相談業務に対応するため、教育相談員やスクールソー

シャルワーカーを配置しておりますが、平成 31 年度は、増加する相談需要に対応し、学

校、社会、地域が連携して課題解決に導けるよう、スクールソーシャルワーカーの相談時間

数を増やし、相談体制の充実を図ってまいります。 

  次に、放課後補充学習及び公設学習塾についてでございますが、平成 31 年度も引き続き

平日の放課後に実施し、放課後における居場所づくりとあわせて、子供たちの学力向上及び

学習習慣の定着を図ってまいります。 

  次に、放課後子ども教室についてでございます。 

  放課後における子供の居場所を確保するとともに、次世代を担う児童の健全育成を支援す

るため、本年度は中央小学校区をモデル校区として設定し、放課後子ども教室を実施してま

いりましたが、平成 31 年度は自彊小学校区においても、平日４時間授業の日に合わせた放

課後子ども教室を開始する予定でございます。 

  続きまして、「豊かな自然と共生するまちづくり」に関連する事業につきまして御説明申

し上げます。 

  初めに、上水道事業についてでございます。 
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  水道事業は、町民の皆様の生活や社会経済活動を支えるライフラインを維持するための重

要な役割を果たすものであり、地震災害時においても安定して水を提供し続ける必要がござ

いますことから、平成 31 年度につきましても引き続き基幹管路の耐震化に重点を置き、整

備を進めてまいります。 

  次に、下水道事業についてでございます。 

  総務省では、将来にわたり必要な下水道サービスを安定的に供給するため、地域や公営企

業の現状と将来の見通しを踏まえた中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定し、同

計画に基づいた経営基盤強化と財政マネジメントの向上に取り組むことを全ての公営企業に

要請しております。 

  当町では、平成 32 年度から下水道事業の公営企業会計への移行を予定しており、平成 31

年度も引き続き円滑な移行に向けて万全を期してまいりますが、この公営企業会計への移行

に合わせ、平成 31 年度及び平成 32 年度の２カ年で経営戦略を策定してまいります。 

  また、本年度実施しておりますストックマネジメント計画策定業務による調査結果を浄化

センターの維持管理に活用するため、平成 31 年度から浄化センター施設情報システムを構

築し、これまで紙媒体により保存してまいりました修繕履歴など浄化センターに関する施設

情報の一元化を図ってまいります。 

  施設整備につきましては、引き続きストックマネジメント計画に基づく浄化センターの電

気・機械設備の改築・更新工事を実施するとともに、町道上吉田線及び町道吉田坂部線な

ど、ハイナン農協吉田支店南側から国道 150 号北側歩道までの付近を中心に汚水幹線の整備

を進める予定でございますが、その一部の工事につきましては、施工時期の平準化に向けた

計画的な事業執行のため、新たにゼロ債務負担行為の手法を導入し、本年度末までに発注を

終え、新年度当初から工事に着手してまいりたいと考えております。 

  続きまして、「行政と住民が一体となって取り組むまちづくり」に関連する事業につきま

して御説明申し上げます。 

  初めに、町制施行 70 周年記念式典についてでございます。 

  冒頭にも申し上げましたとおり、平成 31 年度は吉田町が誕生してから 70 年の節目を迎え

ますことから、この 70 年間の歩みを町民の皆様と振り返り、先人たちの業績に感謝すると

ともに、当町のさらなる発展を喚起することを目的といたしまして、記念式典を開催する予

定でございます。 

  式典では、これまで当町の発展に御尽力いただきました方たちに感謝の気持ちをお伝えす

るとともに、当町が今後 80 年、さらには 100 年と続く中で発展し続け、活力あふれる町と

なることを祈念し、将来を担う子供たちに夢と希望を抱いていただけるようなイベントを計

画してまいりたいと考えております。 

  次に、第５次吉田町総合計画後期基本計画及び第２期吉田町まち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定についてでございます。 

  第５次吉田町総合計画は、「人が集い 未来へはばたく魅力あふれるまち 吉田町」を将

来都市像とし、計画期間を８年間と定め、平成 28 年度に前期基本計画をスタートさせ、南

海トラフ巨大地震への備えや人口減少社会への対応、多様化する生活様式や価値観への柔軟

な対応、加速するＩＣＴ化への適応、グローバル社会のさらなる進展への対応などの課題に
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対し、厳しい財政状況の中においても、町がよりよい未来へと進むことができるよう知恵を

絞りながら、計画に沿って各種事業を進めてまいりました。 

  平成 31 年度は、この前期基本計画の最終年度に当たりますとともに、今後の町の将来を

見据え、平成 32 年度からの後期基本計画を策定する重要な年でございます。当町を取り巻

く時代の変化や町民ニーズを十分に踏まえた上で、基本構想の理念を継承しながら効果的な

施策のあり方について再検討し、「人が集い 未来へはばたく魅力あふれるまち 吉田町」

の実現を目指した町づくりをさらに推進すべく、後期基本計画の策定に取り組んでまいりま

す。 

  また、当町における人口の現状と将来の姿を示し、目指すべき将来の方向を提示した「吉

田町人口ビジョン」の具現化を図るべく、人口減少の克服と地域の自立的かつ持続的な活性

化に向けた目指す将来の方向や、当町の実情に応じた５カ年の施策の方向をまとめた「吉田

町まち・ひと・しごと創生総合戦略」につきましても、平成 31 年度が最終年度となります

ことから、引き続き、人口減少の克服と地域の自立的かつ持続的な活性化を図りながら、町

の将来を見据えた施策を展開していくため、総合計画の後期基本計画とあわせ、第２期吉田

町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に取り組んでまいります。 

  以上、平成 31 年度を迎えるに当たり、当町が目指す将来都市像であります「人が集い 

未来へはばたく魅力あふれるまち 吉田町」の実現に向けて実施いたします各種施策の方針

や概要について述べさせていただきました。 

  平成 31 年度は、引き続き国・県と連携を図りながら、「津波防災まちづくり」の一丁目

一番地であります防潮堤のかさ上げ工事を着実に進めてまいりますとともに、安全・安心と

にぎわいの創出を一体的に進めるシーガーデンシティ構想に係る取り組みも一層加速させ、

確固たる安全・安心の構築に向けて全力で取り組んでまいります。 

  また、訪れたいまち、暮らしたいまちとして多くの皆様に選んでいただける町へと躍進を

遂げることができますよう、「吉田町教育元気物語 ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ

（ティーシーピー・トリビンス・プラン）」や子育て支援、健康づくりに関する施策も一層

充実させ、町の魅力をさらに高めてまいります。 

  議員各位におかれましても、ぜひとも当町の「豊かで勢いがあり、心を魅了する」まちづ

くりに対しまして御理解をいただき、今後も格段の御支援と御協力を賜りますようお願い申

し上げ、施政方針といたします。 

○議長（八木 栄君） 町長の施政方針が終わりました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議会閉会中の委員会活動報告 

○議長（八木 栄君） 続いて、日程第４、議会閉会中の委員会活動報告を各委員長から報告

願います。 

  初めに、議会運営委員会委員長、お願いいたします。 

  10 番、大塚邦子君。 

〔議会運営委員会委員長 大塚邦子君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（大塚邦子君） 10 番、大塚邦子です。 
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  議会運営委員会議会閉会中の活動報告をいたします。 

  平成 31 年２月５日火曜日午後１時 30 分から役場４階第１会議室において委員会を開催し

ました。 

  出席委員は６名、そのほか番外１名、事務局２名でした。 

  協議事項１、吉田町議会傍聴規則について、昭和 38 年施行の本規則の全部を改正するこ

とにいたしました。改正案を決定し、２月 19 日の全員協議会で報告した後、決裁後公布

し、平成 31 年第１回定例会から運用することにしました。町のホームページに掲載し、周

知するようにいたしました。 

  協議事項２、吉田町議会委員会条例について一部を改正することについて協議しました。

行政実例を参考にし、各委員会の委員の定数の合計を議員定数と一致させることに決定しま

した。２月 19 日の全員協議会で報告し、平成 31 年第１回定例会において議会運営委員会で

発議し、次期の議会から運用することにしました。 

  協議事項３、意見書の取り扱いについて、全国知事会の米軍基地に関する提言の趣旨に基

づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書については、議

会運営委員会どまりとすることを決定しました。 

  散会は午後２時 55 分でした。 

  平成 31 年２月 21 日木曜日午前９時から役場４階第１会議室において委員会を開催しまし

た。 

  出席委員は６名、番外１名、事務局２名、説明員として総務課長に出席いただきました。 

  協議事項１、平成 31 年第１回吉田町議会定例会に運営について、総務課長より町長提出

議案について概要説明があり、総務課長の退席後、協議に入りました。 

  協議の結果、審議方法は常任委員会への付託審査を行わず、早期議決となる２議案は３月

６日に表決を行い、一般会計予算、特別会計の補正予算及び特別会計、企業会計の当初予算

に係る議案９議案の審議については、中間日で質疑を行い、最終日に討論、表決を行うこと

とし、そのほかの議案は最終日に審査することに決定しました。 

  また、会期を３月１日から 18 までの 18 日間とすること、審議予定、会議録署名議員を決

定いたしました。 

  協議事項２、日本政府に核兵器禁止条約の調印批准を求める意見書並びに奥山等のスギ、

ヒノキ放置人工林を森林環境譲与税（仮称）で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すこと

を求める陳情書の取り扱いについては、議員配付とすることを決定しました。 

  散会は午前 10 時 25 分でした。 

  以上、報告といたします。 

○議長（八木 栄君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、御苦労さまでした。 

  次に、総務文教常任委員会委員長、お願いいたします。 

  ６番、山内 均君。 
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〔総務文教常任委員会委員長 山内 均君登壇〕 

○総務文教常任委員会委員長（山内 均君） 総務文教常任委員会より、議会閉会中の調査活

動についての報告をいたします。 

  所管事務調査、生活交通の確保についての調査結果の発表をもって報告とさせていただき

ます。 

  お手元に配付してありますので、ごらんください。委員会の報告書です。 

  １、調査事項。生活交通の確保について。 

  ２、調査の目的。地域の生活交通及び公共交通の確保、維持、利便性の向上について調査

研究をする。高齢化に伴う自動車運転免許証の返納や免許証を持たない人たちにとって

快適な生活を送るためには、移動手段の確保が必要なる。近隣の市町や先進地で取り組

まれているコミュニティバスやデマンドタクシー、乗り合いタクシー等の事例を参考に

して調査をする。 

  ３、期間は、調査の経過のとおりです。 

  ４、調査の経過は、平成 29 年 12 月３日から 31 年２月 13 日まで、19 回の委員会を開会

いたしました。内容は表にまとめてありますので、ごらんください。 

  視察の内容の５ページをちょっと見ていただけると幸いです。 

  第 11 回に、８月 16 日、藤枝市役所を視察いたしました。11 月５日、三重県松阪市を視

察、11 月６日、愛知県西尾市の視察を行いました。生活交通の確保についての現況調査を

しながら調査をし、別紙のとおりまとめました。 

  調査結果のまとめは、ページ数でいきますと、７ページをごらんいただくと幸いです。 

  調査は近隣市から始めました。 

  藤枝市等が運営している自主運行バスやデマンドタクシーは、民間事業者が運行するバス

路線が収支の悪化等により撤退したものを補うために設けたものである。自主運行バスの利

用者数は、最近では減少傾向にあるが、デマンドタクシーの利用者数は着実に増加している

とのこと。要因は、市や地元自治会等の利用者啓発活動であるとの調査結果が得られた。 

  牧之原市、島田市の自主運行バスは、藤枝市と同様に民間事業者が運行するバス路線が撤

退したものを補うために設けられている。 

  焼津市は、地域公共交通網形成計画において、町づくりと連携した公共交通ネットワーク

の再編計画を策定し、需要やニーズに対応した効率的で利便性の高い公共交通ネットワーク

の構築を目指し、ゆりかもめ、さつき、すいせん、さくらえび等の自主運行バスの運行を行

っている。自動車運転免許証の返納者や障害者等には、無料乗車券の交付や補助金を交付

し、利便性や安全・安心を図っているところも多い。 

  （４）視察調査、三重県の松阪市です。地域の協力と負担を前提としたコミュニティバス

の運行が行われている。地域からの要望に基づいた行政主導型の整備ではなく、地域の立候

補による参画型としている。コミュニティバスを導入した地域は、自治会等が中心となっ

て、地域公共交通検討会を設置し、地区住民のアンケート調査や運行経路、運行時刻等を市

と協議しながら検討会が自主的に検討する。特筆すべきは、沿線の事業者、商店、個人等に

支援金の協力を依頼していること。沿線地区の世帯は１世帯 500 円から 1,000 円の協賛金を

納めることを前提としている。運転経歴証明書を提示した本人及び同伴者１名に対し、運賃

は半額としている。 
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  ５、調査報告、愛知県西尾市です。コミュニティバス六万石くるりんバスは、公共交通空

白地の解消と市街部の巡回路線の整備を背景に導入された。導入過程では、アンケート調

査、ルートの検討、既存路線バス事業者との協議等が行われ、平成 18 年 12 月から運行され

ている。デマンド型乗り合いタクシーいこまいかーは、交通空白域を解消、交通弱者のため

の交通機関、利用者の移動の利便を考慮したもの。既存公共機関との連携による拡充。民間

ビジネスとしての工夫と行政の協働等を背景に導入された。導入の過程では、事業者、運輸

局との協議、パブリックコメントの実施、デマンドタクシー検討委員会の開催、プロポーザ

ルによる事業者決定などがあった。 

  藤枝市、松阪市、西尾市の視察については、総務文教常任委員会の各委員の調査研究の成

果を掲載してあります。 

  ７番目です。意見、総評についてです。 

  意見です。生活交通の確保についての調査研究の結果、コミュニティバスやデマンド型乗

り合いタクシー等の交通の移動手段は必要不可欠な重要な要素となっていることが確認で

き、多くの成果を得ることができた。 

  超高齢社会を迎える 2025 年問題、高齢化に伴う自動車運転免許証の返納や社会問題とな

ってきた運動能力の低下、認知症等による自動車運転操作ミスなど交通事故が多発してい

る。また、免許証を持たない人たちの病院への通院や買い物、職場への移動手段も重要な要

素である。生活交通の確保は交通弱者を守る手段であり、高齢者をひきこもりから守る有効

な手段であると考える。 

  委員会の調査の中でいただいた住民からの意見を紹介させていただきます。 

  おしゃべりサロン・カフェから意見をいただきました。年齢とともに働けなくなる。買い

出しや病院へ行くのが大変。運転ができない。タクシーを頼めと家族に言われる。タクシー

料金が高い。サロンまで歩いて来るのが大変になった。これからどうしよう。足が痛くて、

ヘルパーさんに買い物、掃除を頼んでいるなど、生活に直面した意見が出された。 

  総評です。 

  委員会の調査結果、近隣の自主運行バスの導入の経緯は、民間事業者が撤退したものを補

うために設けられたものが多いが、松阪市のコミュニティバスの運行は、自治会が中心とな

る検討会や地区住民のアンケート調査による検討等、地域からの要望に基づいた行政主導型

の整備ではなく、地域の立候補による参画型の運行が行われている等を確認した。 

  西尾市のコミュニティバスの運行は、公共交通空白域の解消やアンケート調査、既存バス

事業者との協議が行われている。デマンド型乗り合いタクシーは、交通弱者のための移動の

利便性を考慮したものや、民間ビジネスの工夫と行政の協働等を背景に導入されていること

も確認できた。高齢化に伴う自動車運転免許証の返納に伴う交通手段や交通弱者のための生

活交通の確保は、全ての地域で取り組みが行われていることが確認できた。吉田町では、交

通網の整備とともに、生活交通に大きな変化が起きている。コミュニティバスやデマンド型

乗り合いタクシー等、生活交通の確保に向けた施策が重要な課題となることを確信してい

る。 

  地域のことは地域で決める。三重県松阪市や愛知県西尾市の事例等を考慮した地域参画型

の交通システムが構築されることを期待している。 

  以上が総務文教常任委員会の調査事項、生活交通の確保についての報告であります。 
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  以上です。 

○議長（八木 栄君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、報告済みといたします。 

  委員長、御苦労さまでした。 

  次に、産業建設常任委員会委員長、お願いいたします。 

  ５番、大石 巌君。 

〔産業建設常任委員会委員長 大石 厳君登壇〕 

○産業建設常任委員会委員長（大石 巌君） ５番、大石 巌でございます。 

  産業建設常任委員会より、閉会中の委員会活動及び所管事務調査のとりまとめについて報

告をいたします。 

  平成 29 年６月の委員会で所管事務調査として、道路、河川及び都市公園の管理及び整備

についてということで決定をいたしまして、これまで調査研究を進めてまいりました。 

  この間、中間まとめとして報告もしてまいりました。２月７日の委員会で、視察報告とあ

わせまして、皆様のお手元の委員会調査報告書として取りまとめをいたしまして、八木議長

に報告をしたところでございます。 

  調査の経過につきましては、報告書の２ページから 12 ページに記載をしてありますの

で、ごらんをいただきたいと思います。 

  まず、１ページ目、調査の目的でございますが、降雨時の道路冠水や劣化した道路の補

修、河川の改修や管理について、町民から行政に対する要望が多数出されている。都市公園

の草刈りなどの維持管理についても同様の意見要望がある。そこで、道路、河川及び都市公

園の管理及び整備についての現状と改善策について調査研究をするということで、進めてま

いりました。 

  12 ページの５、まとめについての部分について読み上げますので、お願いをしたいと思

います。 

  ５、まとめ。委員会報告で要望がたくさん出された町道や準用河川、都市公園について

は、管理者である吉田町が常に良好な状態で管理及び整備を行うこととされている。地元か

らの改善などの要望事項については、当町も状況を把握しており、第５次吉田町総合計画の

実施計画において具体的な予算計上に努めていることは確認できたが、予算の確保や補助金

制度の活用など、より一層の努力で町民の要望に応える必要があると判断した。 

  （１） 計画的な道路改修、草刈りなどの地元の要望について予算措置を講じるととも

に、要望に応える必要があると判断する。 

  （２） 児童生徒の通学路に当たる歩道の整備は、交通安全の観点からも優先的実施が求 

     められる。 

  （３） 近年、集中豪雨の発生が頻発していることも踏まえ、計画的に治水対策を講ずる 

     必要があり、２級河川湯日川においては、計画的な治水対策が講じられるように、 

     関係機関とより一層の調整を図ることが重要であると考える。あわせて、中小河川 
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     流域における水量調節機能を有する調整池や浸透ます設置など、町民の協力のも

と、官民一体の治水対策が有効であると判断した。 

  （４） 都市公園については、現地視察時は草が繁茂し、遊具やベンチなど町民が利用し 

     にくい状況が散見されたが、その後の整備により一定の改善はされている。常に町 

     民が気持ちよく利用できる公園管理に一層の努力を願いたい。また、能満寺山公園 

     は、町の中心的位置にあり、利用しやすい駐車場整備など早急に具体化を図るべき 

     であると判断した。 

  （５） 第５次吉田町総合計画の将来都市像「人が集い 未来へはばたく魅力あふれるま 

     ち吉田町」に向けて、町民が安全・安心に暮らせる環境整備を重点施策として推進 

     することが必要であると判断した。 

  以上をもちまして、産業建設常任委員会からの調査報告といたします。 

○議長（八木 栄君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、報告済みといたします。 

  委員長、御苦労さまでした。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎吉田町教育改革調査特別委員会委員長報告 

○議長（八木 栄君） 日程第５、吉田町教育改革調査特別委員会委員長報告を、委員長から

報告願います。 

  吉田町教育改革調査特別委員会委員長、お願いします。 

  ５番、大石 巌君。 

〔吉田町教育改革調査特別委員会委員長 大石 厳君登壇〕 

○吉田町教育改革調査特別委員会委員長（大石 巌君） ５番、大石 巌でございます。 

  吉田町教育改革調査特別委員会より、これまでにとりまとめしました所管事務調査の経過

やまとめについて、２月 19 日、６名の委員の参加によりまして、皆さんのお手元にござい

ます委員会調査報告書を取りまとめいたしました。 

  皆さんにごらんをいただきたいと思います。 

  この間、13 回の委員会を開催いたしまして、ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティ

ーシーピー トリビンス プラン）に関する調査研究を進めてまいりました。 

  調査の経過につきましては、２ページから４ページに記載のとおりであります。 

  教育委員会の皆さんからの説明や資料提供を受けまして、調査研究を進めることができま

した。 

  ６ページの３、調査の結果及び意見以降につきまして、読み上げて報告といたします。 

  ３、調査の結果及び意見。 
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  （１） 平成 29 年に改訂された文部科学省の学習指導要領の主な改正点は、平成 32 年度

から小学校３、４年生に外国語活動、５、６年生に教科として外国語が新設され、

授業が年 35 時間ふえること。また、主体的、対話的で深い学びの視点からの授業

改善も求めている。教職員が授業に専念できる環境づくり。子供の確かな学力を保

障する環境づくり。保護者の教育ニーズに応じた環境づくりなど、具体的な施策と

して、平成 28 年２月 23 日の吉田町総合教育会議において、教職員、子供、保護

者、３者の共益を目的とする「子どもが『確かな学力』を身に付けることができる

町 吉田町教育元気物語ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー・ト

リビンス・プラン）」について合意、決定をいたしました。このプランは、新学習

指導要領や学校運営の改善を目指すカリキュラムマネジメントを先取りする計画と

なっております。 

  （２） このプランについては、授業日の平準化として、年間授業日数が 206 日から 220

日以上となる計画であり、マスコミからも、夏休みが 16 日程度に短縮されると報

道されるなど、広範囲に議論が広がりました。 

  （３） 保護者から「説明が不十分」「意見を聞くべき」などの声が出され、新聞報道で 

     も、中学教員から「授業日がふえれば仕事量がふえる」など、プランに対する意見 

     が出されました。 

  （４） 平成 29 年８月９日には、町民からの要請により、ＴＣＰ教育元気物語について

をテーマとする吉田町議会出前会議が開催され、同年９月の第３回吉田町議会定例

会では、５名の議員が教育問題に関する一般質問に立つなど、議論が広がりまし

た。 

  （５） 当委員会は、こうした議論の広がりを背景として、議員発議により設置が決まっ 

     たものであります。 

  委員会で調査研究した内容は、次のとおりであります。 

   ア 授業日の平準化については、全国的に教職員の多忙を解消する施策が検討されてい

ることから、他市町や先進地での方針を調査しました。また、文部科学省の新学習指

導要領における授業時間の位置づけや授業時間の平準化についても、資料をもとに検

討をいたしました。 

   イ 吉田町の教育現場での教職員の勤務実態や教育委員会の授業日の平準化に対する疑

問点について質問をし、保護者から出されている疑問点についても協議をいたまし

た。 

   ウ 平成 29 年 10 月 23 日の吉田町教育委員会において決定したＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎ

ｓＰｌａｎ（ティーシーピー・トリビンス・プラン）の今後の方向性についてが 10

月 27 日の行政報告会で報告され、今後の教育委員会の方向性として、教員や保護者

への理解が浸透していない課題、教職員と意識の共有を進める必要性など、理解の推     

進が挙げられました。また、授業日の平準化については、教職員や保護者の理解、関

係機関との調整や意見の聴取などに一定の期間が必要であり、授業日数 220 日以上の

平成 30 年度実施を見送ること、小中学校での教育活動の違いから、一律に考えるの

ではなく、基本 220 日とし、平成 32 年度から完全実施することなどが報告をされま

した。 
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      あわせて、夏季休業中を活用したサマースクールの実施や放課後児童クラブの拡 

     充として、入所基準の緩和策も報告をされました。 

    エ 委員会では、今後の方向性についてに対する検討すべき課題を協議し、教育長か

ら説明を求めました。また、授業日の平準化以外の施策については、平成 29 年２

月 23 日の総合教育会議で合意した方向で進めることが適当であると判断すること

が妥当であるかが委員会内で議論となりました。 

      プランの理解の浸透性と意識の共有が問われる中で、教職員や保護者との一の議     

論が求められます。 

    オ 学校別授業時数表などをもとに、多忙化についての原因究明、対応策などを協議     

しました。 

    カ 教育委員会と教職員が直接対話する車座対話については、平成 30 年５月から８

月まで、計 13 回、延べ 73 名が出席したとの報告を受けました。 

      意見の中では、授業日の平準化には、小中学校での受けとめ方が異なり、教育環

境の整備についても、多種の要望が出されていました。また、吉田町学力調査に対

しては、テスト自体の効果が感じられず、多忙感につながるとの声があるなど、検

討の必要性が問われていました。 

    キ 学校の学習環境については、平成 30 年度において、全小中学校へのエアコンの

整備、トイレの洋式化、ＡＬＴの全校配備、校務アシスタントの配備や中学校にお

ける部活動指導員配備の予算化などの整備が図られております。 

  ４、調査のまとめ。 

  （１） 平成 32 年度の新学習指導要領の実施時期に向けて、教職員、保護者、町民の皆

さんがこれからの社会の担い手となる子供たちに必要な教育のあり方を具現化する

ことが求められています。 

  （２） 中央教育審議会の学校における働き方改革特別部会は、教員の業務量の削減や振     

り分けなどを柱とする中間まとめを決定しました。しかし、現実には、教員の超過

勤務を前提とした業務実態では、授業日の平準化だけでは解決をしません。根本的

には、教員不足の解消と少人数学級などによる子供の顔が見える教育の推進にある

と判断をいたします。 

  （３） 教職員からの意見聴取で出された改善策を具体化し、意識の共有化を図ること

は、プランを進めるための前提条件として重要であります。 

  （４） 授業日数、年、基本 220 日の議論、長期休業期間の設定は課題があり、町は町民 

     等に対して十分な説明を行い、理解を得た中で施策を推し進めるよう一層配慮をさ 

     れたい。 

  （５） 当委員会の調査研究は道半ばであり、不十分ではあるが、これまでの議論を通

じ、問題点や疑問点については集約されてきたのではないかと判断する。教育改革

については、町議会として重要な課題であると認識するので、町は引き続き情報提

供に努められたい。 

  以上が調査の報告であります。 

  以上をもって、吉田町教育改革調査特別委員会の報告といたします。 

○議長（八木 栄君） 報告が終わりました。 
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  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

  10 番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10 番、大塚です。 

  ただいま教育改革推進特別委員会の委員長から報告があったわけでありますけれども、こ

れは約１年半前に議員発議で設置をされました。当時、目的といたしましては、ＴＣＰ Ｔ

ｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー・トリビンス・プラン）に関して理解を深めるた

めに調査研究するということでございまして、本来の特別委員会の性質とはちょっと違うの

かなという考えが私にはありますけれども、今回、報告書が出されたわけでございます。 

  その中で１点、委員会の目的というのは達成されたということでありますか。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

〔吉田町教育改革調査特別委員会委員長 大石 厳君登壇〕 

○吉田町教育改革調査特別委員会委員長（大石 巌君） ５番、大石であります。 

  報告書の４の調査のまとめの中にも書いてありますように、まだこの教育改革の問題につ

きましては、十分な町民との合意、あるいは教職員の多忙化の解消に向けての、まだ意見集

約というものが十分ではないというふうに感じております。そうした点では、よりよい教育

の改善に向けて、まだまだ議論を進める必要があると思いますが、この委員会としては、そ

うした種々の意見集約、あるいは問題点について委員会として議論を進めてまいりました。

この期間の中では、我々の調査については、いろいろ教育委員会の協力もいただきました

し、あるいは、教職員の皆さんの声も、車座対話の中で出された意見ということで、私たち

も十分議論をいたしました。保護者の皆さんからの意見についても、教育委員会の資料とし

てたくさんの意見をいただきました。そういう点を踏まえて議論を進めてきたわけでありま

すので、この調査研究については、かなりの内容まで踏み込んだ議論検討を進めてきたと私

は考えております。ですから、これからも議会の中でこうした議論について、もっともっと

深める、あるいは十分な検討をする必要があるんじゃないかなというふうに私は考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 10 番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） ちょっと今の御答弁ですと、当初の目的が達成されたかどうかとい

うところがちょっと聞けないわけですけれども、再度その点を明確にお答えいただきたいと

思います。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

〔吉田町教育改革調査特別委員会委員長 大石 厳君登壇〕 

○吉田町教育改革調査特別委員会委員長（大石 巌君） ５番、大石です。 

  この調査まとめの（５）に、まだ調査研究は道半ばであり、不十分だというふうなことで

まとめをさせていただきましたが、これは、この調査研究がここまででよしという明確な到

達点というのはないわけでありますので、引き続き議会の中でも十分な議論が必要だと私は

考えております。 

○議長（八木 栄君） 10 番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10 番、大塚です。 
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  今度の新学習指導要領の実施に向けて、町のほうでは教育改革といいますか、ＴＣＰ Ｔ

ｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー・トリビンス・プラン）のほうが、そういうこと

で取り組まれているので、32 年という目標があるわけでございますので、そこら辺が特別

委員会の調査結果としては、そこまでのもう時間がない中で調査を進められてこなかったの

かなと思うと、少し残念でございます。 

  それから、もう一つお聞きしたいんですけれども、そういう中で、特別委員会が最終報告

を出されたわけでございますけれども、４の調査のまとめの（４）になりますけれども、こ

れを読みますと、委員会としては、このＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピ

ー・トリビンス・プラン）の施策を推進するという立場でよろしいんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

〔吉田町教育改革調査特別委員会委員長 大石 厳君登壇〕 

○吉田町教育改革調査特別委員会委員長（大石 巌君） ５番、大石でございます。 

  委員会の調査の目的というのは、こういう教育改革に寄与するということが調査の目的に

入っております。ですから、このＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー・ト

リビンス・プラン）について、委員会として否定をするとか、あるいは全面的に肯定をする

とかそういう立場ではなしに、その中である問題点、疑問点、あるいは意見集約はどんなも

のか、そういったものを十分検討しながら議論を進めてきたつもりでおりますので、この委

員会の調査・意見についても、この今の時点でのとりまとめということでしてありますの

で、まだ不十分ではありますが、一定の調査の効果、あるいは検証の効果はあったものがあ

ると私は考えております。 

○議長（八木 栄君） 10 番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 委員長といたしましては、今の御答弁もあったわけですけれども、

この調査特別委員会としては、町が行っているＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティー

シーピー・トリビンス・プラン）に対しては推進ということでよろしいんですね。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

〔吉田町教育改革調査特別委員会委員長 大石 厳君登壇〕 

○吉田町教育改革調査特別委員会委員長（大石 巌君） ５番、大石でございます。 

  先ほども申し上げましたが、吉田町の総合教育会議の中でこのプランというのは決定をさ

れてきたわけですが、その間にいろいろな関係者からの御意見もたくさんあったわけです。

ですから、そういう点も踏まえまして、より教育改革が皆さんの理解のもとに進められるよ

うに、そうした議論ももっと深める、あるいはこの議会の中での委員会としても、そうした

条件をより広めて、町民の皆さんの理解のもとに進められるように、そういった立場で議論

を進めていきましたので、その点については御理解いただきたいと思います。 

○議長（八木 栄君） ほかに。 

  10 番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 委員長、申しわけないですけれども、やっぱり特別委員会を設置し

たわけですから、ある程度の結論というのを出す必要があると思うんですね。そういう中

で、もう少し歯切れよくといいますか、調査の結果はどうだったのかというところをお聞か

せ願いたいと思いますが、これで私は最後にしますけれども、この委員会ではどうだったの

かという、今時点の委員会の結論をお聞かせいただきたいと思います。 
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○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

〔吉田町教育改革調査特別委員会委員長 大石 厳君登壇〕 

○吉田町教育改革調査特別委員会委員長（大石 巌君） ５番、大石でございます。 

  調査のまとめということで、少ない文書ではありますが、委員会の中で出された今時点の

状況について取りまとめをいたしました。大塚議員が言われるように、今の時点での結論と

いいますか、その点については、まだまだ十分な議論が尽くされていないということもあり

ますので、この調査のまとめということで御理解をいただきたいと思います。 

○１０番（大塚邦子君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもって、報告済みといたします。 

  委員長、御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩いたします。再開は 10 時 45 分とします。 

 

休憩 午前１０時３３分 

 

再開 午前１０時４４分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  休憩中に、４番、蒔田昌代君から早退の届け出がありました。ただいまの出席議員数は

11 名です。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号～議案第１９号の一括上程、説明 

○議長（八木 栄君） 次に、会議規則第 35 条の規定により、日程第６、第１号議案から日

程第 24、第 19 号議案までの 19 議案を一括議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 平成 31 年第１回吉田町議会定例会に上程いたします議案の概要につ

きまして御説明申し上げます。 

  今回上程いたします議案は、条例の一部改正について４件、補正予算について４件、当初

予算について７件、規約の変更について１件、町道の路線認定について１件、人事案件につ

いて２件の合計 19 件でございます。 

  それでは、各議案につきまして御説明申し上げます。 

  第１号議案は、吉田町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございます。 
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  本議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正に伴い、災害援護資金の貸付利率は

無利子とし、当該貸付の際には保証人を求めることをする内容の条例改正をお認めいただこ

うとするものでございます。 

  第２号議案は、吉田町放課後児童クラブ室設置条例の一部を改正する条例の制定について

でございます。 

  本議案は、町内３小学校区への新たな放課後児童クラブ室の建設に伴い、当該放課後児童

クラブ室の名称及び位置を新たに規定するものと、また、既存の放課後児童クラブ室の名称

を変更することとする内容の条例改正をお認めいただこうとするものでございます。 

  第３号議案は、吉田町老人デイサービスセンター設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。 

  本議案は、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業に

移行されたことに伴い、当町の老人デイサービスセンターにおいて当該事業である第１号通

所事業に係る規定を加え、地域の実情に応じたサービスが提供できることとする内容の条例

改正をお認めいただこうとするものでございます。 

  第４号議案は、吉田町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

  本議案は、技術士法施行規則の改正に伴い、技術士法に規定する第２次試験科目につい

て、選択科目が見直されたことから、当該選択科目の水道環境を削除することとする内容の

条例改正をお認めいただこうとするものでございます。 

  第５号議案は、平成 30 年度吉田町一般会計補正予算（第４号）についてでございます。 

  本議案は、平成 30 年度一般会計の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４億 6,995

万 1,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 105 億 3,401 万 3,000 円とするととも

に、農業振興費など４つの事業費に係る合計 3,697 万 9,000 円の繰越明許費を設定するほ

か、地方債の限度額を 6,510 万円減額する補正予算をお認めいただこうとするものでござい

ます 

  第６号議案は、平成 30 年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

てでございます。 

  本議案は、平成 30 年度の国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ 1,767 万 2,000 円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 29 億 9,882 万 9,000 円

とする補正予算をお認めいただこうとするものでございます 

  第７号議案は、平成 30 年度吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についてで

ございます。 

  本議案は、平成 30 年度の介護保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ 2,372 万 2,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 19 億 3,290 万 1,000 円と

する補正予算をお認めいただこうとするものでございます 

  第８号議案は、平成 30 年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

でございます。 

  本議案は、平成 30 年度の公共下水道事業特別会計の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ 3,545 万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 11 億 6,564 万 4,000 円とする
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とともに、１の事項に係る債務負担行為の限度額を 4,700 万円とするほか、地方債の限度額

を 1,630 万円減額する補正予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第９号議案は、平成 31 年度吉田町一般会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成 31 年度の一般会計歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 107 億 8,300

万円と定めるとともに、19 の事業につきまして、総額８億 5,180 万円を限度とする地方債

を計上するほか、一時借入金の最高額を５億円と定めるとともに、給料、職員手当等に係る

款内流用を規定した予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第 10 号議案は、平成 31 年度吉田町土地取得事業特別会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成 31 年度の土地取得事業特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ 1,502 万 4,000 円と定める予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第 11 号議案は、平成 31 年度吉田町国民健康保険事業特別会計予算についてでございま

す。 

  本議案は、平成 31 年度国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ 29 億 3,395 万 4,000 円と定めるほか、一時借入金の最高額を１億円と定めるととも

に、保険給付費に係る款内流用を規定した予算をお認めいただこうとするものでございま

す。 

  第 12 号議案は、平成 31 年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計予算についてでございま

す。 

  本予算は、平成 31 年度の後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２億 6,958 万 6,000 円と定める予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第 13 号議案は、平成 31 年度吉田町介護保険事業特別会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成 31 年度の介護保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ 19 億 8,868 万 3,000 円と定めるほか、保険給付費に係る款内流用を規定した予算をお認

めいただこうとするものでございます。 

  第 14 号議案は、平成 31 年度吉田町公共下水道事業特別会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成 31 年度の公共下水道事業特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ 12 億 5,592 万 9,000 円と定めるとともに、２の事項に係る債務負担行為の限度額を合

計２億 4,200 万円とするほか、総額２億 8,360 万円を限度とする地方債を計上し、一時借入

金の借り入れの最高額を３億円と定める予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第 15 号議案は、平成 31 年度吉田町水道事業会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成 31 年度の水道事業会計予算につきまして、収益的収入の総額を５億

9,651 万 4,000 円とし、収益的支出の総額を５億 4,017 万 4,000 円とするとともに、資本的

収入の総額を１億 2,928 万 1,000 円とし、資本的支出の総額を４億 1,449 万 5,000 円とし

て、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する２億 8,521 万 4,000 円は減債積立金 3,000

万円、建設改良積立金 7,000 万円、過年度分消費税資本的収支調整額 1,627 万 5,000 円、過

年度分損益勘定留保資金 7,917 万 7,000 円、当該年度損益勘定留保資金 8,976 万 2,000 円で

補塡するものと定め、一時借入金の限度額を 2,000 万円と定めるなどの内容とする予算をお

認めいただこうとするものでございます。 

  第 16 号議案は、静岡地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約についてでございま

す。 
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  本議案は、地方税法の改正により、本年 10 月１日から自動車取引税が廃止され、同時

に、軽自動車環境性能割が導入されることから、軽自動車税及び自動車取得税の申告書の処

理に係る事務の内容を改める規約の変更を行うことについてお認めいただこうとするもので

ございます。 

  第 17 号議案は、町道の路線認定についてでございます。 

  本議案は、浜田土地区画整理事業により進められております道路整備に関連する２路線に

ついて、町道として認定する必要がありますことから、町道の路線認定をお認めいただこう

とするものでございます。 

  第 18 号議案は、吉田町監査委員の選任につき同意を求めることについてでございます。 

  本議案は、現在、吉田町監査委員であります伊藤利勝氏が本年３月 31 日をもって退任す

ることになりましたことから、新たに吉田町川尻 3793 番地の１、藁科武夫氏を吉田町監査

委員に選任することについて御同意をお願いするものでございます。 

  第 19 号議案は、吉田町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについてでござ

います。 

  本議案は、吉田町教育委員会教育長であります栗林芳樹氏が本年３月 31 日をもって前任

者の在任期間が終了することから、引き続き吉田町片岡 1678 番地の 12、栗林芳樹氏を吉田

町教育委員会教育長に任命することについて御同意をお願いするものでございます。 

  以上が上程いたします 19 議案の概要でございます。 

  なお、今回の議会定例会に上程いたします２議案につきまして、早期の議決をお願いする

ものでございます。 

  １つ目は、第５号議案の平成 30 年度吉田町一般会計補正予算（第４号）についてでござ

いますが、農林水産事業費に関しまして、昨年の台風 24 号の被害対策における国の補正予

算に呼応して、３月の早い時期に被災農業者向け経営体育成支援事業の交付決定を受ける必

要がありますことから、早期の議決をお願いしたいと考えております。 

  ２つ目は、第８号議案の平成 30 年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

についてでございますが、下水道管渠工事に関しまして、契約初年度に支出を要さない負担

行為を活用して施工時期の平準化を図る必要がありますことから、こちらも早期の議決をお

願いしたいと考えておりますので、議会の皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。 

  詳細につきましては担当課長から申し上げます。 

  それでは、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 町長からの提案理由の説明が終わりました。 

  続いて、各担当課長から詳細な説明を順次お願いします。 

  初めに、総務課長、お願いします。 

  総務課長、久保田明美君。 

〔総務課長 久保田明美君登壇〕 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  総務課からは、第 10 号議案、第 18 号議案及び第 19 号議案の計３議案について御説明申

し上げます。 

  初めに、第 10 号議案 平成 31 年度吉田町土地取得事業特別会計予算についてでございま

す。 



- 26 - 

 

  議案書の 25 ページから 27 ページをごらんください。 

  平成 31 年度吉田町土地取得事業特別会計歳入歳出予算総額でございますが、第１条にあ

りますとおり、歳入歳出それぞれ 1,502 万 4,000 円とし、款項ごとの金額は 27 ページ、第

１表のとおりとするものでございます。 

  詳細につきまして、平成 31 年度吉田町一般会計及び特別会計予算に関する説明書の一般

会計予算最終ページ、225 ページの次に、土地取得事業特別会計の歳入歳出予算事項別明細

書がございますので、その事項別明細書に沿って説明をさせていただきます。 

  １ページの総括の歳入をごらんください。 

  １款財産収入は前年度より 544 万 8,000 円少ない２万 2,000 円、２款繰入金は前年度と同

額の 1,500 万円、３款繰越金及び４款諸収入はいずれも前年度と同額の 1,000 円とし、歳入

合計 1,502 万 4,000 円を計上いたしました。 

  また、歳出につきましては、１款総務費に前年度より 544 万 8,000 円少ない 1,502 万

4,000 円を計上いたしました。 

  次に、事項別明細書の２ページから４ページをごらんください。 

  歳入についての詳細でございますけれども、１款財産収入の２万 2,000 円は、１項１目の

土地開発基金の基金利子２万円と２項１目の土地売払収入 2,000 円でございます。 

  ２款繰入金の 1,500 万円は、１項１目の土地開発基金からの繰入金 1,500 万円でございま

す。 

  ３款繰越金は 1,000 円で、１項１目の前年度繰越金の 1,000 円でございます。 

  ４款諸収入は 1,000 円で、１項１目の土地取得事業特別会計の預金利子 1,000 円でござい

ます。 

  次に、５ページの歳出をごらんください。 

  １款総務費 1,502 万 4,000 円でございますが、１項１目の一般管理費の土地開発基金への

積立金に２万 2,000 円、２目財産取得費の用地先行取得費として 1,500 万円、３目繰出金の

土地開発基金への繰出金に 2,000 円を計上いたしました。 

  続きまして、第 18 号議案 吉田町監査委員の選任につき同意を求めることについての内

容につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の 49 ページをごらんください。 

  本議案は、現在、監査委員であります伊藤利勝氏が一身上の都合により本年３月 31 日を

もって退任されますことから、伊藤監査委員の後任の委員の選任につきまして、地方自治法

第 196 条第１項の規定に基づきまして議会の同意をお願いするものでございます。 

  後任の識見を有する者のうちから選任いたします監査委員でございますが、住所は吉田町

川尻 3793 番地の１、氏名は藁科武夫、生年月日は昭和 30 年 11 月 10 日生まれ、現在 63 歳

でございます。 

  藁科氏の主な経歴でございますが、昭和 50 年 10 月に旧吉田町農業協同組合、現在のハイ

ナン農業協同組合に入所され、以来、同組合の融資営業課長、川尻支店長、神戸支店長、吉

田支店長などの要職を歴任され、平成 23 年５月には同組合の金融共済担当常務理事として

監査部の指導をなされ、平成 29 年５月に同組合を退職されました。藁科氏は、同組合在職

中に組合員への融資のアドバイスなど金融業務全般に携わっておられた方でございまして、
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ファイナンシャルプランナーや農協簿記など財務に関するさまざまな資格を有している方で

ございます。 

  これらの経歴からも、藁科氏は当町の監査委員の任を十分果たしていただける方でござい

ますので、今般、監査委員として選任させていただこうとするものでございます。 

  なお、監査委員の任期でございますが、地方自治法第 197 条に規定されております４年間

でありまして、平成 31 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までとなります。 

  続きまして、第 19 号議案 吉田町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることにつ

いての内容につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の 50 ページをごらんください。 

  本議案は、現在、吉田町教育委員会教育長であります栗林芳樹氏が本年３月 31 日をもっ

て前任者の在任期間を終了することから、引き続き栗林芳樹氏を吉田町教育委員会教育長と

して任命することにつきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の

規定に基づき議会の同意をお願いするものでございます。 

  栗林氏の住所につきましては、吉田町片岡 1678 番地の 12、氏名は栗林芳樹、生年月日は

昭和 57 年 10 月 28 日、現在 36 歳でございます。 

  栗林氏の主な経歴を申し上げますと、平成 17 年４月、文部科学省に入省、同省では主に

初等中等教育局の初等中等教育企画課及び教育課程課に配属され、平成 27 年４月には同局

教育課程課の教育課程第一係長に就任されております。平成 29 年４月からは吉田町の理事

兼教育委員会事務局長兼学校教育課長として、平成 30 年９月からは吉田町教育委員会教育

長として当町の教育行政を担っていただいているところでございます。栗林氏は、皆様御承

知のとおり、国の動向にも教育現場の状況にも精通された人材であるとともに、吉田町教育

元気物語ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー・トリビンス・プラン）の具

現化について、現在尽力していただいている状況でございます。 

  こうしたことから、栗林氏は、引き続き教育長として当町の教育行政を担っていただかな

ければならない方でありますので、今般、吉田町教育委員会教育長として任命させていただ

こうとするものでございます。 

  なお、教育長の任期でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条に

規定されております３年間でありまして、平成 31 年４月１日から平成 34 年３月 31 日まで

でございます。 

  以上、総務課から３議案につきましての御説明でございます。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、企画課長、お願いします。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

〔企画課長 谷澤智秀君登壇〕 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  企画課からは、第５号議案 平成 30 年度吉田町一般会計補正予算（第４号）について及

び第９号議案 平成 31 年度吉田町一般会計予算についての２議案につきまして御説明申し

上げます。 

  それでは、まず、第５号議案 平成 30 年度吉田町一般会計補正予算（第４号）について

の内容を御説明申し上げます。 
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  別冊の平成 30 年度吉田町一般会計補正予算（第４号）をごらんください。 

  １ページをごらんください。 

  まず、第１条でございますが、現計予算から歳入歳出それぞれ４億 6,995 万 1,000 円を減

額し、総額を歳入歳出それぞれ 105 億 3,401 万 3,000 円とし、その款項区分ごとの補正額、

補正後の歳入歳出予算額につきましては、２ページから４ページまでの第１表歳入歳出予算

補正のとおりとすることをお認めいただこうとするものでございます。 

  次に、第２条でございますが、平成 30 年度の事業のうち、年度内に事業が終わらない見

込みがあるものとして、地方自治法第 213 条第１項の規定に基づきまして、翌年に繰り越し

て使用することができる経費を、５ページに掲げます第２表繰越明許費のとおりとすること

をお認めいただこうとするものでございます。 

  そして、第３条でございますが、地方債の補正につきまして、６ページ、７ページに掲げ

ます第３表地方債補正のとおりお認めいただこうとするものでございます。 

  具体的な内容といたしまして、繰越明許費から御説明申し上げます。 

  ５ページをごらんください。 

  今回、措置しようとしております繰越明許費でございますが、全部で４事業につきまして

総額 3,697 万 9,000 円の予算を翌年度に繰り越して使用することをお認めいただこうとする

ものでございます。 

  それでは、繰り越しをお認めいただく事業とその財源につきまして、事業ごとに申し上げ

ます。 

  まず、シーガーデンシティ推進事業費につきましては、シーガーデンのジオラマ作成に係

る委託料 172 万 8,000 円を繰り越すものでございます。繰り越す財源につきましては、全額

繰入金、ふるさとよしだ寄附金基金繰入金でございます。 

  次の農業振興費につきましては、台風 24 号被災農業者に対する事業再建のための経営体

育成支援事業費補助金 1,025 万 1,000 円を繰り越すものでございます。繰り越す財源につき

ましては、県支出金と一般財源でございます。 

  次の漁港環境整備事業費につきましては、多目的広場の詳細設計に係る委託料 1,800 万円

を繰り越すものでございます。繰り越す財源につきましては、県支出金、地方債及び一般財

源でございます。 

  最後に、大幡川改修事業費につきましては、河川改修に係る工事請負費 700 万円を繰り越

すものでございます。繰り越す財源につきましては、国庫補助金と地方債、そして一般財源

でございます。 

  なお、繰越明許費につきましては、地方自治法施行令第 146 条第２項の規定に基づきまし

て、翌年度の５月 31 日までに繰越計算書を調製して、次に開会されます議会に報告しなけ

ればならないこととなっておりますので、これらの繰越明許費につきましても、そのルール

に従いまして御報告をさせていただくこととなるものでございます。 

  続きまして、６ページ、７ページの地方債補正につきまして御説明申し上げます。 

  起債につきましては、事業の実施状況に沿いまして、第３表に掲げる事業の起債限度額に

つきまして、変更及び廃止をお認めいただこうとするものでございます。 

  この地方債の補正によりまして、起債全体の限度額は、補正前と比較して 6,510 万円減額

となります。 
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  続きまして、別冊の平成 30 年度吉田町一般会計補正予算（第４号）に関する説明書に沿

って補正予算の内容を御説明いたします。 

  まず、説明書の３ページの歳入をごらんください。 

  初めに、１款町税につきましては 5,000 万円の増額でございます。これは、２項１目固定

資産税におきまして、企業の設備投資の増加に伴い、償却資産が 5,000 万円の増額となって

おります。 

  次に、２款地方譲与税につきましては 220 万円の減額でございます。 

  続きまして、４ページをごらんください。 

  ３款利子割交付金につきましては 140 万円の増額、４款配当割交付金につきましては 120

万円の減額でございます。 

  続きまして、５ページをごらんください。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金につきましては 480 万円の減額、６款地方消費税交付金につ

きましては 160 万円の増額でございます。 

  続きまして、６ページをごらんください。 

  ７款自動車取得税交付金につきましては 30 万円の増額でございます。 

  なお、２款地方譲与税から７款自動車取得税交付金につきましては、いずれも県から示さ

れた推計をもとに算出し、計上しているものでございます。 

  次に、11 款分担金及び負担金につきましては 87 万円の減額でございます。 

  これは、１項１目の農林水産費分担金につきまして、県補助金の確定に応じて事業費を減

額することから、それに応じて分担金も減額となるものでございます。 

  ７ページをごらんください。 

  13 款国庫支出金につきましては 2,781 万 5,000 円の減額でございます。 

  まず、１項１目民生費国庫負担金につきましては 465 万 9,000 円の増額でございます。 

  これは、社会福祉費負担金におきまして、事業費の増額に伴い、障害児施設措置費、給付

費等の負担金を 423 万 7,000 円増額、また、保険基盤安定制度負担金におきまして、本算定

の結果に基づき 42 万 2,000 円を増額するものでございます。 

  次に、７ページから８ページにかけての２項２目民生費国庫補助金につきましては 171 万

6,000 円の減額でございます。 

  これは、社会福祉費補助金におきまして、地域生活支援事業費補助金について、交付決定

に伴い 55 万 9,000 円を減額、社会保障・税番号制度に係るシステム整備費補助金につきま

しては、国民年金システム分について 20 万円を減額、国民健康保険システム分について 40

万円を減額、障害者福祉システム分について 20 万円を減額、介護保険システム分について

40 万円を減額、また、障害者総合支援事業費補助金につきましては、自立支援法改正に伴

うシステム改修に伴いまして 24 万 3,000 円を計上するものでございます。 

  次に、８ページの児童福祉費補助金におきましては、社会保障・税番号制度に係るシステ

ム整備費補助金、児童福祉システム分について 20 万円を減額するものでございます。 

  次に、５目土木費国庫補助金につきましては 3,075 万 8,000 円の減額でございます。 

  これは、道路橋梁費補助金におきまして、社会資本整備総合交付金について交付決定に伴

いまして 3,075 万 8,000 円を減額するものでございます。 

  ９ページをごらんください。 
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  14 款県支出金につきましては 1,288 万 9,000 円の減額でございます。 

  まず、１項１目民生費県負担金につきましては 326 万 1,000 円の増額でございます。 

  これは、社会福祉費負担金におきまして、事業費の増額に伴い、障害児施設措置費給付費

等の負担金を 211 万 8,000 円増額、また、保険基盤安定制度負担金におきまして、本算定の

結果に基づき 114 万 3,000 円を増額するものでございます。 

  次に、２項１目の総務費県補助金につきましては 1,148 万円の減額でございます。 

  これは、総務管理費補助金におきまして、静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業費補助金

につきまして、事業の実績に伴い 1,148 万円を減額するものでございます。 

  次に、２目民生費県補助金につきましては 28 万円の減額でございます。 

  これは、社会福祉費補助金におきまして、地域生活支援事業費補助金について、交付決定

に伴い 28 万円を減額するものでございます。 

  次に、９ページから 10 ページにかけての４目農林水産業費県補助金につきましては 364

万 7,000 円の減額でございます。 

  これは、10 ページの農業費補助金におきまして、内示額に沿って農業委員会交付額を 27

万 7,000 円増額、また、経営体育成支援事業費補助金につきましては、国の平成 30 年度第

２次補正予算に伴いまして、平成 30 年度の台風 24 号により被害を受けた農産物の生産・加

工に必要な施設、機械の再建、修繕等を支援するもので、674 万 1,000 円を計上するもので

ございます。また、水産事業費補助金におきまして、漁業基盤整備事業費補助金について、

交付決定に伴い 1,066 万 5,000 円を減額するものでございます。 

  次に、７目消防費県補助金につきまして 74 万 3,000 円の減額でございます。 

  これは、消防費補助金におきまして、緊急地震津波対策交付金について、決算見込みによ

り 74 万 3,000 円を減額するものでございます。 

  続きまして、15 款財産収入につきましては 1,844 万 4,000 円の増額でございます。 

  これは、２項１目不動産売払収入におきまして、当初の予定以上の金額を収入できること

になりましたことから 1,844 万 4,000 円を増額するものでございます。 

  11 ページをごらんください。 

  16 款寄附金につきまして４億 2,922 万 1,000 円の減額でございます。 

  まず、１項１目一般寄付金につきましては、当初の予定以上の金額を収入できることにな

りましたことから 77 万 9,000 円を増額するものでございます。 

  次に、２目ふるさとよしだ寄附金につきましては４億 3,000 万円の減額でございます。 

  これは、ふるさとよしだ寄附金の実績に伴いまして、一般寄付金につきまして３億 100 万

円を減額、指定寄附金につきましては１億 2,900 万円を減額するものでございます。 

  続きまして、17 款繰入金につきましては 697 万円の減額でございます。これは、２項１

目基金繰入金におきまして、12 ページのふるさとよしだ寄附金基金繰入金につきまして、

充当事業費、シーガーデンシティの調査委託料の減額に伴いまして 697 万円を減額するもの

でございます。 

  続きまして、19 款諸収入につきましては 937 万円の増額でございます。 

  こちらは、５項２目雑入につきまして 937 万円を増額するものでございます。まず、総務

費雑入におきまして、市町村振興協会市町交付金について、交付確定に伴い 108 万 2,000 円

を増額、衛生費雑入におきまして、後期高齢者過年度精算金につきまして、負担金の精算に
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伴い 1,148 万 8,000 円を増額、消防費雑入におきましては、コミュニティ助成事業助成金に

ついて 200 万円を減額、また、教育費雑入におきましては、スポーツ振興くじ助成金につい

て、交付決定に伴い 120 万円を減額するものでございます。 

  13 ページをごらんください。 

  20 款町債につきましては 6,510 万円の減額でございます。 

  まず、１項３目農業水産業債につきましては 960 万円の減額でございます。 

  これは、水産業債におきまして、それぞれ事業の実績に応じまして 960 万円を減額するも

のでございます。 

  次に、４目土木債につきましては 5,190 万円の減額でございます。 

  これは、道路橋梁債におきまして、それぞれの事業実績に応じまして 5,190 万円を減額す

るものでございます。 

  次に、13 ページから 14 ページにかけての５目消防債につきましても、それぞれの事業実

績に応じまして 360 万円を減額するものでございます。 

  以上が歳入でございます。 

  次に、歳出につきまして御説明申し上げます。 

  15 ページをごらんください。 

  まず、１款議会費につきましては 70 万 4,000 円の減額でございます。 

  これは、１項１目議会費におきまして、決算見込みにより議会調査活動費を 70 万 4,000

円減額するものでございます。 

  続きまして、２款総務費につきましては２億 1,465 万 5,000 円の減額でございます。 

  まず、15 ページから 16 ページにかけての１項６目企画費におきましては２億 1,435 万

5,000 円の減額でございます。 

  これは、16 ページのふるさと納税推進事業費につきまして、歳入のふるさとよしだ寄附

金の実績に伴いまして２億 423 万 5,000 円を減額、また、シーガーデンシティ推進事業費に

つきまして、決算見込みにより調査委託量を 700 万円減額、そして、地域おこし協力隊事業

費につきまして、決算見込みにより地域おこし協力隊報酬を 312 万円減額するものでござい

ます。 

  なお、シーガーデンシティ推進事業費につきましては、平成 31 年度に繰り越す措置を講

じさせていただいております。 

  次に、16 ページから 17 ページにかけての６項１目監査委員費につきましては、事業実績

により 30 万円を減額するものでございます。 

  続きまして、17 ページ、３款民生費につきましては、3,347 万 8,000 円の増額でございま

す。 

  まず、１項１目社会福祉総務費につきましては、臨時福祉給付金給付事業費が確定しまし

たことから、事業実績に応じまして国庫補助金返還金 928 万 8,000 円を計上するものでござ

います。 

  続きまして、18 ページをごらんください。 

  ２目国民年金事務費につきましては、社会保障・税番号制度に係るシステム改修委託料

20 万円を減額するものでございます。 
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  次に、３目国民健康保険費につきましては、決算見込みに伴いまして、国民健康保険事業

会計繰出金につきまして 250 万 8,000 円を増額するものでございます。 

  次に、18 ページから 19 ページにかけての５目心身障害者福祉費におきまして 2,730 万円

の増額でございます。 

  これは、心身障害者福祉費につきまして、社会保障・税番号制度に係るシステム改修委託

料を 30 万円減額、また、心身障害者自立支援事業費につきまして、自立支援法改正に伴う

システム改修に伴い、電算処理委託料を 48 万 6,000 円増額、給付費の増額に伴い、デイサ

ービス等給付費を 686 万 6,000 円増額、サービス利用計画作成費（障害児）を 160 万 9,000

円増額、また、過年度事業の精算に伴い、県補助金等返還金 1,863 万 9,000 円を増額するも

のでございます。また、地域生活支援事業費につきましては、有利な補助事業の活用による

財源振替となっております。 

  次に、19 ページから 20 ページにかけての７目介護保険費につきましては、介護給付費の

決算見込みにより、介護保険事業会計繰出金を 511 万 8,000 円減額するものでございます。 

  次に、20 ページの２項１目児童福祉総務費につきましては、社会保障・税番号制度に係

るシステム改修委託料 30 万円を減額するものでございます。 

  続きまして、21 ページをごらんください。 

  ４款衛生費につきましては 366 万 5,000 円の減額でございます。 

  まず、１項２目予防費におきましては 891 万 5,000 円の減額でございます。 

  これは、感染症予防費について、決算見込みにより予防接種委託料を 659 万 9,000 円減

額、おたふく風邪ワクチン予防接種費助成金を 231 万 6,000 円減額するものでございます。 

  次に、３目環境衛生費につきましては、吉田町牧之原市広域施設組合の補正予算（第２

号）に伴い、吉田町牧之原市広域施設組合負担金ごみ処理費を 864 万 1,000 円増額するもの

でございます。 

  次に、21 ページから 22 ページにかけての５目母子保健衛生費につきましては 46 万 6,000

円の減額でございます。 

  これは、22 ページの母子保健衛生費について、決算見込みにより乳幼児・妊婦健診委託

料を 118 万 5,000 円減額、妊娠出産包括支援事業費について、母子保健衛生費国庫補助金の

過年度分の精算に伴い、償還金利子及び割引料 71 万 9,000 円を計上するものでございま

す。 

  次に、７目老人保健事業費につきましては 17 万 5,000 円の増額でございます。 

  これは、後期高齢者医療事業事務費について、決算見込みにより人間ドッグ委託料を 17

万 5,000 円増額するものでございます。 

  次に、22 ページから 23 ページにかけての８目健康増進事業費につきましては 310 万円の

減額でございます。 

  これは、決算見込みにより胃がん検診委託料を 100 万円減額、肺がん検診委託料を 100 万

円減額、大腸がん検診委託料を 110 万円減額するものでございます。 

  続きまして、23 ページ、６款農林水産業費につきましては 1,929 万 2,000 円の減額でご

ざいます。 

  まず、１項１目農業委員会費におきまして、農業委員会運営費について、歳入でも申し上

げましたとおり、農業委員会交付金の増額により財源振替となっております。 
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  次に、23 ページから 24 ページにかけての３目農業振興費につきましては 1,007 万 6,000

円の増額でございます。 

  これは、24 ページの農業経営振興会補助金を、決算見込みにより 17 万 5,000 円減額、ま

た、歳入のところでも御説明させていただきました国の平成 30 年度第２次補正予算に伴い

まして、平成 30 年の台風 24 号により被害を受けました農産物の生産加工に必要な施設、機

械の再建、修繕等を支援するための経営体育成支援事業費 1,025 万 1,000 円を計上するもの

でございます。 

  なお、農業振興費につきましては、平成 31 年度に繰り越す措置を講じさせていただいて

おります。 

  次に、５目農地費につきましては 12 万 2,000 円の減額でございます。 

  これは、土地改良事業費について、大井川土地改良区負担金の確定に伴い 12 万 2,000 円

を減額するものでございます。 

  次に、３項１目水産振興費につきましては、事業実績に応じ、農業近代化資金利子補助金

を 92 万 2,000 円減額するものでございます。 

  次に、24 ページから 25 ページにかけての２目漁港管理費につきましては 2,832 万 4,000

円の減額でございます。 

  これは、漁港管理費につきまして、決算見込みにより、施設整備を 264 万 2,000 円減額、

また、水産物供給基盤機能保全事業費につきましては、歳入で申し上げました漁業基盤整備

事業費補助金の交付決定に伴い、設計委託料を 34 万 4,000 円減額、漁港改修を 1,545 万

6,000 円減額するものでございます。 

  また、漁港環境整備事業費につきましては、事業実績により漁港環境施設整備を 988 万

2,000 円減額するものでございます。 

  なお、漁港環境整備事業費につきましては、平成 31 年度に繰り越す措置を講じさせてい

ただいております。 

  続きまして、26 ページをごらんください。 

  ７款商工費につきましては 629 万円の減額でございます。 

  これは、１項３目観光費におきまして、観光振興費について事業確定に伴い交差点名表示

板設置工事を 629 万円減額するものでございます。 

  続きまして、８款土木費につきましては１億 2,257 万 4,000 円の減額でございます。 

  まず、26 ページから 27 ページにかけての１項１目土木総務費におきましては 1,685 万

2,000 円の減額でございます。 

  これは、防潮堤整備事業費について、決算見込みにより道路改良を 1,419 万 3,000 円減

額、道路整備関連補償費を 265 万 9,000 円減額するものでございます。 

  次に、27 ページの２項１目道路維持費につきましては 5,389 万 7,000 円の減額でござい

ます。 

  これは、道路維持費につきまして、決算見込みにより特定消耗品費を 10 万円減額、国庫

補助金の交付決定に伴い施設整備を 1,700 万円減額、また、吉田町内道路舗装修繕事業費に

つきまして、決算見込みにより測量調査委託料を 129 万 6,000 円減額、国庫補助金の交付決

定に伴い道路改良を 3,550 万 1,000 円減額するものでございます。 
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  次に、27 ページから 28 ページにかけての２目道路新設改良費につきましては 3,751 万

2,000 円の減額でございます。 

  これは、28 ページの企業活動維持支援事業区域基盤整備事業費につきまして、事業費の

確定に伴い 2,627 万 5,000 円を減額、また、青柳北原４号線道路改良事業につきましては、

事業着手の見送りに伴いまして 1,123 万 7,000 円を減額するものでございます。 

  次に、28 ページから 29 ページにかけての３項３目河川新設改良費につきましては、歳入

で申し上げました社会資本整備総合交付金の減額に伴い大幡川改修事業費 621 万 3,000 円減

額するものでございます。 

  なお、大幡川改修事業費につきましては、平成 31 年度に繰り越す措置を講じさせていた

だいております。 

  次に、29 ページ、４項２目土地区画整理事業費につきましては、浜田土地区画整理事業

負担金を決算見込みに伴い 425 万円減額するものでございます。 

  次に、４目公共下水道費につきましては、公共下水道事業特別会計の決算見込みに沿いま

して公共下水道事業繰出金を 385 万円減額するものでございます。 

  30 ページをごらんください。 

  ９款消防費につきましては 716 万 2,000 円の減額でございます。 

  まず、１項３目消防施設費におきまして、消防施設整備事業費について、公用車、消防ポ

ンプ車の決算見込みに伴いまして 272 万 5,000 円を減額するものでございます。 

  次に、30 ページから 31 ページにかけての５目災害対策費につきましては 443 万 7,000 円

の減額でございます。 

  これは、地震対策費につきまして、決算見込みにより 320 万 2,000 円を減額、また、情報

伝達充実強化事業費につきましても、決算見込みにより同報無線デジタル化に伴う工事監理

委託料を 120 万 2,000 円減額、同報無線デジタル化工事を３万 3,000 円減額するものでござ

います。 

  続きまして、31 ページ、10 款教育費につきましては 1,069 万円の減額でございます。 

  まず、31 ページから 32 ページにかけての１項３目教育諸費につきましては 901 万 3,000

円の減額でございます。 

  これは、教育振興事業費におきまして、講師謝礼金を決算見込みにより 123 万 2,000 円減

額、教職員等負担金補助金におきまして、小中学校活動補助金を決算見込みにより 44 万

3,000 円増額、ちいさな理科館事業費におきましては、決算見込みにより臨時職員賃金を

115 万 9,000 円減額、教材備品を 32 万 4,000 円減額、確かな学力定着事業におきまして、

吉田町学力調査研究委託料を決算見込みにより 137 万 7,000 円減額、また、幼児教育振興事

業費におきましては、就園奨励費補助金を決算見込みによりまして 536 万 4,000 円減額する

ものでございます。 

  次に、32 ページから 33 ページにかけての５項３目体育館運営費につきましては 167 万

7,000 円の減額でございます。 

  これは、総合体育館運営費につきまして、決算見込みにより体育備品を 167 万 7,000 円減

額するものでございます。 

  最後に、33 ページの 13 款県諸支出金でございますが、１億 1,839 万 7,000 円の減額でご

ざいます。 
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  これは、２項１目基金費におきまして、財政調整基金につきまして、今回、補正に際しす

ぐに事業の財源とすることのない収入 1,060 万 3,000 円を財政調整基金に積み立てるための

増額、また、ふるさと納税寄附金基金につきましては、歳入のふるさとよしだ寄附金指定寄

附金が減額となったことに伴いまして１億 2,900 万円を減額するものでございます。 

  以上が第５号議案 平成 30 年度吉田町一般会計補正予算（第４号）についての概要でご

ざいます。 

  なお、当議案につきましては、農林水産費に関しまして、昨秋の台風 24 号の被害対策に

おける国の補正予算に呼応して３月の早い時期に被害農業者向けの経営体育成事業費の申請

及び交付決定の事務処理等を行う必要がありますことから、早期の議決をお願いするもので

ございます。 

  続きまして、第９号議案 平成 31 年度吉田町一般会計予算につきまして御説明申し上げ

ます。 

  議案は、議案書の 14 ページからとなります。 

  それでは、まず、議案書の 15 ページをごらんください。 

  第１条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 107 億 8,300 万円とし、また、この

款項区分ごとの金額は、16 ページから 22 ページまでに掲載しております第１表歳入歳出予

算のとおりお認めいただこうとするものでございます。 

  第２条は、23 ページから 24 ページに掲げました第２表地方債のとおりお認めいただこう

とするものでございます。 

  第３条は、一時借入金の借り入れを最高額を５億円と定めることにつきましてお認めいた

だこうとするものでございます。 

  第４条は、歳出予算の各項間の金額を流用することができる経費を定めたものでございま

す。 

  以上が平成 31 年度吉田町一般会計予算でございますが、引き続き、概要につきまして御

説明いたします。 

  それでは、16 ページからの第１表歳入歳出予算に沿って御説明をしたいと思います。 

  16 ページをごらんください。 

  まず、歳入でございますが、１款町税につきましては 54 億 7,469 万 4,000 円を計上し、

歳入総額に占める割合は 50.8％となっております。 

  次に、２款地方譲与税につきましては１億 220 万円の計上でございます。 

  これは、地方財政計画の率を考慮し、１項地方揮発油譲与税として 2,810 万円、２項自動

車重量譲与税として 7,280 万円を計上し、また、３項森林環境譲与税といたしまして 130 万

円を計上するものでございます。 

  次に、３款利子割交付金につきましては 630 万円、４款配当割交付金につきましては

1,570 万円、５款株式等譲渡所得割交付金につきましては 1,940 万円をそれぞれ計上してお

ります。 

  17 ページをごらんください。 

  ６款地方消費税交付金につきましては５億 8,440 万円の計上でございます。 

  次に、７款自動車取得税交付金につきましては 1,790 万円、８款、税制改正に伴います環

境性能割交付金につきましては 910 万円を計上しております。 
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  また、９款地方特例交付金につきましては 7,065 万 8,000 円の計上で、１項地方特例交付

金として 3,567 万 5,000 円、２項子ども・子育て支援臨時交付金として 3,498 万 3,000 円を

計上しております。 

  次に、10 款地方交付税につきましては、平成 31 年度におきましても引き続き交付団体と

して推計し、４億円を見込んでおります。このうち３億円は地方交付税、１億円は特別交付

税でございます。 

  11 款交通安全対策特別交付金につきましては 380 万円の計上でございます。 

  12 款分担金及び負担金につきましては 9,084 万 8,000 円の計上で、１項分担金として 378

万 4,000 円、２項負担金として 8,706 万 4,000 円を計上しております。 

  18 ページをごらんください。 

  13 款使用料及び手数料につきましては 7,156 万 2,000 円の計上で、１項使用料としまし

て 5,731 万 7,000 円、２項手数料として 1,424 万 5,000 円を計上しております。 

  次に、14 款国庫支出金につきましては９億 1,655 万 2,000 円の計上でございます。 

  保育所等の設備補助金及びプレミアム商品券事業費補助金が主な要因となりまして、前年

度と比較しまして 6,615 万 4,000 円の増額でございます。 

  国庫支出金の内訳といたしましては、１項国庫負担金として６億 4,667 万 5,000 円、２項

国庫補助金として２億 6,223 万 7,000 円、３項国庫委託金として 764 万円を計上しておりま

す。 

  次に、15 款県支出金につきましては７億 5,136 万 7,000 円の計上でございます。 

  地域産業立地事業費補助金が主な要因となりまして、前年度と比較をしまして 7,835 万

1,000 円の増額でございます。 

  県支出金の内訳といたしましては、１項県負担金として３億 1,518 万 7,000 円、２項県補

助金として３億 6,011 万円、３項県委託金として 7,607 万円を計上しております。 

  次に、16 款財産収入につきましては 2,011 万 7,000 円の計上で、１項財産運用収入とし

て 705 万 6,000 円、２項財産売払収入として 1,306 万 1,000 円を計上しております。 

  17 款寄附金につきましては４億 5,200 万円の計上でございますが、そのうちふるさと納

税分としてふるさとよしだ寄附金に４億 5,000 万円を計上しております。 

  19 ページをごらんください。 

  18 款繰入金につきましては５億 6,962 万 3,000 円の計上でございます。 

  その内訳といたしましては、１項特別会計繰入金として 12 万 6,000 円、２項基金繰入金

として５億 6,949 万 7,000 円を計上しております。合計で前年度と比較しまして 7,517 万

9,000 円の増額となっております。 

  次に、19 款繰越金につきましては２億円、20 款諸収入につきましては１億 5,497 万

9,000 円の計上でございます。 

  21 款町債につきましては８億 5,180 万円の計上でございます。 

  これは、前年度と比較しまして 30 万円の増額となっております。 

  続きまして、歳出でございます。 

  20 ページをごらんください。 

  まず、１款議会費につきましては 9,968 万 6,000 円の計上でございます。 

  次に、２款総務費につきましては 14 億 6,246 万 8,000 円の計上でございます。 
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  ふるさと納税事業が主な要因となりまして、前年度と比較しまして 5,372 万 9,000 円の減

額となっております。 

  ３款民生費につきましては 29 億 2,160 万 6,000 円の計上でございます。 

  放課後児童クラブ建設事業が終了したことが主な要因となりまして、前年度と比較しまし

て 2,600 万 9,000 円の減額となっております。 

  ４款衛生費につきましては 16 億 3,732 万 3,000 円の計上でございます。 

  吉田町牧之原市広域施設組合負担金、ごみ処理費の増額が主な要因となりまして、前年度

と比較しまして 3,022 万 6,000 円の増額となっております。 

  ５款労働費につきましては 303 万 5,000 円の計上でございます。 

  21 ページをごらんください。 

  ６款農林水産費につきましては２億 1,908 万円の計上でございます。 

  漁港管理費におけます設備整備、津波高波防災ステーションのサーバーの更新の終了が主

な要因となりまして、前年度と比較しまして 2,099 万 6,000 円の減額となっております。 

  ７款商工費につきましては３億 1,915 万 2,000 円の計上でございます。 

  企業立地促進事業費補助金及びプレミアムつき商品券事業費の計上が主な要因となりまし

て、前年度より２億 3,210 万 7,000 円の増額となっております。 

  次に、８款土木費につきましては 12 億 9,877 万 8,000 円の計上でございます。 

  企業活動維持支援事業区域基盤整備事業費の減額が主な要因となりまして、前年度と比較

しまして 5,123 万 5,000 円の減額となっております。 

  ９款消防費につきましては５億 2,152 万 9,000 円の計上でございます。 

  同報無線デジタル化整備の減額が主な要因となりまして、前年度と比較して 5,572 万

1,000 円の減額となっております。 

  次の 10 款教育費につきましては 10 億 9,472 万 5,000 円の計上でございます。 

  各小中学校の体育館の空調設備の整備が主な要因となりまして、前年度と比較しまして２

億 4,819 万 2,000 円の増額となっております。 

  22 ページをごらんください。 

  次に、11 款災害復旧費につきましては 4,000 円、12 款公債費につきましては 10 億 7,250

万 3,000 円、13 款諸支出金につきましては１億 1,311 万 1,000 円の計上でございます。 

  14 款予備費につきましては 2,000 万円の計上でございます。 

  続きまして、23 ページ、24 ページに掲げてあります第２表地方債につきまして御説明申

し上げます。 

  平成 31 年度において起債を予定しております事業は 18 事業でございます。 

  この 18 事業に加え、臨時財政対策債３億円を予定し、総額８億 5,180 万円の限度額とな

る起債をお認めいただこうとする内容となっております。 

  以上が第９号議案 平成 31 年度吉田町一般会計予算についての概要でございます。 

  なお、予算に関します説明書を用いましての詳細な説明は、後刻それぞれの担当課長から

ございますので、財政担当課であります企画課からの説明は以上となります。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、税務課長、お願いします。 

  税務課長、松浦伸子君。 
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〔税務課長 松浦伸子君登壇〕 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  税務課からは、第 16 号議案について御説明申し上げます。 

  提出議案 45、46 ページ、あわせて参考資料ナンバー８をごらんください。 

  本議案は、地方税法の改正により、本年 10 月１日から自動車取得税は廃止され、同時に

軽自動車税環境性能割が導入されることから、静岡地方税滞納整理機構規約のうち、軽自動

車税及び自動車取得税の申告処理等の事務の規定を変更することについてお認めいただこう

とするものでございます。 

  なお、本議案は、地方自治法第 291 条の３第１項の規定により、全構成団体において静岡

地方税滞納整理機構の規約変更の協議を行うため、同法第 291 条の 11 の規定により、構成

団体である県及び各市町の議会での議決を経なければならないこととなっておりますことか

ら、御審議をお願いするものでございます。 

  改正の内容でございますが、広域連合の処理する事務についての変更でございます。 

  第４条第４号の改正でございます。地方税法の改正に伴い「及び自動車取得税」を削り、

あわせて「第 442 条第２号」を「第 442 条第５号」に、「同条第４号」を「同条第７号」

に、条ずれにより改めるものでございます。 

  また、附則におきまして、施行日を平成 31 年 10 月１日からとするものでございます。 

  税務課からの説明は以上でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、町民課長、お願いします。 

  町民課長、門田万里子君。 

〔町民課長 門田万里子君登壇〕 

○町民課長（門田万里子君） 町民課でございます。 

  町民課からは、第６号議案、第 11 号議案、第 12 号議案の３議案につきまして御説明申し

上げます。 

  初めに、議案書の 11 ページ、第６号議案 平成 30 年度吉田町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）について御説明申し上げます。 

  では、別冊となっております平成 30 年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）の１ページをごらんいただきたいと存じます。 

  第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,767 万 2,000 円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29 億 9,882 万 9,000 円とするものでございま

す。 

  また、第２項にありますとおり、款項の区分及び区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額につきましては、２ページの第１表歳入歳出予算補正のとおりお認めいただこう

とするものでございます。 

  引き続き、その詳細について御説明させていただきます。 

  別冊になります、平成 30 年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に関

する説明書をごらんいただきたいと存じます。 

  初めに、２ページの歳入の１款国民健康保険税でございますが、310 万 8,000 円の減額で

ございます。 
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  これは、平成 30 年 12 月までの収入状況及び決算見込みを踏まえまして、１項１目の一般

被保険者国民健康保険税を 205 万 9,000 円減額するとともに、３ページの２目退職被保険者

等国民健康保険税を 104 万 9,000 円減額するものでございます。 

  次に、４ページの４款県支出金の１項１目保険給付費等交付金は 1,827 万 2,000 円の増額

でございます。 

  平成 30 年度の国保制度改革に伴う財政運営の県単位化に伴い、保険給付費の全額を県が

各市町へ普通交付金として交付するもので、今回、平成 30 年度の決算見込みにより歳出の

保険給付費を増額することにあわせまして、普通交付金も増額するものでございます。 

  次に、６款繰入金でございますが、250 万 8,000 円の増額でございます。 

  これは、１項１目の一般会計繰入金を増額するもので、低所得者対策としての保険基盤安

定繰入金は、交付額の決定により１節の保険税軽減分を 124 万 3,000 円の増額、また、２節

の保険者支援分を 84 万 3,000 円増額し、３節の職員給与費等繰入金は、歳出の一般管理費

のシステム改修費分を減額することに合わせまして繰入金も 60 万円の減額。５節の財政安

定化支援事業繰入金は、普通交付税の国保分の範囲内で不足分の 102 万 2,000 円を一般会計

から繰り入れるために増額するものでございます。 

  続きまして、歳出について御説明申し上げます。 

  ６ページをごらんください。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございますが、当初予算計上しておりま

したシステム改修が保守料の範囲内で対応できたため、60 万円を減額するものでございま

す。 

  次に、２款保険給付費でございますが、平成 30 年度の決算見込みを踏まえまして 1,827

万 2,000 円を増額するものでございます。 

  内訳といたしましては、１項１目の一般被保険者療養給付費を 798 万 4,000 円の増額、７

ページ、同項３目の一般被保険者療養費を 37 万 2,000 円の増額、２項１目の一般被保険者

高額療養費を 888 万 3,000 円の増額、８ページの同項２目の退職被保険者等高額療養費を

103 万 3,000 円増額するものでございます。 

  次の３款国民健康保険事業費納付金は、歳入で御説明いたしました保険基盤安定繰入金の

増額補正に伴い、財源の振りかえを行うものでございます。 

  以上が第６号議案 平成 30 年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついてでございます。 

  続きまして、議案書の 28 ページから 31 ページまでの第 11 号議案 平成 31 年度吉田町国

民健康保険事業特別会計予算について御説明を申し上げます。 

  議案書の 29 ページをごらんいただきたいと存じます。 

  第１条でございますが、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 29 億 3,395 万 4,000 円

と定め、第２項では款項の区分及び当該区分ごとの金額は、30 ページ、31 ページの第１表

歳入歳出予算のとおりお認めいただこうとするものでございます。 

  また、第２条では、地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借り入れの最高額は

１億円と定め、第３条では、保険給付費における同一款内での各項の間の流用ができる規定

をそれぞれお認めいただこうとするものでございます。 



- 40 - 

 

  では、引き続きその詳細を、別冊となっております予算に関する説明書により御説明をさ

せていただきます。 

  予算に関する説明書の吉田町国民健康保険事業特別会計をごらんいただきたいと存じま

す。 

  ２ページをごらんいただきたいと思います。 

  それでは、歳入から御説明申し上げます。 

  ２ページから３ページにかけての１款国民健康保険税は６億 9,244 万 1,000 円の計上でご

ざいます。 

  被保険者数の減少により、前年度に比べ 1,544 万 6,000 円の減額でございます。 

  １項１目一般被保険者国民健康保険税は６億 9,065 万 7,000 円、３ページの２目退職被保

険者等国民健康保険税は 178 万 4,000 円の計上でございます。 

  次に、４ページの２款使用料及び手数料は督促手数料の 10 万円の計上でございます。 

  次に、３款国庫支出金は災害臨時特例補助金の 1,000 円の計上でございます。 

  これは、東日本大震災に伴います国保税や療養給付費の減免措置を行った場合の補助金で

ございます。 

  次に、５ページの４款県支出金は 20 億 2,889 万 7,000 円の計上でございます。 

  歳出の保険給付費に充当されます普通交付金が 19 億 9,217 万円、保険者努力支援分等の

特別交付金が 3,672 万 7,000 円でございます。 

  次の５款財産収入は基金利子の２万円の計上でございます。 

  次に、６ページの６款繰入金は１億 8,650 万 5,000 円の計上でございます。 

  １項１目の一般会計繰入金は、低所得者対策のための保険基盤安定繰入金や出産育児一時

金等繰入金などの法定繰入金でございます。 

  また、２項１目の国民健康保険事業基金繰入金は、予算不足を補うため 3,500 万円の計上

でございます。 

  次に、７ページの７款繰越金は 1,000 円の計上でございます。 

  次に、８ページから 10 ページにかけての８款諸収入は 1,599 万円の計上でございます。 

  内訳としましては、１項１目の延滞金 11 万円、２項１目の預金利子 1,000 円、３項雑入

の 1,587 万 9,000 円でございます。この３項雑入のうち、９ページにございます６目雑入の

普通交付金返納金 1,476 万 5,000 円につきましては、平成 30 年度の制度改革による財政運

営の県単位化に伴い、保険給付費は全額県から普通交付金として交付されておりますが、２

月診療分につきましては概算で交付されるため、翌年度精算を行う必要があることから、歳

出の９款諸支出金で県への償還金を計上しております額と同額を国民健康保険団体連合会か

ら返納していただくために、31 年度に新規に計上するものでございます。 

  続きまして、歳出の御説明を申し上げます。 

  予算に関する説明書は 11 ページをごらんください。 

  １款総務費は 1,271 万 8,000 円の計上でございます。 

  制度改正に伴うシステム改修が終了していますことから、前年度と比較して 292 万 6,000

円の減額でございます。 

  内訳でございますが、１項総務管理費は 836 万 5,000 円の計上でございます。 
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  これは、一般管理費と、12 ページにございます国民健康保険団体連合会への負担金の計

上でございます。 

  ２項徴収費は 391 万 6,000 円の計上でございます。 

  これは、国民健康保険税の賦課徴収に係る経費で、電算処理委託料が主なものでございま

す。 

  13 ページの３項運営協議会費は 43 万 7,000 円の計上で、国民健康保険運営協議会の委員

報酬等でございます。 

  次に、14 ページから 19 ページまでの２款保険給付費は 20 億 719 万 7,000 円の計上でご

ざいます。 

  過去の保険給付費の決算額及び平成 30 年度の決算見込みを踏まえ算出した結果、前年度

と比べ 8,393 万 9,000 円の増額でございます。 

  内訳でございますが、14 ページ、15 ページの１項療養諸費は 17 億 1,267 万 2,000 円で、

一般及び退職被保険者等の療養給付費と療養費でございます。 

  15 ページから 17 ページにかけての２項高額療養費は２億 7,934 万 3,000 円で、一般及び

退職被保険者等の高額療養費と高額介護合算療養費でございます。 

  ３項移送費は 15 万円の計上でございます。 

  以上の１項、２項、３項の費用の財源につきましては、全額県からの保険給付費等交付金

が充当されるものでございます。 

  次に、18 ページの４項出産育児諸費の 1,302 万 7,000 円と、次の５項葬祭諸費の 200 万

円は、過去の実績を踏まえた計上でございます。 

  次に、19 ページから 21 ページまでの３款国民健康保険事業費納付金は８億 5,894 万

3,000 円の計上でございます。 

  県が各市町の所得水準と医療費指数をもとに算定した納付金額を町から県に支払うもの

で、前年度と比較して 3,632 万 6,000 円の増額でございます。 

  次に、22 ページの４款共同事業拠出金 1,000 円は、退職者医療共同事業拠出金の事務費

でございます。 

  次に、22 ページから 23 ページにかけての５款財政安定化基金拠出金は 1,000 円の計上で

ございます。 

  これは、災害や景気変動等の特別な事情により、県の財政安定化基金から市町へ交付をさ

れた場合に、各市町の拠出金により基金を補うためのものでございます。 

  次に、23 ページの６款保険事業費は 3,213 万円の計上でございます。 

  内訳でございますが、１項保険事業費は 1,064 万円でございます。 

  これは、医療費の適正化を図ることを目的とした医療費通知や後発医薬品差額通知の発

送、また、人間ドッグの助成事業を行い、早期疾病の把握に努めるための事業でございま

す。 

  24 ページの２項特定健康診査等事業費は 2,149 万円の計上でございます。 

  健診単価及び対象者数の見直し等により、前年度と比較して 150 万 9,000 円の増額でござ

います。 

  次に、25 ページの７款基金積立金は利子分２万円の計上でございます。 
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  次に、26 ページの８款公債費は２万 7,000 円の計上で、一時借り入れを行った場合の利

子分の計上でございます。 

  26 ページから 29 ページにかけての９款諸支出金は 1,791 万 7,000 円の計上でございま

す。 

  所得更正などによる県税の還付や、28 ページの５目保険給付費等交付金償還金が主なも

のでございまして、先ほど歳入の８款３項の雑入でも御説明申し上げましたとおり、普通交

付金の翌年度精算に対応するための償還金の計上でございます。 

  最後に、29 ページの 10 款予備費は 500 万円の計上でございます。 

  以上が第 11 号議案 平成 31 年度吉田町国民健康保険事業特別会計予算についての説明で

ございます。 

  続きまして、議案書 32 ページから 34 ページの第 12 号議案 平成 31 年度吉田町後期高齢

者医療事業特別会計予算について御説明申し上げます。 

  議案書の 33 ページをごらんいただきたいと存じます。 

  第１条では、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億 6,958 万 6,000 円と定め、第

２項で款項の区分及び当該区分ごとの金額は、71 ページ、72 ページの第１表歳入歳出予算

のとおりとすることをお認めいただこうとするものでございます。 

  では、引き続きその詳細を、別冊となっております予算の関する説明書により御説明をさ

せていただきます。 

  予算に関する説明書の吉田町後期高齢者医療事業特別会計の２ページをごらんいただきた

いと存じます。 

  では、歳入から御説明を申し上げます。 

  １款後期高齢者医療保険料は２億 2,659 万 4,000 円の計上で、被保険者数の増加及び軽減

対象の縮小によりまして、昨年度より 1,031 万 2,000 円の増額でございます。 

  次に、２款使用料及び手数料は、保険料の督促手数料等で２万 1,000 円の計上でございま

す。 

  ３ページの３款繰入金は 4,156 万円の計上で、低所得者対策等の一般会計からの保険基盤

安定繰入金でございます。 

  ４款繰越金は 1,000 円の計上でございます。 

  次に、４ページから５ページにかけての５款諸収入は 141 万円の計上でございます。 

  これは、所得更正等により被保険者に保険料を還付することとなった場合、町が広域連合

に納めた納付金を広域連合から町へ返還していただく必要があることから、その予算計上が

主な内容でございます。 

  続きまして、歳出につきまして御説明申し上げます。 

  ６ページの１款後期高齢者医療広域連合納付金は２億 6,815 万 4,000 円の計上でございま

す。 

  これは、歳入でも御説明いたしましたとおり、被保険者数の増加及び軽減対象の縮小によ

りまして、前年度と比較して 387 万 2,000 円の増額でございます。被保険者から納付してい

ただいた保険料と一般会計からの繰入金を納付金として広域連合へ支払うものでございま

す。 
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  次に、７ページから８ページにかけての２款諸支出金は 140 万 6,000 円の計上でございま

す。 

  これは、所得更正等により還付が発生した場合の還付金の計上でございます。 

  最後に、８ページの３款予備費は２万 6,000 円の計上でございます。 

  以上が第 12 号議案 平成 31 年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計予算についての説明

でございます。 

  町民課から提出いたしました３議案につきましての説明は以上でございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） ここで暫時休憩とします。再開は午後１時 15 分とします。 

 

休憩 午後 零時１３分 

 

再開 午後 １時１２分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は 11 名です。 

  それでは、福祉課長、お願いします。 

  福祉課長、杉田香織君。 

〔福祉課長 杉田香織君登壇〕 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  福祉課からは、第１号、第３号、第７号、第 13 号の４議案につきまして御説明申し上げ

ます。 

  初めに、議案書の１ページ、２ページ、参考資料はナンバー１をごらんください。 

  第１号議案 吉田町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て御説明申し上げます。 

  本議案は、平成 31 年４月１日施行予定の災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正に伴

い、吉田町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

  本法律の改正は、災害援護資金の貸付利率を年３％以内で条例において定めることとして

おります。また、東日本大震災の特例により、保証人を立てない場合であっても貸し付けが

認められた経緯を踏まえ、保証人を立てるかどうかについては市町村の判断で条例において

定めることとされました。ついては、本条例におきまして、経済情勢の変化による市中金利

は極めて低水準であり、被災者の負担を最大限に減らした貸し付けを実施できるようにする

ことから、災害援護支援の貸付利率を無利子とし、保証人については、確実な債権回収を可

能とするため、引き続き保証人を立てることと定めるものであります。 

  改正の内容は、本改正に合わせ、第６条、７条、12 条、13 条におきまして文言の軽微な

修正を行うこととしました。 

  第 14 条１項におきまして、災害援護資金の貸付利率を３％から無利子とし、２項におき

まして、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は保証人を立てなければならないと

し、３項におきまして、保証人は災害援護資金の貸し付けを受けた者と連帯して債務を負担

するものとし、保証人に関する事項を追記するものでございます。 
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  第 15 条におきまして、償還方法を年賦、半年賦、月賦のいずれかの方法とし、２項にお

きまして、元金均等償還とすること、第３項におきまして、それについて改め、さらに附則

において、平成 31 年４月１日から施行することとし、この条例の施行の日以前に生じた災

害については、従前の例にすることと規定しております。 

  以上が第１号議案 吉田町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についての内容でございます。 

  次に、議案書の５ページから７ページ、参考資料はナンバー３をごらんください。 

  第３号議案 吉田町老人デイサービスセンター設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。 

  本条例は、介護保険法に規定する介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が介護予防日常

生活支援総合事業へ平成 29 年４月１日移行となり、地域の実情に応じたサービスの提供が

可能となったことから、吉田町デイサービスセンターにおいても、介護予防日常生活支援総

合事業である第１号通所事業に係る規定を加えて、サービスが提供できるように一部改正を

行うものでございます。 

  改正内容でございますが、第４条、第７条において、介護予防通所介護に係る表記を第１

号通所事業に係る表記に改め、この改正に合わせ、各号列記を細分化し、階層的な表現に改

めることとしました。 

  第４条第２号におきまして、アの通所介護、イの地域密着型通所介護もしくは認知症対応

型通所介護、ウの介護予防認知症対応型通所介護、第３号におきまして、第１号通所事業に

うち、介護予防通所介護相当サービスを追加し、第４号におきまして、生活保護法に規定す

る居宅介護、介護予防、介護予防日常生活支援に係る介護給付、介護扶助と階層的な表現に

改めることとしました。 

  さらに、第７条第１項第１号におきまして、アとイの通所介護、ウとエの地域密着型通所

介護及び認知症対応型通所介護、オの介護予防通所介護相当サービスを追加し、カとキの介

護予防認知症対応型通所介護と階層的な表現に改めることとしました。 

  そして、この条例は、公布の日から施行することと規定しております。 

  以上が第３号議案 吉田町老人デイサービスセンター設置条例の一部を改正する条例の制

定についての内容でございます。 

  次に、議案書の 12 ページ、第７号議案 平成 30 年度吉田町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について御説明申し上げます。 

  別冊の平成 30 年度吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）及び補正予算（第２

号）に関する説明書をごらんください。 

  まず初めに、補正予算（第２号）の１ページをごらんください。 

  第１条でございますが、歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ 2,372 万 2,000 円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19 億 3,190 万 1,000 円にするものでございま

す。 

  また、第２項にありますとおり、款項区分の補正額、補正後の歳入歳出予算額につきまし

ては、２ページの第１表歳入歳出予算補正のとおりお認めいただこうとするものでございま

す。 
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  以上が今回の補正予算の内容でございますが、引き続き、その詳細を別冊の説明書に沿っ

て御説明させていただきます。 

  補正予算（第２号）に関する説明書の２ページをごらんください。 

  今回の補正は、第７期介護保険事業計画に沿った予算に対しまして、歳出の保険給付費及

び地域支援事業費の実績見込み額により、歳入歳出それぞれの予算額を補正するものでござ

います。 

  ２、歳入から申し上げます。 

  ３款国庫支出金は 348 万 8,000 円を減額し、総額４億 483 万 4,000 円とするもので、地域

支援事業費の減額に伴い、法定負担割合分を減額するものでございます。 

  さらに、事務費交付金として、平成 31 年 10 月に実施予定とされている保険料軽減強化を

円滑に行うためのシステムに関する事務費交付金分、加えて、本年度創設されました保険者

機能強化推進交付金分を増額するものでございます。 

  次に、３ページをごらんください。 

  ４款支払基金交付金は 954 万 9,000 円を減額し、総額４億 8,246 万 2,000 円とするもの

で、歳出の地域支援事業費の減額に伴い、交付金を法定負担割合分減額するものでございま

す。 

  ５款県支出金は 452 万円を減額し、総額２億 6,999 万 7,000 円とするもので、国庫支出金

と同様に、歳出の地域支援事業費の減額に伴い、法定負担割合分を減額するものでございま

す。 

  次に、４ページをごらんください。 

  ６款の財産収入は基金利子収入でございます。 

  次に、４ページ、５ページをごらんください。 

  ７款繰入金は 511 万 8,000 円を減額し、総額３億 251 万 4,000 円とするもので、これまで

の国・県支出金と同様に、歳出の地域支援事業費に対しての一般会計からの法定負担割合に

よる繰入金と事務費繰入金を実績見込みに合わせ減額するものでございます。 

  ５ページをごらんください。 

  ９款諸収入は 133 万 3,000 円を減額し、総額 375 万 9,000 円とするもので、地域支援事業

の介護予防生活支援サービス事業利用者負担額を実績に合わせて減額するものでございま

す。 

  次に、３、歳出でございます。 

  ６ページをごらんください。 

  １款総務費は４万 8,000 円を増額し、総額 3,874 万 1,000 円とするもので、歳入でも説明

しましたとおり、電算処理委託料として平成 31 年 10 月に実施予定とされている保険料軽減

強化を円滑に行うためのシステム改修に関する経費分を増額し、社会保障・税番号制度に係

るシステム改修は、保守の範囲で実施できたため減額するものでございます。 

  ６ページ、７ページをごらんください。 

  ２款保険給付費は、実施見込みにより介護サービス等諸費を 400 万円減額し、高額介護サ

ービス等諸費を 400 万円増額し、総額は増減なく 16 億 9,079 万 7,000 円のままとするもの

です。 

  次に、８ページをごらんください。 
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  ３款基金積立金は 1,343 万 8,000 円を増額し、総額 1,345 万 8,000 円とするものです。 

  次に、８ページから 12 ページをごらんください。 

  ４款の地域支援事業費は 3,720 万 8,000 円減額し、総額１億 4,791 万 9,000 円とするもの

で、介護予防生活支援サービス事業費、介護予防ケアマネジメント事業費、認知症施策推進

事業費を実績見込みにより減額し、国からの保険者機能強化推進交付金により財源振替する

ものです。 

  以上が第７号議案 平成 30 年度吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

てでございます。 

  次に、議案書の 35 ページから 38 ページの第 13 号議案 平成 31 年度吉田町介護保険事業

特別会計予算について御説明申し上げます。 

  初めに、議案書の 36 ページをごらんください。 

  第１条でございますが、歳入歳出の予算の総額は歳入歳出それぞれ 19 億 8,868 万 3,000

円と定め、また、第２項にありますとおり、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの

金額は、次ページの第１表歳入歳出予算によることとし、第２条では、歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合をお認めいただこうとするものでございます。 

  それでは、予算に関する説明書の１ページをごらんください。 

  平成 31 年度は、第７期吉田町介護保険事業計画の２年目に当たります。予算案につきま

しては、計画に沿った内容となっております。前年度の当初予算と比較しまして、総額で

7,279 万円、率にして 3.8％の増となっております。 

  ２ページをごらんください。 

  ２の歳入から申し上げます。 

  １款保険料は、１号被保険者の保険料で４億 5,379 万 4,000 円でございます。 

  第７期計画により、第１号被保険者の保険料を給付費及び被保険者数をもとに、これまで

の第６期計画と同額の月額 4,800 円の保険料と設定しました。内訳は、特別徴収保険料が３

億 9,364 万 3,000 円、普通徴収の保険料が 5,904 万 6,000 円、滞納繰り越し分が 110 万

5,000 円でございます。 

  ２款使用料及び手数料は３万 1,000 円で、督促手数料等でございます。 

  次に、３ページ、４ページをごらんください。 

  ３款国庫支出金は４億 2,031 万 2,000 円で、介護給付費国庫負担金、財政調整交付金、地

域支援事業国庫補助金、事務費交付金、保険者機能強化推進交付金で、それぞれ法定負担割

合等により計上させていただいております。 

  ５ページをごらんください。 

  ４款支払基金交付金は５億 873 万 6,000 円で、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交

付金で、第２号被保険者の負担分になります。 

  次に、６ページ、７ページをごらんください。 

  ５款県支出金は２億 8,515 万 3,000 円で、介護給付費県負担金、地域支援事業補助金で、

法定負担割合により計上させていただいております。 

  ６款財産収入は２万円で、介護給付費準備基金利子でございます。 

  次に、７ページから９ページをごらんください。 
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  ７款繰入金は３億 1,542 万 5,000 円で、介護給付費地域支援事業費に対しての一般会計か

らの法定負担割合による繰入金と事務費繰入金、そして低所得者保険料軽減繰入金、介護給

付費準備基金からの繰入金でございます。 

  ８款繰越金は 100 万円で、前年度繰越金でございます。 

  10 ページをごらんください。 

  ９款諸収入は 421 万 2,000 円で、地域支援事業の利用料が主な収入でございます。 

  以上が収入でございます。 

  12 ページから 14 ページをごらんください。 

  ３、歳出を申し上げます。 

  １款保険料は 6,921 万 9,000 円で、介護保険事業運営に係る必要な経費で、介護保険制度

運営事業費や介護認定審査会事業費が主な事業費となっております。 

  次に、15 ページから 18 ページをごらんください。 

  ２款保険給付費は 17 億 6,848 万 6,000 円で、１項介護給付費は、居宅介護サービスや地

域密着型介護サービス、施設介護サービスなど介護サービスに係る給付費、そして、２項高

額介護サービス等諸費は、サービス利用者が一定の上限を超えたときに支払われる給付費で

す。 

  ３項は審査支払手数料、４項は特定入所者介護サービス等諸費で、低所得者が施設サービ

スで支払った食費や居住費に対して、限度額を超えた分を支給するものでございます。 

  いずれも第７期介護保険事業計画に沿った給付見込み額を計上させていただいておりま

す。 

  次に、19 ページをごらんください。 

  ３款基金積立金は２万円で、介護給付費準備基金への積立金になります。 

  19 ページから 26 ページをごらんください。 

  ４款地域支援事業費は１億 8,082 万 3,000 円で、介護予防・生活支援サービス事業費、地

域包括支援センター委託料を含む包括的支援任意事業費、一般介護予防事業費が主なもので

す。 

  次に、26 ページ、27 ページをごらんください。 

  ５款保健福祉事業費は 180 万 9,000 円で、一般会計で実施していた高齢者移動支援事業、

ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム、ワンコイン 500 サービスの事業が高齢者の自立支

援、重度化防止に関する取り組みとして介護保険事業特別会計にて実施することとなりまし

た。 

  ６款諸支出金は 32 万 6,000 円で、補助金等の償還金及び保険料の還付金、一般会計繰出

金でございます。 

  ７款予備費は 100 万円でございます。 

  以上が第 13 号議案 平成 31 年度吉田町介護保険事業特別会計予算でございます。 

  福祉課から提出いたしました４件の議案につきましての説明は以上でございます。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、こども未来課長、お願いします。 

  こども未来課長、太田順子君。 

〔こども未来課長 太田順子君登壇〕 



- 48 - 

 

○こども未来課長（太田順子君） こども未来課でございます。 

  こども未来課からは、第２号議案 吉田町放課後児童クラブ室設置条例の一部を改正する

条例の制定について御説明申し上げます。 

  議案つづり３ページ、４ページ、そして、参考資料ナンバー２をごらんいただきたいと思

います。 

  町では、昼間、就労等により保護者が家庭にいない町内の小学校に通う児童に、放課後の

児童の居場所を提供する放課後児童クラブを実施しております。 

  近年における女性の社会進出及び核家族化の進行等により、児童クラブの需要が高まって

おり、加えて、町の教育改革ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー・トリビ

ンス・プラン）の推進により、現在、各小学校区に新たな放課後児童クラブ室を建設してお

ります。 

  本議案は、新たなクラブ室の建設に伴い、クラブ室の名称及び位置を規定する必要が生じ

ましたことから、本条例の一部を改正するものでございます。 

  それでは、主な改正内容につきまして御説明申し上げます。 

  第２条に定めておりました放課後児童クラブ室の名称及び位置につきまして、新設するク

ラブ室の名称及び位置を規定するとともに、既存のクラブ室につきましても、変更を行うこ

ととしました。 

  住吉小学校区第１放課後児童クラブ室は、学校敷地内にある既存のクラブ室でございま

す。位置につきましては、建物の地番に変更させていただくことといたしました。 

  住吉小学校区第２放課後児童クラブ室は、学習ホール東側に新たに建設をいたしましたク

ラブ室でございます。 

  中央小学校区第１放課後児童クラブ室は、学校敷地内に新たに建設をいたしましたクラブ

室でございます。 

  中央小学校区第２放課後児童クラブ室は、中央児童館内に専用室で実施しております既存

クラブ室でございます。 

  中央小学校区第３放課後児童クラブ室は、片岡愛宕神社西側の専用建物で実施しておりま

す既存クラブ室でございます。 

  自彊小学校区第１放課後児童クラブ室は、学校敷地内にある既存クラブ室でございます。

位置につきましては、建物の地番に変更させていただくことといたしました。 

  自彊小学校区第２放課後児童クラブ室は、学校敷地内に新たに建設をいたしましたクラブ

室でございます。 

  なお、附則につきましては、施行期日を平成 31 年４月１日と規定しております。 

  以上がこども未来課から上程する議案の内容でございます。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

〔建設課長 大石 充君登壇〕 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  建設課からは、第 17 号議案 町道の路線認定についてにつきまして御説明申し上げま

す。 
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  議案書の 47 ページ、48 ページ及び参考資料ナンバー９をごらんください。 

  本案は、道路法第８条第２項の規定に基づき、町道の路線を認定しようとするもので、浜

田土地区画整理事業により進められている道路整備に伴い、２路線を認定しようとするもの

でございます。 

  提出議案 48 ページの一覧表と参考資料ナンバー９の表裏、位置図と公図写しをあわせて

ごらんください。 

  １つ目の路線は川尻浜河原８号線で、延長が 157.5 メートル、幅員が６メートルから

10.3 メートルでございます。 

  ２つ目の路線は川尻浜河原９号線で、延長が 177.2 メートル、幅員が６メートルから

10.5 メートルでございます。 

  ２路線いずれも新たな道路として認定をお願いするものでございます。 

  以上が町道の路線認定についてでございます。 

  建設課から町道の認定議案の説明を申し上げました。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、上下水道課長、お願いします。 

  上下水道課長、山脇一浩君。 

〔上下水道課長 山脇一浩君登壇〕 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  上下水道課からは、第４号議案、第８号議案、第 14 号議案、第 15 号議案の４議案につき

まして御説明申し上げます。 

  初めに、第４号議案 吉田町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

  議案書の８ページ、９ページ及び参考資料ナンバー４をごらんください。 

  本議案は、技術士法施行規則の一部を改正する省令が平成 31 年４月１日から施行される

ことから、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行うために布設工事監督者の

資格を定めている本条例の一部を改正するものであります。 

  今回の改正内容ですが、第３条第１項第８号につきまして、技術士法施行規則の改正によ

り、現在の技術試験の第２次試験について、20 部門 96 科目のところを 20 部門 69 科目に見

直すこととされ、上下水道部門についても、選択科目である水道環境が上水道及び工業用水

道に統合されるため、水道環境が削除されます。このことにより、「又は水道環境」の文言

を削除するものでございます。 

  また、附則につきまして、施行期日を平成 31 年４月１日からと規定するとともに、経過

措置として、この条例の施行前に行われた２次試験のうち、上下水道部門に合格した者であ

って、選択科目として水道環境を選択した者については、この条例による改正後の適用につ

いては、第２次試験のうち上水道及び工業用水道を選択したものとみなすことと規定してお

ります。 

  以上が第４号議案 吉田町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についての内容でございます。 

  続きまして、第８号議案 平成 30 年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）について御説明申し上げます。 
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  別冊の吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  １ページに記載してあります第１条第１項は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

3,545 万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11 億 6,564 万 4,000 円とす

るものでございます。 

  第２項は、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、２ページの第１表歳入歳出予算補正のとおりお認めいただこうとするものでございま

す。 

  第２条は、地方自治法第 214 条の規定により、３ページの第２表債務負担行為のとおり、

事項を片岡１号汚水幹線工事、期間を平成 31 年度、限度額を 4,700 万円とすることをお認

めいただき、先日御説明申し上げましたゼロ債務負担行為の制度を活用しようとするもので

ございます。 

  第３条は地方債の補正で、４ページの第３表地方債補正のとおり、公共下水道事業に充当

する起債限度額を減額し、２億 2,850 万円とすることをお認めいただこうとするものでござ

います。 

  以上の補正予算の内容につきまして詳細を御説明申し上げますので、別冊の補正予算（第

３号）に関する説明書の２ページをごらんください。 

  初めに、歳入でございます。 

  ３款国庫支出金は 1,530 万円の減額でございます。 

  これは、歳出１款１項公共下水道事業費のうち４目浄化センター建設費の公共浄化センタ

ー建設費に係る委託料と施設整備費を減額することなどに伴い、財源である国庫支出金を減

額するものでございます。 

  ４款繰入金は 385 万円の減額でございます。 

  これも、３款国庫支出金同様、公共浄化センター建設費に係る委託料を減額することによ

り、財源である繰入金を減額するものでございます。 

  ３ページをごらんください。 

  ７款町債は 1,630 万円の減額でございます。 

  これは、下水道事業債について、歳出１款１項公共下水道事業費、１目管渠建設費の町単

管渠建設費にかかわる減額分 1,225 万円と、４目浄化センター建設費の公共浄化センター建

設費の委託料と施設整備にかかわる減額分 405 万円の起債について減額するものでございま

す。 

  次に、歳出でございます。 

  ４ページをごらんください。 

  １款公共下水道事業費は 3,545 万円の減額でございます。 

  その内訳でございますが、１目管渠建設費の３の事業、町単管渠建設費は、事業の実績見

込みにより 1,225 万円減額するものでございます。 

  ４目浄化センター建設費の２の事業、公共浄化センター建設費は、事業の実績見込みによ

り 2,320 万円減額するものでございます。 

  以上が平成 30 年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）の概要でございま

す。 
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  なお、本議案の債務負担行為の下水道管渠工事については、ゼロ債務負担行為の制度を活

用して、平成 31 年度当初から事業着手できる体制としたいと考えており、本年度中に業者

を決定する必要があることから、早期での議決をお願いするものでございます。 

  続きまして、第 14 号議案 平成 31 年度吉田町公共下水道事業特別会計予算について御説

明申し上げます。 

  議案つづり 40 ページをごらんください。 

  第１条第１項は、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 12 億 5,592 万 9,000 円とし、

第２項は、款項の区分及び当該区分ごとの金額は、41 ページの第１表歳入歳出予算のとお

りお認めいただこうとするものでございます。 

  第２条は、地方自治法第 214 条の規定により、42 ページの第２表債務負担行為のとお

り、長寿命化施設整備事業及び経営戦略策定業務について、期間を平成 32 年度、限度額を

それぞれ２億 2,800 万円と 1,400 万円とする債務負担を措置することをお認めいただこうと

するものでございます。 

  第３条は、地方自治法第 230 条第１項の規定により、43 ページの第３表地方債のとお

り、起債の目的である公共下水道事業について２億 8,360 万円などの地方債を措置すること

をお認めいただこうとするものでございます。 

  第４条は、地方自治法第 235 条の３第２項の規定により、一時借入金の借り入れの最高額

を３億円と定めることについてお認めいただこうとするものでございます。 

  それでは、別冊の予算に関する説明書の吉田町公共下水道事業特別会計の２ページをごら

んください。 

  初めに、歳入でございます。 

  １款分担金及び負担金は 976 万 7,000 円で、これは公共下水道受益者負担金でございま

す。 

  ２款使用料及び手数料は 9,024 万 7,000 円で、これは下水道使用料と指定工事店証手数料

でございます。 

  ３ページの３款国庫支出金は２億 380 万円で、公共下水道事業に対して交付される社会資

本整備総合交付金でございます。 

  ３ページから４ページにかけての４款繰入金は６億 5,820 万円で、一般会計からの繰入金

でございます。 

  ５款繰越金は 500 万円で、前年度決算による繰越金でございます。 

  ６款諸収入は 531 万 5,000 円で、受益者負担金に対する延滞金、預金利子及び消費税還付

金などでございます。 

  ７款町債は２億 8,360 万円で、下水道事業建設費に充てる起債でございます。 

  続きまして、歳出でございます。 

  ７ページをごらんください。 

  １款１項公共下水道事業費は６億 9,835 万 4,000 円でございます。 

  １目管渠建設費のうち職員人件費は 3,317 万 5,000 円で、財源は全て繰入金でございま

す。 

  これは、下水道業務部門、下水道工務部門の職員５名分の給料、手当、共済費などを計上

したものでございます。 
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  次に、公共管渠建設費は１億 7,140 万円で、財源は国庫支出金のほか、地方債、負担金、

繰入金でございます。 

  13 節の管渠実施設計委託料につきましては、事業計画区域内である川尻地区の下水道管

渠の設計業務委託を実施するものでございます。 

  ８ページの 15 節公共下水道管渠整備については、参考資料ナンバー６の１ページ及び２

ページをあわせてごらんください。 

  下水道管渠整備箇所につきましては、役場庁舎北側の国道 150 号からＪＡハイナン片岡支

店までの町道上吉田線、上吉田２、３号線及び吉田坂部線などと、吉田特別支援学校北側付

近を開削工法で施工するもので、工事全延長は 1,596 メートルを予定しております。 

  地震対策工事は住吉西浜公会堂南側の町道西浜４号線、９号線で、公共下水道汚水幹線

で、液状化によるマンホール浮上を抑制する工事を実施するものと、浄化センター付近の寄

子浜河原線で既設マンホールと管渠の接続部に可動継手を設置することで管渠の耐震化を図

る工事として実施するものでございます。 

  次に、町単管渠建設費は１億 994 万 4,000 円で、財源は繰入金、地方債、一般財源で、主

な支出は 15 節の町単下水道管渠整備工事費や、９ページの 22 節水道管移設補償費などでご

ざいます。 

  次に、町単排水設備公共マス建設費は 391 万 6,000 円で、財源は手数料、繰入金、一般財

源で、主な支出は排水設備、公共マス設置手数料でございます。 

  次に、９ページから 10 ページにかけての２目管渠維持管理費でございます。 

  管渠維持管理費は 1,094 万 5,000 円で、財源は全て繰入金で、主な支出はマンホール内ポ

ンプの電気使用料、ポンプ等保守点検委託料と新たな管渠や排水設備をデータ化する下水道

情報管理システム整備委託料などでございます。 

  次に、浄化センター維持管理費でございます。 

  １の事業、職員人件費は 975 万 7,000 円で、財源は全て繰入金で、職員１名分の給料、職

員手当と共済費を計上したものでございます。 

  次に、10 ページから 12 ページにかけての浄化センター維持管理費は１億 1,162 万 2,000

円で、財源は使用料、繰入金、一般財源で、汚水処理に要する費用でありまして、主な支出

は浄化センターの運転管理業務、汚泥処理業務及び機械電気設備点検業務委託などでござい

ます。 

  次に、12 ページの４目浄化センター建設費でございます。 

  公共浄化センター建設費は２億 1,634 万 2,000 円で、財源は国庫支出金、繰入金及び地方

債でございます。 

  内容としましては、ストックマネジメント策定業務委託につきましては、ライフサイクル

コストの低減化や予防保全型施設管理の導入による安全の確保等、計画的な維持、修繕及び

改築を行うためのものでございます。 

  施設整備につきましては、ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策として、浄化

センターの電気設備更新工事、機械設備改築工事及び総合地震対策計画に基づく浄化センタ

ーの反応タンク耐震補強工事でございます。 

  なお、電気設備及び機械設備更新工事については、平成 32 年度の債務負担行為を設定し

て、２カ年で実施する予定でございます。 
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  次に、３の事業、町単浄化センター建設費は 2,125 万 3,000 円で、財源は繰入金及び地方

債でございます。 

  工事監理業務委託料は、浄化センターの電気、機械設備の更新、改築工事の監理委託料で

ございます。 

  また、地方公営企業法適用化支援業務委託料は、平成 32 年度からの地方公営企業法適用

に向けた開始貸借対照表の作成、打ち切り決算、移行初年度予算調整及び条例、規則の制

定、改廃などの支援業務委託料でございます。 

  施設整備につきましては、浄化センターにある反応タンクの耐震補強工事でございます。 

  次に、２款１項公債費でございます。 

  １目負担金は４億 4,709 万 4,000 円で、財源は繰入金でございます。 

  これは、過去の建設費に充てた下水道事業債にかかわる償還金で、償還計画に基づく償還

でございます。 

  次に、２目利子は１億 948 万 1,000 円で、財源は全て繰入金でございます。 

  これは、年次償還に基づくものと、一時借入金の償還利子を計上してございます。 

  次に、14 ページ、３款１項予備費の予算額は 100 万円でございます。 

  また、22 ページには、平成 29 年度から平成 31 年度までの地方債の年度末見込みに関す

る調書であり、23 ページには、平成 30 年度補正予算で予定しております債務負担で支出予

定済み等に関する調書として下水道管渠工事の片岡１号汚水幹線工事について記載してあり

ますので、御確認ください。 

  以上が平成 31 年度吉田町公共下水道事業特別会計予算の概要でございます。 

  続きまして、第 15 号議案 平成 31 年度吉田町水道事業会計予算について御説明申し上げ

ます。 

  平成 31 年度吉田町水道事業会計予算について、別冊の平成 31 年度吉田町水道事業会計予

算、参考資料ナンバー７の１、平成 31 年度吉田町水道事業会計予算附属書類、参考資料ナ

ンバー７の２、平成 31 年度吉田町水道事業会計予算資料により御説明申し上げます。 

  まず初めに、平成 31 年度吉田町水道事業会計予算の１ページをごらんください。 

  第２条の業務の予定量でございます。 

  給水戸数は１万 3,668 戸です。これは、本年度 12 月までの期別世帯数の平均値をもとに

算出しております。 

  年間総配水量は 461 万 4,000 立米です。これは、平成 28 年度から平成 30 年度までの３年

間の期別ごとの配水量の増減率を算出し、その平均値に平成 30 年度の予定配水量を乗じた

数値の値を平成 31 年度の年間総配水量としました。 

  １日平均給水量は１万 959 立米です。これは、平成 31 年の年間総配水量から平成 30 年度

の有収率を除して算出しました。 

  主要な建設改良事業は、配水管布設がえ工事の事業費として２億 5,066 万円として、それ

ぞれお認めいただこうとするものでございます。 

  第３条は収益的収入及び支出の予定額でございます。 

  ここに記載してあります金額は、税込金額でございます。 

  収入の第１款の水道事業収益は５億 9,651 万 4,000 円、支出の第１款水道事業費用は５億

4,017 万 4,000 円とすることをお認めいただこうとするものでございます。 
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  次に、２ページをごらんください。 

  第４条は資本的収入及び支出の予定額でございます。 

  ここに記載してある金額は、税込金額でございます。 

  収入の第１款資本的収入は１億 2,928 万 1,000 円、支出の第１款の資本的支出は４億

1,449 万 5,000 円とすることをお認めいただこうとするものでございます。 

  また、その資本的収入金額から資本的支出金額を差し引いた不足金額は２億 8,521 万

4,000 円となります。この不足金額を減債積立金 3,000 万円、建設改良積立金 7,000 万円、

過年度分消費税資本的収支調整額 1,627 万 5,000 円、過年度分損益勘定留保資金 7,917 万

7,000 円、当年度分損益勘定留保資金 8,976 万 2,000 円で補塡することをあわせてお認めい

ただこうとするものでございます。 

  ３ページの第５条は企業債で、起債の目的を建設改良事業として、限度額を 7,800 万円な

どとして措置することをお認めいただこうとするものでございます。 

  第６条は一時借入金で、借り入れの限度額を 2,000 万円とすることをお認めいただこうと

するものでございます。 

  第７条は予定支出の各項の経費の金額の流用、第８条は議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費、第９条の棚卸資産購入限度額をお認めいただこうとするものでござい

ます。 

  以上が平成 31 年度吉田町水道事業会計予算の内容でございますが、その内容について、

参考資料ナンバー７の１、平成 31 年度吉田町水道事業会計予算付属書類により主なところ

を中心に御説明申し上げます。 

  目次をごらんください。 

  この項目の中で税込金額で記載しているものは、１行目、吉田町水道事業会計予算実施計

画、３行目の給与費明細書、７行目の吉田町水道事業会計予算執行計画であります。 

  その他の項目については、税抜き金額で記載してあります。 

  まず初めに、１ページをごらんください。 

  これは平成 31 年度吉田町水道事業会計予算実施計画の収益的収入及び支出でございま

す。 

  まず初めに、収入から説明させていただきます。 

  水道事業収益は５億 9,651 万 4,000 円を予定しております。 

  その内訳として、営業収益の給水収益は５億 3,340 万 9,000 円とするもので、これは、水

道料金の算出根拠のもととなる有収水量を 400 万 288 立米とし、その有収水量に供給単価

123.08 円と消費税を乗じて算出したものでございます。 

  受託工事収益は 108 万円とするもので、これは、消火栓の修繕などでございます。 

  その他の営業収益は 172 万 6,000 円で、これは、材料検査及び設計審査などの手数料や消

火栓維持管理料でございます。 

  次に、営業外収益の受取利息及び配当金は１万 2,000 円で、これは、減債積立金、建設改

良積立金の利息でございます。 

  長期前受金戻入は 5,565 万 5,000 円で、これは、建設改良事業などの償却資産の取得、改

良のために交付された補助金などを収益化した金額でございます。 
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  雑収益は 463 万 2,000 円で、これは、下水道使用料賦課徴収事務委託料及びコピー代など

でございます。 

  次に、２ページをごらんください。 

  支出について御説明させていただきます。 

  水道事業費用は５億 4,017 万 4,000 円を予定しております。 

  その内訳として、営業費用の原水、浄水及び配水給水費は１億 5,251 万 2,000 円で、主な

支出は、職員３名分の人件費、漏水調査業務委託などの委託料や水道施設の修繕費、動力費

などでございます。 

  受託工事費は 170 万円で、主な支出は、消火栓などの修繕費などでございます。 

  業務費は 4,552 万 1,000 円で、主な支出は、職員４名分の人件費、料金システム使用料、

検針業務委託などの委託料でございます。 

  総係費は 3,035 万 8,000 円で、主な支出は、職員２名分の人件費や平成 30 年度分の水道

料金不納欠損処分額の貸倒引当金繰入額などでございます。 

  減価償却費は２億 3,470 万 9,000 円で、配水管などの構築物、量水器などの機械及び装置

などの減価償却費でございます。 

  資産減耗費は 571 万 6,000 円で、配水管の布設がえ工事による配水管除却費でございま

す。 

  その他営業費用は５万 3,000 円で、公用車の車検に伴う重量税及び代行料などでございま

す。 

  次に、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費は 4,850 万 6,000 円で、財務省及び地方

公共団体金融機構からの借入金の利息などでございます。 

  雑支出は 445 万 4,000 円で、特定収入分の支払い消費税及び仕入控除できない仮払消費税

でございます。 

  消費税は 1,564 万 4,000 円で、仮受消費税から仮払消費税を差し引いたものでございま

す。 

  その他特別損失は 1,000 万円で、臨時的な取引の損失に備えるためのものでございます。 

  予備費は 100 万円とするものでございます。 

  次に、資本的収入及び支出でございます。 

  まず初めに、収入について御説明申し上げます。 

  資本的収入は１億 2,928 万 1,000 円を予定しております。 

  その内訳として、企業債は 7,800 万円で、水源から浄水場までの導水管、浄水場から配水

池までの送水管を耐震化する基幹管路耐震化事業と、配水池から避難所までのルートを耐震

化する耐震ネットワーク事業に対して起債を借り入れるものでございます。 

  他会計出資金は 120 万円で、新設消火栓２基分の設置費でございます。 

  国庫（県）支出金は 1,762 万円で、上水道事業に対して交付される静岡県生活基盤施設耐

震化等補助金でございます。 

  その他資本的収入は 3,246 万 1,000 円とするものでございます。 

  その内訳として、工事負担金は 2,397 万 6,000 円で、下水道関連工事に伴う補償費でござ

います。 
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  また、加入分担金は 848 万 5,000 円で、量水器の出庫に伴い、給水の申し込み者から徴収

するものでございます。 

  次に、４ページをごらんください。 

  支出でございます。 

  資本的支出は４億 1,449 万 5,000 円を予定しております。 

  建設改良費は２億 5,066 万円で、主な支出は、委託料や工事請負費などでございます。 

  固定資産購入費は 67 万 6,000 円で、新品の量水器を出庫する費用などを購入する費用で

ございます。 

  企業債償還金は１億 6,283 万 8,000 円で、財務省及び地方公共団体金融機構からの借入金

の元金を償還する費用でございます。 

  国庫（県）支出金返還金は 32 万 8,000 円で、補助事業にかかわる消費税返還金でござい

ます。 

  次に、５ページをごらんください。 

  これは、平成 31 年度吉田町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書でございます。 

  １の業務活動において２億 2,441 万 8,000 円の現金がふえる予定でございます。 

  また、６ページの２の投資活動において１億 8,004 万 9,000 円、３の財務活動において

8,363 万 8,000 円の現金が減る予定で、この結果、平成 31 年度は 3,926 万 9,000 円の現金

が減り、平成 31 年度末には現金が４億 3,315 万 7,000 円となる予定でございます。 

  次に、22 ページから 26 ページまでをごらんください。 

  これは、平成 31 年度吉田町水道事業会計予定貸借対照表でございます。 

  初めに、23 ページをごらんください。 

  ２の流動資産の現金預金については、先ほどのキャッシュフロー計算書で御説明したよう

に４億 3,315 万 7,000 円と予定しております。 

  また、未収金については、現年度分の水道料金などとして 2,378 万 7,000 円と予定してお

ります。 

  次に、24 ページをごらんください。 

  ４の流動負債の未払金については、平成 31 年度の消費税納入分として 305 万 2,000 円を

予定しております。 

  次に、26 ページをごらんください。 

  （２）利益剰余金のハに記載してあります当年度末処分利益剰余金は１億 4,617 万 1,000

円と予定しております。 

  次に、27 ページから 36 ページまでは、先ほど御説明いたしました収益的収入及び支出と

資本的収入及び支出の詳細でございます。 

  また、37 ページから 39 ページまでは、注記としまして、重要な会計方針などを記載させ

ていただきましたので、御確認いただければと思います。 

  最後になりますが、参考資料ナンバー７の２、平成 31 年度吉田町水道事業会計予算資料

について御説明申し上げます。 

  １ページから３ページまでが平成 31 年度執行予定事業一覧表で、配水管などの工事と業

務委託を記載してあります。 



- 57 - 

 

  事業種別の基幹管路耐震化及び耐震化と記載してある工事が、起債の借り入れを行う事業

でございます。 

  また、４ページ、５ページは予定執行計画書比較、６ページは資本的支出補塡財源の一覧

表、７ページから９ページは平成 31 年度に事業を予定しております建設改良工事の事業予

定箇所図を記載してありますので、御確認いただきたいと思います。 

  以上が第 15 号議案 平成 31 年度吉田町水道事業会計予算についての概要でございます。 

  上下水道課からは、以上４件につきまして御説明申し上げました。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 各担当課長からの説明が終わりました。 

  ただいま説明のありました第５号議案及び第８号議案の２議案については、この後、全員

協議会で内容確認を行い、６日審議を行います。 

  また、第９号議案、１議案については、４日月曜日に項目ごとの詳細説明を行い、13 日

に質疑、最終日 18 日に討論、表決を行います。 

  第６号議案、第７号議案、第 10 号議案、第 11 号議案、第 12 号議案、第 13 号議案、第

14 号議案及び第 15 号議案の８議案については、12 日に質疑を行い、最終日 18 日に討論、

表決を行います。 

  そのほかの第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案、第 16 号議案、第 17 号議

案、第 18 号議案及び第 19 号議案の８議案については、最終日 18 日に審議しますので、よ

ろしくお願いします。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（八木 栄君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。御協力いただきありがとう

ございました。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

散会 午後 ２時２２分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八木 栄君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会４日目でございます。 

  ただいまの出席議員は12名であります。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（八木 栄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９号の詳細説明 

○議長（八木 栄君） それでは、議事に入ります。 

  日程第１、第９号議案 平成31年度吉田町一般会計予算についてを議題とします。 

  これから、第９号議案について、項目ごとの詳細説明を行います。 

  初めに、歳入の１款から11款及び21款について説明願います。続けて、歳出の説明を順次

お願いします。 

  なお、歳入の12款から20款までは、歳出の説明に合わせてお願いします。 

  説明は、一般会計歳入歳出予算事項別明細書により、項目順に各事業区分に沿って、わか

りやすく簡潔にお願いします。一部順序が前後する場合もありますが、御了承願います。ま

た、説明は自席でお願いします。 

  それでは、歳入の１款から11款まで及び21款について説明を求めます。 

  初めに、税務課長、お願いします。 

  税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  歳入１款町税について御説明申し上げます。 

  お手元の予算に関する説明書１ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成31年度の町税予算額は54億7,469万4,000円でございます。前年度対比１億7,460万

8,000円、3.3％の増でございます。 

  項目ごとに御説明申し上げます。 

  ３ページから５ページをごらんください。 

  １項町民税でございますが、22億4,253万6,000円を計上いたしました。前年度対比4,954

万1,000円の増でございます。まず、１目個人町民税につきましては15億7,297万1,000円、

前年度対比2,806万3,000円の増でございます。現年度課税分の所得割額14億9,670万3,000円、

前年度対比2,757万9,000円の増でございます。雇用、所得環境の改善が続いていることから、



- 59 - 

 

平成30年度の課税状況につきましても納税義務者数及び課税標準額が前年より増加している

ことから判断いたしまして、平成31年度につきましても増額となっております。 

  均等割額は5,626万8,000円、前年度対比72万6,000円の増で、納税義務者の増加によるも

のでございます。滞納繰越分につきましては、現年度分の徴収を強化していることもあり、

過年度分として繰り越される額が年々減少しているところでございますことから、平成30年

度の決算見込額から前年度対比24万2,000円を減額し、2,000万円を計上しております。 

  次に、２目法人町民税でございますが、６億6,956万5,000円を計上いたしました。前年度

対比2,147万8,000円の増でございます。現年度課税分の法人税割額５億5,821万3,000円、前

年度対比で1,933万2,000円の増でございます。予定納税を含めた法人町民税の申告状況及び

企業への見込み調査を行い、状況を判断し、平成30年度の課税状況に基づき予算を計上して

おります。 

  均等割額１億1,125万2,000円、前年度対比214万6,000円の増でございます。平成30年度の

課税状況に基づき計上をいたしました。滞納繰越分につきましては、30年度の決算見込額か

ら計上しております。 

  次に、２項固定資産税でございます。27億1,139万8,000円を計上いたしました。前年度対

比１億1,211万8,000円の増でございます。１目固定資産税の現年課税分は26億9,181万9,000

円、前年度対比１億1,223万6,000円の増でございます。土地につきましては、７月１日時点

の地価調査をもとに評価額の修正を行い、地目変更等を含め試算を行い、８億239万円を計

上いたしました。前年度対比721万3,000円の減額でございます。 

  町内の地価につきましては、沿岸部の地価下落が続いており、町内の地価の平均下落率は

2.2％、最高下落率は5.4％となっております。家屋につきましては、11億7,165万3,000円、

前年度対比5,909万5,000円の増でございます。平成30年の滅失処理分の減、新築家屋分の増

を見込み、計上しております。また、大型店舗等の進出があったこともあり増額となってお

ります。 

  償却資産につきましては、経年の下落率に企業への見込み調査を行い、平成30年度の課税

状況から判断し７億1,777万6,000円、前年度対比6,035万4,000円の増となっております。償

却資産につきましても、店舗等の進出が増額の要因となっております。滞納繰越分につきま

しては、平成30年度の決算見込額から1,700万円を計上しております。 

  ２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金につきましては、家屋について県の算定基準

をもとに算定し、257万9,000円でございます。 

  続きまして、３項軽自動車税でございますが、9,385万4,000円を計上いたしました。前年

度対比606万8,000円の増でございます。現年課税分は9,112万9,000円で前年度対比394万

3,000円の増でございます。主な増額の要因といたしましては、登録台数の大きな増減はな

いものの、重課税率を適用するものが増加したことによるものでございます。滞納繰越分に

つきましては、平成30年度の決算見込額により計上いたしました。 

  ２目環境性能割でございます。平成28年度の税制改正において創設されたものでございま

す。本年10月１日から軽自動車税として環境性能割が導入されることとなっており、その税

額を212万5,000円と見込んでおります。 

  続きまして、４項たばこ税でございます。現年課税分１億8,966万1,000円、前年度対比25

万7,000円の減でございます。税額の改正はあったものの販売本数が減少しており、前年度
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の課税状況により見込み本数を算出し、予算計上をいたしました。 

  次に、５項都市計画税でございます。２億3,724万5,000円、前年度対比713万8,000円の増

でございます。土地につきましては１億785万8,000円、前年度対比77万7,000円の増額でご

ざいます。家屋につきましては１億2,808万7,000円、前年度対比636万1,000円の増でござい

ます。滞納繰越分につきましては、平成30年度の決算見込みにより計上をいたしました。 

  以上が１款町税についての御説明でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、企画課長、お願いします。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  それでは、１款から11款及び21款のうち企画課に関係します歳入につきまして、予算に関

する説明書に沿って御説明申し上げます。 

  説明書の５ページ、６ページをごらんください。 

  ２款地方譲与税は１億220万円でございます。これは地方財政計画の伸び率を考慮し、１

項地方揮発油譲与税を2,810万円、２項自動車重量譲与税を7,280万円計上するものでござい

ます。また、３項森林環境譲与税はパリ協定の枠組みのもとにおける我が国の温室効果ガス

排出削減目標や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点

から平成31年度に新たに創設されるもので、130万円を計上するものでございます。これは

平成36年度から導入されます森林環境税、仮称でございますが、の収入に相当する額の総額

の９割に相当する額を市町村ごとに市有林、人工林面積10分の５、林業就業者数10分の２、

人口10分の３で案分され交付されるものでございます。 

  次に、３款利子割交付金は630万円でございます。これは個人県民税で集められました利

子割の合計額を過去３年分の配分率で算定した額となりますことから、景気動向を勘案して

計上するものでございます。 

  次に、７ページ、８ページをごらんください。 

  ４款配当割交付金は1,570万円を計上するものでございます。これは県民税として特定配

当等の額の５％を課税し、収入された額から所要額を控除しました100分の64.6相当額を各

市町村に交付されるものでございます。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金でございますが、1,940万円の計上となっております。県民

税として一括して徴収されるもので、その徴収額の一部が市町村に配当されるものでござい

ます。 

  ６款地方消費税交付金につきましては５億8,440万円でございます。これは県の地方消費

税収入額の２分の１に相当する額が市町村に交付されるものでございます。交付額は直近の

国勢調査結果による各市町の人口と経済センサス基礎調査による各市町の従業員数によって

算出されるものでございます。 

  なお、別添の参考資料ナンバー５の19ページをごらんいただきますと内訳を計上させてい

ただいております。総額として２億2,850万4,000円が社会保障財源としての予算となるもの

でございます。 

  すみません、説明書に戻らせていただきます。説明書に戻りまして、８ページの７款自動

車取得税交付金につきましては1,790万円の計上でございます。これは県の自動車取得税収

入のうち、徴税経費を差し引いた額が交付されるものでございます。市町への配分基準は道



- 61 - 

 

路の延長と面積となりますが、この自動車取得税交付金は税制改正に伴いまして、９月分ま

でを計上しているものでございます。 

  ９ページの８款環境性能割交付金につきましては910万円の計上でございます。これは平

成31年10月の消費税引き上げに伴う税制改正によりまして、自動車取得税にかわり新たに自

動車税環境性能割が導入されるための交付金でございます。この交付金はこれまでの自動車

取得税と同様に、県の自動車税環境性能割収入のうち徴税経費を差し引いた額が交付され、

その配分基準は道路の延長と面積になるものでございます。 

  ９款地方特例交付金につきましては7,065万8,000円の計上でございます。これは昨年度ま

でと同様に、個人住民税における住宅借入金等特別税控除の実績に伴う地方団体の減収を補

塡することに加えまして、平成31年10月の消費税引き上げに伴う需要の平準化のための環境

性能割の臨時的軽減による減収分の補塡及び平成31年10月から実施されます幼児教育の無償

化に伴う地方負担分の補塡するために、それぞれ交付されるものでございます。 

  10款地方交付税につきましては４億円の計上でございます。普通交付税３億円のほか、前

年度と同額となります１億円の特別交付税を計上しているものでございます。 

  次に、11ページをごらんください。 

  11款交通安全対策特別交付金につきましては380万円でございます。これは道路交通法第

128条第１項の規定により納付されます反則金に係る収入見込額から事務費相当額を控除し

た額が、都道府県及び市町村に交付されるものでございます。 

  続きまして、38ページをごらんください。 

  21款町債となります。町債につきましては８億5,180万円を計上するものでございます。

１項１目農林水産業債につきましては1,900万円を計上するものでございます。吉田湾内泊

地整備事業に770万円、水産物供給基盤機能保全事業に890万円、漁港環境整備事業に240万

円をそれぞれ計上するものでございます。 

  次に、２目土木債は１億4,830万円の計上でございます。これは町内道路舗装修繕事業、

企業活動維持支援事業区域基盤整備事業、町上３号線整備事業、吉田町内橋梁改修事業に、

それぞれ充てるための起債として道路橋梁債１億1,690万円を計上しております。土木債の

説明の続きとなりますが、大幡川改修事業に充てるための起債としまして河川債を3,020万

円計上しております。また、松下団地改修事業に充てるための起債といたしまして住宅債を

120万円計上するものでございます。 

  次に、３目消防債は１億970万円の計上でございます。これは消防用機器積載車量整備事

業、防潮堤整備事業や同報無線デジタル化整備事業に充てる起債でございます。 

  次に、４目教育債は２億6,190万円の計上でございます。これは社会教育債として総合体

育館空調設備整備事業に730万円を充てるとともに、小中学校債として小中学校体育館空調

設備整備事業に２億4,950万円、小中学校防災機能向上設備改修事業に510万円をそれぞれ充

てる起債でございます。 

  次に、５目災害復旧債は1,290万円の計上でございます。これは昨春の台風24号の被害に

伴う小山城復旧事業に680万円、大幡川水門復旧事業に500万円、総合体育館復旧事業に110

万円をそれぞれ充てるものでございます。 

  最後に、６目臨時財政対策債でございますが、これは国の地方交付税の財源不足について

国と地方との折半ルールに基づいて借り入れを行う制度のもと、町で地方債を発行するもの
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でございます。制度の性格から、この記載につきましては全額一般財源となりますが、平成

31年度の当町の臨時財政対策債の発行可能額を３億円と推計して計上しているものでござい

ます。 

  以上が歳入の２款から11款及び21款に関します企画課の歳入に関します概要でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 歳入の説明が終わりました。 

  これから歳出に入ります。 

  歳出の１款議会費、２款総務費の１項までの説明を求めます。 

  初めに、議会事務局長、お願いします。 

  議会事務局長、八木寿彦君。 

○議会事務局長（八木寿彦君） 議会事務局でございます。 

  一般会計予算に関する説明書の40ページから41ページをごらんください。 

  １款議会費、１項議会費、１目議会費になります。財源は全て一般財源でございます。 

  40ページから41ページ、２の事業、議会運営費は6,823万7,000円でございます。議員報酬、

議員期末手当、議員共済費が主な内容でございます。前年度と比べまして、議員期末手当が

増額し、議員共済費の給付費負担金は負担率が下がったことにより減額となっております。 

  また、平成31年度は統一地方選挙に伴う議会構成の変化に対応するため、一部経費が微増

しております。 

  次に、41ページ、３の事業、議会調査活動費でございますが、こちらは505万円でござい

ます。この事業は主に議員に係る研修、各委員会等の活動費を計上しております。前年度と

比べまして、執行予定の会議、また見積の結果を踏まえた経費の微増減のほか、議会運営費

と同じく統一選挙に伴う議会構成の変化に対応するため、一部経費が増加しております。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、総務課長、お願いします。 

  総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費の当課が所管します予算につきまして、平成31年度吉田町一

般会計予算に関する説明書の事項別明細書により御説明いたします。 

  なお、各項目の１の事業、職員人件費につきましては、後ほど総括的な人件費として御説

明申し上げますので、御了承ください。 

  それでは、説明書の42ページから44ページ、２の事業、一般行政事務費をごらんいただき

たいと存じます。予算額は4,505万4,000円で、財源内訳は一般財源のほかに県支出金及び諸

収入でございます。行政事務の円滑かつ適正な執行を行うとともに、他の部署に属さない事

務を全庁的に執行するもので、例規集などの追録代を初め、後納郵便代など経常的経費が主

なものでございます。 

  次に、44ページ、３の事業、吉田町表彰費でございます。予算額は59万7,000円で、財源

は全て一般財源でございます。町の各分野における業績顕著な方、または行政に貢献してい

ただいた方を表彰し、町政のさらなる発展に寄与することを目的としたものでございます。

表彰状及び感謝状受賞者への記念品代が主なものでございます。 

  次に、説明書44ページ、４の事業、吉田町牧之原市広域施設組合負担金総務管理費でござ
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います。予算額は3,235万円で、財源は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広域施

設組合の事務費を牧之原市とそれぞれ分担し、広域行政の円滑な執行に資するものでござい

ます。この負担金は一般管理費としての人件費が主なものでございます。 

  次に、説明書44ページの５の事業、日曜開庁事業費でございます。予算額は425万6,000円

で、財源は全て一般財源でございます。住民の多様化する生活環境に対応するため日曜日に

役場庁舎を開庁し、住民生活に関連の深い諸証明交付事務を中心とした業務を日曜日に実施

し、住民サービスの向上に努めるもので、日曜開庁を円滑に実施するため行政サポーター４

人分の賃金が主なものでございます。 

  次に、45ページの２款１項２目文書広報費の２の事業の広報・広聴事業費でございます。

予算額は1,104万7,000円で、財源は一般財源のほかに繰入金でございます。行政のさまざま

な情報を迅速かつ積極的に提供し、町民の多様なニーズに沿った情報提供をするもので、広

報紙の発行に係る印刷代や委託料としてＦＭ島田における放送番組制作委託料、ホームペー

ジの保守管理業務、そしてスマートフォンやタブレットを活用した情報発信アプリケーショ

ン「よしだポケットニュース」の保守管理委託料が主なものでございます。 

  次に、47ページの２款１項５目財産管理費、２の事業の庁舎管理費でございます。予算額

は7,373万9,000円で、財源は一般財源のほかに諸収入でございます。役場庁舎及び周辺の附

属施設等の快適な公共施設空間の確保を図るため維持管理を行うもので、庁舎管理に必要な

施設点検業務、電話料などの役務費に加え、庁舎の清掃業務、警備保障業務の委託料など庁

舎管理に係る経常的な経費が主なものでございます。 

  次に、説明書の49ページ、３の事業、公有財産管理費でございます。予算額は2,177万

5,000円で、財源は全て一般財源でございます。公共施設及び町有地の適正な管理を図るこ

とを目的に、総務課が管理しております公共施設の修繕を初め、町が所有する公共施設の損

害保険料、土地借上料など経常的な経費が主なものでございます。 

  次に、説明書の49ページ、50ページの４の事業、公用車管理費でございます。予算額は

334万3,000円で、財源は全て一般財源でございます。公用車の適正な維持管理を図るため、

総務課の管理車両の修繕、車検等の維持管理費と、公用車リース料が主なものでございます。

総務課管理車両は集中管理の公用車を含めて11台となっております。 

  説明書の50ページの５の事業、契約管理費でございます。予算額は189万7,000円で、財源

は全て一般財源でございます。町が行う契約管理事務の円滑かつ適正な執行を図るため、発

注工事に係る材料検査の旅費を初め、担当職員が発注予定事業の設計積算事務を進める上で

資料として徴取する見積書や図面等の作成費とする設計手数料が主なものでございます。 

  次に、57ページ、２款１項７目自治振興費の２の事業の自治振興費でございます。予算額

は1,831万円で、財源は一般財源のほかに諸収入でございます。自治振興費は自発的・積極

的にコミュニティ活動を行ってもらい自治意識の高揚を図ることを目的に、地域の自治組織

であります各自治会の正副自治会長、町内会長、隣組長の活動に対しまして定額の補助金を

交付するとともに、円滑なコミュニティ活動が図れるよう自治会連合会に対しまして研修費

やスポーツ大会等の補助金が主なものでございます。 

  次に、57ページの３の事業、自治会運営費でございます。予算額は448万円で、財源は全

て一般財源でございます。自発的・積極的にコミュニティ活動を行ってもらい自治意識の高

揚と地域の特色を生かされた自治会活動に資するため、各自治会の基盤数値となる世帯数に
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定額の補助額を乗じた額を運営補助金として各自治会に交付するものでございます。 

  次に、58ページの４の事業の地域施設管理費でございます。予算額は465万円で、財源は

一般財源のほかに諸収入でございます。町が管理委託している地域コミュニティ施設の指定

管理委託料や各自治会が所有するコミュニティ活動の拠点施設に対して、管理運営に係る補

助金を交付するものでございます。 

  また、静岡県市町村振興協会の省エネルギー・新エネルギー機器導入助成事業を活用し、

各自治会が所有するコミュニティ施設の省エネルギー化を図るためのＬＥＤ照明の導入など

に補助金を交付することとしており、平成31年度は片岡区自治会が片岡会館のＬＥＤ照明取

りかえ工事を実施する予定で、その補助金として200万円計上いたしました。 

  次に、58ページの５の事業、町内会運営費でございます。予算額は380万円で、財源は全

て一般財源でございます。各自治会の下部組織になります町内会の活動に対しまして、１町

内会当たり20万円の補助金を交付し、円滑な町内会の運営に資するものでございます。 

  次に、58ページの６の事業、町内会活動費でございます。予算額は851万9,000円で、財源

は一般財源のほかに利子及び配当金収入でございます。町内会活動の活性化を図るため、交

通安全、防災会、社会福祉、環境美化、青少年育成の五つの分野につきまして、コミュニテ

ィ活動費補助金をそれぞれ４自治会に交付し、自発的・積極的なコミュニティ活動の推進と

自治意識の高揚を図ろうとするものでございます。 

  次に、説明書の61ページ、２款１項10目人事管理費の２の事業の職員福利厚生費でござい

ます。予算額は450万1,000円で、財源は全て一般財源でございます。職員福利厚生費は、職

員の健康管理に資するため定期的に職員の健康診断を実施するほか、産業医の委託料が主な

支出でございます。 

  次に、説明書の62ページの３の事業、臨時職員対策事業費でございます。予算額は7,538

万2,000円で、財源は全て一般財源でございます。多様化する行政需要に対応するため、臨

時職員を含めた効率的な行政執務体制を整備するとともに、緊急時に臨時職員を雇い、事業

の執行に支障が生じる不測の事態に対応するため、臨時職員の雇用に必要な人件費に係る経

費が主なものでございます。 

  次に、62ページの４の事業、職員研修事業費でございます。予算額は600万円で、財源は

一般財源のほかに国庫支出金でございます。自立した職員を育成することを目的に、職員が

研修に参加するために必要な経常的経費で、旅費や研修負担金が主なものでございます。 

  次に、説明書63ページの５の事業、人事管理費でございます。予算額は1,196万7,000円で、

財源は全て一般財源でございます。必要な人材を確保しながら定員管理を適正に実施してい

くため、職員採用に係る経費を初め、適正な人事管理を行うための給与・人事システムの委

託料などが主なものでございます。 

  次に、説明書の63ページ、２款１項11目の事務改善対策費の２の事業の情報化推進費でご

ざいます。予算額は6,023万円で、財源は一般財源のほかに国庫支出金でございます。事務

の効率化と適正な情報管理を図るためのもので、通信運搬費としてネットワーク通信のため

の回線使用料を初め、庁舎内で使用するパソコン機器の使用料、セキュリティー対策などの

業務委託料が主なものでございます。 

  次に、説明書の64ページの３の事業の情報公開制度推進費でございます。予算額は305万

3,000円で、財源は全て一般財源でございます。町政の透明性の向上及び公平性を確保する
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ため、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく開示請求に係る事務に必要な経費を初め、

例規集の電算化サポート処理業務のための委託料、法制支援業務委託料などが主なものでご

ざいます。 

  次に、１款から10款までの各項目の１の事業、職員人件費でございます。 

  説明書の216ページから223ページの４、給与費明細書をごらんいただきたいと存じます。

216ページからです。 

  １款から10款までの各項目の１の事業に予算計上しております職員人件費につきましては、

４給与費明細書に総計を掲載しておりますので、こちらで御説明申し上げます。 

  まず、216ページでございますが、１、特別職の表の長等の欄をごらんください。町長、

副町長及び教育長の３名分の給与費及び共済費でございます。前年度と比べ、期末手当が人

事院勧告による率が改正されたことによります増額、その他の手当は扶養手当及び住居手当

分が増額となっております。 

  続きまして、217ページ及び218ページをごらんください。 

  一般職職員分でございます。一般職の職員数は前年度に比べ、５人増員の230人分の人件

費を計上し、給料と職員手当であります給与費は全体で13億3,426万9,000円で、共済費は２

億5,078万5,000円でございます。ここで言う一般職職員には職員のほかに再任用職員が含ま

れておりますが、育児休業により平成31年度中に復帰を予定されていない職員分は除いてお

ります。 

  なお、職員手当の詳細につきましては、(1)の総括の下段に職員手当の内訳がございます。

給料及び職員手当の増減額の要因につきましては、218ページの(2)給料及び職員手当の増減

の明細に記載しておりますとおりでございますが、平成31年度当初につきましては、前年度

に対する増加要因の主な理由といたしましては、平成30年度の人事院勧告に基づく給与改定

及び定期昇給によるものでございます。 

  219ページ以降は、給料や職員手当等について現状を示す数値資料となっております。こ

のため、この数値と平成31年度当初予算額との相関関係はありませんので、御承知おきくだ

さるようお願いいたします。 

  以上が２款１項の総務管理費及び各項目に係る１の事業であります人件費の説明でござい

ます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、企画課長、お願いします。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  それでは、２款１項の企画課に関連いたします歳出につきまして、予算に関する説明書に

沿って御説明申し上げます。 

  説明書の45ページをごらんください。 

  ２款１項１目の６の事業、行財政構造改革推進事業費でございます。予算額は４万4,000

円で、財源は全て一般財源でございます。この事業は行財政改革や吉田町まちづくりステッ

プアップ行政評価に係る事務を推進するものでございまして、全庁的に対応すべき新たな行

政課題の検討や総合計画の進捗状況の確認を初め、総合戦略の評価等の行政評価につきまし

て、行財政構造改革推進本部会議を開催して行っているものでございます。経常的経費が主

なものでございます。 
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  次に、46ページ、３目財政管理費でございます。予算額は330万3,000円で、財源は全て一

般財源でございます。この事業は予算編成事務、交付税算定、起債管理、決算統計、その他

財政の健全化への取り組みを行っている事業費でございます。 

  次に、51ページの６目企画費の２の事業、企画調査費でございます。予算額は721万1,000

円で、財源は５市２町連携中枢都市圏構想事業負担金600万円、残りは一般財源でございま

す。この事業は企画調査事務全般につきまして他の事業に含まれない企画調査事務経費を支

出しているところでございます。 

  平成31年度は毎年の行政評価のほか、第５次吉田町総合計画後期基本計画及び第２期ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の策定年度となりますことから、例年より総合計画等審議会

の開催回数が多くなっており、委員報酬を増額しております。また、５市２町連携中枢都市

圏内の交流人口の拡大を図るため、町内３カ所、小山城、総合体育館、学習ホールにＷｉ－

ｆｉを整備し、施設利用者の利便性の向上を図ろうとするものでございます。 

  次に、同じく51ページの３の事業、国際交流推進費は予算額180万9,000円で、財源は全て

一般財源でございます。この事業は吉田町国際交流協会に対します補助金が主なもので、国

際交流協会では、町の補助金を活用して外国人のための日本語勉強会、地域住民に対する外

国語教室、地域住民と外国人の相互理解を深めるための異文化交流会などの事業を行ってお

ります。 

  次に、52ページの４の事業、地域交流費は予算額488万9,000円で、財源は全て一般財源で

ございます。この事業は福岡県八女市との都市間交流事業を初め、町内で開催される大規模

イベントの開催を促進し、交流事業の拡大を図り、もって当町のにぎわいの創出と、あわせ

て町の活性化を図ろうとするものでございます。 

  同じく52ページとなりますが、５の事業、男女共同参画推進費は予算額100万円で、財源

はふるさとよしだ寄附金基金繰入金26万8,000円、地域振興セミナー開催事業助成金60万円、

残りは一般財源でございます。この事業は男女共同参画意識の普及啓発を推進するための事

業費でございます。 

  平成31年度は男女共同参画のさらなる普及啓発を図るため、町内企業向けのセミナー開催

に係る講師謝礼金等を計上しているものでございます。 

  次に、53ページの６の事業、ふるさと納税推進事業費は予算額２億3,793万9,000円で、財

源は全て一般財源でございます。この事業費はふるさと納税制度を活用したシティプロモー

ション活動及び返礼事業などのふるさと納税に係る事業費でございます。 

  同じく53ページ、７の事業、生活交通確保対策費は予算額1,274万8,000円でございます。

財源は国庫補助金、公有民営方式車両購入費国庫補助金375万円、５市２町連携中枢都市圏

構想事業負担金600万円、残りは一般財源でございます。この事業は地域住民の交通の利便

性を確保することを目的としておりまして、島田静波線と藤枝相良線の２つの国庫補助対象

路線を維持するために必要な経費を関係市町と協議して交付することが主なものとなります

が、平成31年度は路線バスの維持のための補助金や、静岡市及びバス事業者と連携して特急

静岡相良線の利便性の向上に向け、自転車置き場の整備等を進める補助金を計上しているも

のでございます。 

  同じく53ページの８の事業、住民参画推進費では予算額7,000円、そして54ページの９の

事業、ユニバーサルデザイン推進費は予算額3,000円でございます。 
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  10の事業、コミュニティ施設整備事業費は予算額250万3,000円で、財源は静岡県市町村振

興会のコミュニティ助成事業補助金250万円で、補助率は10分の10でございます。残りは一

般財源でございます。この事業はコミュニティにおける住民の主体的な活動を支援すること

により、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を図る取り組みを行っているものでござい

ます。 

  平成31年度は一般コミュニティ助成として、川尻区の川尻上組町内会連合会の屋台建設費

に対する交付金でございます。 

  11の事業、大井川流域ｓｍｉｌｅネット事業費は予算額152万3,000円で、財源は全て一般

財源でございます。これはコミュニティＦＭを活用した町の情報発信事業費でございまして、

株式会社ＦＭ島田に対する放送番組制作と中継局設備保守の委託料を計上するものでござい

ます。 

  12の事業、大井川流域交流費は予算額65万7,000円で、財源は全て一般財源でございます。

この事業は大井川流域の市町が連携し、さまざまな交流を図るとともに流域全体の振興と発

展を図ることを目的としておりまして、大井川長島ダム流域連携協議会、大井川の清流を守

る研究協議会、大井川流域振興連絡会に係る経費として、それぞれ負担金等を計上しており

ます。 

  次に、55ページの13の事業、吉田町総合計画策定事業費は予算額462万6,000円で、財源は

全て一般財源でございます。この事業は吉田町の町政運営の基本的かつ総合的な指針となり

ます吉田町総合計画の策定に関する事業費になります。 

  平成31年度は第５次吉田町総合計画前期基本計画の最終年度となりますことから、平成32

年度を始期としました第５次吉田町総合計画後期基本計画を策定するため、総合計画策定に

係る業務委託料460万円を計上しているものでございます。 

  次に、14の事業、シーガーデンシティ推進事業費は予算額399万円で、全て一般財源でご

ざいます。この事業はシーガーデンに係る事業費を初め、国の総合特区制度の指定を受けま

した静岡県の“ふじのくに”のフロンティアを拓く取り組みとなります川尻区内で展開する

企業活動維持支援事業と、北区内で展開する物資供給拠点確保事業の２事業を含めましたシ

ーガーデンシティ構想に係る事業を総合的な企画調整及び推進に関する事務を行うための事

業費を計上しているものでございます。 

  平成31年度では、昨年度に引き続き、シーガーデンシティ構想のさらなる推進を図るため、

シーガーデンシティ構想推進委員会の開催経費やシーガーデンに係る調査委託料などの経費

を計上いたしております。また、町の玄関口となります吉田インターチェンジ周辺の活性化

を図るため、地元の皆様を初めとする利活用検討委員会を立ち上げ、吉田インターチェンジ

周辺の活性化を検討する組織を立ち上げるものでございます。 

  55ページから56ページの15の事業、シティプロモーション事業費は予算額5,392万4,000円

で、財源は国庫支出金の結婚新生活支援事業費補助金90万円、地方創生推進交付金移住支援

金150万円、県支出金のふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金782万円、移住支援

事業費補助金75万円、ふるさとよしだ寄附金基金繰入金66万7,000円、諸収入の地域づくり

推進事業費助成金350万円、そして一般財源でございます。この事業はさまざまなツールを

活用し、町の魅力や特徴ある施策を効果的に発信し、移住・定住者や交流人口の増加を図り、

町の新たなにぎわいを創出しようとする事業でございます。この事業では大きく四つの事業
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を実施しておりまして、吉田町ＰＲ部長よし吉を活用したＰＲ事業を初め、移住・定住促進

事業、町のシティプロモーション事業、一般社団法人吉田町まちづくり公社への負担金等の

事業を展開しております。 

  平成30年度に引き続きまして、町のＰＲ部長よし吉を活用した町のＰＲ等を行い、町と事

業者等が一体となってにぎわいづくりに取り組む吉田町にぎわい創出事業費補助金、また、

地域イノベーション推進事業費負担金は当町と川根本町による実行委員会を構成し、創業支

援セミナーの実施を初め、地域の課題解決に向けた取り組みや地域資源を活用する取り組み

などを行う地域イノベーション推進事業を進めるための負担金、そして国の結婚新生活支援

事業費補助金を活用した定住促進事業費補助金や県のふじのくに少子化突破戦略応援補助金

を活用した若年者住宅取得応援補助金などを計上しております。 

  平成31年度では、地域おこし協力隊とタイアップしながら町のフォトコンテストを実施し、

町の地域資源の掘り起こしに期待するものでございます。また、移住・定住に向けましては、

国・県と連携いたしまして地方創生推進交付金事業を活用しました移住支援制度を創設し、

移住支援金として300万円を計上しているものでございます。 

  次に、16の事業、地域おこし協力隊事業費は予算額834万7,000円で、全て一般財源でござ

います。この事業は総務省が推奨します地域おこし協力隊事業を活用し、町の観光イベント

等の企画運営を初め、地域の魅力の発信業務や世代間交流、移住・定住促進支援業務のさら

なる推進に資する事業費で、平成30年12月に採用いたしました地域おこし協力隊員２名分の

報酬などの人件費及び活動費が主なものでございます。なお、この地域おこし協力隊につき

ましては、１人当たり400万円を上限に特別交付税が措置されるものでございます。 

  次に、57ページの17の事業、町制施行70周年記念事業費は予算額350万円で、全て一般財

源でございます。この事業は本年７月に町村政施行70周年を迎えるに当たり、当町も単独の

吉田町として70周年を迎えますことから、町政施行70周年を記念いたしました式典などのイ

ベントを開催するための事業費を計上しているものでございます。 

  次に、65ページ、12目空港対策費でございます。予算額は106万4,000円で、財源は全て一

般財源でございます。空港対策協議会や島田市、牧之原市などと連携した空港対策や利活用

事業の調整を進めるための経費を計上しているものでございます。 

  以上が企画課に関連します歳出の２款１項１目６の事業から12目までに関する概要でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、会計管理者兼会計課長、お願いします。 

  会計管理者兼会計課長、中村真也君。 

○会計管理者兼会計課長（中村真也君） 会計課でございます。 

  予算に関する説明書の47ページをごらんください。 

  会計課からは、２款１項４目会計管理費の２の事業、出納管理事務費について御説明申し

上げます。予算額は186万5,000円で、財源内訳は全て一般財源でございます。公金の収納及

び支払い事務を円滑かつ適正に執行するための事務管理費で、全て経常経費でございます。

主なものといたしましては、12節役務費の指定金融機関派出手数料109万円の計上でござい

ます。また、13節委託料は備品の登録や廃棄などの処理を行っている備品管理業務システム

の電算委託料で26万2,000円の計上でございます。 

  以上が会計課にかかわる予算の説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたし
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ます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、防災課長兼防災監、お願いします。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） ２款１項のうち防災課関係の予算につきまして、平成31

年度吉田町一般会計予算に関する説明書により御説明申し上げます。 

  説明書の58ページから59ページ、８目防犯対策費、２の事業、防犯対策推進費をごらんく

ださい。予算額は1,023万7,000円で、財源は全て一般財源でございます。防犯活動の支援や

犯罪の起こりにくい環境を整備することで、健全で明るい社会を形成することを目的として

いるものでございます。防犯まちづくり推進協議会の委員報酬、各自治会に管理委託してお

ります防犯灯の整備委託料や防犯カメラの借上料及びＬＥＤ防犯灯の借上料などを主に計上

をしております。 

  次に、説明書59ページから60ページの９目交通安全対策費、２の事業、交通安全推進費で

ございます。予算額は628万1,000円で、財源は一般財源のほかふるさとよしだ寄附金基金繰

入金でございます。交通安全意識や交通安全マナーの高揚を図るため交通安全運動等を展開

することで、安全で安心な町づくりを推進することを目的としているものでございます。主

に交通安全施設の修繕や新設工事費及び県交通安全指導員４人の設置費負担金を計上してお

ります。 

  次に、説明書60ページから61ページの３の事業、交通指導員活動費でございます。予算額

は560万2,000円で、財源は一般財源のほかふるさとよしだ寄附金基金繰入金でございます。

交通安全活動の推進を担う交通指導員の活動費でございます。主に交通指導員34人分の報酬

及び出動手当を計上しているものでございます。 

  以上が２款１項に係る防災課関係の説明でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  建設課からは４の事業、交通安全施設整備費につきまして予算に関する説明書に基づき御

説明をいたします。 

  説明書の61ページをごらんください。 

  ４の事業、交通安全施設整備費について説明をいたします。予算額は500万円で、財源は

一般財源となっております。町内全域を対象に通学路や生活道路等の安全性・利便性を確保

するため、各種交通安全施設を維持・修繕し、町民の皆様が安全で安心に暮らせるよう実施

をしております。主な事業内容は区画線工5,865メートルを施工するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 次に、２款総務費、２項から６項、12款公債費、13款諸支出金及び14

款予備費の説明を求めます。 

  初めに、税務課長、お願いします。 

  税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  ２款総務費、２項徴税費につきまして予算に関する説明書により御説明申し上げます。 

  説明書の65ページから67ページをごらんください。 
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  １目税務総務費、２の事業でございます。予算額は5,881万4,000円でございます。財源は

全て一般財源でございます。税務事務の効率化を図るため、臨時職員の雇用、各種協議会へ

の負担金及び過年度分町税還付金が主なものでございます。 

  続きまして、説明書68ページをごらんください。 

  ２の事業、賦課徴収費でございます。予算額は5,261万4,000円で、財源は全て一般財源で

ございます。課税の適正化、収納率向上を図るため、税務相談員の顧問料、電算システム委

託料、固定資産課税基礎作成委託料、滞納整理機構負担金が主なものでございます。 

  平成31年度は平成33年度の固定資産の評価替えにかかわる準備のため、標準宅地不動産鑑

定委託料基礎資料作成委託料が増額となっております。 

  以上が２項徴税費でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、町民課長、お願いします。 

  町民課長、門田万里子君。 

○町民課長（門田万里子君） 町民課でございます。 

  町民課に係ります予算について御説明申し上げます。予算に関する説明書の69ページをご

らんください。 

  町民課からは、２款３項１目戸籍・住民基本台帳費の２の事業、戸籍・住民基本台帳事務

費につきまして御説明申し上げます。予算額は3,959万5,000円でございます。財源といたし

ましては一般財源のほか国・県支出金とその他の窓口手数料でございます。この事業は戸籍

事務、住民基本台帳事務等に関する届け出の受理及び住民票等の証明書の交付事務に係る予

算を計上しております。主な支出といたしましては70ページにございます13節の戸籍電算事

務委託料821万9,000円、14節の各種証明書のコンビニ交付サービスに係ります使用料507万

6,000円、また71ページにございます19節の個人番号カード交付事務費交付金645万3,000円

などでございます。 

  以上が町民課に係る予算でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、総務課長、お願いします。 

  総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  総務課からは、２款総務費の４項選挙費と13款諸支出金の１項普通財産取得費につきまし

て予算に関する説明書により御説明申し上げます。 

  説明書の71ページ、72ページの２款４項１目選挙管理委員会費の２の事業、選挙管理費で

ございます。予算額は104万7,000円で、財源は全て一般財源でございます。選挙の適正な執

行に資するため、公職選挙法に基づく定期的な選挙管理委員会の開催の経費及び適正な選挙

人名簿の管理に資する電算処理委託料などの経費が主なものでございます。 

  次に、説明書の72ページの２目明るい選挙推進費の２の事業の明るい選挙推進費でござい

ます。予算額は16万1,000円で、財源は全て一般財源でございます。選挙に対する意識を向

上させるとともに、きれいな選挙が行われるよう選挙啓発を行うため、小・中学校の児童・

生徒を対象としたポスターコンクールへの参加賞、副賞代などのほか新成人及び18歳になる

高校生へ選挙啓発物品の経費が主なものでございます。 

  次に、説明書の73ページの３目静岡県議会議員選挙費の２の事業、静岡県議会議員選挙費

でございます。予算額は549万8,000円で、財源は全て県支出金でございます。平成31年４月
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７日に予定されております静岡県議会議員選挙の執行経費で、公平かつ迅速な選挙事務を執

行するため、選管委員、投開票管理者の報酬を初め、選挙事務従事者の手当、選挙事務に係

る経費が主なものでございます。 

  次に、74ページの４目町長、町議会議員選挙費の２の事業の町長、町議会議員選挙費でご

ざいます。予算額は1,109万9,000円で、財源は全て一般財源でございます。平成31年４月21

日に予定されております町長、町議会議員選挙の執行経費で、公正かつ迅速な選挙事務を執

行するため、選管委員、投開票管理者の報酬を初め、選挙事務従事者の手当、選挙事務に係

る経費が主なものでございます。 

  次に、説明書の75ページの５目参議院選挙費の２の事業、参議院議員選挙費でございます。

予算額は1,385万3,000円で、財源は一般財源のほかに県支出金でございます。平成31年７月

に予定されております参議院選挙の執行経費で、公正かつ迅速な選挙事務を執行するための

選管委員、投開票管理者の報酬を初め、選挙事務従事者の手当、選挙事務に係る経費が主な

ものでございます。 

  続きまして、説明書の213ページ、13款１項１目普通財産取得費の２の事業の普通財産取

得費をごらんいただきたいと存じます。予算額は2,000円で、財源は全て一般財源でござい

ます。土地購入、補償費、それぞれ1,000円の頭出しでございます。 

  以上が総務課からの２款４項の選挙費と13款１項の普通財産取得費の説明でございます。

御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、企画課長、お願いします。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  それでは、企画課に関連いたします歳出につきまして予算に関する説明書に沿って御説明

申し上げます。 

  説明書の76ページをごらんください。 

  76ページの５項統計調査費、１目統計調査総務費の２の事業、統計一般事務費をごらんく

ださい。予算額は19万1,000円でございまして、財源は一般財源のほか県支出金に計上いた

しました統計調査費委託金４万7,000円で、統計に係る経常的な経費を計上しております。 

  次に、２目諸統計調査費の２の事業、諸統計調査費は予算額189万1,000円で、財源は全て

県支出金の統計調査費委託金でございます。 

  平成31年度は工業統計調査、農林業センサス調査及び経済センサス基礎調査が実施されま

すことから、調査委員報酬等が主な内容となっております。 

  続きまして、211ページをごらんください。 

  12款公債費でございます。１項公債費、１目元金の２の事業、公債費（元金）は予算額９

億9,534万4,000円で、財源は全て一般財源でございます。 

  211ページの２目利子の２の事業、公債費（利子）は予算額7,715万8,000円で、財源は全

て一般財源でございます。 

  次に、３目公債諸費は1,000円の計上でございます。 

  213ページの13款諸支出金のうち213ページから214ページにかけましての２項基金費、１

目基金費の積立金でございますが、２の事業、財政調整基金費は予算額16万円、３の事業、

減債基金費は予算額4,000円、４の事業、環境保全基金費は予算額1,000円、５の事業、小・
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中学校建設基金費は予算額２万円、６の事業、教育振興基金費は予算額39万4,000円、７の

事業、ふるさとよしだ寄附金基金は予算額１億1,253万円とそれぞれ計上しております。積

立金の合計は１億1,310万9,000円となっております。財源は財産収入に計上いたしました基

金利子でございますが、６の事業、教育振興基金費につきましては基金利子のほか諸収入に

計上いたしました高等学校等奨学金返還金38万8,000円、７の事業、ふるさとよしだ寄附金

基金費につきましてはふるさと納税指定寄附金１億1,250万円となっております。 

  最後に、14款予備費は昨年同様2,000万円の計上でございます。 

  以上が企画課に関連します歳出の２款５項１目から２目までの事業並びに12款、13款、14

款の事業に関する概要でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、議会事務局長、お願いします。 

  議会事務局長、八木寿彦君。 

○議会事務局長（八木寿彦君） 議会事務局でございます。 

  予算に関する説明書の77ページをごらんください。 

  ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費でございます。予算額は129万9,000円で、

財源は全て一般財源でございます。この事業は監査委員の例月出納検査、定期監査、決算審

査などに係る監査委員報酬が主なものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、会計管理者兼会計課長、お願いします。 

  会計管理者兼会計課長、中村真也君。 

○会計管理者兼会計課長（中村真也君） 会計課でございます。 

  予算に関する説明書の211ページをごらんください。 

  12款公債費の１項２目、２の事業、公債費利子の23節償還金利子及び割引料内の会計課が

所管いたします一時借入金償還利子について御説明いたします。これは一時的に資金不足と

なった場合、不測の事態に対応するための一時借り入れで生じる利子で、一時借入金の借り

入れの最高額を５億円と定めておりますことから、借り入れ最高額の５億円に伴う利子とし

て52万5,000円の計上でございます。 

  以上が会計課にかかわる予算の説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（八木 栄君） 次に、３款民生費の説明を求めます。 

  初めに、福祉課長、お願いします。 

  福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  ３款民生費のうち、福祉課が関係する予算につきまして御説明申し上げます。 

  説明書の78ページをごらんください。 

  ３款１項１目、２事業、福祉総務費でございます。予算額275万円で、財源は一般財源の

ほかに国・県支出金でございます。臨時職員の賃金と社会福祉業務に係る消耗品や自動車修

繕、電算委託料等の経常的な経費が主なものでございます。 

  次に、79ページ、３事業、民生・児童委員活動費をごらんください。予算額657万3,000円

で、財源は一般財源のほかに県支出金でございます。民生・児童委員の活動費に係る負担金

が主なもので、３年に一度の一斉改正が平成31年12月に実施され、民生・児童委員が51人、
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主任児童委員が３人、地域の代表として活動をしていただきます。 

  ４事業、戦没者追悼事業費をごらんください。予算額66万円で、財源は全て一般財源でご

ざいます。戦没者のみたまを弔う事業として10月に挙行しており、戦没者追悼式に係る記念

品と委託料が主なものでございます。 

  次に、80ページ、５事業、社会福祉協議会補助金をごらんください。予算額3,632万7,000

円で、財源は全て一般財源でございます。事務局人件費のほか相談事業、民生・児童委員活

動費、福祉団体に対する補助金でございます。 

  ６事業、福祉介護手当支給事業費をごらんください。予算額248万円で、財源は全て一般

財源でございます。在宅で寝たきりの高齢者や重度の心身障害者の介護者に対して支給する

福祉介護手当で、月額１万円でございます。 

  次に、７事業、地域福祉計画策定事業費をごらんください。予算額８万4,000円で、財源

は全て一般財源です。地域福祉計画は町の地域福祉を総合的に推進するために５年ごと見直

し、策定を行い、毎年進捗状況を確認してまいります。 

  次に、82ページ、４目老人福祉費、２事業、老人福祉対策費をごらんください。予算額29

万6,000円で、財源は全て一般財源でございます。老人福祉事業のための経常的経費に加え

て、特殊寝台などの日常生活用具貸与事業、電磁調理器などの日常生活用具給付事業、紙お

むつなどの費用を助成する在宅支援生活品助成事業など、高齢者の在宅生活を支援するため

の事業費を計上しております。 

  次に、83ページ、３事業、敬老事業費をごらんください。予算額396万円で、財源は全て

一般財源でございます。高齢者を敬い長寿をお祝いするために100歳の方へのお祝い金、米

寿を迎えられた方へのお祝い写真の贈呈、喜寿及び80歳以上の方への敬老記念品の贈呈を行

っております。 

  ４事業、社会福祉施設管理事業費をごらんください。予算額は5,054万6,000円で、財源は

一般財源のほかに使用料、手数料でございます。当課が所管する各施設の指定管理料及び牧

之原市にあります相寿園管理組合負担金でございます。相寿園の負担金につきましては、エ

アコン修繕が30年度に完了したため、30年度予算に比べ減額されております。 

  次に、84ページ、５事業、老人保護措置費をごらんください。予算額は533万7,000円で、

財源は一般財源のほかに負担金でございます。現在２人の方が措置入所されており、入所に

係る措置費でございます。 

  ６事業、高齢者社会参加推進事業費をごらんください。予算額は961万3,000円で、財源は

一般財源のほかに県支出金でございます。さわやかクラブやシルバー人材センターへの運営

費補助金で、高齢者の社会参加を支援しております。 

  次に、85ページ、７事業、高齢者見守り体制整備事業費をごらんください。予算額は５万

円で、財源は全て一般財源でございます。高齢者の見守りネットワーク連絡会を開催し、地

域で見守ることの大切さを理解していただいております。 

  ８事業、ひとり暮らし高齢者等対策事業費をごらんください。予算額は９万1,000円で、

財源は一般財源のほかに諸収入でございます。救急連絡カード郵送代や配食サービス委託料

など、ひとり暮らし高齢者の在宅生活を守るための事業を実施しております。 

  次に、９事業、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画策定事業費をごらんください。予

算額は187万2,000円で、財源は全て一般財源でございます。平成32年度に実施します計画策
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定のためのアンケート調査を平成31年度に実施するものでございます。 

  次に、86ページ、５目心身障害者福祉費、２事業、心身障害者福祉費をごらんください。

予算額151万1,000円で、財源は一般財源のほかに県支出金及び諸収入でございます。身体、

知的、精神の３障害の相談員の報償費と心身障害者扶養共済に係る納付金でございます。 

  ３事業、心身障害者更生援護費をごらんください。予算額4,781万円で、財源は一般財源

のほかに県支出金です。重度障害者に対する医療費や移送費が主な事業費でございます。 

  次に、87ページ、４事業、心身障害者施設等負担金をごらんください。予算額2,418万

8,000円で、財源は全て一般財源でございます。駿遠学園とつくしの家に対する負担金でご

ざいます。 

  ５事業、心身障害者自立支援事業費をごらんください。予算額５億790万4,000円で、財源

は一般財源のほかに国・県支出金です。障害のある方が地域で自立した生活が送れるよう福

祉サービスを提供しております。障害児の放課後等デイサービスや児童発達支援に係る事業

費が増加している状況です。 

  次に、89ページ、６事業、障害者自立支援施設管理事業費をごらんください。予算額は

471万3,000円で、財源は一般財源のほかに諸収入でございます。障害者自立支援施設あつま

リーナに係る指定管理料が主なものでございます。 

  ７事業、地域生活支援事業費をごらんください。予算額は2,866万5,000円で、財源は一般

財源のほかに国・県支出金及び諸収入でございます。手話通訳者及び要約筆記者の派遣事業、

訪問入浴サービス、相談支援事業などで、障害者が在宅で生活し続けられるよう支援する事

業でございます。 

  次に、90ページ、６目人権・地域改善費の２事業、人権・地域改善費をごらんください。

予算額は36万1,000円で、財源は一般財源のほかに県支出金でございます。人権啓発活動を

推進するため人権教育後援会やパンフレットなどの作成を行います。 

  次に、90ページ、91ページ、３事業、神戸西会館運営費をごらんください。予算額は434

万9,000円で、財源は一般財源のほかに県支出金及び使用料でございます。 

  92ページ、７目介護保険費の２事業、介護保険事業一般会計繰出金をごらんください。予

算額は２億9,091万2,000円で、財源は一般財源のほかに国・県支出金でございます。平成31

年度の保険事業の介護給付費、地域支援事業費、事務費の法定負担割合繰出金と低所得者の

保険料に対する軽減分繰出金でございます。 

  次に、93ページ、３事業、低所得者利用者負担額軽減措置事業費をごらんください。予算

額は29万2,000円で、財源は一般財源のほかに県支出金でございます。社会福祉法人等が低

所得で生活が困難な方に対して介護保険サービスの利用負担額の軽減を行った場合に、法人

に対して補助を行うものでございます。 

  次に、111ページ、３項１目生活保護費、２事業、生活保護費をごらんください。予算額

は20万3,000円で、財源は一般財源のほかに県支出金です。行旅人に対する近市へのバス代

の支給です。 

  次に、４項１目災害救助費、２事業、災害救助費は3,000円でございます。 

  福祉課からは以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、町民課長、お願いします。 

  町民課長、門田万里子君。 
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○町民課長（門田万里子君） 町民課でございます。 

  予算に関する説明書の81ページをごらんください。 

  ３款１項２目国民年金事務費の２の事業、国民年金事務費につきまして御説明申し上げま

す。予算額は61万8,000円で、財源は全て国庫支出金でございます。国民年金の事務は国の

法定受託事務であり、町では国民年金の資格に関する届け出や保険料の免除申請などの手続

を行っております。 

  次に、82ページの３目国民健康保険費の２の事業、国民健康保険事業会計繰出金でござい

ます。予算額は１億5,150万5,000円で、財源につきましては一般財源のほか国・県支出金で

ございます。主な支出といたしましては低所得者の軽減対策としての保険基盤安定繰入金で

ございます。このうち保険税の軽減分を補塡します保険税軽減分は、県が４分の３、町が４

分の１を負担し、保険税負担を緩和するための保険者支援分は、国が２分の１、県が４分の

１、町が４分の１を負担するものでございます。また、次の職員給与費等繰出金は、国保会

計が支弁する国民健康保険運営協議会費や国民健康保険税の賦課徴収費用などを計上してお

ります。 

  以上が町民課に係る予算でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） ここで、暫時休憩とします。 

  再開は10時40分です。 

 

休憩 午前１０時２７分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○議長（八木 栄君） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は12名です。 

  引き続き、詳細説明をお願いします。 

  こども未来課長、お願いします。 

  こども未来課長、太田順子君。 

○こども未来課長（太田順子君） こども未来課でございます。 

  予算に関する説明書の94ページ、３款２項１目、２の事業、児童福祉費をごらんください。

予算額は984万3,000円でございます。財源といたしましては一般財源のほか国庫支出金、県

支出金でございます。この事業は子供たちが健やかに育つために、子供たちの成長や子育て

の喜びを地域全体で実感できる町づくりを進めるための事業でございます。主な支出は13節

調査委託料で、これは平成30年度に国の指示を受け実施しました子育て世代の保育ニーズ等

の調査結果を、今後の子供・子育て支援事業に反映させるための計画を策定するものでござ

います。また、20節出産祝い金事業費は平成30年度に引き続き第２子以降の子供を持ちたい

と思う世帯を応援する施策として、第２子の出産で５万円、第３子以降の出産で10万円のお

祝い金を母親に支給するものでございます。当初予算では過去の実績を鑑み、100人分を計

上させていただきました。 

  次に、94ページから95ページの３の事業、児童虐待防止事業費をごらんください。予算額

は544万6,000円でございます。財源といたしましては一般財源のほか国庫支出金、県支出金
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でございます。この事業は子供の安全を確保するために指導及び見守りを実施し、虐待等の

早期発見、早期対策を図る事業でございます。主な支出といたしましては７節臨時職員賃金

であり、これは保護者や子供からの相談を受けたり、家庭訪問等を実施したりする家庭相談

員２名の賃金でございます。 

  次に、４の事業、ひとり親家庭対策事業費は予算額627万5,000円でございます。財源とい

たしましては一般財源のほか県支出金でございます。この事業はひとり親家庭の経済的自立

と安定を図るため、日常生活を支援する事業でございます。主な支出といたしましては20節

母子家庭等医療費であり、これは20歳未満の児童を扶養している母子家庭、父子家庭等に対

する医療費の助成でございます。また、ひとり親家庭就学支援事業費は小学校に入学する際

に必要なランドセル及び学校指定用品購入費の一部を補助するものでございます。 

  次に、96ページ、97ページの５の事業、こども発達支援事業費は予算額2,509万4,000円で

ございます。財源といたしましては県支出金、保護者からの利用料、そして国民健康保険団

体連合会等の諸収入でございます。この事業は児童の発達に応じた少人数での保育サービス

を提供することで、日常生活の自立や対人関係の苦手さを改善するための事業でございます。

主な支出としましては７節臨時職員賃金で、30年度と同じ７人分を計上してございます。ま

た、18節発達支援事業所の備品として一度に数名の子供たちを乗せて移動できる乳幼児ワゴ

ンを計上させていただきました。 

  次に、６の事業、こども医療費助成事業費は予算額１億5,636万9,000円でございます。財

源といたしましては一般財源のほか県支出金、静岡県町村自治振興協会からの諸収入でござ

います。この事業は保護者の経済的負担の軽減を図り、子供疾病を早期に発見し、適切な治

療を受けさせるため、ゼロ歳から18歳までの児童の医療費を負担する費用でございます。ま

た、平成30年10月から対象年齢を15歳から18歳に拡大しておりますことから、20節こども医

療費は30年度と比べ1,770万円増額しております。 

  次に、97ページ、98ページの７の事業、ファミリーサポート事業費は予算額285万円でご

ざいます。財源といたしましては一般財源のほか国庫支出金、県支出金でございます。この

事業は平成28年度に立ち上げましたファミリーサポート事業についての運営費でございます。

平成31年度は児童福祉費から独立させ、予算を計上させていただきました。主な支出はサポ

ート会員とリクエスト会員をマッチングする役目を担うアドバイザー１名の賃金でございま

す。また、10月から開始されます幼児教育無償化に伴い、３歳から５歳のファミリーサポー

ト事業利用料も無償となる予定でございますことから、当該分を町から支給するために過去

の利用状況から算定した金額を20節扶助費に計上させていただきました。 

  次に、２目児童措置費の２の事業、児童手当費は予算額５億2,765万1,000円でございます。

財源といたしましては一般財源のほか国庫支出金、県支出金でございます。児童手当はゼロ

歳から中学校終了前までの児童の保護者に支給するもので、対象児童数の減少が見込まれま

すことから、20節扶助費が平成30年度よりも減額となっております。 

  次に、99ページから101ページまでの３目保育所費の２の事業、保育園管理費は予算額２

億9,849万5,000円でございます。財源といたしましては一般財源のほか一時預かり等の使用

料及び手数料、国庫支出金、県支出金、そしてふるさと納税寄附金基金繰入金でございます。

主な支出は７節臨時職員賃金、13節保育園人材派遣委託料で、臨時保育士や派遣保育士の力

をかりながら待機児童ゼロを維持し、質の高い保育環境をつくるためのものでございます。
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また、19節小規模保育施設整備事業費補助金は民間事業者が小規模保育施設を建設する際に

補助するものでございます。財源は国の保育所等整備補助金を活用し、国庫支出金が３分の

２、一般財源が３分の１でございます。20節施設型給付費は子ども・子育て支援法に該当す

る他市町の保育園、認定こども園等に通う子供に対しての給付費でございます。平成31年度

から牧之原市のすすき幼稚園が認定こども園に移行する予定となりましたことから、平成30

年度より金額が増額しております。 

  次に、３の事業、さくら保育園運営費から106ページの６の事業、わかば保育園運営費は

各園を運営するための事業費を計上してございます。財源といたしましては一般財源のほか

利用者負担金、平成31年10月から国の幼児教育無償化の施策により徴収が始まります給食代

の諸収入でございます。各園共通の主な支出は保育に係る材料費や給食等の賄い材料費でご

ざいます。 

  101ページの３の事業、さくら保育園運営費は予算額1,915万5,000円でございます。４月

の入所予定者は91人で、平成30年の同時期よりも６人多い状況となっております。 

  102ページから104ページまでの４の事業、すみれ保育園運営費は予算額2,714万1,000円で

ございます。４月の入所予定者は157人で、平成30年同時期よりも11名多い状況となってお

ります。 

  104ページ、105ページの５の事業、さゆり保育園運営費は予算額2,024万7,000円でござい

ます。４月の入所予定者は103名で、平成30年同時期よりも７名多い状況となっております。 

  105ページ、106ページの６の事業、わかば保育園運営費は予算額2,611万7,000円でござい

ます。４月の入所予定者は149名で、平成30年の同時期よりも６名少ない状況となっており

ます。 

  次に、107ページ、108ページの４目児童館費、２の事業、児童館運営費は予算額801万円

でございます。財源といたしましては一般財源のほか利用者からお預かりする材料費の諸収

入でございます。この事業は児童が心身ともに健やかに成長するため、児童館において各種

事業を行う経費でございます。児童館は月平均で1,700人の利用があり、児童厚生員２人が

常勤し運営をしております。平成31年度は子供たちの安全対策としてトランポリンマットを

購入する計画で、18節一般備品費、一般備品を計上させていただきました。 

  次に、108ページ、109ページの３の事業、放課後児童健全育成事業費は予算額7,427万

3,000円でございます。財源といたしましては一般財源のほか国庫支出金、県支出金、保護

者からお預かりするクラブ利用料の諸収入でございます。この事業は学校終了後の放課後の

時間に保護者が就労等で家庭にいない子供たちに適切な遊びと生活の場を提供する放課後児

童クラブの運営費でございます。平成30年度と比べクラブ数が６から11へと増加したことで、

施設の運営費が大きく増額しております。特に７節臨時職員賃金は1,438万2,000円の増額で、

これは臨時職員として採用をしておりますクラブ支援員を平成30年度予算より11人多い33人

分を計上させていただきましたことに加え、支援員資格を有し、クラブ支援単位ごとの保育

計画等を立てる業務を行っておりますサブヘッドの賃金を見直したことが主な理由でござい

ます。また、４月の入所予定児童数は352人でございます。平成30年４月と比較しますと51

人増員となっております。 

  なお、平成31年度からの新たな取り組みといたしまして、19節ひとり親家庭放課後児童ク

ラブ利用支援事業費補助金を計上させていただきました。これは児童扶養手当受給者に対し、
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クラブ利用料を最大3,000円支援するもので、県の補助金を活用して実施するものでござい

ます。 

  次に、109ページ、110ページの４の事業、地域子育て支援拠点事業費は予算額562万9,000

円でございます。財源といたしましては一般財源のほか国庫支出金、県支出金、利用者から

お預かりする材料費の諸収入でございます。この事業は子育て支援センターに係る運営費で、

子育ての不安を緩和し、保護者同士が交流する場としてセンターを利用していただけるよう

運営をしております。主な支出は児童指導員３人分の臨時職員賃金でございます。 

  次に、５の事業、子ども会育成連合会助成事業費は予算額40万円でございます。財源とい

たしましては全て一般財源でございます。この事業は地域における児童の健全育成を推進す

る子ども会育成連合会への補助金でございます。 

  最後に、５目児童厚生施設整備費の２の事業、児童厚生施設整備費は予算額32万1,000円

で、財源は全て一般財源でございます。町内にあります８カ所の児童遊園の管理費でござい

ます。 

  こども未来課からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（八木 栄君） 次に、４款衛生費の説明を求めます。 

  初めに、健康づくり課長、お願いします。 

  健康づくり課長、増田稔生子君。 

○健康づくり課長（増田稔生子君） 健康づくり課でございます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費のうち、健康づくり課に関する事業につきまして説明書によ

り御説明いたします。 

  113ページから114ページをごらんください。 

  １目保健衛生総務費、２の事業、保健衛生管理費でございます。予算額は838万6,000円で、

財源は全て一般財源でございます。健康づくり課の総務経費と保健センターの管理費で、臨

時職員賃金、健康管理システムの電算処理委託料が主なものでございます。 

  次に、３の事業、救急医療対策事業費でございます。予算額は819万8,000円で、財源は全

て一般財源でございます。志太榛原地域の市町が連携し、地域の救急医療体制を整えるため

の事業でございます。内容は志太榛原地域救急医療センターの運営費負担金、志太榛原地域

救急医療対策協会の会費、榛原医師会の休日当番医の救急医療業務に係る負担金、志太榛原

圏域内の４つの総合病院への第２次救急医療に係る補助金の負担金でございます。 

  次に、115ページをごらんください。 

  ４の事業、榛原病院負担金でございます。予算額は３億9,394万3,000円で、財源は全て一

般財源でございます。町民に安定した医療を提供するため、榛原総合病院の運営に必要な負

担金を支出いたします。平成31年度の吉田町の負担割合は33.385％でございます。 

  次に、６の事業、災害時医療救護対策事業費でございます。予算額は13万6,000円で、財

源は一般財源のほか県支出金及び諸収入でございます。災害時医療救護対策事業は災害時の

医療救護体制の整備を目的に事業を進めており、平成31年度も引き続き医療救護訓練への実

施等を通じて災害発生時に必要な体制整備を進めてまいります。また、特定消耗品費には救

護所の医療救護活動に必要な物品を配備するための予算を計上しております。 

  次に、７の事業、地域医療対策事業費でございます。予算額は７万3,000円で、財源は全
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て一般財源でございます。核家族化や高齢化の進行により変化する地域が必要とする医療体

制を構築していくための会議、研修会等の事業費を計上しております。 

  次に、116ページをごらんください。 

  ２目予防費、２の事業、感染症予防費でございます。予算額は9,912万8,000円で、財源は

一般財源のほか国庫支出金、ふるさとよしだ寄附金基金繰入金でございます。伝染のおそれ

のある疾病の発生と蔓延を予防するため予防接種を行い、また感染症及び予防接種について

正しい知識の普及などを行います。 

  平成31年度は国が平成31年度から平成33年度までの３年間で、昭和37年４月２日から昭和

54年４月１日までに生まれた男性を対象に実施する風疹に関する追加的対策によりまして、

市町村が実施主体で行う抗体検査と抗体検査を受けた結果、十分な量の抗体がないことが判

明した方に対して行う予防接種を予防接種法による風疹の定期接種として実施するための予

算を予防接種委託料に計上しております。また、町が独自に実施しております、風疹の抗体

の量が十分でない妊娠を希望する女性や妊婦さんの同居家族などを対象として、風疹予防接

種費の一部を助成する風疹予防接種費助成事業の助成額を拡充するため、扶助費の風疹予防

接種助成金を増額して計上しております。 

  次に、少し飛びまして121ページから123ページをごらんください。 

  ５目母子保健衛生費、２の事業、母子保健衛生費でございます。予算額は6,494万5,000円

で財源は一般財源のほか国・県支出金、諸収入及びふるさとよしだ寄附金基金繰入金でござ

います。この事業は思春期教育、不妊に係る支援から母子手帳の交付、妊婦、産婦、乳幼児

の健診、相談、健康教育、家庭訪問等の事業に加え、妊娠出産応援パッケージ助成などの助

成事業を実施しております。 

  平成31年度は乳幼児健診等の母子保健情報の利活用を推進し、子供時代の適切な健康管理

や効果的、効率的な母子保健指導が行えるよう国のデータヘルス時代の母子保健情報の利活

用に関する情報システム改修事業の補助金を活用し、健康づくり課の電算システムの改修を

行うため、電算処理委託料として110万円を計上しております。 

  次に、３の事業、妊娠・出産包括支援事業費でございます。予算額は218万6,000円で、財

源は一般財源のほか国・県の支出金と諸収入でございます。妊娠・出産・子育て期にわたり

健やかに安心して出産、育児ができるよう切れ目ない支援を行うための子育て世代包括支援

センター事業と、それに関連する産前・産後サポート事業、産後ケア事業を実施しておりま

す。 

  次に、123ページから124ページの６目健康づくり事業費、２の事業、健康づくり事業費で

ございます。予算額は352万1,000円で、財源は一般財源のほか諸収入でございます。この事

業は地域の健康づくりのリーダーとして活動していただく保健協力員活動事業、町の健康づ

くりの推進を図る健康づくり推進協議会等の開催などの町ぐるみの健康づくりの体制整備に

加えまして、平成27年度から実施しております健康マイレージ事業、ウオーキングイベント

も引き続き実施する計画でございます。また、健康増進計画と食育推進計画を一体的に策定

した健やかプラン吉田21の次期計画の策定を平成32年度に予定しており、平成31年度にはそ

の基礎資料とするための町民の皆様の健康観、生活習慣など健康に関する実態調査を実施す

る予定で、委託料に健康増進計画策定委託料として200万円を計上しております。 

  次に、３の事業、ダンス健康づくり事業費でございます。予算額は350万円で、財源は一
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般財源でございます。吉田町オリジナルダンスを用いて健康づくりを推進するダンス健康づ

くり推進会の事業に対しまして、実績に基づき補助金を交付いたします。 

  次に、４の事業、健康体操運営費でございます。予算額は335万円で、財源は一般財源の

ほか諸収入でございます。各種健康体操教室を実施することにより運動不足の解消や体力低

下の防止を図り、運動習慣の定着を目指す事業でございます。成人を対象とした若返り貯金

塾は７教室、親子体操教室は１教室を実施いたします。 

  次に、124ページから125ページにかけての５の事業、食育推進事業費でございます。予算

額は45万2,000円で、財源は一般財源のほか諸収入でございます。食育推進連絡会議の開催、

食育に関する講話、調理実習等の実施、健康づくり食生活推進協議会に対する補助金等、町

ぐるみで食育推進を図るための事業でございます。 

  次に、126ページから127ページの８目、２の事業、健康増進事業費でございます。予算額

は3,103万8,000円で、財源は一般財源のほか国・県支出金でございます。各種がん検診、肝

炎ウイルス検診、歯周病検診、骨粗鬆症検診などの成人検診事業、健康相談、検診事後の個

別指導と集団指導等の実施が主なものでございます。平成28年度から実施してまいりました

地区健康度アップ事業は、平成30年度までに14町内会で実施しており、平成31年度は残りの

５つの町内会での学習会を開催する計画で、町内の全ての町内会で実施する目標を達成でき

る予定でございます。町の健康課題である高血圧有病者と予備軍を減らす対策や生活習慣病

の発症予防と重症化予防事業を引き続き実施してまいります。 

  以上が健康づくり課に関する事業の説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、都市環境課長、お願いします。 

  都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課でございます。 

  都市環境課からは、４款衛生費、１項保健衛生費の９事業につきまして、予算に関する説

明書に基づき御説明申し上げます。 

  予算に関する説明書の115ページをごらんください。 

  １目保健衛生総務費、５事業の吉田町牧之原市広域施設組合負担金（火葬場費）でござい

ます。予算額は1,642万5,000円で、財源は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広域

施設組合火葬場の運営費を牧之原市とそれぞれ負担し、広域行政の円滑な執行に資するもの

でございます。火葬業務委託料や例年実施しております火葬炉補修工事などにかかる負担金

でございます。 

  次に、117ページをごらんください。 

  ３目環境衛生費、２事業の環境衛生推進事業費でございます。予算額は526万7,000円で、

財源は一般財源のほか使用料及び手数料、県支出金でございます。死亡猫等の回収や狂犬病

予防注射等、犬猫を初めとする動物保護に係る経費が主なものになっており、主な予算項目

といたしましては犬猫等死亡体収集運搬委託料や飼い主のいない猫不妊去勢手術補助金など

でございます。 

  次に、118ページをごらんください。 

  ３事業のごみ減量・リサイクル推進事業費でございます。予算額は817万円で、財源は一

般財源と基金繰入でございます。この事業はごみの分別収集や排出抑制により減量化、リサ
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イクル率の向上を図るものでございます。主な予算項目といたしましては生ごみ処理機等設

置費補助金やシルバー人材センターに剪定枝等をチップにし、堆肥化するための委託料など

でございます。 

  次に、119ページをごらんください。 

  ５事業の地球温暖化防止対策事業費でございます。予算額は150万3,000円で、財源は全て

一般財源でございます。環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの利用を促進し、環境保

全を図るため、太陽光発電システムを設置する方に、その経費の一部として１件２万円、太

陽光発電等でつくられた電力を安定かつ効率的に利用するために蓄電池を設置する方に、１

件10万円の補助金を交付するものでございます。 

  次に、６事業の環境教育推進事業費でございます。予算額は26万7,000円で、財源は一般

財源と基金繰入でございます。主な予算項目といたしましては環境に対する関心と理解を深

めるための環境学習教室の開催のための経費や子供たちがエコリーダーとなり、学校や家庭

で地球温暖化防止に取り組むエコチャレンジＫＩＤｓ事業開催のための負担金でございます。

エコチャレンジＫＩＤｓ事業につきましては、平成31年度につきましては自彊小学校で実施

する予定でございます。 

  次に、７事業の環境保全費でございます。予算額は2,730万9,000円で、財源は全て一般財

源でございます。公園や河川等公共用地の除草や低木の剪定、害虫駆除、不法投棄の回収等

の作業に係る経費でございます。主な予算項目といたしましては公共用地草刈り業務等委託

料といたしまして、シルバー人材センターに委託するための予算を計上しております。この

ほか臨時職員賃金や燃料費などの需用費、車両の借上料、備品購入費などの経費を計上して

おります。 

  次に、120ページをごらんください。 

  ８事業の吉田町牧之原市広域施設組合負担金（し尿処理費）でございます。予算額は

9,368万7,000円で、財源は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広域施設組合し尿処

理施設の運営費を牧之原市とそれぞれ負担し、広域行政の円滑な執行に資するものでござい

ます。この負担金は施設運転管理委託料や修繕料などの施設の管理に係る経費が主なものの

負担金でございます。 

  次に、121ページをごらんください。 

  ９事業の吉田町牧之原市広域施設組合負担金（ごみ処理費）でございます。予算額は４億

5,523万8,000円で、財源は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広域施設組合ごみ処

理施設の運営費を牧之原市とそれぞれ負担し、広域行政の円滑な執行に資するものでござい

ます。この負担金は施設整備修繕費や施設運転管理費委託料、ごみ収集業務委託料などの経

費の負担金でございます。 

  次に、４目公害対策費、２事業、公害対策費でございます。予算額は727万円で、財源は

一般財源のほか県支出金でございます。主な予算項目は通年で実施しております環境調査及

び分析調査委託料や大井川地域地下水利用対策協議会負担金などでございます。 

  以上で都市環境課からの説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、上下水道課長、お願いします。 

  上下水道課長、山脇一浩君。 
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○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  予算に関する説明書、118ページをごらんください。 

  上下水道課からは、４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費の４の事業、生活排水

改善対策事業費につきまして御説明申し上げます。予算額は3,288万円で、財源は一般財源

のほか国庫支出金、県支出金でございます。これは合併浄化槽の設置を推進し、生活排水に

よる公共用水域の水質汚濁を防止することを目的として執行するもので、主な支出は浄化槽

設置費補助金でございます。 

  上下水道課からは、説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、町民課長、お願いします。 

  町民課長、門田万里子君。 

○町民課長（門田万里子君） 町民課でございます。 

  予算に関する説明書の125ページ、126ページをごらんください。 

  ４款１項７目老人保健事業費の２の事業、後期高齢者医療事業事務費につきまして御説明

を申し上げます。予算額は２億7,648万9,000円でございます。財源といたしましては一般財

源のほか県支出金と広域連合からの858万5,000円でございます。この事業は後期高齢者医療

に係る保険料の徴収事務、資格の管理事務及び各種届出に係る事務でございます。主な支出

といたしましては13節の健康診査委託料822万3,000円、19節の広域連合に支払う療養給付費

負担金２億1,169万3,000円、そして28節の後期高齢者医療事業特別会計へ繰り出します保険

基盤安定繰出金4,156万円などでございます。 

  なお、保険基盤安定繰出金は県が４分の３、町が４分の１を負担するものでございます。 

  以上が町民課に係る予算でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 次に、５款労働費、６款農林水産業費及び７款商工費の説明を求めま

す。 

  初めに、産業課長、お願いします。 

  産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  産業課からは、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費につきまして予算に関する説

明書により御説明申し上げます。 

  初めに、５款労働費でございます。 

  説明書の128ページをごらんください。 

  ５款１項労働諸費、１目労働諸費、２の事業、雇用対策費でございます。予算額は48万

3,000円で、財源は一般財源のほか繰入金でございます。この事業では町内企業の人材不足

解消や企業ＰＲの場の提供、求職者と求人者のマッチングの機会を創出することなどを目的

に、町内企業に御参加いただきまして合同企業説明会を開催する計画でおります。そのため

のチラシ作成に伴います印刷製本費、施設の使用料でございます。そのほか、榛南建築高等

職業訓練校への補助金がございます。 

  次に、３の事業、労働福祉費でございます。予算額は255万2,000円で、財源は全て一般財

源でございます。勤労者の福利厚生を初め中小企業と大企業との間にある雇用・労働条件、

労働福祉など、さまざまな格差を縮小するための支援といたしまして、榛南地区労働者福祉

協議会と榛南地区勤労者共済会に対し、それぞれ補助金を交付するものでございます。 
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  ５款労働費は以上でございます。 

  続きまして、６款農林水産業費でございます。 

  説明書の129ページから130ページにかけてごらんいただきたいと思います。 

  ６款１項農業費、１目農業委員会費、２の事業、農業委員会運営費であります。予算額は

391万4,000円で、財源といたしましては一般財源のほか県支出金及び諸収入でございます。

農業委員会の所掌事務を進めるための運営費であります。農業委員及び農地利用最適化推進

委員への委員報酬のほか、県農業会議等の各関係団体への負担金が主なものでございます。

農業委員会総会につきましては、毎月１回、合計12回の開催を予定しております。 

  次に、説明書の同じく130ページ、３の事業、農業者年金事務費でございます。予算額は

16万2,000円で、財源は全て諸収入でございます。この事業は農業者年金基金からの受託事

業で、事務に伴います需用費が主なものでございます。 

  次に、説明書の131ページから132ページにかけてごらんいただきたいと思います。 

  ２目農業総務費、２の事業、農業総務費であります。予算額は98万1,000円で、財源は全

て一般財源でございます。静岡県中部農業共済組合負担金等、各関係団体への負担金と公用

車の維持管理に伴います経費でございます。 

  次に、説明書の同じく132ページと133ページをごらんください。 

  ３目農業振興費、２の事業、農業振興費であります。予算額は357万2,000円でございます。

財源といたしましては、一般財源のほか県支出金であります。意欲的な農業経営と地域農業

の振興に寄与することを目的とした農業経営振興会と部農会組織の活動に対する補助金が主

なものとなってございます。 

  次に、説明書の133ページ、３の事業、担い手育成総合対策事業費をごらんください。予

算額は319万4,000円で、財源といたしましては一般財源のほか県支出金と使用料及び手数料

でございます。農用地の有効利用及び利用権の集積を通じて、担い手の育成を図るための農

用地利用集積奨励補助金と10分の10県支出金でございます農業次世代人材投資資金、また本

年秋ごろに静岡県内で開催が予定されております全国農業担い手サミット負担金がございま

す。農業次世代人材投資資金につきましては、新規就農者が地域の担い手となるため、その

経営が軌道に乗るまでの間を支援するもので、平成26年度から就農しております１人と平成

29年度に新規就農いたしました１人の計２人分を計上してございます。 

  次に、説明書の134ページをごらんください。 

  ４の事業、農業経営所得安定対策推進事業費でございます。予算額は15万円で、財源は全

て国庫支出金でございます。この事業は自給率の向上と農業経営の安定を図ることを目的に

実施しておりまして、主な支出は水田台帳システムの保守点検委託料と需要費でございます。 

  次に、５の事業、耕作放棄地対策事業費でございます。予算額は20万円で、財源は全て一

般財源であります。この事業では荒廃農地の再生を行う農業者に対しまして補助金を交付す

ることにより、荒廃農地の解消や農地の有効活用に取り組んでまいります。 

  次に、説明書の同じく134ページ、４目畜産業費、２の事業、畜産業費をごらんください。

予算額は11万1,000円で財源は全て一般財源でございます。中部家畜保健衛生推進協議会へ

の負担金、そのほか死亡獣畜を適切な処理を図るための補助金が主なものとなってございま

す。 

  次に、説明書の136ページをごらんください。 
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  ５目農地費、４の事業、土地改良事業費でございます。予算額は2,251万8,000円で、財源

は全て一般財源となります。大井川土地改良区への負担金が主なものでございます。国営大

井川用水第１期事業元利償還金、国営農地農業用水路等資源保全管理推進事業負担金及び組

合賦課助成金などのほか、一昨年11月に国営大井川用水の第２期工事が完成したことにより

ます国営大井川用水第２期事業元利償還金の利息分も計上しております。 

  次に、説明書の136ページ、２項林業費、１目林業総務費、２の事業、松くい虫防除事業

費をごらんください。予算額は352万円で、財源は全て一般財源でございます。例年と同様

に保安林等における松枯れの蔓延を防止するため、地上散布防除、予防材注入防除、被害木

伐倒駆除を実施いたします。 

  次に、説明書の136ページから137ページにかけてごらんいただきたいと存じます。 

  ３の事業、保安林等保護環境整備事業費でございます。予算額は333万2,000円で、財源は

一般財源のほか県支出金でございます。例年同様、保安林帯の除草や支障木の伐採を初め、

大幡川の桜並木の保護といたしまして、薬剤散布、枯損木の処理を実施することによりまし

て、保安林等の公益的機能を生かすための環境維持に取り組んでまいります。 

  続きまして、説明書の137ページから138ページ、３項水産業費、１目水産振興費、２の事

業、水産振興費をごらんください。予算額は214万4,000円で、財源は全て一般財源でござい

ます。事業の内容でございますが、水産業の振興や活性化を目的に水産関係団体等への負担

金や補助金が主なものとなってございます。 

  次に、説明書の138ページ、３の事業、地域栽培推進事業費でございます。予算額は46万

7,000円で、財源は全て一般財源となります。この事業は榛南地域における漁場の環境整備

や漁業資源を確保する活動といたしまして、ヒラメやマダイの稚魚放流、藻場の保全のため

のアイゴ等藻食性魚類の駆除を行うなど、豊かな漁場を取り戻す活動に対しまして負担をし

ているものでございます。 

  次に、説明書の139ページから140ページをごらんください。 

  ２目漁港管理費、２の事業、漁港管理費でございます。予算額は2,247万3,000円で、財源

は一般財源のほか町債でございます。この事業は吉田漁港の維持管理費に伴うものでありま

して、漁港管理会、多目的広場利活用検討委員会の開催や公用車の維持管理、津波・高潮防

災ステーションや陸閘、大幡川水門の保守点検業務などでございます。また、植栽管理手数

料では、本年度、多目的広場のり面部に張芝を施工しておりますが、その芝生の管理のほか、

施設整備につきましては台風第24号により被災した大幡川水門の操作室の屋根部や通路部の

復旧工事を計画してございます。 

  次に、説明書の140ページ、４の事業、水産物供給基盤機能保全事業費でございます。予

算額は6,880万円でございます。財源としましては一般財源のほか県支出金、分担金及び負

担金、繰入金、町債であります。事業内容といたしましては水産物供給基盤機能保全計画に

基づき、３件の工事を実施するものであります。漁港改修では鋼矢板の腐食が進んでいる西

側泊地の４号岸壁防食工事といたしまして、コンクリートパネルの設置を16メートル、陽極

取りつけを100メートル施工し、導流堤工事においては大幡川の導流堤の改修工事を施工延

長10メートル実施する予定でございます。また、港内しゅんせつ工事は漁港開口部付近及び

船上げ場付近に堆積している土砂、約１万立法メートルをしゅんせつする計画でございます。 

  次に、５の事業、漁港環境整備事業費をごらんいただきたいと存じます。予算額は1,200
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万円で、財源は一般財源のほか県支出金、繰入金、町債となります。この事業については防

潮堤機能の役割とともに、水産業の振興や新たなにぎわいを創出する施設となるよう多目的

広場を整備しているものでございます。事業の内容でありますが、平成30年度に続きまして、

のり面部における護岸工事として植生工、張芝を1,000平方メートル施工する計画でありま

す。 

  ６款農林水産業費は以上であります。 

  続きまして、７款商工費でございます。 

  説明書の141ページから142ページにかけてごらんいただきますようお願いします。 

  ７款１項商工費、１目商工総務費、２の事業、消費生活費でございます。予算額は106万

9,000円で、財源は一般財源のほか県支出金、繰入金でございます。主な支出でありますが、

週２日配置しております消費生活専門相談員への報償金のほか、被害防止用のリーフレット

作成、教育用副教材の印刷製本費でございます。 

  次に、説明書の同じく142ページ、２目商工業振興費、２の事業、商工業振興費をごらん

ください。予算額は201万円で、財源は一般財源のほか県支出金でございます。吉田町商工

会が行っております経営改善普及事業を支援するため、その運営に伴う補助金が主なもので

ございます。 

  次に、３の事業、中小企業振興費でございます。予算額は110万1,000円で、財源は全て一

般財源でございます。事業内容としましては中小企業者の事業資金の低利融資や利子補給を

実施することで、借り入れ者の負担を軽減し、経営基盤の安定及び合理化を図るための補給

金、負担金が主なものとなります。 

  次に、説明書の143ページをごらんください。 

  ４の事業、産業支援事業費でございます。予算額は403万2,000円で、財源といたしまして

は使用料及び手数料と繰入金でございます。事業内容といたしましては創業者の掘り起こし

を行う創業応援セミナーの開催に伴います講師謝礼やチラシの印刷代を初め、創業支援セン

ターの維持管理経費として電気使用量や複写機の借上げ料などでございます。また、産業振

興事業費補助金によりイベント交流事業、新規創業事業のほか特産品開発事業、６次産業化

事業についても積極的な働きかけを行い、産業の振興や商工業等の活性化に努めてまいりま

す。 

  次に、５の事業、企業立地振興費でございます。予算額は２億311万6,000円で、財源は一

般財源のほか県支出金でございます。主なものは企業立地促進事業費補助金でございます。

地域産業の振興及び就業の場の確保を図るために、町内で製造業などを新規に立地した企業

の用地取得費と新規雇用に対し県と連携して補助金を交付いたします。平成31年度につきま

しては、町内に立地する企業７社を予定してございます。 

  次に、説明書の144ページをごらんください。 

  ６の事業、プレミアム付き商品券事業費でございます。予算額は3,460万7,000円で、財源

は全て国庫支出金であります。事業内容は本年10月の消費税率10％への引き上げに合わせた

経済政策の一環としまして、低所得者や子育て世代へのプレミアム付き商品券を発行する事

業でございます。主な支出は商品券やポスターなどの印刷や加盟店募集等を行う予定の実行

委員会への補助金を初め、繁忙期に対応する臨時職員の賃金、購入希望者申請に伴う需用費

や通信運搬費、対象者抽出に係る電算処理の委託料などでございます。 
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  次に、説明書の144ページから146ページにかけてごらんいただきたいと存じます。 

  ３目観光費、２の事業、観光振興費でございます。予算額は4,594万4,000円で、財源とし

ましては一般財源のほか国庫支出金と県支出金、使用料及び手数料、繰入金、町債でありま

す。この事業では展望台小山城等の施設管理を行います臨時職員の賃金を初め、需用費、役

務費などの経常経費のほか委託料と工事請負費、各観光団体への負担金でございます。 

  説明書145ページの委託料につきましては、観光協会へのイベント委託でございます凧揚

げまつり、港まつり・花火大会、小山城まつりを初め、小山城等施設の警備保障、展望台小

山城周辺の樹木管理の業務委託でございます。また、設計委託料では築30年余りを経過して

おります展望台小山城の劣化診断調査を行う計画でございます。また、工事請負費につきま

しては、施設整備として台風第24号により被災を受けました展望台小山城と郷土資料館の屋

根瓦の復旧工事を計画してございます。 

  負担金補助及び交付金におきましては、静岡県観光協会や静岡県大型観光キャンペーン推

進協議会、静岡県中部志太榛原地域ＤＭＯへの負担金などを計上してございます。 

  次に、説明書の146ページ、３の事業、観光ＰＲ事業費をごらんください。予算額は227万

3,000円で、財源は全て一般財源であります。事業内容といたしましては県内外に向けての

ＰＲキャンペーンを実施するなどの情報発信を初め、観光施設やイベント、特産品等をＰＲ

するための業務に伴います観光パンフレット等の印刷代が主なものでございます。 

  次に、４の事業、産業委員会運営事業費でございます。予算額は11万9,000円で、財源は

全て一般財源であります。産業委員会の開催に伴います委員報酬でございます。 

  以上、産業課からの説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  建設課からは、少し戻りますが６款農林水産業費、１項５目農地費のうち、２の事業、水

門・排水機場管理費と３の事業、用水路改良維持修繕費につきまして、予算に関する説明書

に基づき御説明をいたします。 

  それでは、説明書の135ページをごらんください。 

  ６款農林水産業費、１項５目農地費のうち、２の事業、水門・排水機場管理費について御

説明いたします。予算額は1,556万4,000円で、財源は一般財源となります。用排水路の維持

管理で、主に排水機場の維持管理になります。各施設の電気料や委託料として農業用水門を

４自治会ほかに依頼をしております。排水機場の電気保安関係も計上をしております。負担

金は片岡新橋頭首工の修繕を全国土地改良連合会の適正化事業として行うことに係るもので

ございます。 

  次に、同じく135ページから136ページをごらんください。 

  ３の事業、用水路改良維持修繕費について御説明いたします。予算額は156万円で、財源

は一般財源となります。用排水路の維持費となります。機械借上料は用排水路内の堆積土砂

等のしゅんせつなどの撤去費用を計上をしております。公有財産購入費は神戸地区の用水路

用地の買収費用でございます。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 次に、８款土木費及び11款災害復旧費の説明を求めます。 
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  初めに、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  建設課からは８款土木費及び11款災害復旧費について予算に関する説明書に基づき御説明

をいたします。 

  説明書の147ページから149ページをごらんください。 

  ８款土木費のうち、土木総務費の２の事業、土木管理費について説明いたします。予算額

は1,670万5,000円で、財源は県支出金と一般財源となります。土木管理費については土木行

政の事業を円滑に運営するための費用で、賃金は臨時職員１名を雇用し、道路・河川の占用

事務の電算化によるデータ入力等を行い、占用事務の効率化を図っております。委託料は道

路台帳の更新費用となります。使用料及び賃借料については大型複写機の借上料、土木積算

システム使用料と道路河川占用システム借上料でございます。負担金及び交付金では土木事

業の推進を支援するため、各同盟会への負担金と同盟会等が主催する研修会への参加、県へ

の要望活動等を行う予定でございます。 

  次に、説明書の149ページをごらんください。 

  ８款土木費のうち、土木総務費の３の事業、防潮堤整備事業費について説明をいたします。

予算額は7,140万5,000円で、財源は地方債と一般財源となります。防潮堤川尻工区の整備に

伴う費用で、背後盛り土の支障となる松林の撤去や盛り土の敷きならしを行います。 

  次に、説明書の150ページをごらんください。 

  ２項１目道路維持費のうち、２の事業、道路維持費について説明をいたします。予算額は

4,048万8,000円で、財源は一般財源となります。委託料は植栽管理委託料を計上し、幹線道

路の樹木の剪定、除草、防除等を行います。維持修繕では突発的に発生する道路の陥没、舗

装の剥離などに対処する対処するため、年度当初に単価契約を行い、修繕工事を行っており

ます。地元からの要望や道路パトロールの結果をもとに執行しております。 

  次に、同じく３の事業、吉田町内道路舗装修繕事業費でございます。予算額は6,000万円

となり、財源内訳としまして国庫支出金と地方債、そして一般財源でございます。町の総合

戦略に掲げる事業でございまして、国の社会資本総合整備事業費などを活用し、特に状況が

悪いところから舗装の打ちかえや切削オーバーレイなどの工事を実施し、道路の長寿命化を

図るものでございます。 

  次に、説明書の151ページをごらんください。 

  ２目道路新設改良費のうち、２の事業、企業活動維持支援事業区域基盤整備事業費です。

予算額は6,635万4,000円となり、財源内訳は地方債と一般財源となります。大幡川に設置し

ます橋梁の上部工や道路の舗装工事費を計上しております。 

  次に、同じく３の事業、大幡川幹線道路改良事業費です。予算額は154万円となり、財源

内訳は一般財源となっております。道路の計画線を検討するための路線測量を計上しており

ます。 

  次に、同じく４の事業、町上３号線道路改良事業費です。予算額は1,795万8,000円となり、

財源内訳は静岡空港関連県支出金と地方債と一般財源となっております。この事業は川尻、

小山地区における緊急時避難路として大幡川尻２号線と大幡川幹線を結ぶルートの設計調査

業務、用地買収費、物件移転補償費を計上しております。 
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  次に、説明書152ページ、３目橋梁維持費のうち、２の事業、橋梁維持補修費です。予算

額は4,635万円で、財源内訳としまして国庫支出金と地方債及び一般財源になります。町の

総合戦略に掲げる事業であり、国の社会資本総合整備事業費を活用し、橋梁の長寿命化を図

るものでございます。従来の橋梁点検に加え、橋梁点検結果により、緊急措置段階に判定さ

れた念仏橋の撤去工事と早期措置段階に判定された大幡川に係る３橋の補修設計業務を計上

しております。 

  次に、同じく152ページの３項１目河川総務費のうち、２の事業、河川総務費について説

明いたします。予算額は102万3,000円で、財源内訳としまして県支出金と一般財源となりま

す。委託料の水門管理委託料ですが、湯日川水系３カ所、坂口谷川水系３カ所の水門管理に

ついて、県から委託を受け、町は消防団に再委託をしております。 

  次に、説明書153ページの３の事業、治水対策推進事業費について説明をいたします。予

算額は１万円で、財源内訳は一般財源となります。坂口谷川水門建設促進期成同盟会におい

て、坂口谷川河口部に津波水門設置推進のため、要望活動を県に対して行う計画でございま

して、その同盟会への負担金を計上しております。 

  次に、同じく153ページの３項２目河川維持費のうち、２の事業、河川維持管理費につい

て説明をいたします。予算額は335万2,000円で、財源内訳としまして県支出金と一般財源と

なります。委託料として大井川の堤防除草を計上しております。 

  次に、同じく153ページと154ページの３項３目河川新設改良費のうち、２の事業、大幡川

改修事業費について説明をいたします。予算額は5,059万8,000円で、財源内訳としまして国

庫支出金と地方債及び一般財源でございます。この事業は大幡川、大窪川の治水対策として

行っているものでございまして、川尻地区の大幡川護岸改修工事と片岡地区の大窪川改修工

事を計上しております。また、工事用地に伴います補償費なども計上をしております。 

  次に、158ページをごらんください。 

  ４項３目街路事業費のうち、２の事業、都市計画道路事業負担金について説明をいたしま

す。予算額は13万8,000円で、財源は一般財源となります。町は各種事業促進のため、都市

計画道路関係の協議会、同盟会に加入をしておりまして、その負担金でございます。 

  次に、同じく158ページの４項５目都市下水路費のうち、２の事業、都市下水路費につい

て説明をいたします。予算額は10万円で、財源は一般財源となります。機械を借り上げまし

て、都市下水路のしゅんせつを行う計画です。 

  次に、説明書の159ページをごらんください。 

  ４項６目公園費のうち、２の事業、公園維持管理費について説明をいたします。予算額は

3,480万9,000円で、財源は一般財源となります。この事業の主な内容は管理委託料として都

市公園の樹木や芝生などの剪定、除草、防除を実施するものでございます。 

  次に、同じく159ページの３の事業、公園愛護会支援事業費でございますが、予算額は30

万円で、財源は一般財源となります。公園維持活動を自発的に行う団体に褒賞金を交付して

おります。現在の活動団体は６団体で、小藤路公園、青柳公園、湯日川親水公園、西ノ坪公

園、西の宮公園、大井川清流緑地で活動をしていただいております。 

  少し飛びますが、説明書の210ページをお願いいたします。 

  11款災害復旧費のうち、１項１目農林水産施設災害復旧費と、同じページの２項１目公共

土木施設災害復旧費について御説明をいたします。農林水産施設と土木施設のどちらも頭出
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しとして2,000円を計上しております。 

  以上が８款、11款、建設課からの説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

○議長（八木 栄君） ここで、暫時休憩とします。 

  再開は午後１時です。 

 

休憩 午前１１時５３分 

 

再開 午後 零時５８分 

 

○議長（八木 栄君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は12名です。 

  それでは、都市環境課長、お願いします。 

  都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課でございます。 

  都市環境課からは、８款土木費、４項都市計画費及び５項住宅費の中の都市環境課に関係

する事業につきまして、予算に関する説明書に基づき御説明申し上げます。 

  予算に関する説明書の155ページをごらんください。 

  １目都市計画総務費、２事業の都市計画総務費でございます。予算額は77万6,000円で、

財源は全て一般財源でございます。事業といたしましては、都市計画事業を推進していく上

での必要な経常経費でございます。 

  次に、３事業の建築確認事務費でございます。予算額は14万1,000円で、財源は一般財源

のほかは県支出金でございます。主な事業といたしましては建築確認事務に係る図書の追録

代でございます。 

  次に、４事業の土地利用対策費でございます。予算額は146万5,000円で、財源は一般財源

のほかは県支出金でございます。主な事業といたしましては宅地分譲地内公園等の樹木の剪

定、調整池施設の修繕等でございます。 

  次に、156ページをごらんください。 

  ５事業のＴＯＵＫＡＩ－０促進事業費でございます。予算額は3,168万円で、財源は一般

財源のほか国庫支出金、県支出金と基金繰入でございます。事業といたしましてはわが家の

専門家診断事業、既存建築物耐震診断促進事業、木造住宅耐震補強助成事業、ブロック塀等

耐震化促進事業の４事業でございます。平成31年度につきましても、平成21年度から引き続

き木造住宅補強助成金が従来の助成金より最大30万上乗せになるため、対象世帯への戸別訪

問やダイレクトメールの送付などにより掘り起こしを進め、木造住宅の耐震化を進めるとと

もにブロック塀の撤去についても積極的に推進してまいります。 

  次に、157ページをごらんください。 

  ２目土地区画整理事業費、２事業の土地区画整理事業費でございます。予算額は3,278万

9,000円で、財源は一般財源のほか県支出金でございます。この事業の主なものは浜田土地

区画整理組合への負担金及び補助金でございます。負担金につきましては浜田土地区画整理

事業区域内の整備を組合が国からの交付金を受けて進めているところでございますが、この
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交付金の負担割合が、国が55％、県が22.5％、町が22.5％であり、町負担金分として支出し

ているものでございます。補助金につきましては吉田町土地区画整理事業助成要綱に基づき

事業費の一部を助成しております。また、設計委託料といたしまして住吉富士見土地区画整

理事業の公園用地の変更に伴う換地変更等の業務委託を計上しております。 

  次に、160ページをごらんください。 

  ７目緑化推進費、２事業の緑化推進費でございます。予算額は312万5,000円で、財源は一

般財源と基金繰入でございます。主な事業といたしましては委託料としまして、みどりのオ

アシスまつり実行委員会に委託し、毎年みどりのオアシスまつりを開催しており、31年度に

つきましても４月29日に開催する予定でございます。また、新築家屋に苗木を配布し、緑化

の推進を図るための事業費を計上しております。 

  次に、３事業の花のまち推進事業費でございます。予算額は206万8,000円で、財源は全て

一般財源でございます。主な事業としましては花街道事業用の花苗の購入、吉田町花の会へ

の補助金、花いっぱい活動団体への補助金でございます。 

  次に、４事業のみどりのまちづくり事業費でございます。予算額は15万円で、財源は全て

一般財源でございます。この事業は道路に面している部分を生垣として利用する個人に５万

円を上限に補助金を交付しております。 

  次に、161ページをごらんください。 

  ５項住宅費、１目住宅管理費、２事業の町営住宅維持管理費でございます。予算額は972

万2,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金と使用料、手数料でございます。現在、吉

田町が管理しております町営住宅の戸数は141戸で、平成31年１月末現在の入居者数は108戸

となっております。主な事業といたしましては通常の維持管理業務に加え、吉田町公営住宅

長寿命化計画に基づく改修事業といたしまして、平成31年度につきましては松下団地Ａ棟の

居住性改善工事のための設計業務委託を計上してございます。 

  以上で都市環境課からの説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、上下水道課長、お願いします。 

  上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  説明書158ページをごらんください。 

  上下水道課からは、８款土木費、４項都市計画費、４目公共下水道費の２の事業、公共下

水道費につきまして御説明申し上げます。予算額は６億5,820万円で、財源は一般財源のほ

かふるさと吉田寄附金基金繰入金で、これは公共下水道事業特別会計への繰出金でございま

す。 

  上下水道課からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 次に、９款消防費の説明を求めます。 

  初めに、防災課長兼防災監、お願いします。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  ９款消防費、１項消防費につきまして、予算に関する説明書により御説明申し上げます。 

  説明書の162ページの１目常備消防費、２の事業、吉田町牧之原市広域施設組合負担金
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（消防費）をごらんください。予算額は853万5,000円で、財源は全て一般財源でございます。

吉田町牧之原市広域施設組合の消防費を牧之原市とそれぞれ負担し、広域行政の円滑な執行

に資するものでございます。主には起債償還のための費用負担でございます。 

  次に、同じく162ページ、３の事業、消防救急広域事業費でございます。予算額は２億

7,333万円で、財源は一般財源のほか県支出金及び繰入金でございます。３市２町で構成す

る静岡地域の枠組みにより消防事務を静岡市へ委託をしておりまして、その事務委託料を計

上しているものでございます。 

  次に、162ページから164ページの２目非常備消防費、２の事業、消防団運営費でございま

す。予算額は2,050万4,000円で、財源は一般財源のほか県支出金及び繰入金でございます。

消防団員の育成と消防技術の向上を図るものでございまして、主に消防団員の報酬、費用弁

償及び本部運営費交付金、分団運営費交付金、研修負担金を計上してございます。また、被

服費ですが、火災現場での安全を確保するため防火衣を配備する計画でございます。 

  なお、平成31年度につきましては準中型自動車運転免許取得事業費補助金として11万

5,000円を計上させていただきました。これにつきましては道路交通法の改正により、平成

29年３月12日から準中型免許が新設されたことにより、平成29年３月12日以降に取得した普

通免許では消防ポンプ車が運転できない団員のために、準中型免許の取得費を補助し、消防

団活動の充実を図るものでございます。 

  次に、説明書の164ページ、３の事業、消防団員福利厚生費でございます。予算額は1,220

万5,000円で、財源は一般財源のほか諸収入でございます。消防団員の福利厚生の充実を図

るもので、退職団員の報償金、福利厚生事業のための自動車借上料、消防団員退職報償金負

担金、損害補償掛金などを主に計上をしてございます。 

  次に、説明書の165ページ、３目消防施設費、２の事業、消防施設整備事業費でございま

す。予算額は1,694万円で、財源は一般財源のほか県支出金及び地方債でございます。消防

団の装備品の充実及び消防施設の適切な維持管理を図るものでございます。老朽化した第１

分団の小型動力ポンプ積載車を更新するための費用や消火栓及び消火栓器具類の維持管理に

関する経費が主なものでございます。 

  次に、説明書の166ページから168ページの５目災害対策費、２の事業、地震対策費でござ

います。予算額は4,937万4,000円で、財源は一般財源のほか県支出金、繰入金及び諸収入で

ございます。大規模地震などから地域住民の生命、財産を保護するため、津波防災まちづく

りを推進するとともに、災害に強い町づくりを進めることを目的としたものでございます。

防災用資機材や備蓄品の充実を図るため、特定消耗品費、防災備品において災害用救急医療

セットの更新費用及び避難生活用間仕切りセット、毛布、非常食、簡易トイレの購入費用を

計上しております。修繕料では住吉コミュニティ防災センターの便器を和式から洋式に取り

かえる経費を計上し、津波避難タワー用地では富士見土地区画整理事業区域内に整備をいた

しました津波避難タワー用地を買収するための購入費を計上しております。また、買収のた

めの不動産鑑定評価手数料につきましても予算計上をしております。その他、防災ベッド及

び耐震シェルターの整備に係る防災対策推進事業費補助金やコミュニティ助成事業に係る交

付金を計上しているものでございます。 

  次に、説明書の168ページ、３の事業、国民保護対策費でございます。予算額は5,000円で、

財源は全て一般財源でございます。旅費のみの計上でございます。 



- 92 - 

 

  次に、同じく168ページ、４の事業、防災意識向上事業費でございます。予算額は1,207万

8,000円で、財源は一般財源のほか県支出金でございます。防災訓練などを通じて防災意識

の高揚と地域防災力の向上を図ることを目的とするものでございます。防災講演会や地域防

災指導員養成講座の開催及び防災公園の指定管理委託料が主なものでございます。 

  次に、説明書の168ページから169ページの５の事業、情報伝達充実・強化事業費でござい

ます。予算額は6,238万2,000円で、財源は一般財源のほか県支出金、地方債でございます。

情報伝達用資機材等の整備を通じて、災害時における情報収集及び情報伝達体制の充実強化

を図ることを目的としたものでございます。防災メールの通信回線使用料、ＭＣＡ無線機の

電波塔利用料及び防災行政無線の点検委託料など情報伝達機器の運用や維持管理に要する経

費を計上しております。同報無線デジタル化工事につきましては、防災情報の伝達体制の強

化を図るため、平成29年度から整備を進めており、平成31年度には屋外子局設備を12局更新

し、全ての整備が完了する予定でございます。 

  なお、平成31年度につきましては、設計委託料で156万6,000円計上しております。同報無

線のアナログ基地局の更新に伴う設計業務委託でございます。電波法の改正により、平成34

年12月以降はアナログ波が規制され、当町の防災行政無線が使用できなくなるため、現在デ

ジタル化工事を実施しているところでございます。これに伴いまして、各家庭に配付してい

る防災ラジオも平成34年12月以降は同報無線が受信できなくなることから、今後も安定した

情報伝達手段を確保するため、防災ラジオの有効活用について東海総合通信局と協議をした

結果、平成34年以降もアナログ波の使用許可をいただける旨の回答をいただいたところでご

ざいます。このようなことから、引き続き防災ラジオを利用していただけるようアナログ基

地局の整備に向けた設計業務委託を実施するものでございます。 

  以上が９款１項における防災課関係予算の説明でございます。御審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  建設課からは、９款消防費、１項４目の水防費につきまして、予算に関する説明書に基づ

き御説明をいたします。 

  少し戻りますが、説明書の165ページをごらんください。 

  ９款１項４目水防費のうち、２の事業、水防費について説明いたします。予算額は43万

2,000円で、財源内訳は一般財源となります。水防資機材の充実を図ることにより、水害の

軽減を図ることを目的としております。土嚢やバリケードなどの購入や排水ポンプの借り上

げを行うものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 次に、10款教育費の説明を求めます。 

  初めに、学校教育課長、お願いします。 

  学校教育課長、八木邦広君。 

○学校教育課長（八木邦広君） 学校教育課でございます。 

  学校教育課からは10款教育費のうち、学校教育課に関する内容について、予算に関する説

明書に基づき御説明させていただきます。 
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  説明書の170ページをごらんください。 

  10款１項教育総務費について御説明いたします。１目教育委員会費のうち、２の事業、教

育委員会費でございます。予算額は122万7,000円で、財源は全て一般財源でございます。地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第２条に基づきまして設置をされている教育委員会

の活動を円滑かつ効率的に運営するためのものでございまして、教育委員の委員報酬など経

常的な経費が主な内容でございます。 

  続きまして、説明書の171ページをごらんください。 

  ２目事務局費のうち、２の事業、事務局事務費でございます。予算額は628万8,000円で、

財源は一般財源のほか県支出金でございます。教育委員会事務局を運営するための経費で、

経常的な経費が主な内容となっておりますが、平成31年度におきましては教育委員会の会議

録を迅速かつ正確に作成することを目的といたしまして、議事録作成手数料を100万6,000円

計上させていただいております。 

  続きまして、説明書の173ページをごらんください。 

  ３目教育諸費用のうち、２の事業、小・中学校健康診断費でございます。予算額は1,250

万9,000円で、財源は全て一般財源となります。児童・生徒並びに教職員の健康を管理し、

正常な学校運営を維持しようとするものでございまして、学校医等の報酬、また健診の委託

料が主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の同じく173ページから175ページをごらんください。 

  ３目教育諸費のうち、３の事業、教育振興事業費でございます。予算額は２億9,229万円

で、財源は一般財源のほか教育振興基金等繰入金、日本スポーツ振興センター納付金等諸収

入、地方債でございます。学校の教育活動を支えるための環境整備を行おうとするものでご

ざいまして、いじめ問題対策連絡協議会の開催経費でありますとか、言葉の教室の講師や学

校用務員の臨時職員賃金、公設学習塾運営に係る委託料、全小・中学校の体育館へのエアコ

ン設置に係る設計委託料及び工事費、教職員の公務用パソコン等の機器賃借料、個に応じた

支援の充実に向けた心理検査、心理相談員派遣業務委託料といったものが主な内容でござい

まして、そのほか、吉田町高等学校等奨学金を計上させていただいております。 

  平成31年度における新規事業といたしましては、学校用務員を１名任用するための賃金と

して138万3,000円計上させていただいております。これは学校教育課に学校用務員を１名配

置し、各学校を巡回しながら雑務、軽作業を実施することで、教職員の多忙化解消を図るも

のでございます。 

  次に、印刷製本費でございますが、小学校３、４年生が使用する社会科副読本を４年に一

度改訂しておりますことから、その費用として191万9,000円計上させていただいております。 

  続きまして、委託料でございますが、全小・中学校の体育館へのエアコン設置に係る費用

といたしまして、設計管理委託料を1,421万1,000円、また児童・生徒に寄り添いながら個の

特性を理解し、適時適切な支援を行っていくための心理士、児童相談員派遣業務委託料を83

万2,000円計上させていただいております。 

  続きまして、賃借料でございますが、全小・中学校に配置しております教職員が使用して

おります校務用パソコンのリプレース費用といたしまして、1,056万7,000円計上させていた

だいております。これは校務用パソコンのＯＳのサポートが2020年１月に終了することに伴

いまして、セキュリティー及び適正な動作を確保するために実施するものでございます。 
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  最後に、工事費でございますが、全小・中学校の体育館へのエアコン設置に係る費用とい

たしまして２億3,530万1,000円、老朽化している住吉小学校、自彊小学校、吉田中学校の防

火扉等設備の機能向上を図るための小・中学校防災機能向上設備改修工事費といたしまして、

691万5,000円計上させていただいております。 

  続きまして、説明書の同じく175ページ、３目教育諸費のうち４の事業、英語教育推進事

業費でございます。予算額は1,999万4,000円で、財源は一般財源のほかふるさと吉田寄附金

基金繰入金、諸収入でございます。新学習指導要領を踏まえた外国語教育の充実のため外国

語指導助手、いわゆるＡＬＴを全小・中学校に引き続き１名ずつ配置するための経費が主な

内容となっております。 

  続きまして、説明書の同じく175ページから176ページをごらんください。 

  同じく、３目教育諸費のうち、５の事業、教職員等負担金・補助金でございます。予算額

は120万8,000円で、財源は全て一般財源でございます。学校運営が円滑にできるよう組織さ

れている各種団体への負担金と部活動など中学校の課外活動への補助金が主な内容となって

おります。 

  続きまして、説明書の177ページをごらんください。 

  ３目教育諸費のうち、７の事業、確かな学力定着事業でございます。予算額は5,078万

8,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金、県支出金、ふるさと吉田寄附金基金繰入金

でございます。本事業の内容といたしましては学校の授業や部活動など、教育課程を中心と

した学校における教育活動を支援しようとするための経費でございまして、主な内容は、部

活動指導員の報酬でありますとか、教員補助の賃金のほか、吉田町学力調査研究委託料やプ

ログラミング教育支援業務委託料といったものが主な内容となっております。 

  平成31年度の新規及び拡充事業といたしましては、まず、教員補助員賃金でございますが、

特別支援教育のさらなる充実を図ることを目的に、特別支援教育支援員賃金引き上げと１名

増員を行う計画でございます。これまで特別支援教育支援員は担任の補助として教科を教え

ることはせず、児童・生徒の世話役的な業務に従事することを前提とした賃金でありました

が、実際には教員免許を有しており、通常級の教育補助と同等の業務を行うことができる方

もおられることから、教員免許を有している方につきましては教員補助と同等の業務を行っ

ていただくため、教員補助と同等の賃金に引き上げることといたしました。また、中学校の

おきましては、３学級であった特別支援学級が平成31年度は５学級となりますことから、１

名増員する計画でございます。 

  次に、プログラミング教育支援業務委託料でございますが、プログラミング教育の実施に

向けた対応といたしまして、ＩＣＴ支援員の各学校派遣等を通じて、現在、保有している教

育用タブレットを活用しながら、教職員のスキル向上や授業の充実を図ることを目的に実施

するものでございます。 

  続きまして、説明書の178ページをごらんください。 

  ３目、教育諸費のうち、８の事業、幼児教育振興事業費でございます。予算額は5,447万

1,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金、県支出金でございます。主な内容といたし

ましては幼稚園や保育園などにおける幼児教育の振興のための経費でございまして、幼児教

育カリキュラムを推進するための経費、また、私立幼稚園運営費補助金、就園奨励補助金が

その主な内容となっております。 
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  平成31年度におきましては、さゆり保育園、すみれ保育園、こども発達支援事業所を実践

指定園として、幼児教育カリキュラム実践と検証を行うとともに、小学校においてスタート

カリキュラムを本格的に実施していく予定でございます。 

  続きまして、説明書の同じく178ページ、３目教育諸費のうち、９の事業、小・中一貫教

育振興事業費でございます。予算額は100万1,000円で、財源は全て一般財源でございます。

吉田町教育大綱にも掲げられております小学校と中学校とのつながりのある教育を推進して

いくための会議開催経費や先進事例の調査、研究に係る旅費等が主な内容となっております。 

  以上が10款１項教育総務費の説明でございます。 

  続きまして、10款２項小学校費について御説明いたします。 

  説明書の179ページから182ページをごらんください。 

  １目学校管理費のうち、２の事業、住吉小学校維持管理費でございます。予算額は3,042

万7,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金、施設使用料、ふるさと吉田寄附金基金繰

入金となっております。住吉小学校の教育活動が円滑に行われるための消耗品の購入費であ

りますとか、施設整備費を計上しており、経常的な経費が主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の同じく182ページから184ページをごらんください。 

  同じく、１目学校管理費のうち３の事業、中央小学校維持管理費でございます。予算額は

3,576万3,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金、施設使用料、ふるさと吉田寄附金基

金繰入金でございます。中央小学校の教育活動が円滑に行われるための消耗品の購入などで

ありますとか、施設整備費を計上しております。経常的な経費が主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の185ページから187ページをごらんください。 

  同じく、１目学校管理費のうち４の事業、自彊小学校維持管理費でございます。予算額は

2,629万1,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金、施設使用料、ふるさと吉田寄附金基

金繰入金でございます。自彊小学校の教育活動が円滑に行われるための消耗品の購入費であ

りますとか、施設整備費を計上しており、経常的な経費が主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の同じく187ページをごらんください。 

  ２目教育振興費のうち２の事業、住吉小学校要保護・準要保護児童就学援助費でございま

す。予算額は279万1,000円で、財源は全て一般財源でございます。住吉小学校に子供を通わ

せている世帯のうち、要保護・準要保護世帯への就学援助を行うための経費で、経常的な経

費が主な内容でございます。 

  続きまして、説明書の同じく187ページをごらんください。 

  ２目教育振興費のうち３の事業、中央小学校要保護・準要保護児童就学援助費でございま

す。予算額は201万9,000円で、財源は全て一般財源でございます。中央小学校に子供を通わ

せている世帯のうち、要保護・準要保護世帯への就学援助を行うための経費で、経常的な経

費が主な内容でございます。 

  続きまして、説明書の188ページをごらんください。 

  ２目教育振興費のうち４の事業、自彊小学校要保護・準要保護児童就学援助費でございま

す。予算額は175万円で、財源は全て一般財源でございます。自彊小学校に子供を通わせて

いる世帯のうち、要保護・準要保護世帯への就学援助を行うための経費で、経常的な経費が

主な内容でございます。 

  続きまして、説明書の同じく188ページをごらんください。 
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  ３目特別支援学級費のうち２の事業、住吉小学校特別支援学級費でございます。予算額は

67万4,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金でございます。住吉小学校の特別支援学

級の運営及び援助に関する経費でございまして、経常的な経費が主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の同じく188ページをごらんください。 

  ３目特別支援学級費のうち３の事業、中央小学校特別支援学級費でございます。予算額は

94万2,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金でございます。主な内容につきましては

先ほど申し上げました住吉小学校と同様でございます。 

  続きまして、説明書の同じく188ページをごらんください。 

  ３目特別支援学級費のうち４の事業、自彊小学校特別支援学級費でございます。予算額は

61万5,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金でございます。主な内容につきましては

先ほど申し上げました住吉小学校、中央小学校と同様でございます。 

  以上が10款２項小学校費についての御説明でございます。 

  続きまして、10款３項中学校費について御説明させていただきます。 

  説明書の189ページから191ページをごらんください。 

  １目学校管理費のうち２の事業、吉田中学校維持管理費でございます。予算額は5,261万

3,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金、施設使用料、ふるさと吉田寄附金基金繰入

金でございます。吉田中学校の教育活動が円滑に行われるための消耗品の購入や施設整備費

といったものを計上しており、経常的な経費が主な内容でございます。 

  続きまして、説明書の192ページをごらんください。 

  ２目教育振興費のうち２の事業、吉田中学校要保護・準要保護生徒就学援助費でございま

す。予算額は779万2,000円で、財源は一般財源のほか国庫支出金でございます。吉田中学校

に子供を通わせている世帯のうち、要保護・準要保護世帯への就学援助を行うための経費で

ございまして、経常的な経費が主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の同じく192ページ、３目特別支援学級費のうち２の事業、吉田中学

校特別支援学級費でございます。予算額は186万1,000円で、財源は一般財源のほか、国庫支

出金でございます。吉田中学校の特別支援学級の運営及び援助に関する経費でございまして、

経常的な経費が主な内容となっております。 

  以上が10款３項中学校費でございます。 

  最後に、10款５項保健体育費について御説明いたします。 

  説明書の207ページをごらんください。 

  ２目給食施設費のうち２の事業、吉田町牧之原市広域施設組合負担金でございます。予算

額は１億2,289万7,000円で、財源は全て一般財源となっております。主な内容としましては

吉田町牧之原市広域施設組合の吉田榛原学校給食共同調理場の経費を吉田町と牧之原市とで

規約に基づき、それぞれ負担するものでございます。 

  以上がこのたび上程させていただきました学校教育課の予算の説明となります。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 続きまして、生涯学習課長、お願いします。 

  生涯学習課長、大井一弘君。 

○生涯学習課長（大井一弘君） 生涯学習課でございます。 

  生涯学習課からは、10款１項３目教育諸費のうち６の事業、ちいさな理科館事業及び10款
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４項社会教育費、５項保健体育費に関する概要について、予算に関する説明書に基づき御説

明をさせていただきます。 

  初めに、説明書の176ページ、177ページをごらんください。 

  10款１項３目教育諸費のうち６の事業、小さな理科館事業費でございます。予算額は813

万6,000円でございます。財源は一般財源のほか講座参加料の諸収入でございます。この事

業はふるさとの自然に愛着を持ち、自然の現象に触れる活動を通して、子供たちの自然科学

に対する興味や関心を呼び起こすことを目的として行われる小さな理科館に要する経費で、

臨時職員賃金や講師謝礼金が主なものでございます。 

  次に、10款４項社会教育費につきまして御説明いたします。 

  説明書の193ページ、194ページをごらんください。 

  10款４項１目社会教育総務費のうち２の事業、社会教育総務費でございます。予算額は34

万6,000円で、財源は一般財源と財産収入でございます。社会教育事業を行うことを目的と

したもので、経常的経費が主なものでございます。 

  同じく194ページをごらんください。 

  ３の事業、社会教育委員費でございます。予算額は91万1,000円で、財源は全て一般財源

でございます。社会教育法第15条に基づき設置された社会教育委員の活動を円滑かつ効率的

に運営するためのもので、社会教育委員の委員報酬などが主なものでございます。 

  同じく194ページ、４の事業、人権教育事業費でございます。予算額は１万3,000円で、財

源は全て一般財源でございます。人権教育の充実を図り、人権に対する意識の啓発を行うこ

とを目的としたもので、平成31年度は旅費のみでございます。 

  次に、195ページをごらんください。 

  ５の事業、芸術・文化振興事業費でございます。予算額は330万1,000円で、財源は一般財

源のほかジャズコンサート等の入場料の諸収入でございます。この事業は地域に根差した芸

術文化活動に親しみ、楽しむことを通じて心豊かな暮らしの創造に努めるためのもので、ジ

ャズコンサート等の謝礼金や文化協会補助金、文化協会文化祭負担金が主なものでございま

す。 

  同じく195ページ、６の事業、文化財保護事業費でございます。予算額は45万4,000円で、

財源は全て一般財源でございます。文化財に対する理解と関心を高めるとともに、文化財の

保護と活用を図ることを目的としたもので、文化財保護審議会委員報酬や植木剪定手数料が

主なものでございます。 

  次に、196ページをごらんください。 

  ７の事業、青少年健全育成事業費でございます。予算額は60万9,000円で、財源は一般財

源のほかふるさと吉田寄附金の繰入金でございます。家庭や地域から青少年の健全な育成を

図ることを目的としたもので、吉田町笑顔いっぱい運動スタッフベストを制作する特定消耗

品が主なものでございます。 

  同じく196ページ、８の事業、生涯学習推進事業費でございます。予算額は12万2,000円で、

財源は全て一般財源でございます。生涯学習を推進するための経費で、生涯学習推進委員の

研修のための経費と講座委託料が主なものでございます。 

  次に、196ページ、197ページをごらんください。 

  ９の事業、地域教育推進事業費でございます。予算額は172万7,000円で、財源は一般財源
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のほか県支出金の学校家庭地域連携協力推進事業費補助金及びふるさと吉田寄附金の繰入金

でございます。この事業は子供たちが地域の大人とさまざまな体験や活動を通して、地域で

子供を育む体制を確立することを目的として、地域で活動する団体あるいは個人へ支援を行

うもので、放課後子ども教室委託料や地域教育推進協議会等への補助金が主なものでござい

ます。 

  同じく197ページ、10の事業、コミュニティづくり推進事業費でございます。予算額は２

万3,000円で、財源は全て一般財源で、静岡県コミュニティづくり推進協議会主催のコミュ

ニティカレッジ研修に参加するための旅費を計上しております。 

  次に、197ページと198ページをごらんください。 

  ２目公民館費のうち２の事業、中央公民館運営費でございます。予算額は1,031万1,000円

で、財源は一般財源のほか公民館使用料及びコピー代の諸収入でございます。中央公民館の

維持管理を目的としたもので、経常的経費が主なものでございます。 

  次に、198ページ、199ページをごらんください。 

  ３の事業、中央公民館活動費でございます。予算額は587万6,000円で、財源は一般財源の

ほか生涯学習教室やシニアカレッジの講座受講料等の諸収入でございます。中央公民館を活

用して、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行うことを目的としたもので、生涯学習

講座やシニアカレッジの講師謝礼金が主なものでございます。 

  同じく199ページ、４の事業、地域教育活動費でございます。予算額は312万8,000円で、

財源は一般財源のほかチャレンジ教室の参加料等の諸収入及びふるさと吉田寄附金の繰入金

でございます。地域の教育力を活用して、町内の児童を対象とした講座や体験活動を行うチ

ャレンジ教室の講師謝礼金等が主なものでございます。 

  次に、199ページ、200ページをごらんください。 

  ３目学習ホール運営費のうち、２の事業、学習ホール運営費でございます。予算額は790

万6,000円で、財源は一般財源のほか学習ホールの使用料でございます。学習ホールの維持

管理を目的としたもので、経常的経費が主なものでございます。 

  なお、平成31年度は15節工事請負費に給水加圧装置ポンプを修繕するための施設補修費を

計上しております。 

  次に、10款４項４目図書館費につきまして、御説明させていただきます。 

  説明書の201ページから203ページをごらんください。 

  ２の事業、図書館管理費でございます。予算額は4,371万4,000円で、財源は一般財源のほ

か図書館視聴覚ホールの使用料でございます。図書館管理費は施設の維持管理のための経費

で、経常的経費が主なものでございます。 

  なお、平成31年度は図書館周辺のヤマモモの木などを剪定する植木剪定手数料を計上させ

ていただいております。 

  次に、203ページ、204ページをごらんください。 

  ３の事業、図書館活動推進費でございます。予算額は2,668万5,000円で、財源は全て一般

財源でございます。図書館活動推進費は主に図書館サービス運営のための経費で、臨時職員

賃金、図書費等が主なものでございます。 

  なお、平成31年度は図書費680万の中に英語多読用図書の費用として30万円を計上してお

ります。英語多読とは、易しい絵本や読み物から初めて、無理なく英語を大量に吸収するこ
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とで英語力を身に着ける読書法のことでございます。 

  次に、10款５項保健体育費につきまして御説明させていただきます。 

  205ページ、206ページをごらんください。 

  10款５項１目保健体育総務費のうち２の事業、社会体育振興費でございます。予算額は

872万9,000円で、財源は一般財源のほか各種大会参加料や教室受講料の諸収入でございます。

町民のスポーツ振興と体力の向上を目的としたもので、スポーツ推進委員報酬や講師謝礼金、

体育協会やスポーツ少年団等への補助金が主なものでございます。 

  次に、206ページ、207ページをごらんください。 

  ３の事業、体育施設・広場維持管理費でございます。予算額は758万9,000円で、財源は全

て一般財源でございます。各コミュニティ広場や高島グラウンド等の体育施設の維持管理を

目的としたもので、スポーツ広場等管理業務委託料やコミュニティ広場指定管理委託料が主

なものでございます。 

  次に、207ページから209ページをごらんください。 

  10款５項３目体育館運営費のうち２の事業、総合体育館運営費でございます。予算額は

3,146万3,000円で、財源は一般財源のほかトレーニング室などの使用料及び地方債でござい

ます。総合体育館の維持管理の経常的経費に加え、トレーニング室管理運営業務委託料、設

計委託料、清掃管理委託料、施設整備などが主なものでございます。 

  平成31年度は12節役務費に自家発電機負荷運転試験手数料、13節委託料に総合体育館空調

設備設置工事実施設計業務委託料、15節工事請負費に総合体育館屋根災害復旧工事費を計上

しております。 

  最後に、209ページをごらんください。 

  ３の事業、吉田町体育センター運営費でございます。予算額は169万2,000円で、財源は一

般財源のほか吉田町体育センターの使用料でございます。吉田町体育センターの維持管理を

目的としたもので、経常的経費が主なものでございます。 

  以上で生涯学習課関係の当初予算の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○議長（八木 栄君） これで、第９号議案の詳細説明を終わります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（八木 栄君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  御協力いただき、ありがとうございました。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

散会 午後 １時５３分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八木 栄君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会６日目でございます。 

  ただいまの出席議員は12名であります。これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（八木 栄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第１、第５号議案 平成30年度吉田町一般会計補正予算（第４号）

についてを議題とします。 

  これから第５号議案についての質疑を行います。 

  質疑は、最初に歳入全体についての質疑を行います。引き続き、歳出は款別に区切って質

疑を行いたいと思います。 

  初めに、歳入全体についての質疑を行います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて確認の質問とならないよう、

また、発言は簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう、御協

力をお願いいたします。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、歳出に入ります。 

  １款議会費についての質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、２款総務費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  16ページをお願いします。 

  16ページのシーガーデンシティ推進事業費ということの中で、調査委託料、これが700万

円減額となっております。これは当初予算では1,500万ついている中で、約半分が減額とい

うことで補正が出ているわけですが、調査委託料という中で、これほどの、もう約半額にな

るほど減額するという中で、果たして十分な調査・委託ができていたのかというところで疑

問があるんですが、答弁のほうお願いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  今回のシーガーデンシティの推進事業費の中で、調査委託料ということで700万円減額を

させていただきます。この関係ですが、確かに議員がおっしゃるとおり、予算の中では

1,500万円という当初予算お認めいただいています。 

  その中で、今回この内訳の中には２つ大きく事業がございまして、１つが、ジオラマの作

製を踏まえたシーガーデンの関係、それからあと、シーガーデンシティ構想の中で、インタ

ー周辺の関係がございまして、この２つが一応今回13節の中には事業としてございます。そ

のうち、インター周辺については、予定どおり、今現在、委託のほうをかけておりまして、

今月の20日ぐらいに納品されるという状況でございます。 

  ジオラマのほうですけれども、こちらが大きな減額の要因となっています。ジオラマにつ

きまして、当初、900万円ほど見積もり的には考えていたわけですけれども、今回、委託先

が静岡文化芸術大学の寒竹先生の研究室のところに委託というようなことの中で、委託料が

大幅に減額になったということがございまして、今回この700万円のほうを減額させていた

だくということになっております。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 
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○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  当初の予算の中では、吉田インターチェンジ云々は350万くらいの予算を立てていて、今

言ったジオラマ云々、これはもう繰り越しということで、減額の中じゃないですよね。減額

に含まれているんですか。違うと思います。 

  そうした中で、先ほど言ったように、じゃ、これ、700万も減額するというところがちょ

っと理解できないので、もう一度お願いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  先ほどの、今議員のほうから言われましたインター周辺のほうですが、これは600万円ほ

ど当初なっておりますので、その点がまず違うのがあります。 

  それから、ジオラマはこれの900万円ほどを予定したおったわけですけれども、こちらが

一般企業も含めて、通常ジオラマをつくるぐらいの関係で積算をしております。そうした中

で、今回文化芸術大学の学生、先ほど申し上げましたとおり、文化芸術大学に委託契約をさ

せていただいて、委託料が大幅に減額になったと。 

  それで、繰り越しの話をさせていただきますが、繰り越しのほうですが、この700万円の

中には繰り越しのお金172万8,000円、こちらのほうは含まれておりませんで、要するに不用

額といいますか、その分だけを今回減額をさせてもらって、必要なものは繰り越しをさせて

いただいて、平成31年度に繰り越しをさせていただいて、完成を目指すという形になります。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 今の件に関しましては、理解いたしました。 

  そうした中で、予算を立てるとき、いろんなことで積算して立ててくるとは思うんですが、

今回これだけの差ができた要因というのは、ただ単に学生にやってもらうようになったから、

もともとそういう企画はなかったということですか。どこかの業者にやってもらうという企

画があって、途中というのか、大学のほうで生徒さんにやってもらうというふうに急に変わ

ったということで理解していいですか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  当然、予算の積算の段階では、相手先を決めて予算計上というのは行っておりませんで、

どこにというか、通常の委託ということで積算をさせていただきました。 
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  静岡文化芸術大学のほうの委託につきましては、当然予算をお認めいただいた後に進めて

いく中で、大学側からも提案等もいただきながら、また、県内のところで申し上げますと、

袋井市さん等も、袋井市、浜松市が同様に芸術大学のほうにも委託をさせていただいている

という実績等もあったものですから、そうした中で今回お願いをしたということでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） これで質疑を終結します。 

  次に、３款民生費について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、４款衛生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、６款農林水産業費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  全協の中でもお尋ねをいたしました。その中で、まず24ページのところで見ていただけま

すか。 

  19の農業経営振興補助金の経営体育成支援事業、この中で聞いたのは、台風24号の今まで

にないような被害があって、実際にビニールハウスの影響というのはかなりあったと思うん

ですね。それで、建築でもまだいまだに全部解決しているわけではありません。 

  その中で、あれから確認をさせていただいたところ、３農業地帯、農業体というんですか、

それが申請が上がってきたと。それで、実際には自分のところの、自分で申し込んだ保険で

賄ったところもあると思うんですけれども、その中のしっかりした把握、要するに今いろい

ろお聞きはしましたけれども、間違いなくもうないですねというところを確認したいんです。
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確認というか、もう一度確かめたいんです。それは、こういう被害は知らなかったというわ

けにはいかないものですから、後でいろんな問題が出ると困りますので、聞いたところでは、

もし出てきたときには、もう次にやるよということがないということですので、その辺のし

っかりした調査と、それと間違えないかということだけを答弁願いたいんですけれども。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  ただいま議員御質問の、経営体育成支援事業の関係でありますけれども、台風が９月30日

に発生しまして、その直後、町のほうでも被害のほうを確認、情報収集のほうをして確認を

しております。ＪＡハイナン農協にもそういった被害状況が入ってくるということであるも

のですから、農協にも確認して、10月の上旬に被害11経営体、ハウス等が35棟という報告を

受けて、県に提出のほうもしておる状況でございます。 

  そういったことから、国のほうの制度ができまして、町のほうで要望調査期間、実際被害

に遭われた方を対象にということで、ホームページでありますとか部農会組織のほうに案内

を出して、要望期間のほうを設けるということで、実際被災した方があれば相談してくださ

いということで、広く周知のほうをさせていた状況でございます。 

  そういった中で、12月の頭から13日までの２週間ほど期間を設けまして、12経営体、37棟

被害があったということで、その12経営体から相談がございました。ほぼ事前調査で情報を

得ていた規模とほぼ同数であるというところで確認をとってございます。 

  そうした中で、また国のほうの期間が延長したということでありまして、それに対応して

事務のほうを進めておりまして、その中で最終的に全協でも説明させてもらいましたが、３

つの経営体、ハウスが15棟を対象に再建、修繕、それから撤去のみという作業をするという

ところでありましたので、その３経営体を対象に、この経営体育成支援事業というものを計

上のほうをさせていただいております。 

  議員心配されております、全ての農業者というか被災された方に言ったかどうかというこ

とで、町のほうとしましては、農協さんにも協力をしていただいた、それから部農会組織に

もちゃんと末端までいくようにちゃんと周知もした、ホームページへも掲載のほうをして、

周知をあわせて行っておるということで、これ以外のものの被害、対象となる被害はないと

いうことでは判断をしております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 
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○６番（山内 均君） 了解しました。 

  聞いた理由は、なぜ聞いたかといいますと、最近、皆さんよく御存じのとおり、地球温暖

化の影響で台風の被害が、とてつもないでかい台風がたくさん出始めている。これは当然こ

れから突発的なものがたくさんおきるでしょう。その中で、これも確認をさせてもらった中

で、その補助を受ける対象が、保険に入ることが重要な条件であるとか幾つか条件は聞かせ

ていただきましたけれども、今言った、これから多分台風がこういう温暖化の中での台風の

影響が出てくることを想定すれば、そのときにこれからのそういう想定をして、入る条件を

明確な形で、わかるようにゆっくりと教えていただいて、周りの町の人たちにわかりやすく

発信できるような形をいただきたいと思うんですけれども、要するに補助を受ける理由があ

ったと思うんですけれども、それもまたちょっと聞かせていただければと思います。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  ただいまの補助を受ける理由ということで、今回の補助対象者につきましては、台風24号

で被災された農業用施設を持っておられる方、その後、農業経営を継続していく方が対象と

いうことになってございます。かつ、農業共済、またはその他の民間の保険に加入すること

が基本的な条件ということになっております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、その他というのは、今なぜかというと、これから言いますさっき言った想定される中

で、こういうものって出てくると思うんですよね。それと、町の人たちも心配している部分

が、農業やっている方たち。 

  それと、今言ったその他という部分が幾つかあると思うんです。それは詳細わかりますか。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  その他と申し上げましたが、その他農業関係の保険ということで、想定としては民間のほ

うでやっている保険というものが加入の条件ということであると思います。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ほかに、いかがですか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（八木 栄君） それでは、これで質疑を終結します。 

  次に、７款商工費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、２款総務費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、８款土木費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  27ページのところへお願いいたします。 

  中に（３）の吉田町内道路舗装修繕事業費、この大きな減額について、内容は確認はした

中では、国の補助が非常に低い中でまあやられたと。そういうことで、この大きな減額とい

うことですよね。 

  そもそも道路改良であるとか、橋梁であるとか、生活に密着したそういう部分のそういう

ものに対する優先順位の中で決めていきますよね。いつも言われるとおり、優先順位を持っ

て決めていくと。そうすると、その優先順位の中で決めていったときに、優先順位そのもの

が絶対必要だからということで始まるわけなんですね。そのときに、予測は立ったというの

は、国のそういう確定率が低かったときに、当然今までもそうなんですけれども、東名の前

の途中でやめたりとか、途中でしかできなかったりとか、そういうものは本来は町の人たち

が生活するための一番主な、一つの重要なことになるわけですね。そういうときに、国の補

助金が出ないというのがよくわかりますけれども、そのときにその部分を、例えば町の補正

をかけて長短でやるとか、そういうものはできないんですか。なぜかと言いますと、結局い

ろんな声が聞かれるのが、そういう部分、生活に密着した部分がすごく聞かれますよね。そ

のところを優先順位の中でやっていかなきゃいかんと。理由はいろいろ聞きましたけれど

も、それでもその理由は全てではないということですから、その中でそういうものという

のは、必要なものはやれないんですかということですから、ちょっと聞かせていただけれ
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ば。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 議員のおっしゃることは理解できますけれども、全体の財政運営とし

て、その考え方であると、なかなか財政調整基金などもすぐに枯渇してしまうということに

なります。 

  まず、財政上の基本的なものは、収入をいかに確保するかということが先決になります。

したがって、収入を見込める中で支出の規模というのは決めてまいりますので、そういう中

で国庫補助金がもともとこれだけもらえると、100％もらえるという中で、その裏負担とし

て一般財源をどれだけ使うかとか、起債をどうしていくかとかいうことで、事業の量という

のは決めてまいりますので、その中で当初予算というのは、見込まれる財源のもとで優先順

位を決めながら事業というのは決定していますので、この国庫補助金が予定どおりいかなか

ったという場合に、ほかの優先順位もやるんだということで優先度は決めていますので、そ

こを新たな財源を用意するかというと、財政調整基金を取り崩したり、そういう一般財源の

調達をしなければいけない。 

  財政調整基金をどれだけ持てばいいかというのも非常に難しい問題ですけれども、今後の

財政状況に十分に備えていくためには、今持っている程度の財政調整基金というのは保持し

ていかないと、なかなか余裕度のある財政というのは築けないのではないかというふうに判

断しています。 

  そういう中で、収入をとにかくどう調達していくかというところで、今後とも事業という

のは決めてまいりたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 理論的にはよくわかります。ただ、財政そのものが、そこだけじゃな

くて全体の中で動きますよね。そのときに、私がいろいろずっとやっている中で、繰入金と

か繰出金とかいっぱいあるじゃないですか。ところが、それは本当に公平にいくかとかそう

いうのを考えていくと、そういう動かし方というのはできるじゃないかと。そして生活に密

着した優先順位の中でそういうものがやっていけるんではないですか。 

  この中で今見ていくと、減額いっぱいありますよね。その中で、そういうものへの補塡と

いうか、そういうものを利用してやるとか、そうすれば今言われた財政基金から、法的に難

しいかもしれませんよ、それは迂回をさせればいいわけですから。そういう形でやめません
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かということなんですよね。 

  要するに、生活に密着したものが、皆さん毎日使っていて非常に大変な思いをして、そし

て不満が出てきたときに、それを爆発したときにはもう解消しようがなくなっちゃいますの

で、だからそういう意味でいろんな密着したことに関して言わせてもらっているんですけれ

ども、その辺ももっと柔軟にいきませんかということなんですけれども。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 財政運営はできるだけ柔軟に運営をしたいというのは、私ども同じ思

いでございますけれども、町の財政事業などを発注していく際に、まず予算があるというこ

とが前提になります。どういう状況でもその予算内におさめなければいけないというのが原

則でございまして、結果として、先ほどの文化芸術大学に出した結果、非常に予算圧縮する

ことができたというようなたまたま結果でございまして、そうならなかった場合には事業で

きないような予算額しかもともと用意していないのでは、もう事業そのものができるかどう

かわからないということになります。 

  支出負担行為を起こすというのが、事業の実施の伺いから始まりますので、その段階で予

算がなければ、事業実施の伺いすらできないということになりますので、結果、落札率が非

常に下がって不用額が出たというのは、あくまでも結果だものですから、これが早い段階で

そういう結果が出ていれば、余った一般財源というのは年度内にほかに使うということは可

能かもしれませんが、今の事業の消化のタイミングでいきますとなかなか難しいので、不用

額に残すか、基金に積んで翌年の財源にするかというような財政の運営スタイルになってい

るというのが現実でございます。 

  できるだけその辺も柔軟に使えるように財政としては工夫をしなければいけないと思って

いますので、御意見の趣旨は十分に理解しているつもりですので、そういうところを留意し

てまいりたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今聞いていて、確かに今の予算の決め方というのは、一つの今言った

土木費の中の決め方ですよね。そのときに、例えばさっき言われた不用なんかが出たときに、

そういうものに充てて、そういうものに使えば、非常にスムーズな町そのものの運営ができ

るじゃないかということで、そういう意味での柔軟にということだものですから、またその

辺ができるようであれば、できれば本当は不用額じゃなくてもいい。出た場合には、それは
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そういうことに設けることができたら、１回積み立てをしてその中から出すとかそういうこ

ともできればと思いますので、まずその辺もできるようであればしていただきたいと思って

おりますので、よろしくお願いします。 

○議長（八木 栄君） 要望でよろしいですか。 

○６番（山内 均君） いいです。 

○議長（八木 栄君） 要望だそうですので。 

  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） それでは、これで質疑を終結します。 

  次に、９款消防費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、10款教育費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） それでは、質疑なしと認めます。 

  次に、13款諸支出金についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  以上で、第５号議案についての質疑を終わります。 

  これから第５号議案について討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第２、第８号議案 平成30年度吉田町公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号）についてを議題とします。 

  これから第８号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） それでは、質疑なしと認めます。 

  以上で、第８号議案についての質疑を終わります。 

  これから第８号議案について討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（八木 栄君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

  御協力いただきありがとうございました。 
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  本日はこれをもって散会します。 

 

散会 午前 ９時３２分 

 

 

 

散会 午後 １時５３分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八木 栄君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は、定例会12日目でございます。 

  ただいまの出席議員は12名であります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（八木 栄君） それでは、議事に入ります。 

  本日は、提出された、これまでに議決した議案を除く特別会計及び企業会計の予算に関す

る議案の質疑を行います。 

  初めに、総務文教常任委員会の所管に係る議案について、議案番号順に質疑を行います。 

  次に、産業建設常任委員会の所管に係る議案について、議案番号順に質疑を行います。 

  途中、説明員の入れかえを行い進めてまいりますので、御了承願います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて、確認の質問とならないよう、

お願いします。 

  また、簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう、御協力を

お願いします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６号の質疑 

○議長（八木 栄君） 日程第１、第６号議案 平成30年度吉田町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７号の質疑 

○議長（八木 栄君） 日程第２、第７号議案 平成30年度吉田町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 



- 113 - 

 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１０号の質疑 

○議長（八木 栄君） 日程第３、第10号議案 平成31年度吉田町土地取得事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１１号の質疑 

○議長（八木 栄君） 日程第４、第11号議案 平成31年度吉田町国民健康保険事業特別会計

予算についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  それでは、国保会計について質問をさせていただきます。 

  昨年の当初予算の中で、県単位機関への移行ということで制度的に大きく変わったわけで

すが、昨年の30年度の予算の中では、国保税の算定の見直しというものがされませんでした。

県のそうした作業のおくれから、町のほうでも作業が十分にする期間がなかったということ

を１つの理由としてお聞きをしているわけですが、この30年度は据え置きということで聞き

ましたし、それから31年度についても同じようにそうした算定方法の見直し等もされずに、

そのままの形で予算が組まれているという状況ですが、この１年間の中でそうした算定方法

も含めて、県への広域化の移行に伴う制度改正もあわせて、町のほうでそうした保険税の算

定方法の見直しというものがどういう作業で行われてきたのか、そのあたりをお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 町民課長、門田万里子君。 

○町民課長（門田万里子君） 町民課でございます。 

  税率改正につきましてですが、30年度は資産割をなくしていくという方針が県でも定めら

れましたので、資産割をなくすことを念頭に置いて、その他の税率を、じゃ、その分どうす

ればいいかとかということをシミュレーションを行いながら検討はしてまいりました。 

  ただ、その検討をしてきた中でも、31年度の納付金が段階的にだんだん発表されていくう

ちに納付金も上がってきた。それから、被保険者数の減少に伴って税収も下がっている。ま
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た、新たなこの制度改革がまだ始まったばかりですので、まだ先行きも明確に決まっていな

いところもありまして、県内の他市町でもまだ状況をもう少し見るということで、税率も据

え置いているところもたくさんあります。そういった周りの国・県・他市町などの状況も踏

まえまして、31年度はまだ現段階での税率改正は時期尚早と判断をいたしまして、31年度は

据え置くということで方針を決めております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  そうした状況については、いろいろ検討されているということについて理解はいたします

が、内容確認の中で年度末の基金の積み立ての問題で、29年度末は２億8,000万、それから、

30年度末の見込みとしては４億3,000万というふうなお話を聞いています。こうした基金を

単に積み立てるというよりも、どういうふうにして、その基金を活用していくのかというこ

との検討。それから、あるいはその基金を積み増しするよりも、その分を少しでも保険税の

ほうに還元をして適正な保険税の検討がされないのかという点で、大変疑問に思うわけです

けれども、そうした適正な算定方法というものを、この31年度の中でどういうふうに進める

のか、その辺を伺いたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 町民課長、門田万里子君。 

○町民課長（門田万里子君） 町民課でございます。 

  基金につきましては、平成30年度末の時点で予定で約４億3,000万の積み立てがありまし

て、基金を保有しておるという状況でございます。ただ、今回上程しております31年度の当

初予算においては予算不足が生じまして3,500万の取り崩しを予定しております。今までは

保険給付費の不足の事態に備えまして、不足が生じた場合にこちらに基金を充てるために、

今まで積み立てをしてまいりました。今回制度改正によりまして、財政運営が県単位化にな

りまして保険給付費は全額県が交付することとなりまして、支払い額の不足を理由とした基

金の取り崩しというのは必要はなくなってまいりました。 

  そうなりますと、今後は被保険者数の減少によりまして、国保税の収入も減少しています。

それに比べて、県全体で集めなければいけない保険給付費、イコール納付金なんですが、こ

ちらは今ふえております。そういったことから、基金は今後は予算の不足したときの補塡と

か、あとは資産割を今後廃止しなければいけませんので、その廃止をした場合のほかの税率

の改正にあわせまして、この基金を十分に検討を重ねた上で有効に活用をしていきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  県のほうの方針とあわせて、町のほうもそうした見直しをするということについては、よ

く理解をするわけですが、ただ、この国保制度というものはやっぱり町民の皆さんの健康や、

そうした暮らしを守るための大事な制度ですので、しかも収入の少ない人にとっては、やは

りその掛金が高いというものも大きな負担になるわけですので、そうした適正な見直しとい

うものを早急に行っていただく必要があるんじゃないかなと思うんですが。31年度予算の中

では、予算的には見直しがされずにそのままというふうになっているわけですけれども、こ
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の31年度の中で早急にそうした見直しの作業を進めるという点での計画的なものがあれば教

えていただきたいと思いますが。 

○議長（八木 栄君） 町民課長、門田万里子君。 

○町民課長（門田万里子君） 町民課でございます。 

  税率の改正につきましては、32年度をめどに他市町でも見直しを進めるということを多数

聞いております。当町におきましても30年度も資産割をなくすことを前提にシミュレーショ

ンをかけて税率改正を検討してまいりましたので、引き続き、この31年度も１年をかけまし

て検討を十分してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○５番（大石 巌君） 了解です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１２号の質疑 

○議長（八木 栄君） 日程第５、第12号議案 平成31年度吉田町後期高齢者医療事業特別会

計予算についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１３号の質疑 

○議長（八木 栄君） 日程第６、第13号議案 平成31年度吉田町介護保険事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ３番、遠藤です。 

  25ページをお願いいたします。 

  質問のときにもさせていただきましたけれども、町内のボランティアに従事している人た

ち、100人近くいるわけですけれども、登録されている方たちが。このボランティアをコー

ディネートする方が社会福祉協議会に一人おりまして、委託していると思うんですけれども、

この方等を応援する者、またはそれをボランティアをまとめるというか、そういうふうな考

えはありますか。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 



- 116 - 

 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  議員おっしゃられますように、ボランティアをコーディネートするという立場で、吉田町

社会福祉協議会に生活体制支援整備事業というところからコーディネーターを委託しており

ます。コーディネーターは一人ですので、ボランティアを支えるのにはなかなか苦労してい

るところでございます。活動の中で連絡会等を開いてもおりますが、それ以外に31年度には

ボランティアの代表の方たち、ボランティアを支援してくれる方、そういった方をちょっと

わかるようなものを会議を開きまして、そこのところでボランティアさんを、より活動しや

すく、一般のボランティアさんを活動しやすく支援していただけるような方たちを養成する

ようなことを少し考えております。 

○議長（八木 栄君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ３番、遠藤です。 

  ありがとうございます。そのような形をやっていただくと、よりボランティアの皆さんが

多くなって、それからコーディネーターを支えるというようなこともあって、底支えをする

人たちが裾野が広くなって、うまく展開できると思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  説明書の26ページをお願いします。 

  保健福祉事業費の中の自立支援重度化防止対策ということで、その中の最初のところで、

高齢者移動支援事業費委託料というのがあるんですが、これ、30年度までが民生費のほうに

ついていたと思うんですが、ここあえて、こっちの特会のほうに移したというところで、何

かメリットがあるのか、特会のほうで賄わなきゃいけない理由というのは何かあるんでしょ

うか。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  議員おっしゃられますように、この(1)の自立支援重度化防止対策費、こういったものが

３つありまして、高齢者の移動支援とひとり暮らし緊急通報システム、あとワンコインサー

ビスといった事業を民生費、一般会計のほうで今までは実施しておりました。今年度から、

新しく国のほうで保険者機能強化推進交付金というものが創設されました。保険者がどのよ

うに介護保険をうまく運用するために強化した事業を行っているかといったところで点数化

されて交付金が入ってくるといったものです。それに対しまして、その交付金をどのように

使うかといったものが、高齢者が介護予防ができますよう、介護にならないように、重度化

を予防できますような事業を組み立てるようにといったことを、この交付金で実施すること

を国のほうで提示してきましたので、うちの町でもともとやっているものではありましたけ

れども、より高齢者が自立した重度化の予防ができる事業ということで、この事業を取り上

げさせてもらって、介護保険の交付金の中でやらせていただこうというものです。 

  以上です。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで、暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前 ９時１８分 

 

再開 午前 ９時１９分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は12名です。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１４号の質疑 

○議長（八木 栄君） 日程第７、第14号議案 平成31年度吉田町公共下水道事業事業特別会

計予算についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  予算書説明書の12ページ、浄化センター建設費の中で、施設整備として２億円上がってい

ますけれども、電気機械の更新工事については、これは債務負担ということで継続的な事業

ですが、31年度の中で浄化センター耐震補強工事ということで反応タンクが入っております。

これまで私の認識では、耐震工事というのを計画的にされてきて、設備的にはもう終わって

いるという認識でいたわけですけれども、この31年度の反応タンクというものは、やり残し

でやるのか、あるいは補強に問題があって追加的にやるのか。その工事の31年度で入ってい

ます5,100万円、これの工事の目的というか、根拠といいますか、そこのちょっと説明をし

ていただきたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  この反応タンクの耐震補強について、地震対策で実施するものですけれども、そもそもは

この浄化センターに自家発電機を設置、現在、自家発電機はないんですけれども、この発電

機を設置するための前段階として、この地震対策で、まず水処理棟の反応タンクの耐震補強

を、現状、２系統ありまして、31年度に１域の耐震補強した後に、その上部に浸水しないと

ころに自家発電機を設置する予定がありまして、そのための耐震補強工事になります。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  これまでの自家発電機の設置については、以前に説明を受けました。そうしますと、31年
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度、32年度、それ以降の自家発電機の設置ということで、これも継続的な事業ということで、

予算は単年度予算で継続的事業というふうなことで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 議員おっしゃるとおり、継続して自家発電機をつけて、災害

時にも浄化センターが問題なく稼働するために実施するものであります。 

  以上です。 

○５番（大石 巌君） はい、了解です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  ２ページの歳入のところからちょっと見ていただけますか。ここに、公共下水道負担金と

して、歳入ですね、公共下水道受益者負担金、そういうものが入っています。全協では一応

確認はさせていただきました。改めて、大事なことですので答えていただきたいんですけれ

ども、この受益者負担金は全体的な工事の中で約８％、全体的に国の中の標準の中での費用、

パーセントを占める費用が出ていますけれども、８％ぐらいでということでよろしいですか。 

○議長（八木 栄君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  この受益者負担金については、全協でも説明させていただいたとおり、町民全体ではなく、

この下水道環境の整備した区域のところに実施していくものでありまして、面積に対して金

額を掛けて算出しているもので、議員おっしゃるとおり８％、全体事業費のうちの８％とい

うことで、今年度実施するものであります。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） この受益者負担という観点で、ちょっとこのお話を聞かせていただき

ます。 

  本来であれば、都市計画税の中から当然下水道には税金として入ってきますよね。しかも、

都市計画税が収入として約２億ちょっとの金額があると思うんですけれども、都市計画税か

ら公共下水道事業に対して繰り入れる金額というのは、ちょっと確認の中で、先、行きたい

もんですから、その辺は確定されているんですか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  都市計画税の使途ということで、下水道のほうにということでございますが、今回の議会

の資料の資料ナンバー５、平成31年度吉田町一般会計予算の参考資料の18ページ、こちらに

都市計画税の使途内訳ということで記載をさせていただいております。一番右側にこの表の

とおり、公共下水道特別会計の分ということで内訳ということでありますが、このところで

全体で１億8,373万3,000円ということで内訳のほうを記載させていただいています。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今回、特に聞きたいと思っておりますのは、今言われた都市計画税、

都市計画税にはこれはもう取らなきゃならんという、当然、全てにかかるわけではなくて、

これは任意で公共団体が決めるわけですよね。そのときに、受益者負担ということを考えた
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ときに、こういう形で文章が載ってきたときに、本来なら受益というそのものが、支払った

税に対して、皆さん方の血税に対して、それをどういう形で豊かな生活に結びつけるかとい

うことでやっていただくことが当然なことなんですけれども。 

  その中で、前回でも一般質問でもやりましたし、先日、浄化槽の公共合併浄化槽推進特別

セミナーですか、そこへ行っていろいろ勉強をしてきたわけです。そのときには、環境大臣

が城内実衆議院議員ですよね、環境副大臣が。それで、井林議員が前回の環境政務官、そう

いう中で、やっぱり一緒にその講習の中でやってくれたんですけれども、浄化槽市町村整備

事業推進事業で市町村設置型というのが、皆さんのほうにも情報が入っていると思います。

その中で、受益と負担が非常にうまくというか、当然、受益と負担の関係が成立をしていく

んですね。現在、北区とか入っていないところ、今現在やっていないところに関しては受益

者の負担というのがないわけですね。その中でお聞きしたいんです。こういう浄化槽の下水

をこれから浄化センターと同じように、合併浄化槽は非常に有意な技術革新によって非常に

きれいな水が、安価で、そして短期間のうちにできると。例えば、説明をいただいた中に、

大体、83万だか６万だったかな、それが工事をやることによってできるんですよね。そうす

ると、例えば、毎年繰り入れをしている６億5,000万で、ひょっとしたら３年もあるとでき

ちゃうと。そういう中で、当然、町のほうでもわかっていると思いますけれども、そういう

選択肢ですね、そういう公共下水道のかわりに同じような機能を持った、そして、しかも安

価で、特に国が認めている、地震に対してこれは非常に強いものであると。それと理由は、

土地と一緒に動くわけですから、壊れる可能性は少ないわけです。そういう中で、いろんな

あれがあるんですけれども、その中で選択肢というのはなかったんですか。例えば、その公

共下水道から国が進めている市町村設置型の下水道浄化槽市町村整備推進事業というものに

関してのこの選択肢、そういうものはなかったんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  この下水道事業の中では、今ある事業計画の中で実施して受益者負担金としてやっている

ものであります。これは、今、実際、事業計画として平成36年までの計画の中でやるものに

ついては、このような形でも継続して、全体計画がある中の事業計画としてやっているもの

であります。ただ、議員おっしゃるとおり、合併浄化槽の機能がよくなっているというもの

も、技術的に向上しているものもありますし、そういうことについては、この下水道事業と

は別に合併浄化槽のことも、どのようにそれに進めるかということを考えたことにならない

ものではあると思います。ただ、この平成31年下水道事業の区域の中の実施については、こ

の計画で下水道を推進して実施していくものであります。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  これはなかなか口から言いにくいことだとはわかっています。その中で、やっぱり、今っ

て受益者と受益者負担、そういうものに関しての何か、受益者負担、当然、今言った都市計

画税に関して、そういうものに関して、やっぱり何のためにやるかというと、自分たちの生

活が豊かになるために、税としては納める義務等目的があるわけですからね。それを、やっ

ぱりその中でどういうふうに考えているのか、町の考え方というか、それをちょっと聞かせ



- 120 - 

 

ていただくとありがたいんですが。受益者負担、それと税との関係。 

○議長（八木 栄君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  この公共下水道につきましては、当然、受益者負担金として賄って、負担金を払ってもら

って実施しているものでありますけれども、雨水に対して側溝に流れて浄化される面から、

地域全体として公共用水域の環境対策としても機能しているものと考えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ただいま上下水道課長から説明がございましたけれども、少し観点を

御質問のほうに戻させていただきますが。 

  受益者負担金と都市計画税というものの考え方でございますが、都市計画税自体は都市計

画事業全体に対して使途を定めることができるということで、公共下水道のための財源とな

るというばかりではないわけでございます。それに対して受益者負担金につきましては、条

例の中で規定をさせていただくなど、議会でお認めいただいたわけですが、それが公共下水

道の事業を始める段階において、その財源の手当ての仕組みというのを、町全体として決め

てありますので、その中で受益者負担金の賦課率というのはどれぐらいに定めるのが適当か

ということで、皆さんで御協議いただいて、それで現在の受益者負担のルールというのはで

き上がっているわけでございます。現在、それに基づいて、受益地が拡大されて、実際に受

益地となったところについては、受益者負担金をいただいて事業を進めていくと。それにつ

いては、建設事業の資金として使わせていただくというような、そういう内容でございます

ので、都市計画税とセットでお考えいただくというのは、少し観点がそれぞれの財源のあり

方が違っているということだというふうに認識をしております。 

  あと、合併浄化槽市町村設置型も、これをどう考えるかとこういう部分については、現在、

当町、何度も言わせていただきますが、公共下水道の事業を進めるということで全体計画を

つくってございますので、その中において、いろんな技術を全体として絶えず見直しも図っ

ていかなければいけないということを担っておりますし、平成32年度には公共下水道事業の

経理そのものが公営企業化をしていくということにもなっておりますので、以前と全く、固

定化した事業の進め方をしていくかどうかということについては、十分に今後柔軟性を持っ

ていかなければいけないのではないかというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  さっきの考え方が、多少、今の回答と矛盾が当然あると思いますけれども、その中でやっ

ぱり全体の、特に都市計画税とか繰入金であるとかそういうものが入っている中で、受益を

受ける権利が皆さんあるわけですね、平等に。その平等なものを本当は、焼津市ではああい

う形で50年間で110億が60億でできると。恐らく管理の金額も含めてのそういう金額が出る

わけですね。例えば、いろいろちょっと計算をしていくと、北区なんかでやっぱり2,000軒

あったとしても80万で工事ができると16億でできるわけですね。かたや、何回かやっている

うちに、いつかも聞かせていただきました、これから北区の計画のところに関しては約200

億かかりますよね。そうすると12分の１くらいの金額でできるわけです。ぜひ、その辺を考
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えていただきたい。そして、考えていかないと、これはそうなっていくと思いますけれども、

いつかは、そのうちに。当然、もとがだめになりますから行き詰ってきますので、それをも

って、これからは町ではすぐ答えは出ないとは思いますけれども、考え方としてお聞きをし

ていきたいとそういう意味だったんです。ですから、これから町の考え方としては、それに

対して、環境省がやっているものに関しての考え方、町としての考えに至るところがありま

すのかということをお聞きして最後にします。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 北区へ向けての整備については、当町の公共下水道の大きな課題では

あるというふうには捉えておりますので。ここにどういう形で下水道を普及させていくかと

いうことについては、十分議論をすべきであろうというふうには思っておりますが。 

  公共下水道をそのまま延ばしていくのか、ほかの合併浄化槽等の技術も取り入れて、今後、

事業を進めていくかということについては、現在の投資額だけではなかなか判断しにくいも

のもあるのではないかなと。あと、その受益スパンといいますか、どれぐらいの期間をその

受益の対象としていくのかとか、いろんな要素を含めて投資効果というのを考えていかなけ

ればいけないんだろうというふうに思っておりますので。 

  議員の御指摘というのは重々趣旨は承知しておりますので、そうした観点で、余り現在の

事業をそのまま無理やり進めるというような、そういう無理がないように進めてまいりたい

と思いますが。 

  一つ、私の認識として、市町村設置型の合併浄化槽等のその事業の考案の起点というのは、

なかなか集落が分散していて、それで公共下水道を面的に広げにくいというようなところで

採用されるような、そういう技術だというふうに思っておりますので、当町として少し土地

の事情が違っているかなとは思いますので、そういうものに当町の状況とどうマッチングさ

せていくかというようなところも含めて、さらに研究はしていかなければいけないことだろ

うというふうに思っておりますので。いずれにしても柔軟な発想で今後の事業というものは

展開していかざるを得ないんだろうというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 一つだけ、最後に。 

  特に、計画の中に入っている部分に関しては通用すると思うんですけれども、その計画に

外れたものに関して、非常に全く未知というかゼロなんですよね。その部分では、ぜひその

辺も、今言われたものを、回答はいいですけれども検討していただきながら、やっぱり一番

いい方向へ、継続できるいい方向に行っていただきたいと、それが趣旨ですので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで質疑は終結します。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１５号の質疑 
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○議長（八木 栄君） 日程第８、第15号議案 平成31年度吉田町水道事業会計予算について

を議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） それでは、質疑なしと認めます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（八木 栄君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

  御協力いただきありがとうございました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午前 ９時４５分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八木 栄君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は、定例会13日目でございます。 

  ただいまの出席議員は12名であります。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（八木 栄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  それでは、議事に入ります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９号の質疑 

○議長（八木 栄君） 日程第１、第９号議案 平成31年度吉田町一般会計予算についてを議

題とします。 

  これから第９号議案についての質疑を行います。 

  質疑は、最初に歳入の１款から11款及び21款についての質疑を行います。引き続き歳出は

款別に区切って質疑を行いたいと思いますが、説明員を入れかえながら進めるため、出席す

る説明員により順番が前後する場合もありますので、御了承願います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて確認の質問とならないようお

願いします。また、簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう

御協力をお願いします。 

  それでは、質疑に入ります。 

  初めに、歳入の１款から11款及び21款についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  すみません、この議事の進行の関係ですが、今、11款までということですが、私は17款の

寄附金のことについて伺いをしたいと思うんですけれども、これは企画のほうになると思い

ますけれども、この項目でよろしいでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 歳入に関しての今の17款ですけれども、それは歳出のほうとして質疑

をするということで御理解を願いたいと思いますが。 

  わざわざ歳入のほうから外してあるということでありますので、それは、歳出のほうから

歳入を絡めて聞いていただきたいということでお願いしたいですけれども。 
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○５番（大石 巌君） はい、了解です。 

○議長（八木 栄君） いかがですか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  きのうの審議の中で、都市計画税についてお聞きをいたしました。 

  都市計画税はもともと目的税、目的を持った税金、目的税ということで成立をしているわ

けです。しかも、これに関しては全ての自治体で持っているわけではなく、自治体の中での

話し合いの中で決めていくわけです。 

  そのときに、きのう、企画課長からも都市計画税から公共下水道事業に入っていくお金が

２億近くのお金が入っていくと。そういうときに、今、吉田町の下水道の計画の中で、現在

進んでいるのは一つの区切りの中の計画の区域です。そうしてその次の段階が北区を含めた

全体計画の中、その次の段階は計画が全くありませんけれども、その中で合併浄化槽の話も

ありますけれども、そういう中で、都市計画税の性質上、受益、当然、税を納めるわけです

から、その税を納めることに対して受益を受けてなきゃならん。公平にやっていただかなけ

ればならないと私は感じておりますけれども、その辺で、特に目的税である都市計画税の解

釈、町のほうの解釈をお聞きしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 都市計画税の収入でございますが、御質問にありましたとおり、都市

計画税、目的税として賦課する団体ばかりではなくて、市町村の条例設置によって取るか取

らないかということを決めているわけでございますが、当町の場合は、都市計画区域が全域

にまたがっているということもございまして、都市計画税を財源として基盤整備を、都市計

画事業を進めていくということには最も適した環境にあるというふうに判断して、都市計画

税を賦課をするという決断をしているというふうに認識をしておりますが、そうした中にお

いて、公共下水道に対してどれだけのその収入の中から充当していくかということについて

は、公共下水道事業自体、都市計画事業でございますので、都市計画決定された事業でござ

いますので、当然、都市計画税を充てることができる事業として位置づけられておりますの

で、その中にどれぐらい充当するかということについては、年々その年ごとの都市計画事業

のボリュームございますので、その中で財政を調整する中で規模を決めているというのが実

情でございます。 

  下水道の場合、御質問では、直接受益できていない方もいるのではないかという多分趣旨

だというふうに捉えましたけれども、都市計画事業、まずそこの直接的に面している部分だ

けを捉えるとそうなるかもしれませんが、都市計画決定自体は、もっと広範な中で計画決定

しているわけですので、特に、公共下水道についてはほぼ全域を計画区域としているという

中において、早いか遅いかという段階で都市計画税の充当が適しているかどうかということ

を判断をしております。 

  この事業進捗がかなり長期にわたっておりますので、あと今後を見据えたときに、直接的

に公共下水道の今の手法をもって受益を受けられるかどうかということはまだまだ検討の余

地があると思っておりますが、ただ、何らかの事業としては今後も継続的に事業化をしてい

かなければいけないということになってまいりますので、そうした中に都市計画税を継続的

に使わせていただくという、そういう考え方で今のところは貴重な財源の一部とさせていた
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だいているという実態でございます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  総論的な話、理念的な話はよくわかります。それは法律の中で決められていることですの

で、もちろんわかっております。 

  ただし、今言われた公共下水道事業がもし、もしですよ、途中で限界を迎えたときに、私

は限界を迎えると思っていますので、それはもとをもうやらないとだめですよね。そうする

と、負の連鎖の中に、あえて負の連鎖と言いますけれども、連鎖的な中に入ってきたときに、

今理事が言われた長期的な、確かに長期的、逆に長期的に、これの長期的なものが、私にと

っては無限的な長期的なものを非常に考えるもんですから、その中で、やっぱり本来であれ

ば、金額が、町の人たちの利益を考えれば、当然全町的に下水道をやっているとは言いまし

たけれども、区域入っていない区域は４割近くあります。その４割近くの中に、今、よそか

ら新しく建ってきた人たちはほとんど４割の外に入っているんですね。そういう意味で、や

っぱりそこに、本来であれば、税の公平とかそういうのを考えていくと、減免であるとか、

何か措置があってしかるべきだと思って、ずっと思っているんです。そのために議員になっ

たみたいなもんですから、その辺をきょう、今回初めて言わせていただきますけれども、何

かの方法で、例えば還付するとか、極論ですよ、そういう公平的なものを、税としてのあり

方の公平性、それはどこかで担保していかないといかんと思うんですけれども、その辺は、

非常にやっかいな話なんですけれども、もし何か答えていただければと思いますけれども。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 都市計画税の充当先が全て公共下水道だと、こういうように仮定をす

ると今の議論も成り立つのではないかというふうに思いますが、都市計画税自体を公共下水

道の財源として限定しているわけではございませんので、都市計画道路の整備とか、今まで

も基盤整備はそれを財源として多々進めてまいったわけでございますので、どの部分の都市

計画税がどこに行ったかというのは色づけはできかねますので、全体として町の基盤整備が

進んでいくということには変わりないわけでございます。 

  その都市計画事業、議員も御承知の中でございますので、都市計画事業が、直接的に投資

効果が固有の固定資産をつくるというだけではなくて、都市の環境全体をつくっていくとい

うことで、その都市環境を整備することによって新たな定住を生むことができたり、いろん

な効果を生み出すもとになっているわけでございます。 

  そういうところからいくと、その投資効果が直接的に公共下水道だけを捉えて議論をする

というのはちょっと私どもとしては、そういう直接的な話は避けたいなというふうに思って

おりまして、将来も見通して、また、この都市基盤を整備することによって町がどう発展で

きているのかというところも踏まえて、都市計画税というのは今後とも貴重な財源として今

までと変わりなく、現状のところは考えさせていただきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、もちろん都市計画税そのものの使い道が道路であるとか公園であるとか公共の基盤整
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備であるとかもちろんわかっています。 

  その中で、ここに載っています都市計画税が本年度２億3,724万5,000円、その中で、課長

にもう一度お聞きをしたいんですけれども、既存の都市計画税から２億3,724万5,000円の中

から公共下水道事業に入っていく、充当される金額というのをちょっと教えてください。も

う一度確認をさせてください。 

○議長（八木 栄君） 山内議員、参考資料ナンバー５の平成31年度吉田町一般会計補正予算

参考資料の18ページに都市計画税の使途内訳というのが載っているんですよ。それを承知で

聞くということですか。 

〔「そうです。議長、６番」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  議長、お願いをしたいんですけれども、皆が知り得ない数字に関してはあえて聞きます。

それはこの議事録に載っていってその議事録を皆さんが見たときに、もしその金額がなかっ

たら、今課長の言った答弁がそのまま進んでいくわけですよ、わかりましたで。ところがや

っぱり、そうじゃなくて、その中で、私はだめとか、そうじゃなくて、考え方の中で、理論

的な考え方の中で、税が確かにそれだけ使われていますよと、その部分に関しての全部だめ

というわけじゃないんです。法律で決まっていますから、税を支払う義務もちろんあります

から、やっていくんですけれども、その中でその金額が重要な意味を持っているもんですか

ら私にとって、多分、わかっていただけると思いますけれども、その中で教えていただきた

いということですので、ぜひお願いをします。 

○議長（八木 栄君） 質疑といたしましては、数値や説明を受けた内容などについての確認

の質問とならないようにということでお願いしてありますけれども。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  残念ですけれども、そういう回答。例えば国会なんか見てくださいよ。わかっていてやる

んですよ。なぜかといいますと、それはみんなが認識をしなきゃならない数字なんですね。

これだけじゃなくて、例えば事故もそうです。公のもの関してはそうなんです。そういう意

味で聞いているんですけれども、もし答えなくて、嫌だったら別に全然構いませんよ。そう

いうわけじゃないんですから、議長が制することないじゃないですか。議長に制されても困

るんです。やっぱり、そこがないと進んでいかないんです、議論が。 

○議長（八木 栄君） だけれども、そういうものは個人として、議員として皆さんにお知ら

せするということもあると思うんですけれども。 

○６番（山内 均君） 議論の厳守というのは、もとが一番あってそうにやるわけですよ。そ

れがなかったらどうするんですか。 

○議長（八木 栄君） いいです、今それを、そのことについて今やっているわけじゃありま

せんから。 

○６番（山内 均君） いただけませんか。もしだめだったらいいです。 

○議長（八木 栄君） じゃ、当局のほう、この今、山内議員のほうは下水のことにわりかし

固執してやっていますけれども、都市計画税全体の使途とかそういうものの内訳で、金額的

なことの中での具体的な、こういうものもやっていますよという、下水じゃなくて、下水が
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行っていないところはというような形で今聞かれていると思うもんですから、その辺でもし

お答えができるようならお願いしたいですけれども。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  それでは、都市計画税の使途の内訳ということで御報告させていただきたいと思いますが、

参考資料ナンバーの５、18ページをごらんください。 

  こちらに都市計画税の使途内訳ということでさせていただいております。 

  今、公共下水道事業ということでお話がありましたけれども、都市計画税事業の使途全体

ということで、公共下水道につきまして直接的に下水道事業の特別会計ということでいきま

すのは、公債費の中の内訳としまして公共下水道事業特別会計分ということで明確にしてい

るのは１億8,373万3,000円ということでございます。 

  また、事業区分といたしましては、上からいきます、公共下水道としまして713万6,000円、

土地区画整理事業としまして1,080万4,000円、公債費分、先ほどの公共下水道それから一般

会計分合わせまして、都市計画事業分の公債費としまして２億1,930万5,000円、こちらのほ

うを都市計画税の使途ということで充てさせていただいているというものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ありがとうございます。すみません。 

  その中で、やっぱり今、課長の、理事の答えていただいたものに関して、納得しました、

わかりましたとはなかなか言えないんです。それなもんですから、一応、これが本当に重要

な議論になっていきます。私はなっていくと思いますので、その辺を、またこれからやって

いくに当たって、義務の中での税の、皆さんが血税を出していただいた中からそういう形で

使っていったときに、やっぱりそれはどうしても目的、希望としては、できるだけ早くそう

いう環境に、いい環境になっていただきたいと、そういう意味での税だと思いますので、そ

の辺をぜひわかっていただきたいと思うし、特にいろんなイノベーション世の中で起きてい

ます。そういう意味もあって、当然、一番合理的な方法をやっていただきたい、考えていた

だきたい、そして、それも重要なことであるかと思いますので、ぜひその辺で一つ最後にお

答えいただければありがたいと思いますけれども。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 確かに御質問いただきましたとおり、平成31年度の当初予算について

は、都市計画税の多くが公共下水道に充当されているという実態はそのとおりでございます。 

  この都市計画税を都市計画事業である公共下水道に充当するという手法は何ら誤ったもの

ではございませんので、予算立てとしてはこうなっておりますが、その目的税たる税の負担

と受益の問題というのは、その時々によって見直しを図っていくべきものであるというのは

間違いございませんので、そうした観点で、もともと公共下水道の事業計画をお認めいただ

いたときにも、全町的に公共下水道布設をしていって住環境を良好なものにしていくんだと

いう思想のもとに計画決定しておりますので、それがまだ途上にあると。その途上にあるも

のをそのまま、受益をなかなか受けられない状態でこのまま進めるのがいいかどうかという

のは、やはり十分議論されるべき事項だとは思っておりますので、そうした議員の御指摘も

踏まえまして、今後の事業のあり方、また、予算の組み立て方ということはその時々で継続
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的に検討させていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  納税の義務、日本国民の背負わされている当然の義務ですよね。その中で、やっぱり義務

である以上、できるだけ今言われた形で常にやっていただきたいと。特に下水道に入ったと

きにはとてつもない右肩上がりで、そしてここにいますけれども建設省のある程度の強烈な

指導のもとにやったわけですから、それはやっぱりまたぜひその辺で柔軟な形でやっていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前 ９時２４分 

 

再開 午前 ９時２６分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は12名です。 

  次に、歳出に入ります。 

  歳出の１款議会費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、２款総務費、１項総務管理費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  ６目の企画費で伺います。 

○議長（八木 栄君） ページ数を言ったほうがわかりやすいね。ページ数お願いします。 

○５番（大石 巌君） 53ページの(6)ふるさと納税推進事業費で伺いたいと思います。 

  先ほど歳入のほうで伺いたいと思ったんですが、昨年のふるさと納税の返礼品３割という

形で大分見込みより寄附金が減ったということで、取り扱う事業者を増やして寄附金の増額

ということでの予算を組んでいるわけですが、２億7,000万落ち込んで、それから今度の予

算は４億5,000万の見込みを立てているということで、いわゆるＶ字回復的な、そうした予

算に内容になっていると思うんですけれども、取り扱う事業者を増やしただけでそれだけの

歳入が見込めるのかどうかちょっと不安なんですが、その４億5,000万円の歳入を見込んだ

その根拠といいますか、積算、皆さんがこれなら確かに見込みがあるなということがわかる
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ように、そうした説明をいただきたいんですけれどもいかがでしょう。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  今回、ふるさと納税ということで４億5,000万ということで歳入のほうを見込ませていた

だいております。こちらにつきまして、確かに平成29年度につきましては、６億9,000万円

ほどの御寄附をいただいたわけですけれども、今回、積算に当たって、一つ、窓口を二つ増

やすということで、現在よりも窓口を増やすということでお伝えをさせていただきました。 

  確かに窓口を開けばそれで上がるというものではないというふうに思っています。あわせ

まして、吉田町シティプロモーションも含めて、積極的に吉田町を応援していただけるよう

にＰＲを強化するということもまず一つございます。 

  それから、ふるさと納税の窓口ということですが、現在、当町、さとふるというところを

今中心として行っていますけれども、今回二つ窓口を増やすというところにつきましては、

通常ですと、ふるさとチョイスさん、それからあと楽天さんという、この二つを考えていま

す。 

  この二つにつきましては、現在ふるさと納税の大手の中のビッグ２のところにもなってま

いります。さとふる合わせてビッグ３というようなことを言われていますが、そちらにあわ

せて、吉田町も皆さんから応援していただけるようにこちらのほうを新たに契約をさせてい

ただきたいなというふうに思っています。 

  実際に積算に当たっては、やはり現状をまず踏まえた上で行っております。まず、一つは

さとふる等につきまして、現在今、約２億5,000万弱の数字で御寄附いただいています。こ

れを当然継続をしながら、またさらにここを上乗せをしていくということございますけれど

も、今の現状のこの２億5,000万円を一つの数字として捉えた場合に、今一つの窓口でそこ

の金額いくというところの中で、新たなところが出せば、じゃ、同じ額が来るかということ

はないというふうに思っています。 

  新たに開設しますけれども、一応こちらを３割、２億5,000万の30％はいきたいというこ

との中で計算をしています。こちらのほう7,500万円ずつというようなことの中で、あと、

さとふるも強化をして現状で３億程度、それからそれぞれで7,500万で１億5,000万というよ

うな計算の中で一応積算のほうをしておりまして、当然それにあわせてシティプロモート、

それから広告費、こちらもしていきたいということでございます。 

  そうした計算の中で４億5,000万ということで、実数をもとにして行っておりますので、

また、ふるさと納税の制度自体も今後、今、議員も御承知のとおり、国会のほうでも今議論

されておりまして、３割、当然、当町はもう平成29年度から、途中からもう３割にしている

という状況ございますので、そうしたことを踏まえて、当然シティプロモートもあわせてい

きたいというふうなことで数字のほうの根拠とさせていただいています。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  今、説明をいただきましたように、確かにそういう幅を広げて吉田町のＰＲの要素を増や

していくということが大事だと思います。ただ、吉田町をＰＲする、あるいは吉田町のよさ

をもう少しＰＲする何か新たな工夫といいますか、もう少し新しい企画というものを打ち出
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して、常にそうした吉田町に目が向くような企画を打ち出していかないと旧態依然とした方

法だけではなかなか魅力が発信できないんじゃないかと思うんですけれども、何かそうした

新しい取り組みというのも何かお考えでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  吉田町の魅力発信というのは、このふるさと納税だけではなくて、やはり先ほど来もシテ

ィプロモーションだけではなくて、子育てであるとか、いろんなＰＲをしていく、吉田町の

よさを発信をしていくということの中で、いろいろな方策というのは当然今後も考えていか

なきゃならないというふうに思っています。今までも継続してきていますし、今後もしてい

かなきゃいけないというふうに思っています。 

  その中で、例えば、一例ということでさせていただきますが、例えばふるさと納税の関連

でいきますと、吉田町ではいろんなイベントが行われています。例えば、６月、５月には音

楽イベントということで全国的にも非常に有名な音楽イベントがございます。そうした形の

返礼品として一つ、チケット、いわゆる、当然転売できないというのはありますけれども、

この点は国にも確認をしている中で、転売当然できない、吉田町で消費というようなことの

中で、そうしたところとコラボしながら行っていくというようなことも、新たな取り組みも

行っていくものですから、そうした例を踏まえて、いろんなアイデアを出しながら、吉田町

をさらににぎわいにもつなげていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  今のところなんですが、従来、我が町は返礼品競争には余り巻き込まれないような方針と

いうのをずっと出してきていたと思います。ここへ来て、サイトのほうを４社にするとか、

今も言われたんだけれども、チケット、コンサートのチケット云々ということで、ちょっと

考え方変わってきたのかなというふうにうかがえたんですが、そもそもこのふるさと納税に

関する町の考え方についてお伺いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ふるさと納税の返礼品のこうした競争になるというのは、ふるさと納

税というものが提唱されて、皆さんが検討を始めたときには、多分こういう状況なるだろう

と。税制調査会の中でこのふるさと納税が議論された段階でも、こうしたことは調査会の中

でも話が持ち上がっているんですよね。税の仕組みの中でこうしたことを行うのが果たして

なじむのかどうなのかということはその当時も議論をされていて、国としても非常に慎重な

対応を求められていた中で、余り制度が成熟されない中で見切り発車されてしまったと、こ

ういうふうに我々は受けとめております。 

  当時、これに対して非常に否定的な説明を私自身が議会でも何度もお話をさせていただい

ておりますので、この税制の中でこれを考えるというのは全くいまだもってしっくりいって

おりません。寄附制度であれば、これは制度としては何ら問題はないと思っておりますが、

税と絡めている段階で、税というのは本当に安定した税財源を自治体が手に入れることがで

きるかどうかによって自治体の運営って全く変わってきますので、そういう、本当に見込み
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をしっかり立てなければいけないような税財源の中に、こうした非常に振れ幅が大きくて、

まして本来見込むことができるような税財源が失われるような、そういう自治体も出てくる

という、全くちょっと不可思議な制度だというふうにいまだもって思っています。 

  ただし、そうした議論の中、我々全くそういう制度を活用しないという、そういうスタン

スでは町のためにはならないだろうなというところもありまして、その収入をどう確保する

かというよりも、地場産品をどう活用できるかとか、全国にアピールできるかとかいう、そ

ういう側面を重視すべきだろうということで、途中から考え方を変えて、返礼品も用意しな

がらやっていきましょうという、そういうスタンスに変えていきました。それまでには返礼

品などなくても吉田町に寄附をしたいんだということで、実際に返礼品がない状態で寄附を

してくださっている方もいらしたもんですから、そういう篤志家の方々を非常に無視するよ

うな形で返礼品を用意するというのは非常に戸惑いもあったんですが、そうしたところも御

理解をいただく中で返礼品を用意しながら、プロモートの一環としてその制度を活用してい

こうと、こういうようなスタンスにしたわけでございます。 

  そうした中で、これをそういうプロモート活動じゃなくて本当にお金を得るための、そう

いう自治体も出てまいりまして、本当に節度ある状態とはとても思えないというような日本

になっているわけです。 

  私どもとしてはそれに乗っかって、そういう品格を失うような、そういう自治体運営とい

うのはしたくありませんので、かといってプロモート活動はやりたいという中で、余り過度

な競争の中に入らないようにみずからを律して節度を持ってやってきたつもりでおりますが、

そうした中で、国がある程度一律的なルールづくりを進めてきたというところもありますの

で、そうしたルールの中で全体が動くのであれば、もう少しプロモート活動の強化の一環と

して窓口を増やしたり、新たな返礼品を開発しながらプロモート活動につなげていくという、

そういう時期が来ているのではないかということで、31年度についてはそうした方向性を持

って予算を組ませていただいたというところであります。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 理解はしました。 

  そうした中で、プロモーション、プロモーションということでありましたけれども、返礼

品を扱う業者というか、そういったものにしたときに、町の産業の活性化にもつながってく

るのかなというのはあります。そうした中で、こうした大手のショッピングサイトじゃない

んだけれども、ふるさと納税サイトを使うということは、本当の意味での地場産品を扱って

いる小さな業者さんであるとか、農家の方であるとか、そうした方々が、じゃこういったも

のあるけれども、載っけたいと、載っけたいというか返礼品に使っていただきたい、そうし

たときに、その対応、今、全部ネットでやっているわけで、当然高齢者の方がもしそういう

ことをやっていたら、なかなかできない。そうしたところの地場産品を売ると言ったらおか

しいけれども、ＰＲするという意味があるとしたら、そこの対応というのはどのように考え

ておられますか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  今の議員さんから、今、ふるさと納税という中でのお話の中で、やはり地場産品というの
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は地域振興にもつながるというのは私ども同様でございます。 

  ただ、今、小さな商店ということがありましたが、その方々が、例えば、ふるさと納税と

いう制度だけではなくて、あくまでもこれは一つの手段でございますので、ほかのやり方と

いいますか、例えば間に入る方も、例えば仲介の方もいるでしょうし、そこからの、という

方法もあるでしょうし、また、制度ではなくて、地域おこし隊も含めた範囲というか、何て

いうんですか、やはり聞きながらという形になるかと思いますが、合った形を模索はしてい

かなきゃいけないというふうには思っています。 

  その人たちがふるさと納税制度というので、そこの対応をどうするかということですけれ

ども、それについては、現時点で、この方法がいいという方法は確かに今ない状況です。今

の制度の中で大きい窓口の中では、現時点ではそこないですけれども、そこを、何ていうん

ですか、つなげる、そうしたことは当然考えていかなきゃいけないというふうに思いますが、

ただ、全てをふるさと納税制度、今おっしゃられた、小さな、例えば高齢者の方が売りたい

んだけれどもということで、そうした売り方もあるでしょうが、また別の方策もあるという

ふうに思いますので、その点は、総合的な形という言い方はおかしいかもしれませんが、ト

ータルの中で地域振興どうつなげていくかという形でふるさと納税の手法を活用する場合も

あるでしょうし、また、店舗的な形でいく形もあるでしょうし、いろんな形をちょっと模索

をしていきたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） このふるさと納税の返礼品に関してどのような対応をとられるかと

いうところで聞いているんで、その他のいろんな手法というのは当然あると思うんですが、

こういった大きなサイトが入ってきたときに、その対応を町として、こうしてやるんですよ

という、細かい対応というのか説明というのか、どこまでやっていくのかというところでお

聞きしていますので、お願いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ふるさと納税の、いわゆるつなぎ役をどうしていくかということだというふうに、つなぎ

ですね、ふるさと納税、そのサイトは確かにインターネットもあるかとは思いますが、実際

に申し込み等については、役場でも電話でもファックスでも利用者の方からは来るわけです。

そうしたところでサイトを、何ていうんですか、肩がわりといいますか、その辺をちょっと、

町としては、いわゆるきめ細かなところを今後考えていきたいというふうに思いますので、

小さな商店の方がどうふるさと納税制度を活用していくかというところを、今後、いわゆる、

このふるさと納税制度は、このインターネットの窓口を使わなければできないというもので

はありませんので、ふるさと納税制度自体は。 

○議長（八木 栄君） 何かを返礼品として出したいですけれども、そういう方が、今決めら

れた方がやっているわけですよね、それ以外の方は、何か手続をしたらそういうものができ

るかどうかというようなところら辺を、それ以上の方が返礼品で出したい場合は何かそうい

う手続がありますかということを聞いているんじゃないかなと思いますけれども。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） すみません。 
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  はっきり言って、自分やったことあるんですよ。やったことというか、今のさとふるさん

との取引というか、途中まで、すごい煩雑なんですよ、はっきり言って。そこに載っけるま

でが。そのサポートというのは町として何か考えていますかというところでお願いしたいと

思います。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  すみません、先ほど来から、実際に今議員がおっしゃられたように、手続の難しさという

のは確かにあるというふうに伺っていますし、実際にその事業者というのもなかなか登録も

難しいというのも伺っています。 

  そうした中で、出店自体はさとふる、ネットでなくても、実際に電話、ファックス等でも

受注が可能になるものですから、そうしたことの中で、きめ細かく、今、ネットの話を中心

にやっているものですからあれなんですが、そうした写真等は仮に載せても、その手続をサ

ポートするような形で業者のほうもありますので、電話、ファックスでも出店が可能という

ことになりますので、そこはちょっとやり方のところがあるかと思いますので、今後その辺

も踏まえて、この委託業者も含めて考えていきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） そうしますと、もう業者にある意味丸投げで、取引というか、それ

はもう業者とやってください、町は特別サポートというか、ことはしませんよということで

よろしいですか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） そういうことではなくて、何ていうんですか、勝手にやってくだ

さいよということではなくて、当然そのつなぎというのは、町がふるさと納税制度というこ

とで運用しているわけですから、町から事業者にも委託をしていますので、その点は出店可

能のような形で今後その打ち合わせのほうも町も中に入りながら行っていきたいというふう

に思います。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 質問変えます。 

  今回、もう２社増やすということで、今までやってきた返礼品を取り扱っている業者さん

というのは、改めてまたそこの２社と契約を結んでやっていくということで、全部、もう４

社やるという、本当大変になると思うんですが、その点はどこかが統合して全部一括ででき

ますよという形になっているんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  現在、当町、さとふるさんを今行っているわけですけれども、今後２社がありますけれど

も、２社窓口を増やすということで今検討していますが、これはさとふるのところで１社で

まとめてそこから行くというような形で、煩雑化にならないような形で今考えています。 

  以上です。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 
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○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  ６目の企画費の中です。 

  まず一つ、56ページをお願いいたします。 

  これも全協で聞きました一般社団法人まちづくり公社負担金です。 

  全協で聞いた後、いろいろ調べました、確認をしました。その中で、今、まちづくり公社

が平成28年度の５月設立から２年です、２年近くなってきています。その中で、目的として

は北オアシスパークに拠点を置いて、北オアシスパークの運営管理、町の魅力を発信する情

報発信の拠点としているということは間違いないですね。その情報発信には、本当はやっぱ

り、いろいろこれの中に入ってきますけれども、情報発信をする条件として、吉田町のこと

を本当に熟知している人、それがやっぱり一番必要な条件になるだろうということです。組

織自体を批判しているわけではなくて、これから今の質問することはまたちょっと違います。 

  先日、全協の中で、吉田町出身者が３人いると聞かせていただきました。インターネット

の情報もちょっと古いかもしれません。平成29年11月10日現在の情報ですので、役員と社員

が８名ずつ掲載されていました。その中で、４人が役員と委員を兼務しているわけです。考

え方を聞きます。 

  その中で、先ほどの吉田町の３人というのをちょっと、役員と委員以外の中に当然あると

思うんですけれども、組織、ちょっと調べたけれどもわからなかったものですから、次のた

めに聞かせてください。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 反問ですが。 

○議長（八木 栄君） はい、どうぞ。 

○理事（塚本昭二君） 今、役員と委員というふうに聞かれたと思いますが、委員ということ

でいいんですか。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今ちょっと、とってきたやつを持ってこなかったもんですから、役員

はありますよね。それと、もう一つ、もう一方は何なんですかね。ちょっと、委員だと思う

んです。 

〔「社員」の声あり〕 

○６番（山内 均君） 社員ですか。社員ですね。すみません。 

  社員という形で載っていまして、それぞれの半数が、４人が同じ方が出ているわけです。

それがどうのこうのということではなくて、先ほど言ったこの情報発信の最前の拠点がやっ

ぱり吉田町を熟知している人、それが全く知らない人も重要な位置を示しますので、その中

で吉田町を知っている人もある程度３割、４割は必要だろうという考え方を持っています。

その中で、この３名が、言われた中にその３名というのはどういう形で入っているかってお

聞きします、先に。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 社員と役員というのは理事のことだと、理事会を構成している理事の

ことだと思いますが、社員は吉田町を含めて現在８個人、法人がおります。その中で、理事
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会に出ている役員を出している社員もおりますので、そういう中でダブっている者がいると

いうのは確かですので、社員から役員を、理事を出しておりますので、そういう意味では、

一般社団法人を構成している者と運営している者とは当然その中から選んだ方々になります

ので、そういう意味で社員と役員会の理事というのはダブっていて当たり前です。 

  その法人外からも役員を招聘して構成しているというのが理事会になっております。 

  全員協議会で私が少なくとも３人はおりますというふうにお答えをしたのは、実際に仕事

をやっていただいているのは事務局なもんですから、事務局の職員の中に少なくとも３人は

おりますという、そういう答え方をさせていただいたということで、それで３人です。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  事務局というのは何人いるんですか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  現在、まちづくり公社のほうは６名の方がいらっしゃるかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 一つ思うのは、今、８人の中で、公社の中で、確かに４人の方がやっ

ていただいていると。そして、プラス６人の方が全体でそういう構成をされている。その中

で、一番、先ほど言いました吉田町の情報発信ということを考えると、吉田町の情報発信の

条件として、よく知っている人が本当は役員であり、社員の中にいていただくと、情報、非

常に、いい情報、悪い情報、そういうものがトータルして入ってくると思うんです。 

  そういう意味で、今言った役員の８人の構成がもう少し、事務局含めた社員ですか、社員

の構成が今言った幅広い人材、そういうのを求めるとすれば、もっといてもいいんじゃない

かと、そういう思いで聞いていますので、その辺の考え方はどうでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） もともと一般社団法人まちづくり公社を立ち上げようとした狙いとい

うのは、先ほど議員からもお話がありましたけれども、吉田町を行政だけではなくて民間の

視点で行政とタイアップしてまちづくりを一緒に担ってもらえる、そういう法人が欲しいん

だということで、そうしたことを呼びかけをさせていただいて、当初、核となって構成員の

中に入っていただける方々をお願いをしたわけで、同調をしていただけないかということで、

御賛同いただいた方々が８社、８人、法人格を人というふうに呼べば、８人いらしたという

ことで、あくまでもそれは組織をする上での核として御賛同いただいた方々ですので、それ

は吉田町内に事業所を置いている方々とか、吉田町に関係を持っていただいている法人とか

金融機関の方々とか、そういう方々ですので、吉田町をよく知らないということじゃなくて、

吉田町を、我々行政の目以外でも知っているという方々をお願いして入っていただいたつも

りでおります。 

  それから、それを核として社員は８で限定的に考えているわけではなくて、御賛同いただ

ける方々をどんどん増やしていって、それで会費を納めていただける方々も多く集めていか

ないと運営できていきませんので、そういう過渡期にあるというところです。 
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  そういうところが増えていけば、役員の理事会の構成もどんどん変わってきて、もう少し

活発な動きが出てくるのではないかというふうに思っておりまして、それで、そういう社員

が増えていくことによって事務局ももっと体力をつけていくことができますので、事務局自

体がどうも指定管理を行うだけでもうふうふうしているような、かなり余力がない状態です

と、本来のまちづくりへの参加というのがなかなか難しい状況にございます。 

  そうしたところの法人としての体質改善をどう図っていくかというのは、現在まちづくり

公社としても大きな課題だという捉え方をしておりますので、そうしたものをどうやって初

期の目的を達成するために今後さらにいいものにしていくかということを課題として、法人

としても考え始めているというところで、もう少し長い目で御期待いただければありがたい

というふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） まちづくり公社の役割が、いろいろ町の意気込みを聞いていると、非

常にかなり大きなウエイトを占めてくるでしょう。それと同時に、あそこの役割がひょっと

したら、中にありますけれども、イノベーションを生んでほしいんです。それを目的とした

ときに、やっぱりできるだけ多くの人材と、吉田町に私の知っている限りかなりの人たちい

ますから、それも含めて、ぜひやっていただきたいと。そういう思いで、もっと組織的に、

余り広げちゃってもいけないけれども、役員は少なくていいですよ、その中の社員が増えて

もらって、その分だけ、そうすればそれを、イノベーションが大きくなる状況ができればい

いんですけれども、そこに至らなくてもそれに向かっていける人たちが、できるだけ人材的

に幅広い人たちがやってくれればと思います。 

  それで、質問しますけれども、役員と社員ってこれ、報酬というのは別々なんですか。中

へ、こことはやっぱりあんまり町とは関係ないですか、向こうで決めることですか。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 独立した社団法人のことですので、なかなかここでお答えするのも難

しいかなと思っているんですが、知っている範囲でお答えをさせていただきますと、法人は、

社員は報酬をもらうどころか逆にお金を法人のために出してもらっていますので、会費を払

って組織をしていただいていると。吉田町も運営費を負担金として払って、ここは予算計上

しておりますが、吉田町は特段額が多いわけですが、ほかの構成社員も会費をちゃんと負担

していただいて運営をしているということになります。 

  役員の中で社員から出ている理事というのは報酬全く払っていません。無報酬でやってい

ただいています。社内から招聘した場合だけは出席していただいた場合に日当的に払うよう

な報酬はあると思いますが、それ以外は出ていないと思います。 

  以上です。 

〔「議長、６番」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 数値とか説明を受けた確認とかって、そういうことにならないような

質疑をお願いしたいんですけれども、よろしいですか。 

〔「議長、６番」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） よろしいですか。 

〔「はい、いいですよ」の声あり〕 
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○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、非常に本当に重要なことなんですけれども、社員の人たちは自分の夢であり希望であ

り、それをかなえるためにお金を出して入ってくれると。これは、聞いたときに、それを今

聞かなきゃこんなの誰も知らないですよね。だから、そうやって考えていくと、人材はどん

どん取り入れてもらって、可能な限り、そうしないとイノベーションって起きませんからね、

１人や２人、５人や10人じゃ。だから、そういう中でやっていただきたいです。 

  本題に入っていきますけれども、これが最終的な問題になりますけれども、現実的に夜９

時まではあそこあいていますよね、会館が。そして、私あそこに住んでいますので、太平洋

岸自転車道、夜よく歩きます。冬も歩きます。最近も歩いています。夜７時以降の、19時以

降の利用度というのが約１週間に１回ですよね、利用を見ていくと。これちょっと古いかも

わかんないですけれども、情報が、それしかないもんですから。そうすると、あそこに本当

に９時までやる必要あるのかということです。逆に言うと、人の人生、一つの仕事ですから

縛っちゃう可能性もあるし、この補助負担金だって減らせる可能性もあるわけです。例えば、

１週間に１回のやつだったら、それは自彊館等ですべてやっていますよね。手を挙げた形で

そうしてやっていただければいい構造にすればいいわけですから、そういう形で一つ思って

います。 

  今言った、理事の言ってくれた中に、私がいつも思っているのは、夜だけ点灯している中

に本当にもったいないんじゃないかなと思うんです。何人いるか知りませんよ、あの中に。

それは余り問題じゃないんですけれども、その中で、先ほど含めた２年たってきますので、

ＰＤＣＡサイクルのもし活用していたならば、しっかりと活用していただければ、今どうい

う状況で本当にこれが一番効率的に動いているかどうか、ひょっとしたら無駄なことをして

いないかどうか、もっと合理性を持たせることができるんじゃないかという意味で、ちょっ

とこれを聞きたいと思ったんです。 

  ＰＤＣＡサイクルを考えたときに、やっぱり今、私が懸念しているようなあそこの使い方、

合理的な使い方がこれ以上もっとスムーズな合理的な使い方、それと、これから町としては

負担金を出していくに当たって、どうしてもどういう形で進めていったらいいかというのを

もし考えていることがあれば、もう一度教えていただきたいと思いますけれども。 

○議長（八木 栄君） 副町長、森泉文人君。 

○副町長（森泉文人君） 私、理事長を拝命しておりますから、理事長としての発言というよ

りも、町の者として発言させていただきたいと思いますけれども、公社が設立いたしまして

もうしばらくたっております。その中で、やはり効率性、いわゆる公社の運営実態と効率性

をどういうふうに兼ね備えるか、または、公社の設立趣旨、そういったものをやっぱり両立

させなきゃいけないというふうに考えています。その中で、この時期迎えて、公社のいわゆ

る設立趣旨を踏まえて効率性を目指しながら、どういうふうな運営形態にしていかなきゃい

けないということについては、不断のやっぱり吟味をしていかなきゃいけないというふうに

考えております。その中で、勤務体系とかそういったもので、一つのアイデアですけれども、

勤務の一律勤務というやり方もありますし、交代制とかいろんな勤務形態もございますので、

そういったことも視野に入れながら、効率性を追求していきたいというふうに考えておりま

す。 
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  以上です。 

○６番（山内 均君） 了解です。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  今のまちづくり公社に関連する質問ですが、先ほど公社の体質を改善をしていくというよ

うなことで、事業費も公社の負担金と、それから防災公園の指定管理の費用ということで、

前年よりも縮小しているというふうに感じているわけですけれども、この31年度の中で、こ

のまちづくり公社に期待をする、町のどんなことを期待するのか、そのあたりをちょっと伺

っていきたいと思いますがいかがでしょう。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 非常に、副町長、理事長でありますので、なかなか町の期待を自分で

自分の、重要なことになると思いますので、私のほうからお答えをさせていただきます。 

  まちづくり公社、予算的には昨年度よりも縮小したというようなことでございますけれど

も、昨年度、予算を編成するに当たりましては、公社で見直しているだけではなくて、当町

としてもどれだけのボリュームの仕事を期待するかということを念頭に置いて、当町独自と

しても予算規模というのは決めさせていただきながら予算化をしているという状況でござい

ます。 

  それで、31年度に向けましては、現実的にシーガーデンシティ構想が動き出そうとしてい

るという中にあって、30年度はシーガーデンシティ構想推進委員会もでき上がったわけでご

ざいます。その中にもまちづくり公社の理事のお１人が町のシーガーデンシティ構想推進委

員会の委員として御就任いただいておりますし、当初からシーガーデンシティ構想の担い手

のお１人としてまちづくり公社が参画いただきながら、具現化を図る役割を担っていただき

たいというようなことは当初から計画の中に入っておりましたので、特に31年度については、

そうしたところを実際にかかわりを具体的に持っていただけるような動きを示していただき

たいと。これが最も期待をするところでございます。 

  そうある中においては、今、当町の副町長が理事長ということで公社の代表をしているわ

けでございますが、こうしたあり方も本当に町と別の民間の形でそれを担っていくという意

味では、そうした役員のあり方も効率的なものであるかどうかというようなところをほかの

社員の皆様方、それから役員の皆様方にお諮りをしながら、今後、そうしたあり方そのもの

を議論をしながら、十分機動力のある法人にもう少し体質を変えていくというような、そう

いう作業もお願いしなければいけないだろうというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  確かにシーガーデンシティ構想を推進するその中核としてのまちづくり公社の役割という

ことは、当初から、そうした大きな目標はあるわけですけれども、今、答弁でお聞きしまし

たが、具体的に31年度の中では、公社として体制をつくりながら、独自のそうした事業展開

をしていくということになると思うんですが、具体的にどうした点について公社に期待をす

るのか、もう少し具体例を挙げていただきたいと思うんです、いかがですか。 

○議長（八木 栄君） 副町長、森泉文人君。 
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○副町長（森泉文人君） 町として公社をどういうふうに期待するか、公社を町が発起人にな

りまして設立いたしました。 

  まちづくり公社、私、考えますのに、やっぱり行政だけで町のいろんな各方面にいろんな

施策を打つのは、一つ限界といっては何ですけれども、やっぱりそういう一つの天井がある

と思っております。そこに、よく言われるＰＦＩですか、民間の活力を使ったそういったも

のを持ってくるというのは一つの道具として非常に有効だというふうに思っております。公

社としてそういった民間の活力を、民間の活力もそうですけれども、自分自身が民間的な発

想で物事をつないで行動していくというのが望まれる姿だというふうに考えております。 

  公社で情報発信等、ＷＥＢサイトを使った情報発信しておりますけれども、例えば、イラ

スト一つにしても、町ではこんな派手なイラスト、余りいい例ではないかもしれませんが、

やっぱり民間だったらできる例えばイラストとか表現ってあると思います。そういったもの

も活用する、一つの例でございますけれども、やっぱり官とは違った一つの、何ですか、カ

ラーを出したインパクトのあるお仕事ができればなというふうに考えております。 

  そういったことを公社が、いわゆる先ほど申しましたけれども、設立趣旨にのっとって、

そういったものが達成できればなというふうに期待しております。 

  以上です。 

○５番（大石 巌君） 了解です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今の社団法人、公社の負担金の中で、ちょっと運営に関してお聞きをしたいんですけれど

も、よろしいですか、防災に関して。ここでいいですか。本来の役割の防災の持っている役

割に対しての町の考え方です。 

○議長（八木 栄君） 予算書に計上されていることなら別に構いませんけれども。 

○６番（山内 均君） 要するに公社負担金の中で運営というのは含まれますか。 

○議長（八木 栄君） 負担金の中で聞いていただければ別に問題ないんですけれども。 

○６番（山内 均君） 議長、６番。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今の答えで負担金の中に運営費が入っているということで確認をしま

したのでお聞きします。 

  防災訓練のときに、避難訓練のときに、北区の役割、防災センターの役割、ちょっと見せ

てもらいに行ってきたんですけれども、受け入れる人数、件数というのが全部決まっている

わけですから、それに向かっての防災センターの活用というのは今やっていないですよね。

その辺はどうなんですか。例えば、かまどベンチがありますよね、そういうものの実際にや

っている人を見たんだけれども、働く人じゃないもんですから、物すごく訓練していない

…… 

○議長（八木 栄君） すみません、山内議員、防災のことだと後ほど防災のこと出てきます

んで、そこで言っていただきたいと思いますけれども。 

○６番（山内 均君） そっちのほうがいいですか。 

○議長（八木 栄君） ちょっと今場所が違うと思うんですけれども。 

○６番（山内 均君） わかりました。じゃ、そうします。 
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○議長（八木 栄君） すみませんけれども、お願いします。 

  ほかにいかがですか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  55ページのシティプロモーション事業費ということでいろいろ出ているわけですが、過日

の２月９日によしだ未来フォーラムの中で、吉田沙保里さんを町のＰＲ大使、応援大使、ち

ょっとそこわかんないんだけれども、に任命するというようなことでマスコミにも出て、決

まったような話になったと思うんですが、その点について、一切予算的なものもないし、あ

れ以来説明もないという中で、実際どうなっているのかなというのが非常に思うところです。

また、町のプロモーションとしてそうした有名人の方を今後も活用していくという、何かに

任命していくというようなことがあるのかというところでお聞きしたいと思うんですが。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま議員から御質問ありましたとおり、２月９日のよしだ未来フォーラム、男女共同

参画のフォーラムのときに吉田さんが来ていただきまして、そうした中で最後にこうした吉

田町応援していただけないかというところの中で、吉田さんが内諾といいますか、そこでい

ただいたと、皆さんの前でいただいたというところになります。 

  当然その予算というか、今後、吉田さんとどういう応援というか、応援大使という仮称と

いうことのあれですけれども、そういったことにどうかかわっていくのか、また、町として

もどうしていくかというのは、今後、これから具体的に打ち合わせをしていくという形でさ

せていただいているものですから、今直接、ここにどれがそれに当たるとかではなくて、こ

の中にも当然可能なものは溶け込ませていきたいというふうには思っていますが、吉田沙保

里さんとの関係というのはこれから築いていくという形になりますので、そういうことで御

理解いただきたいと思います。 

  協議というか、いわゆる今後どうしていくかというのを、やはりお互いに内諾というか、

その辺を調整していかなきゃいけないもんですから、方向性としては応援大使ということで

もう内諾いただいていますので、これをどう具現化していくかというのは今後になっていく

ということになります。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 今年度の予算には組み入れていないという話なんだけれども、そう

いった内諾を得た中でもうやっていくことがわかっていて、全く予算づけをしていかないと

いうところはどうなんでしょうというのがすごく思うんですよ。 

  過日、塚本理事も言われたんだけれども、後でなくなっちゃったら困る、予算が、そうい

う中でつけていくんだよというお話もありました。そうした中で、今回、今、そのような発

言があったんですが、どうお考えなんですか。今年度はもう一切それには手をつけないわけ

じゃないでしょう。今年度もうやっていくといったら何かしらのものがついてくればいいの

かなと思うんですが、その点についていかがでしょう。 

○議長（八木 栄君） 時期的なものがあると思うんですよ。吉田沙保里さんがフォーラムや

った時期と予算を組み上げた時期が、もうこれができ上がっていたとしたらここに載せるこ
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とができないような形にもなっていると思うもんですから、今ここには載っていないという

考え方もあると思うんですけれども、その辺は何か回答できますか。 

○１２番（増田剛士君） 議長、12番。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 今の議長の発言だと、時期があれだったと言うんだけれども、でも

そういった企画がなかったら、そういう思いがなかったら、有名人を起用するような話がな

かったら、もともとそんな内諾も何もない、要請することもないと思うんですよ。そういう

企画が多分内々にあって、たまたまと言ったら失礼なんだけれども、吉田沙保里さんが見え

る。吉田沙保里さんが吉田つながりで見える。そういう中で考えたときに、もとはあったは

ずなんです。なかったらいきなしきょう会って、きょう１回や２回会って、あ、吉田のお願

いしますってそんな失礼なことは多分ないと思うんで、内々にはあったんではないかと私は

思っています。そういう中で、予算計上がないというところでお聞きしているわけで、時期

がどうのこうのじゃないとは思いますがいかがでしょう。 

○議長（八木 栄君） 回答できますか。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  吉田さんを予算に全く考えていないというのではなくて、当然含まれている、その視野に

入れた中でもいろんな活用もできますし、ましてやシティプロモート等も含めて、当然そこ

ら辺も踏まえた中での予算立てはしています。ただ、その活用というか、ピンポイントとい

う形になりますとなかなかそこは難しいもんですから、そういうことですが、例えば、70周

年記念のところでもそうしたのも踏まえた中で計上を考えておりますので、全くそうしたこ

とではありませんので、そういったことで御理解いただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） それでは、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行いますが、ここで通常の休憩をとりますので、再開を10時

40分にします。そのかわり、ここから見ていると議員の皆さん結構居眠り、時々居眠りして

いる方がおるもんですから、しっかり目を覚ましてください。お願いします。 

〔「名前出していいよ」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 次寝ていたら名前出しますよ、注意します。よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１０時２４分 

 

再開 午前１０時３７分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 



- 142 - 

 

  ただいまの出席議員は12名です。 

  次に、２款総務費の２項徴税費から６項監査委員費までについての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、12款公債費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ありませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、13款諸支出金についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、14款予備費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前１０時３９分 

 

再開 午前１０時４１分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は12名です。 

  次に、３款民生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  90ページをお願いします。 

  90ページの成年後見人申立支援手数料と、その一番下のほうにあります成年後見人等報酬

助成金というのがあるんですが、これ、昨日やった介護事業のほうにも同じものが出ており

ます。金額的にも手数料のほうは同じ額で出ております。この違いというのが、民生費で扱

うこの費用、手数料と、介護事業費で扱うもの、担当課としては同じだと思うんだけれども、

どうこれ、違いを、使い道としてやっていくのかなという非常に疑問があるんですが、昨年

度までは民生費のほうでは鑑定料ということで頭出しで出ていたんだけれども、今回はこう

いう形で手数料として同じものが出ている。これに関してなぜこういうことになるのかとい
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うことでお尋ねします。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  成年後見人制度につきましては、町で吉田町成年後見制度利用支援事業実施要綱というの

を設けております。対象者としましては、高齢者と、知的障害者及び精神障害者等という形

で対象者を分けておりますので、介護保険制度におきましては高齢者で介護認定のかかる方、

今回の一般会計につきましては、知的障害や精神障害、また、高齢者でも介護認定にかかっ

ていない方というような割り振りをさせていただいております。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） そうしますと、昨年まではそうした違いがなかったというのか、区

別をしていなかったと思うんです、会計的に、なかったから。昨年というか今年度、30年度

の予算書を見ますと、鑑定料としか出ていないんですよ、民生費のほうには。今年度という

のか31年度に関しては分ける。そこの急に変わったところ、何か、法的には余りないのかな。

要綱的にも急に変わったわけじゃないですよね。30年度も、自分、去年かな、一般質問の中

でやらせてもらっている中で、変わってはいないと思うんですが、なぜここで急に、しかも

同じ額できているということは、合算して340万、合算すると。そういうことでやっていく

のかというところで、なぜ急に分けるようにしたのかというところをお願いしたいと思いま

す。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  分けたという意味ではなくて、30年度に該当者がありそうだということで30年度は介護の

ほうの認定の方が該当者が出そうだということで、社会福祉協議会の生活困窮の方たちとの

面接をする中で、予算に成年後見の町長申し立て等の費用を算定する人が該当者が出そうか

どうかというような、予算の前にも打ち合わせのほうをさせていただいた中で、今までは介

護認定のかかる方が出てきそうですよということで予算化をさせていただいていました。 

  今年度、31年度予算につきましては、障害者の方で成年後見の申し立てをしそうな方がい

ますよということで提起がありましたので、予算化を具体的にさせていただいているという

ところです。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） その件には理解しました。 

  そうしますと、そうした事前の調査で前年度にやって、じゃ、ほかの科目に関しても、も

しそういったものがあったら、今後、民生費と介護と分けていく、そういった予算をつくる

ということでよろしいですか。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  議員おっしゃられるように、該当者によって介護保険の交付金の中で払えるものとそうで

ない方というのがありますので、予算化するときにはそういった分けて予算化をさせていた

だいております。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） ある程度は理解したんですが、項目的に老人福祉費とか身障者福祉
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費とかということがありますよね、民生費の中で。その中であえて高齢者に関しては介護の

ほうへ回しちゃう、介護事業費のほうへ回しちゃうというところがなかなか理解できないん

だけれども、だったら、一般会計のほうで上げておいてやったほうがもっと大きく使えるの

かなと思うんですが、一つの例として今言っているんだけれども、ほかの、先ほどの答弁の

中で、今後そういうことも起きてくるというようなことがあったんで、だったら一般会計の

ほうで大きな予算というか、つけておいて、介護保険とは別個に賄ったほうがもっと手厚く

できるかなと思うんですが、その辺はいかがなんでしょう。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  介護保険の交付金の制度のところで、予算化されていないものについては交付金がおりて

いかないような形にもなりますので、当初から介護保険には介護保険にも予想で今回１名挙

がるであろう、２名挙がるであろうということで予算化しているんですけれども、ある程度

の予算をつけておかないと介護保険の交付金のほうもおりてきませんので、両方に介護保険

と一般会計と両方に予算化をさせていただいて、どちらに該当する方かというのは、うちの

社協や私たち、あとほかの部門、介護保険サービスの事業所等と話をした中で決定をしてい

きたいと思っておりますので、介護保険の特会のほうにつけないで一般会計のほうにだけつ

けておいたんでは、介護保険の交付金はもらえない形になるということなので、両方に介護

保険と一般会計と、両方に予算化させていただいているところです。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  特会のほうである程度の予算的なものが上がってこないと交付金が得られないからという

ところなんだけれども、それはそれでわかりますよ。そういう中で、でも同じ額というか、

同じものを一般会計のほうにも上げてきて、一般会計で賄えたら別に交付金なくてもいいの

かなって。交付金ありきでやっていくのか、そこのところがちょっとわからないんですが、

せっかくもらえるもんだからつけておいて、交付金をいただきましょうよという考えなのか、

一回もしそれがなくなった場合、次年度からとるのがもう大変になっちゃうからというよう

なこともあるのか、その辺ちょっとわからないんですが、交付金ありき、交付金をもらうた

めにあれをつけるというのが果たしてどうなんでしょうかというところがあるんですが、そ

の点についてはいかがでしょう。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 一回つけた交付金が次の年度つけていないとつけるのが大変とい

ったことはございません。 

  交付金ありきというよりも、今回。31年度に予算化している方が介護保険にかかわる方が

予想されるということで、交付金の該当になる方を１名分。それに該当しない方が、もう名

前が挙がっている方になるんですけれども、この方は障害者なのでということで予算化させ

ていただいていますので、交付金をもらうために予算をくっつけているという意味ではなく

て、該当者が介護保険の認定にかかる方が今回該当になる方がお１人、そうでない方がお１

人という形でいらっしゃるので、別々に予算をつけて、今回、このように予算化してあって

も、もしかすると、親権者がしっかり動いてくれますよということで予算を使わない場合も

ありますけれども、どちらも該当者が介護保険でいらっしゃる方、一般の方でいらっしゃる
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方ということで予算化をさせていただいているところです。 

  片方に集めるということはしません。１人は介護保険の該当になる方になりますので。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 介護保険の関係する人がいなかったら介護保険のほうは載らないとい

うことですよね。こっちの一般会計のほうでなくて全部が介護保険の関係するであれば、こ

っちの一般会計のほうには載らなくて介護保険のほうに載るという、そういうことであると

思いますが、御理解できませんか。 

〔「議長、12番」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 今回の案件に関してはそれで理解しています。それはさっきも言っ

た。そういう中で、町の考え方ってどうですかと聞いたときに、交付金云々という話になっ

たもんだから聞いているわけですよ。 

  今回のこの成年後見人の申し立てに関しては理解しました。町の考え方として、じゃ、こ

れからもそういったやり方で両方に予算をとっていくというやり方で考えているということ

でよろしいですかというところでお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 31年度に関しましては、そのように該当者が両者にありましたの

でそのようにつけましたが、32年度につきましては、どのような該当者になるかによって予

算化はまだ確定はしていませんので、該当者によって予算化のほうはさせていただきます。 

  以上です。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑ありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 児童虐待防止、94ページでお願いをいたします。 

  この予算の一番大きいものは臨時職員の賃金ということですね。連続して確認をしている

のは、なかなか担当者が見つからないということで回答はいただいたと思います。30年もそ

うでした。 

  そのときに、今回はこういう金額で当然載ってきたということは、常に一生懸命探してい

てもなかなかできないということが非常に問題、そこの部分も問題だと思うんですけれども、

これだけなかなかやってくれる人がいないということになると、人材を見つけるためのハー

ドルというか、なかなかいろんな、要するにプライベートにかかわることですから、非常に

難しい問題あると思うんですけれども、その辺のハードルの高さというのは、多少、多少と

いうか、少し考慮していかないと、この虐待防止の問題に関しては毎日報道されているとお

り、私は、子供たちを親が育児放棄という形の心配をするわけですけれども、その中で大事

なことなもんですから、この賃金の、相談する方２人がいる中で、なかなか見つからない理

由というのはあるんですか。 

○議長（八木 栄君） こども未来課長、太田順子君。 

○こども未来課長（太田順子君） こども未来課でございます。 

  すみません、お聞き苦しくて申しわけありません。 

  児童虐待防止事業費の一番の主な予算としては臨時職員の賃金だということで御説明をさ
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せていただきました。 

  うちのほうからこんな人が臨時職員になってくれたらいいなというところで考えているの

は、児童福祉司の方だとか児童心理司の方だとか、あと、カウンセラーの方だとか保健師だ

とか教師だとか、そういった方のＯＢの方だとかを想定をしていますけれども、まず最初に

児童相談所のほうに皆さんお声がかかって、そちらのほうに就職する方がすごく多いです。

その次は市に持っています福祉事務所と、あと家庭児童相談室のところにまずは就職をされ

て、なかなか私たちのような町のところまで職員が来てくださらないというような現状があ

ります。 

  ただ、国の方もそういった状況を踏まえまして、児童福祉司を2,000人採用の資格の枠を

広げるという報道もありますので、そういったところに期待をしております。ただ、期待し

ているばかりではうちの町も体制として何も変わらないところですけれども、この30年度に

つきましては、再任用の職員を１名、保育士のＯＢになるんですけれども、再任用の職員を

１名配置をさせていただきましたので、そういったところで充実をしておりますので、31年

度も引き続き資格を持っている職員を募集していきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  児童虐待防止の中で、いろんな法律がまた出ましたよね、虐待が、禁止するとか。残念な

がら、普通当たり前のことであって、なかなかできていないというのは、やっぱり世の中の

システムが多少無理があるかなという、最近の傾向ね。 

  もちろんその中で、一番情報を受けて困ったのは、やってくれた人が結局児相行ったとき

に、児相での対応が非常に、見逃したことによって子供の命がなくなったと。そういうもの

を、いずれにしてもどうやってフォローするかしかないもんですから、私の中での一つの案

としては、地域おこし協力隊とかそういう人もいるでしょう。基本的にハードルが高いか低

いかというのは、何とか司という、国家試験を持つことによって、どうしても物すごい狭い

地域に限定されるもんですから、それももちろん大事なことなんですけれども、それ以外に

世の中に強い人っているじゃない、地域に力を持った人たち、そういう人たちをやっぱりう

まく利用して、そうして力を発揮してもらうということも大事だと思うんですけれども、そ

の辺でもっと、何とか司もいいんですけれども、柔軟な、柔軟というか、もっと地域の人材

が、力のある人に相談するとか、そういう方法も一つの方法じゃないのかと思うんですけれ

ども、どうなんですか、とにかく、何かあったときに相談乗って、そうして毅然とした態度

でやれる人じゃないと、また、どこかにああいう形になっちゃうわけですから、その辺も含

めて、この臨時職員、臨時職員じゃなくてもいいと思うんですけれども、職員であってもい

いし、そういう方を、逆に言うと、臨時職員という名前つけちゃうと、１年ごとの契約にな

るもんですから。その辺は、そういう計画とか、そういうこれからの問題というのは考えて

いるのってあるんですか。 

○議長（八木 栄君） こども未来課長、太田順子君。 

○こども未来課長（太田順子君） こども未来課でございます。 

  地域の見守り体制につきましては、もちろん、うちの課の中だけではやり切れない部分も

たくさんありますので、民生委員、児童委員の、特に児童委員さんの協力も仰ぎながら見守
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り体制をともにやっていただいているところでございます。 

  もう一つの臨時職員の任用のことにつきましては、当課だけでできることではございませ

んので、また町全体として検討をさせていただきながらやっていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○６番（山内 均君） 了解です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時０２分 

 

○議長（八木 栄君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は12名です。 

  次に、４款衛生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ２番、三輪美由紀君。 

○２番（三輪美由紀君） ２番、三輪です。 

  118ページですけれども、お願いします。 

  飼い主のいない猫の不妊と去勢手術について、補助金の300万円でございますけれども、

27年度から29年度の決算の報告ですけれども、１年で215匹ぐらいの、平均として、不妊と

去勢手術はやっていただいております。30年度と４年間で大体の数字ですけれども800匹ぐ

らいであろうかと思っておりますけれども、飼い主がいない猫が随分少なくなっているとは

聞いてはおりますけれども、私も飼い主のいない猫をどうすればもっと少なくなるかといつ

も考えたりはしておりますけれども、単純に飼い主がいない猫と飼い主のいる猫を区別すれ

ば少しはいい結果が出たりするんじゃないかなということも考えたりはしておりますけれど

も、飼い主のいる猫も不妊と去勢をしている猫ばかりではないわけですから、外へも自由に

散歩にいくということもあるわけです。そうなりますと、まだ増える可能性はあるわけです

けれども、町としては、ボランティアの方にこういうふうな去勢、不妊を任せているわけで

すけれども、町としてはまだほかに対策を考えていることがいらっしゃいますかどうか、ち

ょっとお願いしたいと思います。お聞きします。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  この飼い主のいない猫の補助金でございますが、飼い主のいない猫の不妊、去勢について

を飼い主のいない猫を少なくする最大の活動というのが、この補助金でやっておりますＴＮ

Ｒ活動ということで、不妊、去勢をしてなるべくそういう不幸な猫を少なくするというのが
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最も効果的な方法だというふうには考えております。 

  ただ、今度、飼い主の意識の問題というのがございまして、それにつきましても、動物愛

護法の中では飼い主の責任というところが一番今明確にされております。そういう中で、県

のほうでも動物愛護の推進計画という中で、猫の飼い方、猫の飼育の仕方というところにつ

きましても、その計画の中では、なるべく部屋の中で猫を飼うようなことで、なるべく外に

行ってほかの猫と接触をしない中で、そういう不幸な猫を少なくしていこうというような計

画もございます。 

  そういう中で、県と町とも協力しまして、そういう動物愛護の教室であるとか、そういう

中でもそういう猫の飼い方であるとかそういうものにつきましても、なるべく周知をして飼

い主の責任を明確化しているというところもございます。 

  今回、うちの町としましても、今月の広報ですけれども、広報の中に猫の飼い方、犬の飼

い方につきまして特集を組んでいただいて、こういうふうな形で猫、犬については飼ってく

ださいという中と、あとは飼い主の責任についてもこういうものでなるべく、なるべくとい

うか、責任を持って飼っていただくというところの特集を組みまして、飼い主の責任を明確

化していくというところにつきましても、町のほうでも周知していきたいと。そういう広報

活動を通じて周知していきたいというふうに町のほうでも考えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ２番、三輪美由紀君。 

○２番（三輪美由紀君） 三輪です。 

  不妊、去勢手術というのは、富士宮のほうへ、遠いところへ出かけて、ボランティアの方

たちは大分負担をかけているとは思いますけれども、こうして長く続けていっていただくと

いうことは大変なことだと思いますけれども、少しでも近くにこういう不妊と去勢をやって

いただける獣医さんがいらっしゃったら、まだしも負担は少しは軽くなるだろうとは思って

おりますけれども、町の考えとしてはどうでしょう。まだ近くで交渉していただいたりとか

ということはございませんか。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今、この不妊、去勢の手術に関しましてもボランティアの方の協力をいただいて進めてい

るわけですが、できれば一番ボランティアの方にも負担のかからないのような方法でやれる

のが一番いいというふうに町のほうでも考えております。 

  近隣の中では町内なり市内の獣医師さんに頼んでやっているところもございますので、町

としましてもなるべくそういう負担のかからない範囲内でできる。ただ、獣医師さんのほう

でも受け入れの件数でありますとか、費用の負担でありますとか、そういうまたいろいろな

問題もございますので、そういう面も含めまして今後町内の獣医さんともちょっと検討をし

ていきながら、なるべくそういうふうな費用負担の少ない範囲内の中で進められるようにと

いうことは検討していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○２番（三輪美由紀君） 了解です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑ありませんか。 

  ４番、蒔田昌代君。 
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○４番（蒔田昌代君） ４番、蒔田です。 

  116ページの感染症予防費の中の風しん予防接種費助成金についてなんですが、先日、全

協でお聞きしたときは妊婦及び同居の家族と、あと男性向けのがごっちゃになっていてしま

ったんですけれども、今回、男性向けの風疹予防対策についてちょっとお聞きをしたいと思

います。 

  風疹の罹患の予防及び蔓延防止のための抗体価が低いとされている30から50歳の男性を対

象に風疹抗体検査及び予防接種業務委託を実施すると言われています。対象者として3,650

人いるということなんですが、この予防接種についてどういうふうに今後進めていくのかち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 健康づくり課長、増田稔生子君。 

○健康づくり課長（増田稔生子君） 健康づくり課でございます。 

  31年度から33年度までの３年間で風疹の追加的対策ということで、国が示した対策に沿っ

て市町が実施主体となってしていく事業というふうになります。 

  それにつきましては、対象者が働く世代の男性であるということから、国のほうでも居住

地以外でも抗体検査及び予防接種を受けられる体制の整備が必要ということで、国が集合契

約という形をとるということで今事務を進めております。したがいまして、国が出した方針、

あと、ガイドライン、手引きが今、示されているところなんですけれども、まだこれから調

整が必要な部分もその手引きの中にはございますが、その手引きに沿って町としましても実

施をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ４番、蒔田昌代君。 

○４番（蒔田昌代君） ４番、蒔田です。 

  国のガイドラインに沿ってやっていくということなんですが、先ほど説明の中でもあった

んですが、やっぱり30代から50歳というと、働く世代でもあるので、やっぱり忙しい世代だ

と思うんです。そういった方たちのために町独自が何か考えていることとか、今後進めてい

くために考えていることというのは何かありますでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 健康づくり課長、増田稔生子君。 

○健康づくり課長（増田稔生子君） 健康づくり課でございます。 

  ガイドラインに沿ってということを説明をさせていただきましたけれども、その中で、働

く世代の男性であるということで、事業所健診、あるいは特定健診等で抗体検査がまず実施

ができる体制を整えるということで、そのガイドラインに沿って町としましても準備を進め

ているところです。そのほかの受けやすい体制ということにつきましても、町独自というよ

りは医師会等関係機関と調整が必要になるものです。 

  それから、国のほうとしましても、いろいろなやり方をしてしまうと審査、請求、それが

全国的に一斉に行われるものですから、独自性が余り出てしまうと混乱を招くというような

説明を受けておりますのて、やはり実施を委託する期間が混乱しないようにという体制を整

えたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ４番、蒔田昌代君。 

○４番（蒔田昌代君） ４番、蒔田です。 
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  独自性が出るとちょっとということなのであるんですが、今後、周知に向けて、こういっ

た風疹予防対策費がつきましたよ、対策ありますよという、これを町民への周知はどのよう

に行っていくつもりなんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 健康づくり課長、増田稔生子君。 

○健康づくり課長（増田稔生子君） 健康づくり課でございます。 

  周知につきましては、まず、対象者の方には、先ほどから説明しているガイドラインにク

ーポン券を各市町村が発送しなさいと。そのクーポン券につきましては、紙の材質から仕様、

封筒の大きさ、案内の告知の内容等、全て国が示したものに沿って行うということになって

おりますので、町としましても、31年度は国が段階的にその制度を進めていくということで、

その中でも昭和47年４月２日から昭和54年４月１日までの男性の方にクーポン券を発送する

ということが示されておりますので、まずは個別にクーポン券を発送させていただく、それ

から、国の全国的な周知ということで、リーフレット、ポスター等も既にでき上がっている

ということでお知らせを受けています。そちらを使いまして周知をさせていただく、それか

ら、町としましては、従来の保健事業もお知らせしているとおり、広報、ホールページ、よ

しポケＮＥＷＳ等を利用して周知をしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○４番（蒔田昌代君） 了解です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑ありませんか。 

  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  先ほど同僚議員が猫のことで質問しました。そういった中、飼い主の責任、これは当然な

んです。犬はいいんですよ、縛っておきますから、ふらふらしているのはまずありません。

猫なんです。それで猫でも、例えば、飼い主がいても雄猫、これに対して去勢の補助とか考

えませんか。徹底的にしていれば減っていくんじゃないかと。 

  最近、丸々太った猫がいるんですけれども、これ、飼い主いるんですよ。これが毎晩のよ

うにわあわあ騒いでいるんですよ。ということは、男性の機能持っているということなんで

すね。 

  そういった面でいけば、徹底的にそういったところへも、何ていうか、雄猫に対して助成

して去勢すると。そういうことを考えられませんか。 

  それと、もう一点。 

  かなりの数の猫が捕獲されております。去勢手術を受けております。これ、地区的にはわ

かりますか。例えば、北区ぐらいが多いのか、あるいは住吉が多いのか、川尻なのか、片岡

なのか、そういったところの猫の、やはりこれを吉田町で出している補助金ですから、やは

りある程度地区に限定していっていると思うんですよ。ただ、そういった猫がどの辺にどれ

ぐらい多いのか、そういった数は確認しておりますか。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今、議員の御質問の飼い主のいる猫に対してこの補助金を使えないかというお話でござい

ますが、確かに飼い主についてやっている市町も近隣にはございますが、限られた予算の中

でいかにそういう不幸な猫をなくしていくかというふうに考えたときに、今でも、現状でも
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予算、ほぼ使う、200頭ぐらいの飼い主のいない猫に対して補助金を交付しているという中

で、いかに効率よくやるかということを考えると、飼い主のいる猫に関しましては、動物愛

護法の中でも、先ほど申しましたとおり、飼い主の責任と。責任の中でやっていただくとい

うことが明確化されておりますので、そこにつきましては、先ほど言ったそういう愛護教室

であるとか、うちのほうの広報等を通じて飼い主の責任というものがあると。そういう中で、

飼い主の責任において管理していただくと。それに対してなるべくそういうふうな飼い主を、

飼う方法についてもよりよい、こういう方法があるということを紹介しながら、飼い主の責

任の中でやっていただくというのが一番効率的であるというふうに今、町のほうでは考えて

おりますので、この補助金につきましては、飼い主のいない猫に限定してうちのほうは進め

ていきたいというふうに考えております。 

  そういう飼い主のいない猫の分布と。どこが一番多いかというところでございますが、確

かにうちのほうに出てきたものに対して統計をちょっととっているものではありませんので、

今の出てきている感じでいきますと、やはり沿岸部であるとか、あと、川尻のほうの沿岸部

であるとか、あとは漁協付近が多いというような感じは受けますが、正式に北区でどのぐら

い、川尻でどのぐらい、住吉でどのぐらいという数字を細かくはうちのほうではちょっと把

握しておりません。出てきた申請書を見る限りではそんな感じを受けております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ありがとうございました。 

  しかし、やはりある程度、何ていうのかな、場所ですか、捕獲した場所を確認しておくべ

きじゃないですか。別に疑うわけじゃないんですよ。しかし、どの辺で、出身地といったら

おかしいんですけれども、川尻で捕獲しましたよ、住吉で捕獲しましたよとか、それくらい

やはり、お金出すんですから、補助として。ですから、それぐらいは大まかでもいいんです

けれども、確認しておくべきじゃないですか。 

  そうすると、その場所によって、あ、多くなった、少なくなったがわかるんですよね。そ

うすると対策のとりようもあるし、そういった面はどうでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  申請につきましては、今、うちのほうに出してもらう中には場所であるとか、そういうも

のも添付書類としてついておりますので、今後そういう概要につきましては把握していきた

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○７番（三輪正邦君） 了解しました。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑ありませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 
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休憩 午前１１時２２分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は12名です。 

  次に、５款労働費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、６款農林水産業費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  11番、河原崎曻司君。 

○１１番（河原崎曻司君） 11番、河原崎です。 

  ページ135、先日の全協でも少しお伺いしましたが、機械設備整備682万6,000円と。これ

は片岡橋の下のラバーダムの修理と。こういうことをお伺いしたんですが、ラバーダム、コ

ンプレッサーでエアーを入れて膨らませて、それで水の制御をしているということでありま

すが、どの部分というんですか、先日もお伺いしましたが、悪いのか、もう一度修理をする

のかお伺いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） その後何か質疑ありますか。内容確認だけですか。 

○１１番（河原崎曻司君） いえ、あります。 

○議長（八木 栄君） じゃ、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  予算に関する説明書の135ページの(2)の水門・排水機場管理費の中の15節、機械設備整備

682万6,000円のことだと思います。 

  議員おっしゃるとおり、片岡の頭首工、通称新橋頭首工と私ども申し上げておりますが、

場所におきましては、総合体育館から川尻へ向かう町道が湯日川にかかっている橋がござい

ますが、片岡橋ですが、その下流にございますラバーダムでございます。その頭首工の状況

を申し上げますと、現在、すみません、その前にあの頭首工というのはゴム堰で、ゴムに空

気を入れてせり上げることができます、というシステムのものになっていて、自動でも手動

でもできるというものでございます。 

  現在の状況を申し上げますと、自動で起き上がるという機能が故障をしております。手動

で起き上がらせている状況でございます。それを機能回復させたいために、土地改良連合会、

県・国の補助金を活用して修繕を行うために、ここに予算として計上していまして、入も後

でお話をしようと思いましたけれども、後ろにくっついておりまして、10％の補助というこ

との中で補修を計画しているものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 11番、河原崎曻司君。 

○１１番（河原崎曻司君） 11番、河原崎です。 
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  それこそ、これやはり農家の水、生命線だと思います。これ、時期的には大体いつごろま

でに完成ができるのか。田植えまでには間に合うような形になるのか、いま一つお伺いしま

す。 

○議長（八木 栄君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 修繕が完了する時期のお尋ねだと思います。 

  所定の手続を行いますので、田植えには間に合わない予定です。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 11番、河原崎曻司君。 

○１１番（河原崎曻司君） 農業の、昔で言えばいせぎであります。 

  水は最近、大井川用水の関係は、夏は農業用水、冬は防火用水として皆さんに利用されて

おりますもんだから、なるべく早くに修理をよろしくお願いしたい。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 要望ですね。 

○１１番（河原崎曻司君） はい。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） これで質疑を終結します。 

  次に、７款商工費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  145ページをお願いします。 

  145ページで観光費の中であるんですが、まず、清掃管理手数料というのが、昨年という

か、30年度と比べまして大幅に減額となっている中で、そのかわりと言ったらおかしいんで

すが、13節のほうで能満寺山清掃管理業務委託料、その下に観光施設トイレ清掃業務委託料

ということで新しいものが上がってきているわけで、何でこういうふうな委託のものに変わ

ってきたのかというのをまず一点、先にお尋ねします。 

  これまでは清掃管理手数料という中で多分賄っていたのではないかなと思うんですが、あ

えてここで二つ上げてきたというところで、何でこういうことが、上げてきたのかなという

ところでお願いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  ただいまのトイレ清掃等の関係でございますが、議員おっしゃるとおり、これまで役務費

のほうに計上しておったものを、来年度につきましては委託ということで計上のほうを改め

てさせていただいている状況でございます。 

  役務費の中につきましては、労働作業ということでお願いしている中で、現場での確認等

をしておったところでございます。そういったことも含めて委託の中でやることによって、

仕様書で事細かく指示等をさせていただいて、観光施設ということで常にきれいな清潔な状

態でいることが最善であるという判断で委託費のほうに改めて計上をし直したという状況で
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ございます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  特定したら悪いんですが、小山城のトイレ、売店の横のトイレというのは従来はこの手数

料の中に多分入っていて、売店の職員さんとかがやっていた。あそこはもともとどこかに委

託していたというわけじゃなくて、今回、観光施設トイレということであると思うんだけれ

ども、そういうことで理解してよろしいですか。 

  それで、もう一点、観光施設トイレというと、非常に大きなタイトルというか、なってい

ると思うんですが、具体的に、じゃ吉田町で観光施設といったときに、トイレがあってと考

えたときにぱって浮かんでこないんですよ。小山城はありますよ、小山城と、あとどこがあ

るんだろうというのが非常に思うところがあります。各公園だったら公園でまた別個にやる

べき、公園管理の中でやるべきだと思うんで、ちょっとこの、すごくタイトルが、タイトル

といったらあれ、項目の名前が観光施設トイレ、ましてやトイレ専用みたいな形で委託して

いるわけで、その辺がちょっと理解できないんで、答弁お願いします。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  議員御指摘の観光施設トイレという、この予算書で言う位置づけでございますが、議員お

っしゃられるとおり、小山城売店西側のトイレ、それから吉田漁港荷さばき所の北側に海岸

トイレと私ども言っているトイレがございますが、そのトイレを含めて産業課のほうで管理

しているというところで観光施設トイレということで計上させていただいております。 

  それから、小山城売店西側のトイレでございますが、これまで臨時職員が清掃をしており

ました。それを改めて委託に出すということで、31年度改めて計上のほうをさせてもらって

おります。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） そうしますと、わざわざ職員でなくて委託するということによって、

よりきれいというか、状態が維持できるというふうに判断されるということですよね。 

  これまで、じゃ、何年も臨時職員の方にやってもらっていた費用と比べて、実際どれだけ

の費用対効果というものが出てくるのかなというのは考えておられるんですか。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  それこそ、売店西側のトイレでございますが、実際臨時職員のほうがやっていたというこ

とでございます。それで、今年度までにつきましては４名体制でやっていたということもご

ざいますが、今年度末をもって１名退職されるという中で、トイレの清掃をどうしていくか

という検討のほうをさせてもらいながら、臨時職員とも相談、話し合いのほうをさせていた

だきまして、そういった中で、売店、それから小山城の管理業務に専念するというのがいい

という判断のもと、清掃につきましては業務委託ということで外注のほうをするというふう

な判断をしたところでございます。 

  以上です。 
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○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 今のトイレに関しては理解します。 

  そうした中で今、答弁の中で、１人減って３人になるということなんだけれども、１人退

職するから３人になる。もともと４人必要だ。そこをじゃ募集をするのかしないのかという

ところも出てくるんだけれども、その辺の点について、臨時職員というのもこの中にあると

思うんですが、その点についてはもう３人いれば十分賄えるよという中で、募集もせずに、

そのかわりトイレ清掃とかというのは業者に任せて、専念してもらう。３人で賄えるという

判断をされているということよろしいでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  それこそ、先ほども述べさせてもらったんですけれども、現在雇用しています臨時職員の

ほうと面談等をやらせてもらった中で、３人体制でできるということで町のほうとしては判

断しております。 

  ただ、もし体調が悪くて休暇とかというところも想定はあると思いますので、そういった

場合には正規の職員が支援していくという体制で考えております。 

  以上です。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  144ページの観光振興費についてお伺いしたいと思います。 

  31年度の当初予算といたしましては、昨年度と同じぐらいの予算計上になっていると思う

んですけれども、我が町の観光事業というところは、この予算の項目になると思うんです。

町のほうでもにぎわいのあるまちづくりということをやっておりまして、この中身を見てい

ますと、３大祭りの委託料など、本当に吉田町の魅力を発信して大勢のお客さんに吉田町に

訪れてもらいたいというふうなことが載っているというふうに思うんですけれども、主には

この委託先というのが観光協会ということになります。 

  次年度、31年度の予算的には昨年並みではありますけれども、まちづくりの協力隊が導入

されたり、あとまちづくり公社も入ったりする中で、この観光振興費といたしましては、こ

れまでと違った当課の取り組み、考え方というのがちょっと御答弁いただければと思います。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  この観光振興費につきましては、吉田町の観光振興に資するものということで計上のほう

をしてございます。特に観光協会が委託先になります３大祭りにつきましては、昨年12月か

ら地域おこし協力隊員が配属のほうもされておりますので、そういった既存のイベントでの

来場者数の増加であるとか、あと、今後、観光協会で何か新規のイベントを考えるようなも

のがあったらアドバイス等をいただいて、それを実現していくというところで、主に観光協

会の役割として思っております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 10番、大塚邦子君。 
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○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  産業課におかれましては、観光協会の事務局ということになっているかと思うんですけれ

ども、今、御答弁いただいたように、新たに31年度行っていく事業として、今答弁いただい

たと思うんですけれども、具体的に観光協会の事務局として観光協会にどのようにかかわっ

ていくかというところがとても大事だというふうに思うわけでございます。 

  その点において、今までとは変わっていく観光協会ということについては、何か形が見え

るものがこの中で期待ができるんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  観光協会につきましては、吉田町におきましては、行政で事務局を持っているというとこ

ろがございます。ほかの市町で言いますと、独立して観光協会が運営していると。独自な活

動を行っているというところで、そういう状態でもございます。 

  吉田町におきましても、これまでも外部団体のほうにもお願いしたいというところではや

りとりといいますか、そういった協議のほうを重ねていたということもあったと記憶してご

ざいます。 

  今後におきましても、やはり行政の中ではなく、外の団体等に観光協会を任せていきたい

と。独立していったほうがいろいろ、行政ではなく、民間といいますか、そういった何か新

しいいろんなＰＲ、イベント等ができると思いますんで、そういった協議のほうをこれから

も進めていきたいというふうに考えておりますが、31年度のこの予算計上においては、そう

いった計上のほうはしておらない状況でございます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  31年度の予算の中で、３大イベントの委託料が計上しております。それは町の観光協会に

委託をしているわけでございまして、ただいま課長の答弁の中にありましたように、地域お

こし協力隊の活用をすることによって、例えば、見える化としては入場者数が増えるという

ところもございますし、あるいは、これ以外にも町独自の新たなイベント、これも期待がで

きるんだろうと思うんですけれども、こういったところを、予算の中には盛り込んでいない

と言われましたけれども、そういう考えがあるんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  既存の３大イベントの中でのその中での新たな事業の展開、そういったことも地域おこし

協力隊には何かいいアドバイスといいますか、そういったものを期待するところでございま

す。 

  そのほかにも、新しいイベントということで、それを考案するという業務に関しても、地

域おこし協力隊の一つの業務というふうに位置づけているところがございますので、今後、

そういった地域おこし協力隊員との協議の中で、新しいものができたときには、来年度では

なく今後においてということでは、こういった予算計上、もしくは、町でなくても観光協会

で実施できるものがあるということであれば、観光協会の中で協議をしながら、実現に向け

て進めていきたいというふうに考えます。 
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  以上です。 

○１０番（大塚邦子君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  145ページの、これは設計委託料ということで、多分この間のとき、喫茶店も含めて何か

やり直すというのかな、そういうようなことをちょっと記憶したんですけれども、当然こう

いった機能も一回見直して、これを何か新しい、何ていうんですか、売店もつくると。そう

いうようなことでよろしいんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  ただいまの13節、委託料の設計委託料518万4,000円でございますが、この設計委託料につ

きましては、展望台小山城が築30年余りを経過しているという中で、塗装が薄れてきたり、

さまざまな老朽化が進んでいるというところで、劣化診断をするということで、この委託料

のほうを計上して劣化場所の特定をすると、把握するということの委託を今後、31年度に実

施するということで計上のほうをさせてございます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） 私のじゃ、とり違い、勘違いでしたかね。何かそんなような、売店も

含めてちょっと考えるような、聞いたようなことが記憶にあったような気がしたもんですか

ら、もしそういう、これがそういったことでない、全然売店の関係は含まれていないという

ことあるなら結構でございます。すみません。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  小山城の売店につきましては、これまで説明をさせていただいたのは、売店のあり方の見

直しといいますか、運営方針を見直していくということで、予算の計上はございませんが、

31年度協議していくということでございます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） わかりました。 

  運営方法を見直すという中でございますけれども、やはり、ここへ小山城へ来た人たちが

売店に対して、別に悪いわけじゃないんですけれども、ちょっと、お茶ぐらい飲めるような

ところないかなと、そういうようなことをちょくちょく聞くんですよ。例えば、喫茶店でコ

ーヒー１杯ぐらい飲みたいねと。そういったあれがないんですけれども、そういった売店の、

要は、経営やあり方じゃなくて、もっと、何ていうんですか、小山城へ来てゆっくりできる、

そういったような形態に考えていきませんか。どうでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  それこそ、町ではシーガーデンシティ構想の推進ということが大きなものがございます。

そういった中でも、小山城位置づけとして観光拠点の一つということになってございますの
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で、そういったことを含めて、まずは売店から見直していくというふうなことで、今後、小

山城の老朽化に伴います劣化診断の状況等によって、今後、小山城であるとか能満寺山公園

であるとか、あと芝生広場、そういったところも含めて検討していくということで現在のと

ころ考えております。 

  以上です。 

○７番（三輪正邦君） 了解しました。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  再開は午後１時とします。 

 

休憩 午前１１時５２分 

 

再開 午後 零時５５分 

 

○議長（八木 栄君） 少し早いようですが、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開しま

す。 

  ただいまの出席議員は12名です。 

  次に、８款土木費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  土木費の153の河川維持管理費、それともう一つは水門の３カ所の、その前のページの水

門管理委託料、これ、ちょっとお伺いしますけれども、湯日川の３カ所というのがちょっと

はっきりわからないんですけれども、多分ラバーダムに関してでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  今、議員お尋ねなのは、予算書に関する説明書の152ページの河川総務費の中の(2)の13の

水門管理委託料63万6,000円というところだと思います。これにつきまして、今、おっしゃ

られたのは湯日川の３カ所がわからないんだけれども、ということだと思います。 

  これは、坂口谷川と湯日川、いずれも県管理河川のところの水門をラバーダムではなくて、

樋門、樋管、こう巻き上げたりするシステムの水門を県から町が委託を受けまして消防団の

ほうにお願いをしているものでございます。 

  湯日川につきましては、湯日川の河口の古川橋の上流に３カ所ありますので、湯日川親水

公園の奥のほうに１カ所と本庭の湯日川のところに２カ所ありまして、そこが３カ所となっ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 
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○６番（山内 均君） その次のページの153ページに河川管理委託料というものがあるんで

すけれども、特に山崎橋と東名のところのラバーダムに関してのちょっと管理に関してお聞

きをしたいんです。 

  ラバーダムが山崎橋のところ、特に山崎橋のところですけれども、常にダムが膨らんでい

る状態で、水が冠水していますよね、水が貯水というんですか、そのときに、あの地域の神

戸川ありますね、神戸川。神戸川はちょっと雨が降るたびに、何ていうんですか、水が冠水

をして、道路とか田んぼの中に冠水をするわけです。これは前からずっと言われていたんで

すけれども、それともう一つは神戸川のところに水がたまっていて、神戸川のところの流れ

が悪いことによって、その上流の人たちの水の流れ方が非常によくないし、それともう一つ

は神戸川の両サイドの管理が、常に雑草であるとか竹であるとか、そういうの多分御存じだ

と思いますけれども、その部分で管理というのを含めて、その辺の維持の、要するに、皆さ

んが困っているような管理、それをどう解消するかという管理に関してお聞きしたいんです

けれども、あの部分に関しての管理の仕方、管理の目的とか、そういうのというのは町のほ

うはどう考えていますか。 

○議長（八木 栄君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 議員がお尋ねなのは、153ページに(2)の河川維持管理の中でとい

う解釈で、山崎のラバーダムを誰が管理をしていて、どういう方向性で管理をしているんだ

という御質問だと思います。 

  あそこの山崎のラバーダムにつきましては、管理手数料ということで計上はしておりませ

ん。職員が直営で上げたり下げたりをしています。おっしゃったとおりに、どっちかという

と365日の中で立っている、水をためている状況の方が日は多いと思います。 

  しかしながら、大雨時とかでは、自動で倒れて水が流れるようなシステムにもなっていま

すし、地元の方にもお力をいただいた中で、農業関係者のお力をいただいた中では、上げ下

げをして用排水の利活用ということで運用をしているところでございます。 

  そこのもう少し小山城のほうへ50メートルぐらい上がったところに、右岸側に神戸川とい

う川が注いでいまして、能満寺山公園の縁を通りまして青柳のほうにいっているというとこ

ろがいつも大雨で冠水をするんだけれども、その維持管理はどうしているんですか、対策は

どうしているんですかということにつきましては、ここの項目で申し上げますと、153ペー

ジの14節の機械借上料というところで、毎年のように神戸川の土砂のしゅんせつを行ってお

ります。能満寺山公園のすぐ下の竹だとか雑木が神戸川のほうに倒れているんじゃないかと

いうようなことにつきましても、直営で切ったりですとか、余り太い木でありましたら造園

業者さんに頼みまして切ったりですとか、民地の場合につきましては、原則その方に切って

いただくというようなところでお願いをしているところでございます。 

  湯日川のカンド川の合流地点をみていただくとわかるんですけれども、かなり神戸川の河

床、川の高さのほうが高くて、１メートルぐらい落ちて湯日川の河床ということになってい

ます。そこのところも常に目配り、気配りをして、埋まっちゃうことのないように気をつけ

ているつもりではありますし、必ず大雨のときには初めにラバーダムを倒して、湯日川の水

位を低くして、なるべく神戸川が流れやすい状態を保っているものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 
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○６番（山内 均君） 神戸川に関しては、以前からずっといろいろな問題があって要望があ

ると思うんですけれども、その中で、平成30年度の予算の中には維持管理費というやつが

650万、そうですね、650万のやつが入っていたんですけれども、今回、この中に項目に維持

管理というものがなくなってきて、その維持管理がなくなったということに関して今言った

部分がまた余計心配な部分になるんではないかという気がしているもんですから、この維持

管理費というのはここではなくなったという理由は何なんですか。 

○議長（八木 栄君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  議員がおっしゃっているのは、153ページの河川維持管理費ですとか治水対策のところで、

本年度予算があったものが少し寂しいんではないかという御意見だと思います。正直、少し

控え目の予算になっております。 

  ことし、治水の方向性としましては、来年のことも含めてお話ししますと、土砂のしゅん

せつといって、常日ごろの維持管理も大切だとは思っている中で、来年度は坂口谷川、湯日

川、いわゆる町の中小河川が流れ込んでいる川を集中的に県を通しまして河床掘削ですとか

護岸の整備だとかというのをお願いをするという、その整備計画も坂口谷川につきましては

本格的になってきていますし、湯日川についても今度組み上げていくというような県の方向

性も示されていますので、その中で積極的に町としては県にお願いをしていくと。内水のこ

とについてはしゅんせつも大事ですけれども、流れ込むところの川を今度、来年は集中的に

やっていただくというような方向をとらせていただいています。 

  もう少し申し上げますと、国の補助制度の中で、全国の市町村のところで内水氾濫が起き

ている関係がありまして、国でも補助メニューを今考えてくれています。まだ確定はしてい

ません。ですので、そういう情報を私どもキャッチをしまして、そういう吉田町にとって有

意な治水対策のメニューを探してすぐに飛びつくというような体制は財政のほうとも連携を

とりましてやっていく方向ということで、今年度のほうはそういう方向性予算措置をさせて

いただいております。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、初めて聞きました。非常に私としても期待をするわけです。周り

の人たちも多分期待をするでしょう。その中で、ラバーダムができることによって、昔の水

の環境、生物環境、魚の遡上、そういうものがずっともう阻害されていて、なかなか昔はた

くさん、非常にいい環境で、自然環境の中で生物が、生き物いっぱいいたわけですけれども、

ところが、今は、大きなライギョみたいなやつ、コイのようなものが確かにいるんですけれ

ども、その中で、川の環境、美化含めて、時々水を抜いてくれたときには非常にきれいな流

れができるんです。その辺も含めて、今の回答の中では、そういう、あそこのダムの、例え

ば、魚が遡上できるような、そういうものを含めてのこれからの計画なんですか。先ほど国

のほうのやつ、これからやるというのはそういう形を含めてですか。 

  本当はラバーダムで完璧にシャットアウトするんじゃなくて、魚が上ってこられる状況を

つくっていただきたいと。それが一番自然だと思うんですけれども、その辺は町の考え方と

いうのはどうなんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 議員のおっしゃるのは、川の維持方法というか、整備方法という
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か、環境面にどういうふうに配慮していくんだというような御質問だと思います。 

  実際、私が申し上げた国の施策というのはどっちかというと防災色が強いと感じています。

内水氾濫を起こさないように、水を吐かせるようにというような施策になってくるんではな

いかと。しかしながら、今まで国の方向性としましては、環境も考えて多自然型の川づくり

というのを積極的に推し進めていますので、そういう面はずっと引き続いていると思います

ので、防災色が強くなってきたといえども多自然型の川のつくりを指導される方向性という

のは変わりないと思います。 

  また、今のラバーダムのお話をさせていただくと、実際にはちょっとアユの遡上とかがし

にくいのもしれませんけれども、ラバーダムの必ず隣には魚道、魚の道といいまして魚が上

がれるだけの仕組みはつくってございます。そういうものも含めまして、いわゆる専門用語

で言うと、じゃかごですとか、護岸が石であったりですとか、そういうふうなやり方を推奨

されていますので、防災面も合わせて多自然型の川づくりを町では進めていく方向でござい

ます。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 期待をしていますので、よろしく、いい方法をぜひ選んでいただきた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑ありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  157ページをお願いします。 

  土地区画整理事業の中で設計委託料、これは富士見土地区画整理のところで換地の変更と

いうことで、将来的には都市公園として管理していくよというような話をいただいてござい

ます。 

  ここの整理組合自体がもう体力が余りない状況にあると思うんですが、そういう中で、今

回、都市公園として換地の変更ということをされていくわけで、もともと今まで多分、売る

べき土地を都市公園というか、公園に換地の変更ということでなっていきますよね。そこの

説明というのがちゃんとわかってもらえるようにできるのかなというのがすごくあるんです

よ。 

  それとあと、体力的に余りないという中で、そうしたことをした場合、もう一度あそこの

整理組合の中で測量とかそういうのをやり直しが起きてくるのか、そういったことがもし起

きてくるとすると、なかなかここの整理組合の中でも議論が出てくるのかなと思うんですが、

その辺の調整というのはもうされるおるわけでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  この富士見土地区画整理の委託料でございますが、今、議員のおっしゃる換地という中で、

今の避難タワーが建っている場所の土地について、今度新しく公園にする土地については、

保留地を公園にする。売る土地がなくなるというわけではなくて、保留地をタワーの用地の

中に集めて、もともと公園として換地してある用地の土地を新たに公園として生み出すと。

なので、今の避難タワーの土地については公園用地なんですけれども、その公園用地と今あ
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る保留地のところを入れかえて、結果的には保留地を町が買うような形になるんですけれど

も、そういう換地の入れかえをして組合のほうにお金を支払うような形になります。 

  改めてできた換地については、まだ、今、公園の必要とする用地が今、タワー用地で

9,400平米ほどあるんですけれども、保留地が足りない分については、新たに組合の方と相

談をしながら、３％以上公園を確保しなきゃならないもんですから、その辺については、組

合の方とは議論を進めております。 

  大体、組合の方とも話の中ではここにこのぐらいの面積というめどは大体ついてはおるん

ですが、今の組合用地と公園用地を入れかえるという作業について、今回この委託料の中で

換地処分をしていきたいというふうに考えております。 

  今後の組合の進め方につきましても、そういうことで組合が持っている保留地を避難タワ

ーのところに換地して、それを今回町が買い上げるような形をとる。 

  それと、あと、前にも御説明させていただきましたが、区画整理の補助金等ございますの

で、その中で町として組合のほうに助成できるものについては助成しながら、今後組合の解

散に向けて協議を進めていきたいというふうに町のほうでは考えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  そうしますと、今、買い上げるような話も出ていたんだけれども、その費用というのはこ

のあとに出てくる避難タワー用地にもう含まれちゃっているということでよろしいですか。

それはまた別個に新たにまたこの設計ができた時点でそういったものが出てくるということ

でよろしいでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  その避難タワーの用地の買い上げの費用については、防災のほうで計上してあるタワー用

地費というところで計上してある金額となります。 

  避難タワーのほうの金額というか、そちらのほうで予算措置してあります。 

  以上です。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  156ページのところのＴＯＵＫＡＩ－０促進事業からお聞きします。 

  その中で、一番最後のブロック塀のブロック塀等耐震化推進事業補助金に関してお聞きし

ます。 

  この推進化、今、ブロック塀の耐震補強に関しては、予算づけが毎年200万という形で上

げていただいてはあるんです。そして今回、非常に増えてきたと。その理由が、平成30年、

去年の８月18日に大阪の北部地震で小学生が皆さん知ってのとおり亡くなりましたよね。そ

れを受けまして、国もそうですけれども、いろいろブロックに関してそういう調査を始めた

と。 

  その中で、今、このＴＯＵＫＡＩ－０の中でせっかくこういう事業をやっていただいてい
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ますので、ことし、関係していますので、非常に増えてきたこともよくわかっていますけれ

ども、この200万という金額の、これを目的が子供をブロックから守ると。そういう目的で

今やっているわけですよね。それと同時に、コンクリのブロックの一番怖いというのは、伊

豆石とか、名前出しますよね、いいですね、何だっけ、大きな、伊豆石と大谷石、非常にき

れいな、やっています。ところが、あれ一つが頭に当たれば大人の頭でも軽くつぶれます。 

  そういう意味で、これ教育委員会のほうにも通じていくんですけれども、実は、そういう

ブロックの怖さ、例えば、鉄筋が入っていて、そうしてその鉄筋が全体で壊れるときのエネ

ルギーとばらばらになって壊れるときのエネルギーというのは格段に鉄筋が入っていて壊れ

たときが大きいんです。これはもう明らかなんです。運動の法則から見ると明らかにそうい

うことが出るわけです。そういうときに、鉄筋で一番怖いのは根元がさびて、見ていくとや

っぱりそうですよね。やっぱり根元がさびていって、そうして上がふらついていたときに、

上の荷重がいきなりどんと、結局その形で１人の女の子が犠牲になったんですけれども、そ

ういうのを含めて、ブロック塀の補助とこれから目的に達するための勢い、方向、そういう

のに関してお聞きしたいんですけれども、ブロックの補助金の、もう少し、何らかの形でブ

ロックをやっていただきたい。 

  これは平成26年の12月に一般質問で通学路のことをやったときに、全協でも言いましたけ

れども、資料として見つけた中に、小学校三つと中学校一つ、四つの学校を中心に500メー

トルの円を描いたときに、各地域に６個から８カ所の非常に危険なところを持っているんで

す。それは、まぎれもなく、そのために、大阪の北部地震で起きた教訓を生かすためには、

それはやっぱり形を変えてでもいいから守るための何か方策をしないかんと。そう思ってい

るもんですから、その中での補助金、補助金もそうですけれども、そういう特化したような

ものとか、そういうものをやっていただければと思うんですけれども、その辺はどうなんで

しょうか。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  このＴＯＵＫＡＩ－０のブロック塀に関しましては、ブロック塀、この今、うちのほうで

措置しておりますブロック塀の補助金につきましては、対象となる道路といいますか、対象

となるところが道路に面しているという中で、建築確認上の道路というところで拾ってござ

います。 

  建築確認の道路ということでありますと、位置指定道路も建築確認の道路ですし、町道に

ついても建築確認の道路ということで、そういうことで拾ってきますので、かなりのところ

は道路に面しているものについては、ブロック塀の補助を使って撤去をしていただけるとい

うふうに考えております。 

  今度、通学路に特化してそういうものを入れていくか、そういうものについてでございま

すが、それにつきましては、教育委員会のほうとも協議しながら、そういうものに集中して

いくのか、そういうことにつきましても協議していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、言われたとおり、ブロックの補強に関しては認定する道路、全てを含めてのというこ
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とですよね。 

  私が今、ここで予算の中で聞こうと思っているのは通学路です、通学路ね。通学路に関し

ては本当に何とか早くしないと、それが起きてからでは犬死にになっちゃいますよね。 

  だから、そういう意味で、教育委員会との話になるというですので、それを含めながら、

できるだけ補正でも何でもいいですので、そういうのをやっていただきたいと。そうして、

全体の中での、特に子供たちが集まるところの、少なくともそこだけは安全地帯として守っ

てやれるようなそういうところをつくっていただきたいんです。そういう意味で、これから

どういう形になるかわかりませんけれども、そういうものがもしできたときの対策として、

考えているものがあれば、ぜひ、それで、その対策ができるとなれば、我々も集中的に動く

ことができますので、そういう形でちょっと、今の全体でなくて、全体のブロックの工事で

はなくて、学校の、小学校、中学校の近くの範囲の、みんなが集中して集まるところの再度

の調査とそれに対する対策をお願いをしたいと思うんですけれども、どんなもんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  先ほどお答えさせていただきましたとおり、通学路に特化してやるかどうかというところ

につきましては、通学路のほうはどういうものであるかというところも教育委員会のほうと

協議をしながら進めていきたいというふうに考えておる中で、今、このＴＯＵＫＡＩ－０に

関しましては、平成30年度におきましても174件戸別訪問というのをやっております。戸別

訪問の中では、主には耐震化と。耐震工事のほうのことにつきましてＰＲしていくというの

を集中的にやっておるわけですが、その中でもブロック塀もその中で、耐震化をしなければ

ならないうちだけしかブロックがないわけではないんですが、そういう家に関しましても、

戸別訪問する中で、同じようにブロック塀についても撤去のほうをお願いするということも

あわせて行っておりますので、そういう中でブロック塀の撤去についても戸別訪問の中でも

あわせて施主さんにお願いしていくというところは今後も進めていきたいというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。最後にします。 

  ブロック塀の補助に関しては、わかっていると思うんですけれども、メーター当たりが

8,900円、最大が10万円の補助、どっちかでということになっていますよね。その部分をや

っぱりもう少し、もしできれば、そういう形での子供たちを守るための方策ができればあり

がたいと思って質問させてもらいました。できたらぜひそういう形のやつができればと思い

ますけれども、最後に何かもしあればお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今、おっしゃられたとおり、今の補助メニューでいきますと、メーター当たり8,900円と、

あと10万円以下どちらか２分の１の安いほうというところで補助のほう出しているわけです

が、今後、先ほどおっしゃいましたとおり、北部地震から国のほうにつきましても、かなり

その辺のブロック塀の補助につきましても、かなり新しいメニューであるとか、そういうも

のが検討されておりますので、そういうもので対応できるものについては、なるべく施主さ
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んのほうの負担が少ない形で、そういうものに補助メニューとして載れるものがあれば、町

のほうでも十分検討して、そういうものは利用していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○６番（山内 均君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかにいかがですか。 

  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  先ほど、同僚議員が質問したように、157ページの富士見土地区画整理、これちょっとお

伺いしたいんですけれども、これは長い間の懸案事項であると私は思っております。私が議

員になったときからもう８年、この間ずっと180万ぐらいの補助金という形で支払われてい

るということであります。そうすると、８年で約1,500万ぐらいですね。 

  そういう中で、今回いよいよゴールへ向かって、先ほど、課長説明いただいたように、あ

あ、いい案だなと。このように思っております。それこそ、もう世帯も変わっちゃって、だ

んだん難しくなってくるという中で、できるだけ早急にこの問題はゴールに向かってしても

らいたいと思っております。 

  そういった中で、今、公園用地がありますよね。それで、公園用地は確保するという中で、

これ、私の耳に入ったうわさ程度かもしれませんけれども、今のタワーの横の何か土地を何

か、今家屋が建っているところを移転して、そこを公園用地にするんだよというようなこと

を聞いたんですけれども、そういうことはないですか。なければ別に差し支えないんですけ

れども。私のうわさだけで終わるならそれで結構ですけれども。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今、公園用地につきましては、新たにどこかに３％の公園を配置しなきゃならないという

中で、やはり、また新たに組合、組合の中で協議していかなければならないんですけれども、

その換地につきまして、新たに移転をさせるとか、施主さん、要は組合員の方の負担が増え

るような形であるとか、例えば、換地を大幅に変えなきゃならないとか、そういう組合に負

担のかかるようなことにつきましては、やはり組合のほうでもその辺は望んでおりませんの

で、なるべく今の現状が変わらないような形で公園用地を考えていかなければならないとい

うふうに、改めてこの中で考えていく換地については、そういうような方針で考えていると

いうことで御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  それでは、そういった危惧はないよと。ただ、私が思ったのは、そういうことをちょっと

耳にしたもんですから、そうすると、また家屋を移転するとまた移転料もかかるよと。そう

いうようなことをちょっと小耳にはさんだもんですから、そういうことでそういったことが

ないということであるならば結構でございます。了解いたしました。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はございませんか。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 反問です。 
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  ただいまの三輪議員のうわさというお話でしたけれども、差し支えなければどういう状況

でどういう話になっているのか。私どもとしても事業を進めていく中で、余り困ったような

情報が出回ると困りますので、ぜひお教えいただければありがたいと思います。 

○議長（八木 栄君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） それこそ、そんなようなうわさをちょぼっと聞いた。ここで私、関心

持っていたもんですから、こういうことで、別に私がよそでべらべらしゃべるわけじゃあり

ませんし、そういうことで、ただ、そういったことがなければ、それでどんどん進めて一刻

も早く、これをゴールに向かって清算してほしいと。そういう思いです。ですから、別に他

意はありません。 

○議長（八木 栄君） いや、そういうことではなくて、やはりここで質疑をするに当たって

は、ちゃんとした根拠を持って質疑しないと、ただうわさとかそういうもので質疑とかいう

ものはちょっと困るもんですから、これからはそういうことのないように気をつけていただ

きたいと思います。 

  もしそういうものがあったら、ここで質疑するんじゃなくて、直接担当課に言って、先に

お話を伺ってくれたほうが助かると思いますので、そのようにお願いいたします。 

○７番（三輪正邦君） はい、わかりました。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  次に、11款災害復旧費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午後 １時３０分 

 

再開 午後 １時３１分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

  次に、９款消防費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 先ほど聞いたときに、防災のこっちのほうで聞けということですので、

お聞きします。 

  北オアシスパークの役割の中に、先ほどの防災公園としての役割、その防災公園としての

役割が、最初に受け入れですよね、被災者の受け入れ、仮設住宅をつくろうと。そういうの



- 167 - 

 

が主な原因であったと思うんですけれども、その中で、今回、防災訓練に関してお聞きをし

たいんです。この中にありますね。防災地震対策の防災訓練の災害補償費とかそういう部分

の中です。それを関連してお聞きします。 

  今回、防災訓練がありまして、あそこのオアシスパークで見せていただきました。そうし

て、中では、公園であるとか非常に有意義なものをやっていただいていました。その後、中

にベンチかまどのあそこに二つついています。そこはやってくれたんですよ。ところが、先

ほども言ったとおり、中の人たちが訓練をしていないもんですから、これで本当に助かるの、

できるのというイメージを持ったんです。防災課としても、実際のところ見てもらって、あ

れはやっぱり常に訓練をしておくことが第一条件ですよね。そして、その中で、やっぱり、

誰がやるかという指揮がなかなかできていないと。私はそう感じました。そうして、そのた

めには、訓練する者が訓練ではなくて講習の一貫でやった、まず一つは、そうすると目的が

防災公園の受け入れの体制の目的が一つ達していないんですよね。ですから、自主防災会に

任せてあるとはいえ、ぜひその辺の受け入れの準備、それは今のうちにやっておいていただ

きたいんです。そうしないと、今の状況でやったら間違いなく混乱します。間違いなく混乱

します。理由はそれぞれがベンチかまどの組み立てに関しても訓練をしていませんから、非

常にうまくいかなかった、それが見えてきました。 

  それともう一つ一番怖かったのが、何と思ったのが、あそこベンチかまどのやつがありま

すよね、二つ、皆さん御存じですね。あれで、あの地域って風がすごい強いんですよ。中で

やってくれた人も言っていました、風が強いもんで。ところが、風が強いところ何が起きる

って、炊けませんよね、大体。だから、その辺の訓練と、訓練によって見えてくるものがあ

ると思うんですけれども、それを早くつくっていただきたいんです。ひょっとしたらあした

来るかもしれないし、そういう意味でちょっとお聞きしたんですけれども、防災課としての、

さっきの負担金を含めた防災課としての北オアシスパークの役割を全うすべく、指示である

とか、そういうものの何ていうんですか、訓練の要望であるとか、そういうものをぜひやっ

ていただきたいと思うんです。もう２年たって全くやっていませんから。その辺をちょっと

防災課として、今、現状をどういう把握しているかとお聞きします。 

○議長（八木 栄君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  まず、防災公園の役割というところでございますけれども、議員も御承知のとおり、大規

模災害があったときに、要するに、津波等で被災をされた方々の受け入れる場所であるとい

う形、あそこには仮設応急住宅を建てて、オアシス館においては物資も滞りなく供給をさせ

ていただいて、オアシス館はそこの避難をしてくださっている方々の仮設住宅で暮らしてい

る方々の憩いの場となるような形にしているという形でございます。 

  それから、その中で、防災公園ですので、今議員がおっしゃられたように、かまどベンチ

であるとか、防災パーゴラであるとか、トイレを配備しておりまして、非常時の際に皆さん

にお使いをいただくという形にしております。 

  議員がおっしゃられたように、防災訓練につきましては、この前の津波避難訓練では、北

区の方々にあそこの公社の方々にお願いをして、防災公園の防災施設の実際にやっていただ

くというような訓練を北区のほうでやっていただいたというところで承知しております。 

  あそこの防災公園につきましては、今回の訓練だけではなくて、あそこで指定管理でいて
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くださっているまちづくり公社の方々が、そこの防災公園の防災施設の見学会みたいなもの

を企画をしておりまして、平常時からオアシス館の施設を見学できますというような形で３

コースくらいつくりまして、そうした企画をつくって住民の皆さんに来ていただいて、施設

を見ていただいたり、じっさいにこういうふうになるんだよというようなこともやっていた

だいています。これについては、昨年の広報吉田の９月号でお知らせもしておりますし、自

治会連合会の定例会でもこういうことをやっていきますというような形でお知らせをしたと

ころでございます。 

  現実的に、今、ちょっとそうした防災公園の施設の、要するに使い方というところにつき

ましては、あそこのまちづくり公社の方々にもお願いをして、情報も発信をしていただいて

いるというところでございます。 

  防災課としましても、こういったことをちょっと引き続きやっていただきながら、町とし

ましても、広くこうした施設を周知をしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ベンチに関しては、ＪＩＡＭよく行くんですけれども、その防災の講

習には必ず出てきます。ただ、出てきたときに、やっぱりああいう大きさではなくてもっと

大きいんですよね。ぜひ本当に役に立つ、あれは風よけと雨よけをすれば本当にしっかりし

たやつができると思うんですけれども、その辺で、訓練を含めてもうちょっと準備のための

大きなやつ、そういうものができないかなと。そういうふうに思っていたんです。それは今

そのために聞きました。 

  それと、もう一つ、あそこにタンクができたでしょう。タンクがありますよね。説明を聞

いたら、常にタンク水たまっていますね。そのときに、いざ地震があって、それを飲むとき

に、塩素できれいにして３時間ぐらい、それをこしてきて、ろ過機を持ってきて水を飲むと、

飲料水にすると。そういう説明があったんですけれども、そうなんですか。あのタンクにあ

るものは常に浄化しているでしょう。それはいきなりは飲めないんですか。 

○議長（八木 栄君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  防災公園にある貯水タンクでございますけれども、40トンの貯水タンクでございます。あ

れにつきましては、塩素剤も変えておりまして、常に非常時があったあときに常にそのまま

飲めるような状態で管理をしているというところでございますので、ちょっとそれを御説明

なられた方はちょっと勘違いをしているのかなと思っています。常に、今、非常時で何かあ

ったとしても今すぐ飲めるような状態で管理をしているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） この発言はあそこのトップが言ったんですよ、トップの方が。ろ過機

をそこから持ってきてやるというから、それじゃろ過機を持ってこなかった、それがぽしゃ

って電源が潰れたり飛んだりしてなくなったら使えないじゃないかと。まさかそんなために

つくったわけじゃないと思っていますので、ぜひそれはしっかりやっておいてください。や

っぱり困ります、そうしないと。そういうところを含めて、訓練のときには受け入れる体制

も含めて、そしてベンチかまどに関してはやっぱり地元の人に常に入れるような形を、やっ
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ていただけるような形を何とか、理事そこにいますので、ぜひその辺をやって、本当にしっ

かりした準備をしておいてください。それはもう目の前に来ていることですので、よろしく

お願いいたします。一言お願いします。 

○議長（八木 栄君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  今の貯水タンクも含めて、また少しちょっとお話をさせていただきますと、先ほども申し

上げましたとおり、防災公園のほうにつきましては、大規模災害があったときには、応急仮

設住宅の建設用地という形で、あそこのオアシス館は避難所にはなりません。避難所には指

定してありません。先ほども申し上げましたとおり、あそこの方々が、応急仮設住宅に住ん

でいる方々の憩いの場所としてあそこのオアシス館を使っていただくと。 

  それから、貯水タンクも、そうした方々のための貯水タンクであるというところで、災害

があってからは、もちろん公社の方々があそこの場所で町の災害対策本部の一員としてあそ

こでやるわけではなくて、もちろん初めは役場のほうがバックアップをするかもしれません

が、あそこの場所は場所で、それぞれの方々、避難所と一緒にそこの方々が運営をしていっ

ていただくような形になってくると思いますので、そこら辺ちょっと御説明をさせていただ

きたいと思いますけれども、ただいまちょっと違ったような認識を持たれていますので、防

災課のほうとしましても、また改めてちょっと公社の方々にもう一度説明をしながら、的確

な説明ができるような、情報発信ができるような形でちょっとまた防災課のほうで周知をさ

せていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） まさにそのとおりなんですよね。やっぱりいざというときのためにあ

るわけですから、どうしても近くにいる人たちの力が多分大きなちからになるでしょう。そ

ういう意味を含めて、ぜひその辺がしっかりした組織と管理と、それとその計画と、それを

切り離した感じでやっていただかないと、どうしたって、あそこでもし何かがあって、確か

に避難所として使いませんよと言っていますけれども、あそこの人が、トップの人がいたと

きに、絶対にみんな聞きますから、組織ってそういうもんですから。だから、その辺だけし

っかりしていただいて、ぜひ、訓練を含めたやつでやっていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

○議長（八木 栄君） よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  165ページの消防施設整備事業費ということでありますが、つい先日、大浜のほうで火事

がありました。そのとき、その近くに消火栓はあったと。実際その消火栓は初動の消火では

使えなかったというか、使える人がいないという中でありました。そのホースの箱はすごい

きれいになって新しくなってよかったよ。そのホースについて、長さがとてもじゃないけど

短くて、消火現場までも全然届かないし、その近くにほかにあるかというとなかったという

ことで聞いているんですが、実際、消火栓の位置とホースの長さ、どれくらいまでをカバー

するかということは当然わかっていてやっていると思うんですが、そういったことというの
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はあり得ることですか。 

  特にこのごろ、家が増えているというか、今までなかったところに家が建っていて、そこ

まではいかないみたいなのもあるのかなと思うんですが、一つの例としてこの間そういう話

を聞いています。 

  ほかにもそういったような現状があるのかというところで、そういったチェックというの

は常にされていて、今回、特に大きなものはないわけなんですが、そういった点検というか

費用というものをこの中には入ってきてはいないと思うんですが、どういった考え方でおら

れるのでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  まず、消火栓でございますが、基本的に消火栓につきましては、一般的に用途地域別に包

含範囲が決められておりまして、一番大きいところで大体半径120メートルという形で決め

られております。これは消防水利の基準からいって決められております。その中で、いつも、

町としては、消火栓のある場所に、ホースが20メートルですのでホースを３本箱の中に入れ

て包含できるような形で置いてあります。 

  先ほど議員おっしゃられた場所がほかになかったというところでございますが、ただ、消

火栓の数としましては、消火栓の充足率、水利の充足率は、今、すみません、はっきり正確

な数字ではございませんけれども、大体吉田町については80％を超えているくらいで、場所

によっては充足されていない場所もまだあるというような形です。 

  ただ、今の先ほど言われたところが充足しているかどうかというのはちゃんと見てみない

とわかんないんですが、恐らく住吉のほうとすれば、充足をされていると思っています、住

宅街のほうは。ですので、ほかに消火栓がなかったということではなくて、ちょっと見当た

らなかったのかなとは思っていますけれども、基本的には120メートルを包含できるように

それぞれ、何ていうんですか、充足できるような形で１カ所にホースを３本ずつ入れて、不

測の事態に備えているというような形でございます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） もちろんそういう形で以前も聞いたことがあって、地図をいただい

て、そのときには大丈夫かなとは思っていました。実際そういう話を聞いたんで、今、確認

も含めてさせていただいています。 

  そうした中で、初動で消す、消火栓を一般の方がなかなかあけることもできないし、そう

いった訓練というものを日ごろされてはいないわけですよね。避難訓練というのもいろいろ

やるわけですが、そうした訓練も一つの避難訓練の中に入れていけるというようなことも必

要なのかなと思うんですが、本当にぼや程度でそういうのを使える方がいれば、近くに、そ

れができるのかなと思うんですが、そういったことに関しては、防災という意味も含めてい

かがでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  消火栓の使用というところでございますけれども、例えば、火事があったりとか、消火栓

を使わなければならないというようなときは、やはり地域住民の方というよりも消防団がい
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ますので、例えば消防団、それから消防団のＯＢの方々、消防団がすぐに駆けつけてという

ような体制をとっておりますので、そうした消防団が使っていただくと。あるいは地域の住

民の皆さんは、あくまでも防災訓練の中でどこにそういった水利があるのかというような地

域で、何ていうんですか、見ていただいて確認していただいて、場所を確認していただいて、

使えるようであれば即座に使っていただくというようなこともあるかとは思いますが、基本

的には消防団のほうが初期消火に当たっていただくというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 消防団の方のほうが間違いなくやっていただけるというのは理解し

ます。 

  そうした中で、今言われたようなことを、自主防災会なりに町のほうからもそういった指

導というのか、そういうこともやっていただけませんかというようなことは今後していくと

いうことでよろしいですね。今言われた消火栓の場所がどこにあるかというのを確認するよ

うなそういった訓練もお願いしますねというような呼びかけということを今後やっていただ

けるということでよろしいでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  消火栓の位置なんかを以前も地元の訓練のときにやっていただいたりというところもあり

ますので、全域で全自主防がそうした訓練も普通の訓練の中に取り入れながらやっていくよ

うな形で町からもお願いをしながらやっていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 １時５５分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は12名です。 

  次に、10款教育費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  187ページ、教育振興費の中で、小学校要保護・準要保護児童就学援助費という項目があ

ります。これは各学校、あるいは中学校も含めて一括してお聞きしたいわけですが、前年の
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30年度予算のときにもお聞きしました。小学校、中学校入学前に、学用品あるいは制服代等

費用がかかるということで、それの援助をするという制度ですけれども、実際には、各家庭

で入学前にそういう費用がかかるわけです。ところが、この援助費については４月以降、後

から支給ということで、実際に生活が大変なところで、３月前、入学前にそういう費用立て

かえというよりも、実際にかかった費用をぜひ援助していただけないかという声があるんで

すが、昨年もそういうことで質問をしましたが、検討をするというようなお返事でしたので、

今それがどういうふうに検討されてなっているのか、それをお聞きしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 学校教育課長、八木邦広君。 

○学校教育課長（八木邦広君） 学校教育課でございます。 

  今、議員から御質問のございました要・準要保護就学援助につきましては、今現在の制度

上は４月の前に、前年度に新入学児童・生徒の準備の支払いをするということにはなってお

りませんが、今年度、予算のほうにその分は計上させていただいておりまして、平成31年度

に制度のほうを改定して、32年度の新入学児童・生徒につきましては、４月前にそういう支

払いができるような形で今考えておりますので、そういったところを今検討してございます。 

  以上です。 

○５番（大石 巌君） 了解です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 174ページで見てください。 

  この中に、まず、設計監理委託料、それと施設改修、説明の中で、設計監理委託料は小学

校、中学校４施設のエアコンの費用だと思います。それともう一つは総合体育館の改修費と

いうことでいいですか。下の施設改修費に関しては、内容は総合体育館のエアコン設置です

か、じゃなくて。いいです。 

  設計監理料のまず1,421万1,000円からお聞きします。 

  これは、４カ所の設計監理ですから、一括でやっていくと思います。それできのう、おと

とい、ちょっと聞きました。私もちょっと土木事務所に確かめました。 

  エアコンの設置に関して、既存のものにつけるものに関しては法的な拘束力はないと。ま

さにざる法だと思いますけれども。 

  今、我々がある程度、300平方メートル以上かな、とるというときに、必ず、エネルギー

の損失、それを抑えなさいと。そのためには何を使ってどういうものをやって何％やるかと

いう厳密な数値を出して、そしてそれが確認の条件になるわけです。 

  ところが、これが今回に関しては、土木事務所の、島田土木の判断ですけれども、返事で

すけれども、聞いたら、何もないと。つけるだけと。つけるだけならこの1,400万ちょっと

高過ぎると思うんですけれども、それはしようがない。それはそれでいいでしょう。そのと

きに、一つは、小学校の体育館の設計理念というのは、風通しをよく、小学校の体育館です。

あれは全部風を通して、その中で、自然の中で快適にという形をとっているんです。ところ

が今度エアコンをつけたときに、一番のネックになるのは、エアコンの冷気、それをどうと

めるかです。どうとめるかです。自彊小学校一つとってみても、全てが引き違いの重たいド

アになっています。その辺の設計監理を委託するに当たって、町のそういうデメリットの部

分のクリアはどういうふうに考えているか、ちょっとお聞きをしたいんですけれども。 
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○議長（八木 栄君） 学校教育課長、八木邦広君。 

○学校教育課長（八木邦広君） 学校教育課でございます。 

  今、議員のおっしゃった設計委託のほうについては、特にそういった、もともとエネルギ

ーの消費性能の向上に関する法律で求めているようなものは入っておりません。 

  実際、そこについて、今心配されているのは、結局体育館のほうで通気性が高いようなと

ころをどうするかというところだと思いますが、今のところ、特にそこについてこういうふ

うにしたいというところが今ないので、一応、その設計の中でどういったことが考えられる

か等をちょっと設計のほうと話をして、それが対応できるものかどうか等もそういった中で

ちょっと検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、できるかどうかじゃなくて、することを考えるしかないんです、

できるように。 

  なぜかというと、冷気を幾らエアコンで送風をしたところで、それが全部外に抜けていっ

ちゃうんであれば、それこそ非常に不合理な話になる。そのときに、電源とかランニングコ

ストとか、そういうのというのはこういう中には、これから考えるわけですか。それともそ

れも全部含めてお願いをしちゃうわけですか。ランニングコスト、それとそのランニングコ

ストを賄う費用、何を使うかとかそういう、当然一つの理想というか、発注する側にもなき

ゃいかんと思うんですけれども、その辺はどうなんですか。 

○議長（八木 栄君） 学校教育課長、八木邦広君。 

○学校教育課長（八木邦広君） 学校教育課でございます。 

  基本的には、設計のほうを委託してその中で検討はさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今の返事だと、そのままお願いしちゃうという感じですよね。設計を

する側から見ると、非常にやっかいなんですよ、本当やっかいなんですよ。一つのやっかい

というのは、レールがあるでしょう、レールのあとをどうやってこすかということですよね。

その一番いい例がエレベーターなんです、改正した隙間を突いて費用を上げるなと。それと

同じようなものをやっぱり要求をしていかなきゃと思うんですから、当然それやっていくと

費用としてはなると思いますけれども、総合的なランニングコストを考えていけば、それの

ほうが安いだろうということで、ある程度目的というか、しっかり持ってもらわないと。そ

のやつはどこかコンサルタントでも何でもいつもやっているところでもいいから聞けばいい

じゃないですか。聞いてもらって、ちょっとその辺はやってください。そうしないと、ラン

ニングコストを考えたときに何をどういうものを電源にするかってまだ全然お考えはないわ

けですよね。ぜひその辺は聞かせてください。 

○議長（八木 栄君） 学校教育課長、八木邦広君。 

○学校教育課長（八木邦広君） 学校教育課でございます。 

  電源につきましては、多分電気であるかガスであるかということだと思います。 

  そこについては、ガス等も当然検討には入れております。その中で、またやはり詳細設計

の中でその熱源については確定していくと。 
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  あと、今おっしゃったすき間等についての対応については、事前にこちらで確認できるよ

うなことについては、ちょっと設計士等に、やったところとかに聞いてみたいとは思います

が、限られた予算の中でどこまで対応できるかということもございますので、そういったと

ころでちょっと検討はさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  もし私が設計をするとしたら、太陽光を使いますね、これは。永遠として出してくれます

から。そうすれば、今言ったランニングコストを当然抑えることができますよね。 

  それと、もう一つは、体育館の改修、エアコンがありましたね。体育館と……何ですか。 

○議長（八木 栄君） 何かあれば、ちゃんとした意見があれば言ってもいいですよ。何です

か。いいですよ。 

〔「いいですか」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員は建築士ですからいろんなことについては御存じかもしれません

けれども、しかし、今、議員が学校教育課のほうに聞いていることは、当然のことながら、

お願いするとき、そんなことこっちが考えることですから、議員が今言わなくても、当然考

えるというか、要は設計を委託する際に、当然のことながら学校教育課のほうで相手にそん

なことは言いますから、それは議員が１級建築士という知識を持っているから言えるだけの

ことであって、それは別に考えることですから、別にいらないことじゃないですか。 

〔「議長、６番」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 私はそのために議員でありますので。要するに、吉田町の福祉のため、

財源を含めて、それは無駄なものをなくすためにやるわけですよね。当然ですよ、そんなこ

とは。だってそれが私の使命ですから。 

  それで、もう一つ言いますね。言われたついでに言いますよ。 

  総合体育館はエアコンは冷房はオッケーなんです、入り口さえ塞げば。入るところへもう

一つのエアカーテンなりつければ。それは当然考えてくれていると思いますよ。ただし、そ

の考える中に基本的な理念が持っていなかったら発注できないじゃないですか。丸投げとい

うやつですよ、それだったら。そうでしょう。私はそのために一生懸命全身全霊でやるわけ

ですから。私はほかに関しては余り言いませんよ。 

  だから、そういう意味で、絶対に財源が非常に大きなものを使っていく、その財源で起こ

したものを利益を無駄にしないためには何をするかということですよね。そのために法律が

できているわけですから。その辺を含めて、当然やってくれると思います。それでやってく

れることになると思います。だから、それはそれでいきたいと思います。 

  それで、そのときに、設計監理委託料の中から、今度は実際にやるときに、吉田町はトイ

レの改修もそうだったんですけれども、一括して、ちょっと悪いことした会社入れましたね、

静岡にある菱和設備、浜松でやったでしょう、起こしたでしょう、ああいうところへ一括し

てやるのもいいと思うんですけれども、ただ、基本的に一括してやったときに、これ、町長、

これからは違いますからね、私、全体の考えですからね、一括してやるじゃないですか。そ
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のときに必ず入ってくる地元の業者がやっているんですよ。よくわかっていると思います。

そうすると、そこに、できたら、本当に町のことを考えてやるんだったら、もちろん点数で

切ることは簡単なことなんです。でもやっぱり、地域の人たちがやっぱり町の中で生活をし

ていて、そしてその中で税金を納めながらやっているんですから、ぜひその地域の人たち、

要するに、例えば自彊小学校の場合には自彊管内の設備だって電気屋さんで十分ですから、

電気屋さんでできるんですから、それをやっていただきたいんです。それは今回、そのため

のちょっと質問の趣旨なんですけれども、そういうこの設計監理の向こう側にあるものに関

してはちょっと聞かせていただければと思いますけれどもどうですか。 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 今、予算の審議やっているわけで、別に議員がおっしゃられるように

技術検討委員会じゃないんですよ、ここは。 

  そんなことは当然のことながら発注する際に、当然のことながら行政のほうで考えること

ですから。 

  それと、もう一点、地元の人間を入れろって、議員、あんまりそういうことは言わないほ

うが結構ですよ。それ言うといろいろ問題も生じますよ。 

○議長（八木 栄君） 当然、入札をしてやるもんですから、指名願いとかそういうものを出

した中で、指名検討委員会というもので諮って、そうして決めていくと思うもんですから、

その辺は、行政のほうがそういう形で執行していくということで御理解をいただきたいと思

います。 

  それから、今、体育館のほうの設計のほうの委託の仕方ということも、もう少し、担当課

のほうも、もうそういうことがわかっていてあるなら、幾ら議員からそういう質問があって

も、ちゃんとそういうことを理解した上でちゃんとして発注しますよというようなことをは

っきりと言っていただきたいなと。 

  町長からそういう意見があったもんですから。ですから、担当課のほうもそういうことが

わかっているようならはっきりとした回答をお願いしたいと思います。よろしいですか。 

  ６番、山内議員、よろしいですか。 

○６番（山内 均君） 議長の判断に任せますよ。 

○議長（八木 栄君） そういうことで御理解を願います。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  173ページの教育振興事業費の中で、臨時職員ということで、これは用務員を１名という

ことで聞いてございます。この用務員１名ということで、四つの学校を巡回してやるという

ようなお話を聞いているんですが、これ、用務員の業務がどこまでというのがちょっと理解

できていないんだけれども、果たして１名で足りるのかというのが非常に思うところです。

時間がたってくるといろんなことを用務員さんにお願いすることが増えてくる可能性がある。

そうした中で、１人で本当に大丈夫かなというのが非常に思います。新しいこれ事業という

か、新しく取り入れたことなので、最初から１人というのにどういった観点から１人という

ことになったのかお願いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 学校教育課長、八木邦広君。 
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○学校教育課長（八木邦広君） 学校教育課でございます。 

  こちらの用務員につきましては、やはり学校のほうからも要望の非常に高かったものです。 

  その中で、学校の校長等と話をしている中で、用務員さんは毎日ずっと学校にいなくても、

学校教育課のほうでやはり今回言っているような形で雇って、１日ごと学校に行きながら業

務をやっていくという形で雇っていただけたらということもありましたので、今回初めての

ことでもありますので、業務としては、やはり一番わかりやすいものとすれば草刈りである

とか小破修繕、小さいちょっとした修繕です。大きいものになってくると、それは当然業者

のほうにお願いをしなきゃならないものですから、余り２人、３人とか人手のかかるような

ものについてはやはりそういった実際には業者にお願いするようなものになっていって、と

りあえずは１名でできる範囲で回りながら、先生の御用を聞きながら、中の雑務をやってい

くということで想定して１名とさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  自分が子供のころというのか、小学校のころ、用務員さんっていたんですよね、常に。い

つの間にか、そういった制度なのかわからないですが、なくなって、今回復活というか、そ

ういう形になっているんですよね。 

  今、言われたように、軽度な修繕であるとか、草刈りであるとかというのはわかるんだけ

れども、本当に１人で本当足りるのかなというのがすごく純粋な思いであります。 

  最初はそういった考えで多分やっていきますよ。でもだんだん増えていくというのが常と

いうか、やっぱりこれもやってください、これもやってくださいというふうになっていくと

思うんですよ。あんまり時間が余っていてもよくないというところで、だんだん業務が増え

ていくのかなというのをすごく懸念するんですよ。そういう中で本当に１人でいいのか。 

  試験的に今回１人でやってもらうということであれば、考えはまた変わってくるんですが、

今後、じゃ、１年やってみて、いや、やっぱり１人じゃ足りなかったということでだんだん

増えていくという可能性も含んでいるということで、町としては考えておるでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 学校教育課長、八木邦広君。 

○学校教育課長（八木邦広君） 学校教育課でございます。 

  先ほど申し上げましたとおり、用務員さんが１人だけでやれるものと、あとやはりそこか

ら見立てをして業者のほうにお願いしてということもありますんで、そういった選別は当然

業務の中でやって、それでもなおまだ人が足りないと。どうしてもということであれば、ま

たちょっと学校のほうと話をしながらどういう形で雇ったほうがいいのかとか、検討の余地

はあるのかなとは思いますが、今のところ１名ということで運用させていただいて、業者も

活用した発注をここで判断していただいたりという形で進めていきたいと今、考えておりま

す。 

  以上です。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑ありませんか。 

  10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 
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  私は、県の教職員の人事管理について教育長にお伺いしたいと思いまして、予算書を見て

いるわけですけれども、強いて言うなら負担金のところでしょうか。 

  この負担金の中で、県町教育長会負担金と、あとは教育振興事業費の中の負担金で子ども

の体験型防犯講座負担金など、こうした負担金が幾つか出されているわけですけれども、先

般、町内の児童が被害者となる教員による不祥事件がありました。これを受けまして、本当

にこの予算審議でありますので、一般的に県の教職員の人事の管理、監督についてはどのよ

うなことになされているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） 栗林でございます。 

  まず、お答えさせていただく前に、そういう御質問がございましたんで少しお話をさせて

いただきたいと思いますけれども、まずは、当町において報道にありますとおり、教育公務

員としてという言い方をしましたけれども、人としてあるまじき行為が行われたということ

につきましては、教育委員会としても大変申しわけなく思っております。また、再発防止に

向けて、今、学校ともども、どういったことができるのかしっかり検討して、二度と当町に

おいてそういったことがないように再発防止を徹底してまいりたいというふうに思っており

ます。 

  その上で、教員の人事のことですけれども、まずは、教員の任命でありますとか、あとは

懲戒処分であるとか、そういった人事権というのは基本的には県の教育委員会にございます。

また、教員の給与というものも県のほうから支払われております。ですので、県費負担教職

員という言い方をしたりもしますけれども、給料は県から出ていて、採用や懲戒やといった

人事権も全て県にあるというようなところでございまして、その中で町の教育委員会のかか

わりとしては、管理監督というような、町立の学校ですので、町立の学校の管理をする教育

委員会として、そこで働く県費の教職員を一義的に管理監督する責任が生じているというよ

うなことになっております。 

  そういった中でもろもろの負担金を町としても支払っているわけですけれども、その負担

金については、例えば、榛原地区教育協会でありますとか、学校保健会でありますとか、そ

ういった教職員の福利厚生も含めてですけれども、そういったところが安定して運営される

ようにということで、研修に使われていたりだとか、もろもろの資料の配付に使われていた

りだというお金の一部を負担をしているところでございます。 

  お答えになっているかどうかわかりませんけれども、そういった県の職員と県の教育委員

会、また、町の教育委員会の関係ということになっているところです。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  吉田町内の小・中学校において、教育環境に何か問題はあったのかというふうに今、疑わ

ざるを得ないわけでありますけれども、こうしたことを受けて、子供の安全をどう守るのか

というところになると思いますが、教育長として今後、どのように、再発防止の話も今あり

ましたけれども、どのようなことをして子供の安全を守るのかというところについて御答弁

をお願いします。 

○議長（八木 栄君） 予算的に何か絡めるところありますか。予算の関係するところありま
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すか。 

〔「議長、10番」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 今、教育長から答弁がありましたように、県の教職員の研修等もあ

るというふうに御答弁ありました。 

  そういった中で、再発防止をするということにおいては、何か町でできることがないのか

というふうに思うわけでありますので、町としてどのように対応をしていくのか、子供の安

全をどう守るのかというところの答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） まずですけれども、報道にもありましたけれども、逮捕されたその

当日、臨時で校長会を開催いたしまして、４人の校長に教育委員会のほうにお集まりいただ

き、私のほうから、まずは研修を必ずこの３月中に、不祥事根絶の研修を行ってくださいと

いうようなお願いをしております。 

  また、学校の中で見回りであるとか、教職員同士のコミュニケーションを図って、情報を

共有をして見落としのないように、いろいろな隅々までしっかりと見られるようにしましょ

うというようなことでありますとか、また、教育委員会事務局職員も学校のほうに定期的に

訪問をさせていただいて、校内の見回りであるとか、先生の様子、また子供たちの様子を見

るような機会を設けさせていただきますというようなことを校長会の中でお伝えさせていた

だきました。 

  これについてはまだ、場当たり的な対応といいますか、根本的な解決であるとか再発防止

策までには至っていないというふうに思っておりますので、今、現時点において教育委員会

としては、まず、なぜそういうことが起こったのか、それは防ぐことがどうしてできなかっ

たのかということを聞き取り調査でありますとか、実際いろいろな関係者にお話をお伺いを

して整理をしているところでございます。 

  それをもって初めて本当の意味での再発防止策というのが出てこようかと思いますので、

今しばらく具体的な対応というところにつきましては、お時間をいただければなというふう

に思っておりますけれども、いずれにせよ、これもそんなに長い時間をかけてやっては意味

のないことでございますので、スピード感を持って対応してまいりたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 今、平成31年度の新年度の予算に向けての審議でございます。教育

費10億強の予算が入っていまして、町でも教育を重点政策にして掲げているところでありま

すし、児童・生徒、保護者のことにも関係することでありますので、平成31年度のこの予算

の中で、研修費は県の事業の負担金ということもあるでしょうけれども、町の予算も費やし

ても私はいいと思います。ぜひ、町の子供を安全に守るというところでのしっかりとした対

策をとっていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） 学校というのは本来的には一番安心して安全でなければならない場

所だというふうに思っております。 
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  今回、そういった保護者の信頼も含めて失ってしまったことはとても大きく、本当に信頼

を失うのは一瞬だというふうに思っておりますし、その回復に向けてはやはり長い年月を要

するんだろうなというふうに思っております。 

  その中で、予算との関係で申し上げますと、今ありましたように、多くの予算を今計上さ

せていただいて議会のほうにお示しをさせていただいているところですけれども、そういっ

た多くの予算を教育にかけていただいているというところも大きく責任を感じているところ

であります。 

  再発防止についてお金でどうこうというところは、もちろん講師招聘というところである

とか、そういったようなところで考えられるところでもありますけれども、まずは研修、ま

た、教員一人一人の意識の問題というところもありますので、一義的にはまずそういったと

ころの啓発というところから考えてまいりたいというふうに思っております。ということで、

お金でここでこうひもづいて再発防止というところで、今のところ、御説明できるところは

ありませんけれども、研修会や意識の徹底をどう図っていくのかというところはお金をかけ

ずともまずはできるところがありますので、そういったところで教育委員会、学校が一丸と

なって、もう二度とこういったことは町の中で起こさないというような強い決意を持って取

り組んでまいりたいと思います。 

  以上です。 

○１０番（大塚邦子君） 了解です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  全協でお聞きしました同じところです。177ページ、(7)の事業、確かな学力定着事業費の

ことで、部活動指導員報酬ということを全協でお聞きしました。 

  昨年の今ごろ、吉田中学校からの要望で７部活、８人の指導員の補助が欲しいということ

で予算どりをしまして、課長の説明ですと、残念ですが３部活のみの指導員のということで

お話がありました。 

  教育委員会としてはＴＣＰトリビンスプランの大きな事業の中で、躍進その１、教育環境

の充実ということで、授業に専念できる環境づくりということで予算どりをしたんですが、

今年度同様、予算が309万2,000円ついておりますけれども、要望があってのこの予算だと思

うんですけれども、前年度と同じようなものでしたら、考え方としたらあれなんですか、指

導員がいないので３部活になってしまったんでしょうか。それも踏まえて、今年度この予算

をとったのは、何人ぐらいの指導員のお願いするというふうな人数があったんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 学校教育課長、八木邦広君。 

○学校教育課長（八木邦広君） 学校教育課でございます。 

  今現在、中学校のほうでは３部活ということで指導員を配置させていただいております。 

  それ以外、もともと学校からこういう、先ほどおっしゃられた７部活であるとかというと

ころで、そういうところに指導員配置できればという話はございましたが、結局そこの指導

員がそこにちゃんとつけられる方がいるかいないかというところもございまして、今年度に

つきましては、あくまで３名で終わっているというところでございます。 

  この31年度予算につきましては、その３名は予算どりをして、あとはもう一名雇用できる
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ような形で４名分ということで予算計上をさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  ことし夏ぐらいから、車座ということで各学校を回りまして、教員の方との現場の中で多

忙化について、教育長も含めていろいろお話ししたと思うんですけれども、現場の先生方は

この部活にとらわれる時間が非常に長いということはうちの町だけではなくて全国的にも大

きな声になっていると思うんですけれども、この４名ぐらいのものだけでこの多忙化という

のは、部活に関しては解消ができるという現場の声なんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） 私、車座対話で回らせていただきましたので、お答えをさせていた

だきたいと思いますけれども、議員御指摘のとおり、中学校の超過勤務の多くは部活動で占

められているんではないかなというところも感じたところですし、実際そうも思っておりま

したけれども、そうなんだろうなということを改めて感じたところです。 

  ４名で足りるかということでありますけれども、当然多様な部活があって、４名入るとい

うことは先生方の中から、基本的には全員の教員が何かしらの顧問か副顧問に割り当てられ

ていますので、４名ということは部活から外れる先生は、単純に考えれば４名しか外れるこ

とができないということですので、それで全ての多忙化が解消されるということまでは考え

ておりません。 

  ただ、これの一つの手だてとして４名配置することで、外れた４名の方がほかの先生方の

仕事の校務分掌なんかを分散していく中で、全体としては多忙化が解消されていくという傾

向になるだろうということを期待はしているところです。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  それと、当町の、例えば、中学校に限定して申しわけないんですけれども、吉田中学校の

先生方は車座対話で全員がお話聞いたわけではないとは思うんですけれども、部活に関して

はまだ自分たちでやるというんですか、町で予算をせっかくとってくれているのに、そうい

うことを使わないで自分たちで多忙化に対してはまだそんなに積極的ではないという考えの

方、先生方が多いんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） 全員に聞いたわけではないので、多いか少ないかというところはわ

かりませんけれども、実際、先生方の中にはそういう先生もいらっしゃるんではないかとい

うふうに考えています。 

○１番（山口一博君） 了解です。 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  これをもって、第９号議案についての質疑を終結します。 
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──────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（八木 栄君） 以上で、本日の日程は終了しました。御協力いただきましてありがと

うございました。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

散会 午後 ２時３３分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八木 栄君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会14日目でございます。 

  ただいまの出席議員数は12名であります。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（八木 栄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（八木 栄君） 日程第１、一般質問を行います。 

  会議規則第57条第１項及び第２項の規定により、期日までに通告を受け、質問を許可して

おります。 

  また、同条第３項の規定により、質問の順序は通告順といたします。 

  １人の質問及び答弁に要する時間は60分以内です。 

  なお、本日は議場内備えつけの発言残時間時計が故障により使用できないため、仮設の発

言残時間時計により、１人の質問及び答弁に要する時間をはかることといたします。関連質

問はございません。 

  それでは、順番に発言を許します。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 石   巌 君 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

〔５番 大石 巌君登壇〕 

○５番（大石 巌君） ５番、大石 巌です。 

  私は、行政改革の取り組みと個人情報の保護の２点について質問をいたします。 

  まず、行政改革の取り組みについてでありますが、社会経済情勢の高度化・多様化に対応

する行財政運営、これが大変求められているところでありますが、効率的で質の高い行政の

仕組みというのが、あるいは環境というのが必要となってまいります。 

  これまで吉田町人口ビジョンなどを包含をする第５次吉田町総合計画が平成28年度からス

タートをいたしました。吉田町行政改革大綱（第５次）が平成30年度までの３年間で10の推

進項目を掲げまして取り組まれております。 
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  以下の点について質問をいたします。 

  １点、推進項目１の事務事業の合理化のうち、(2)吉田町まちづくりステップアップ行政

評価システムの活用では、実施計画の作成に当たり、ＰＤＣＡサイクルの考え方を取り入れ、

事務事業評価を行っております。この評価結果を活用して次期実施計画を策定をし、この実

施計画を基礎資料として次年度以降の当初予算編成を行うという総合計画、行政評価及び予

算が連動した一連の取り組みとなっております。この取り組み内容と評価について、まず質

問をいたします。 

  ２点目、推進項目３にあります町民参加型の町づくりのうち、(2)町民の声の反映では、

町民参加型の行政の推進を図るために効果的な意思抽出方法の導入など、町民等からより多

くの意見及び情報を求め、寄せられた意見等を考慮した意思決定に努めますとしていますが、

取り組み内容と評価について質問をいたします。 

  ３点目、推進項目５にあります定員管理の適正化・給与の適正化のうち、(1)定員管理の

適正化では、職員数増加の抑制に努めつつ、期待される行政サービスを確実に提供できるよ

う柔軟な対応を図るとしておりますが、取り組み内容と評価について質問をいたします。 

  ４点目、推進項目６の人材育成基本方針の推進のうち、(1)人を育てる職場環境の形成で

は、職員同士の信頼関係を築くためにも、職場は仕事をする場であると同時に学びの場でも

あるという意識を職員が共有し、意思決定等の際には活発な議論を行い、よりよい結論が導

き出されるように明るく活気に満ちた職場づくりを推進するとしております。この取り組み

内容と評価について質問をいたします。 

  続いて２つ目、個人情報の保護についてでありますが、安倍首相が、自衛隊員の募集につ

いて自治体の６割以上が協力を拒否しているというような発言をされたことから、防衛省へ

の名簿の提出問題がクローズアップをされております。もとより、住民基本台帳の管理は自

治体の大事な業務でありますし、個人情報の保護は基本的人権の擁護・尊重の観点からも慎

重な取り扱いが求められます。 

  以下の点について質問をいたします。 

  １、自衛隊員の募集について、町は防衛省からの要請に応じて個人情報を提供しているの

でしょうか。また、どのような協力をしているのでしょうか。 

  ２点目、町民の葬儀・告別式がとり行われた際、国会議員や県議会議員からの弔電が披露

されることがありますが、町からの情報提供はあるのでしょうか。 

  ３点目、災害時において、高齢者や障害者など、みずから避難することが困難な人を支援

する吉田町要配慮者避難計画を策定をしておりますが、要配慮者名簿があっても個人情報保

護の観点から支援者の確保など、有効な活用が難しいとの声があります。地域で見守り、助

け合う体制をどう推進するのか。 

  以上の点について質問をいたします。御答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） それでは、答弁をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 議員からの１つ目の御質問でございます行政改革の取り組みについて

の御質問にお答えする前に、まずは吉田町行政改革大綱（第５次）につきまして御説明をさ

せていただきます。 
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  吉田町行政改革大綱は、昭和60年に第１次の大綱を策定して以来、社会経済情勢の変化に

伴う行政需要の拡大及び行政に対する町民ニーズの高度化・多様化など、行政を取り巻く環

境の変化に応じて、その都度改定を行い、現在は平成28年度から平成30年度までを計画期間

とする第５次の行政改革大綱を平成28年３月に策定をし、当町における行政改革の基本的な

考え方及び方向性などの指針となっているものでございます。 

  議員も御承知のとおり、少子高齢化の一層の進行、人口減少時代の到来などの社会経済情

勢の変化に伴う行政需要の拡大及び行政に対する町民ニーズの高度化・多様化など、行政を

取り巻く環境は常に変化しております。 

  このため、限りある財源、人的資源のもとで、町民ニーズを的確に捉え、町民の視点に立

った公共サービスを提供し、町民の満足度を高めていくためには、より効率的・効果的な行

政運営が求められていることから、行政運営に係る基本的な方針として行政改革大綱を定め、

より効率的・効果的な行財政運営を行うものでございます。 

  こうした行政改革大綱の意義等を踏まえました上で、議員からの行政改革の取り組みにつ

いての４点の御質問にお答えをいたします。 

  初めに、１点目の推進項目１、事務事業の合理化にうち、(2)吉田町まちづくりステップ

アップ行政評価システムの活用の取り組み状況と評価はについてお答えをします。 

  吉田町まちづくりステップアップ行政評価システムは、総合計画に基づく実施計画を作成

するに当たり、ＰＤＣＡサイクルの考え方を取り入れた事務事業評価を行い、この評価結果

を活用して実施計画を作成し、予算編成を行うという総合計画、行政評価、予算が連動した

一連の取り組みを行うシステムで、平成24年度から導入をしているものでございます。 

  具体的には、Ｐ、Ｄ、Ｃ、Ａの四つのシートで構成する吉田町まちづくりステップアップ

シートを活用し、実施計画事業ごとの行政評価を通じて、総合計画と予算を連動をさせてお

ります。 

  この吉田町まちづくりステップアップシートは、当町独自の行政評価を進めるためのツー

ルとして、各担当課において実施計画の目的を達成するための手段である予算を伴う事業の

執行状況、実績及び現状を把握した上で、実施計画事業全体の課題や改善点を見つけて今後

の方向性を示し、次年度以降の実施計画の作成に反映させる流れとなっております。 

  Ｐシートでは、評価対象である実施計画事業ごとに第５次吉田町総合計画前期基本計画に

おける位置づけ及び事業の目的となる対象と意図、並びに目的を達成するための手段の設定

を行います。このＰシートの作成に当たりましては、行政改革大綱の基本的な方向性を踏ま

えた上で作成しているものでございます。 

  Ｄシートでは、実施計画事業を構成する予算事業の執行状況を初め、取り組んだ事業内容、

実績を把握し、事業効果をまとめております。このＤシートは、監査委員の決算審査資料と

して活用するとともに、９月の議会定例会時には、議員も御承知のとおり、決算の附属資料

「主要な施策と成果に関する説明書」として活用しているものでございます。 

  Ｃシートでは、Ｐシート及びＤシートの内容を踏まえ、決算年度の事業を有効性、効率性

及び妥当性の三つの視点により評価を行い、現年の事業状況を把握した上で、翌年度及び

翌々年以降の事業の方向性を示します。このＣシートの内容につきましては、町の諮問機関

であります吉田町総合計画等審議会における外部評価の審議資料として活用しております。 

  そして、Ａシートでは、翌年度以降３年間の実施計画を作成し、実施計画ヒアリングや次
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年度の当初予算編成資料として活用しております。Ｃシート及びＡシートにつきましては、

行政評価結果報告書及び実施計画書として取りまとめ、議員各位にも御報告するとともに、

公表しているものでございます。 

  このように、吉田町まちづくりステップアップ行政評価システムは、１年を通じたＰＤＣ

Ａサイクルにより、予算編成時における資料を初め、議会の議決が必要となる決算の附属資

料として活用するなど、多用途に活用しているもので、これまで導入から６年が経過する間

にも、毎年改良を加えながら、現在のシステムを構築したものでございます。 

  その成果といたしましては、行政が行う事務事業の透明性を確保しつつ、事業の継続性と

実効性を重視することによりまして、行政の説明責任がより明確になったことなどが上げら

れるほか、この吉田町まちづくりステップアップ行政評価システムを運用している各職員に

とりましても、常に総合計画を念頭にＰＤＣＡサイクルを意識した事務処理を行うことの重

要性を理解するなど、人材育成の点でも大きく寄与しているものと認識をしております。 

  次に、２点目の推進項目３、町民参加型の町づくりのうち、(2)町民の声の反映の取り組

みと評価はについてお答えをします。 

  吉田町行政改革大綱では、町民の声の反映につきまして、「行政運営の基本的かつ重要な

方針を定める計画等の決定に当たっては、町民参画の機会を確保するとともに、町民参画型

の行政の推進を図るため、効果的な意見抽出方法の導入など、町民からより多くの意見及び

情報を求め、寄せられた意見等を考慮した意思決定に努めます。」としております。 

  この効果的な意見抽出方法とは、住民意識調査、パブリックコメント手続やタウンミーテ

ィングなどがそれに当たるものでございます。 

  当町における行政運営の基本的かつ重要な方針を定める計画などを策定する際における一

般的な町民の声の反映方法を申し上げますと、まず、客観的な住民意識調査を実施をし、現

状と課題を把握します。その後、町民の皆様を初め、識見を有する方々、町内で活動されて

いる各種団体の皆様に参画していただく委員会を設置し、住民意識調査の結果とあわせまし

て、委員の皆様から御意見をいただきながら計画の素案を作成します。 

  この計画素案を作成するに当たりましては、必要に応じて団体ヒアリングやタウンミーテ

ィングなどを開催し、より広く、また、より多くの意見聴取の機会を増やしながら、それら

の意見を踏まえた上で作成するものでございます。 

  そして、委員会で計画素案について承認していただいた後に、パブリックコメントの手続

により計画素案に対する意見募集を行い、パブリックコメント終了後には、必要に応じて計

画素案を修正し、計画案を作成します。 

  その後、委員会におきまして、計画案をご審議いただき、計画を決定していくこととなり

ますが、町の総合計画のような行政運営の基本的かつ重要な方針を定める計画は、議会の議

決が必要となりますので、議決を得てから計画が決定する運びとなります。 

  このように、当町では、計画策定に当たりましては、町民の皆様からより多くの意見及び

情報を求め、一連のプロセスを経た上で計画を策定しております。 

  今後も引き続き、計画等を策定する際には、より多くの町民の皆様の意見を聴取できるよ

うに、効果的な意見抽出方法を導入しながら、質が高く、そして町民ニーズにマッチした行

政サービスを提供できる計画づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、３点目の推進項目５、定員管理の適正化・給与の適正化のうち、定員管理の適正化
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の取り組みと評価はについてお答えをします。 

  吉田町行政改革大綱では、定員管理の適正化の方針といたしまして、「今後の定員管理は、

これまでのような一律的な数値目標では変化し続ける行政需要に適切に対応していくことが

困難であると予想されることから、職員数増加の抑制に努めつつ、期待される行政サービス

を確実に提供できるよう柔軟な対応を図ります。」としております。 

  当町では、従来から少数精鋭の考えのもと、最少の経費で最大の効果を上げるべく、定員

管理の適正化として、とりわけ職員数の増加の抑制に努めてまいりました。 

  しかしながら、平成12年４月の地方分権一括法の施行により、行政運営は中央集権型から

地方分権型に移行し、地方公共団体を取り巻く環境は一変しました。それにより、地方は独

自の考えのもとで行政運営を行うこととなり、かつ、みずからの責任において、社会経済情

勢の変化や町民ニーズに迅速かつ的確に対応することが求められました。 

  また、現代においては、個人の価値観やライフスタイルが多様化し、町民ニーズが高度化

しており、防災、福祉、教育などさまざまな分野における行政に対する需要が増加し、あわ

せて業務量も増加をしております。 

  そうしたところ、平成23年３月11日には東日本大震災が発生し、当町は、それまで培って

きた安全・安心を一挙に失い、新たな安全・安心を手に入れなければならないという大きな

課題を背負うこととなりました。 

  このため、さらに業務量が増加する中、必要に応じて職員数を増やしてまいりましたが、

既に町長部局及び教育委員会事務局において、定数条例による職員数の上限となっておりま

したことから、平成29年３月議会定例会において、吉田町職員定数条例の一部改正をお認め

いただき、定員数を235人から248人に変更をいたしました。 

  近年においては、適正な定員管理のもと、行政サービスを確実に提供できるよう職員数の

増加に努めてまいりましたが、総務省自治行政局が発行する「類似団体別職員数の状況」を

用いた分析である定員管理診断表によりますと、平成29年４月１日現在における当町の職員

数は226人であり、類似団体と比較して23人少ないという結果が出ているところでございま

す。 

  以上のように、計画的に職員の確保を図りながら、変動する行政需要に柔軟に対応し、適

正に定員管理を行うよう努めております。 

  次に、４点目の推進項目６、人材育成基本方針の推進のうち、(1)人を育てる職場環境の

形成の取り組みと評価はについてお答えします。 

  当町の人材育成基本方針は、分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成することが重要

な課題であるとして、平成20年10月に策定されたもので、目指すべき職員像「地方分権の受

け皿となり、自律して行動できる職員」の実現のため、総合的な人材育成に努めることとし

ております。 

  本方針は、第１章「行政を取り巻く環境の変化と職場の課題」、第２章「吉田町職員の目

指すべき職員像」、第３章「人材育成の推進」、第４章「質の高い吉田町職員を育成するた

めに」の４章で構成をされております。 

  御質問にございます人を育てる職場環境の形成は、本方針の第３章「人材育成の推進」に

掲げているもので、「人材育成基本方針を実効あるものとするためには、職場における様々

な場所を人材育成のために活用していくことが必要であり、そのためにも職場は学習するこ
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とのできる風土が形成されていなければなりません。」としております。 

  当町では、この人材育成基本方針に基づき、職員の自己啓発に対する意欲を高めるととも

に、その自主性や資質の向上を図るための職場環境づくりを行っております。 

  具体的に申し上げますと、外部機関での研修やみずからが企画する研修に職員が参加する

ことができるよう、職員研修事業費として毎年相当額の予算を計上しております。 

  また、職員に対して、外部で行われる研修メニューを毎月定期的に紹介し、平成30年度は、

日本経営協会や全国市町村国際文化研修所などが主催する研修に73人もの職員が参加し、み

ずからの意思で資質を高める自己研さんに励みました。 

  さらに、近年におきましては、しずおか中部連携中枢都市圏である５市２町の自主研究グ

ループが主催して行う研修等にも当町の職員が参加しており、他市町の職員との交流や意見

交換により、人的ネットワークの構築にもつなげております。 

  このように、当町では、職員が自主的に参加を希望する研修がある場合には、その意向を

尊重し、研修に参加できるような環境が構築をされております。 

  また、こうした職場外でのＯＦＦ－ＪＴの奨励に加えて、日常業務における教育、ＯＪＴ

にも力を入れております。現在の当町の組織体制は、管理職の若年化により、経験が少ない

ことから生じる管理職としての脆弱な部分についてスキルアップを図る必要がございますの

で、幹部職員からいつでもどこでもＯＪＴが行われ、その脆弱な部分を即座に補うことがで

きる体制を築くよう努めております。 

  地方分権一括法の施行により、地方自治体は自己解決型の行政運営が求められるようにな

り、みずからが考え、みずからが工夫して処理していかなければならない時代となりました。 

  このように絶えず変化する時代に対応するためにも、当町の職員が自己啓発に係る研修事

業に積極的に参加することを奨励するとともに、職場内のＯＪＴも積極的に行われる職場環

境を形成することで、政策決定の際には、職員の多彩な発想により、活発な議論が交わされ、

よりよい結論が導き出せるような明るく活気に満ちた職場づくりを促進してまいります。 

  続きまして、個人情報の保護についての御質問のうち、１点目の自衛隊員の募集について、

町は防衛省からの要請に応じて個人情報を提供しているか、また、どのような協力をしてい

るかについてお答えします。 

  自衛官の募集につきましては、自衛隊法第97条第１項におきまして、都道府県知事及び市

町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部

を行うとされております。また、自衛隊法施行令第162条におきましても、第１号法定受託

事務として、法に基づき市町村が行う事務と位置づけられております。 

  市町村が行う事務の内容でございますが、平成30年５月15日付の防衛大臣通知「自衛官募

集等の推進について」の中に、具体的な依頼事項が記載をされております。 

  その記載内容の一部をご紹介させていただきますと、市役所、町村役場等における立て看

板や懸垂幕の設置のための場所の提供、広報誌類への募集記事の掲載、各種広報媒体による

広報、市町村が管理する施設等へのポスターの掲出等、自衛隊協力会等の各種協力団体との

連携、自衛官募集相談員の依頼及び委嘱等、自衛隊地方協力本部に対する募集対象者情報の

紙媒体等での提出、入隊予定者を励ます会合の実施に関する事項などとなっております。当

町では、自衛隊法及び自衛隊法施行令等の趣旨に沿って、これらの事務を行っているところ

でございます。 
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  議員御質問の防衛省からの要請に応じて個人情報を提供しているかにつきましては、この

防衛大臣通知の依頼事項の自衛隊地方協力本部に対する募集対象者情報の紙媒体等での提出

という事務に当たるのではないかと思いますが、この依頼につきましては、吉田町個人情報

保護条例第10条の規定に、個人情報を収集した目的以外に提供してはならないという個人情

報の提供の制限がございますので、同条例の趣旨に基づき、町から紙媒体等やデータ等で個

人情報の提供は行っておりません。 

  このため、当町におきましては、防衛省からの要請に応じて個人情報を提供していないと

いうことになりますが、住民基本台帳法第11条の規定に、国または地方公共団体の機関が指

定するものに住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることを請求することができるとされて

いることから、自衛隊地方協力本部から住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求がなされた

場合は、閲覧に応じております。 

  次に、２点目の町民の葬儀・告別式がとり行われた際、国会議員や県議会議員から弔電が

披露されることが見受けられるが、町からの情報提供はあるかについてお答えします。 

  吉田町に住所を置いている方が亡くなった場合は、戸籍法第86条に基づき、届け出義務者

である親族等が、死亡の事実を知った日から７日以内に市町村に死亡届を提出していただく

こととなっております。 

  先ほど、１点目の御質問の中でも申し上げましたが、吉田町個人情報保護条例第10条の規

定に、個人情報を収集した目的以外に提供してはならないという個人情報の提供の制限があ

り、この規定に基づき、国会議員や県議会議員の方に情報提供することはできませんので、

町からは情報提供はしておりません。 

  次に、３点目の災害時において、高齢者や障害者などみずから避難することが困難な人を

支援する吉田町要配慮者避難計画を策定しているが、要配慮者名簿があっても、個人情報保

護の観点から支援者の確保など、有効な活用が難しいとの声がある。地域で見守り、助け合

う体制をどう推進するのかについてお答えをします。 

  平成23年３月に発生した東日本大震災において、必ず本人に同意を求める必要があるなど

の個人情報保護の厳格化により、救助や安否確認に活用されるべき個人情報が提供されず、

人の命が守られないという事態が各被災地域で発生をしました。 

  国では、この事態を重く受けとめ、市町村長が避難ついて特に支援が必要な者、いわゆる

避難行動要支援者の名簿をあらかじめ作成をし、消防機関や民生委員等の地域の支援者との

間で情報共有するための制度を創設すること、被災自治体において個人の安否情報の回答が

可能となるよう、法律上の明確な根拠を創設することなどを盛り込んだ法律、災害対策基本

法の一部を改正する法律が平成25年６月に制定をされました。これにより、被災者支援に伴

う個人情報の取り扱いが大きく改正されることとなりました。当町では、この法改正を受け、

同年に避難行動要支援者名簿を作成し、高齢者、障害者などの要配慮者の避難支援を迅速か

つ的確に行うことができるよう体制を整えてまいりました。 

  この名簿を作成することにより、個人情報保護に関する課題はなくなり、避難支援が迅速

に行われることを期待しておりましたが、改正法第49条の11に規定されている名簿情報の利

用及び提供には、災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、本人の同意を得な

くても避難支援関係者である自治会や民生委員児童委員の皆様などに名簿を提供することが

できることとされておりますが、平時は、本人が同意しない限りは名簿提供ができないこと
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とされており、その部分については、個人情報保護に関する課題が解決されていない状況に

ありました。 

  １点目、２点目の御質問でも申し上げましたが、吉田町個人情報保護条例の第10条の規定

に、個人情報を収集した目的以外に提供してはならないという個人情報の提供の制限がござ

いますので、通常であれば、目的外の提供はできないこととなりますが、同条第１項第５号

に、個人情報保護審査会の意見を聞いた上で、必要があると認める場合は提供できるとする

規定がございます。 

  そのため、町では、平時でも避難支援関係者である自治会や民生委員児童委員の皆様など

に名簿を提供することができれば、要支援者の事前の情報確認や見守りなど、災害に備えた

支援活動ができ、名簿の活用がより効果的になると考え、吉田町個人情報保護条例第10条第

１項第５号の規定に基づき、平成26年６月に、町の第三者機関である吉田町個人情報保護審

査会に対し、平時から避難支援関係者に避難行動要支援者名簿を外部提供することについて

諮問をいたしました。 

  そして、審査会からは同月に、避難行動要支援者の権利利益を保護すること、また、知り

得た秘密を漏らさない秘密保持の義務を徹底することとする意見が付された上で、「外部提

供することは適当である」という答申をいただきましたので、町は、この答申を踏まえ、平

時から避難支援関係者に避難行動要支援者名簿を提供することといたしました。 

  こうした経過を踏まえ、現在では、自治会、自主防災組織、社会福祉協議会、民生委員児

童委員、消防署、警察署などの避難支援関係者の皆様や町の関係部局において、避難行動要

支援者名簿により平時から情報を共有し、安否確認や見守り活動が円滑に行われる体制を整

備しているところでございます。 

  また、災害時における避難行動要支援者の避難支援を的確に実施するためには、平時から

地域で支え合い、顔の見える関係を構築することが重要であると考え、昨年12月から、避難

行動要支援者名簿に登録されている方を対象に、民生委員児童委員の皆様による訪問調査を

実施をしております。 

  この訪問調査では、災害時に自力で避難することが困難で支援を申し出られた方々に対し、

どういった手助けが必要か具体的な支援方法を聞き取りをし、支援に関する情報を地域ぐる

みで共有することで、地域で見守り、助け合うことができる体制を構築しております。 

  このように、当町における要支援者名簿が平時から活用されていること、また、地域ぐる

みで支援体制が構築されていることは、議員が憂慮される要配慮者名簿の有効な活用は難し

いという状況には当たらないものと考えております。 

  今後も、避難行動要支援者が抱えている問題を町と避難支援関係者との間で共有をし、災

害時に限らず、平時から地域で見守り、助け合う体制整備に努めてまいります。 

○議長（八木 栄君） 答弁が終わりました。 

  再質問はありますか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石でございます。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず１点目に、答弁にもありましたＰＤＣＡサイクルの循環によって、よりよい施策の実

行ということで、計画、実行、評価、改善というサイクルを回していくと。私も、システム
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としては大変いいサイクルだというふうに思っております。 

  ただ、今の答弁にもありましたように、担当課の中でこのサイクルを回すということが、

一つは基本的な作業になっているんじゃないかなと思います。 

  その過程の中では、審議会の資料ということで提供もされているわけですが、もう少し客

観的に、第三者的なチェックがこのサイクルの中に入ってくれば、より実効性の高いものに

なってくるのではないのかなという感じもいたしますが、こうしたＰＤＣＡ評価システムを

よりよく改善するということについての何かお考えというものはあるでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  この行政評価システムでございますが、これは毎年毎年見直し、ＰＤＣＡサイクルをしな

がら、ことし、また、来年、再来年ということで続きながら、一連に動いていくものでござ

います。 

  そうした中で、現在、まず１点目が、担当課の評価だけではないかということでございま

すが、内部では、評価の場合は担当がまず自己評価を行います。その後、役場としての評価

ということで、行財政構造改革推進本部という内部会議がございまして、そこにまた評価を

かけます。内部として２度の評価を行いまして、その中で、その後、先ほど言いました外部

評価、いわゆる総合計画等審議会、こちらのほうにかけていくと。 

  ただ、評価というのが、これは一連の動きになっていますので、Ｄｏ、いわゆる先ほどの

行動のところで、議員さんを含めて議会の参考資料として出させていただいて、そこでいろ

いろ御審議いただく中で意見をいただいて、それをその評価のほうにも反映しながら行って

おりますので、ただぶつ切りではなくて、一連の流れの中で行っています。ですので、実効

性というお話がありましたけれども、これまでも、いわゆるつながりをしながら実効性を担

保しながら、評価のほうを進めているということでございますので、そういった形で評価の

ほうを行っているというものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  今、答弁いただいたように、議会のほうにも、こうした行政評価結果報告書という形、あ

るいはそれぞれの事業の実行状況等を資料をいただいて、私たちもそれを検証しながら当局

の今の状況については把握をさせていただいております。 

  たくさんの項目がこの中に入っているわけですけれども、私の感じなんですが、こうした

サイクルを回すのはいいことだと、私、先ほど言いましたが、このサイクルの中で、この作

業の中で予算編成、あるいは次年度以降の実施計画というのが当然入ってくるわけですが、

どうしても予算的な縛り、あるいは補助金とか、それから総合計画の中での年度計画という

のが、縛りが当然かかってくるわけで、その枠からはみ出すような新しいことをすぐ提案し

ても、なかなかそれが取り入れられないのではないのかなという気がします。 

  もう一つの点は、予算的な総枠というのは大まかには毎年決まっているわけで、歳入のほ

うがなければ歳出も当然縛られるわけですので、そうした点では大きな枠が決まっているか

ら、そこにおさめるような計画にならざるを得ないということで、予算に縛られた逆算的な

計算で、この計画というのが、どうも小さく自分で抑えるような形に、予算を見据えた計画
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というのがなっているんじゃないかという危惧がするんですが、そうした逆算的な作用が現

場のほうで働くという、そういう危険性はないんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  この行政評価システムは、今、議員おっしゃるように当初予算に、次の予算につながって

いくという制度になっております。 

  そうした中で、当然、担当課としましては、やはり今、逆算というお話がありましたが、

そうしたことは、まず先に結論から申し上げますと、逆算ということはございません。ただ、

やはり行政を進める上では、人・もの・お金というところも当然ありまして、限られた財源

の中で、その中で知恵を出しながら事業のほうを計画、もしくは継続で、工夫を凝らして改

善をしていくということになります。 

  ですので、実施計画、実際には、先ほど実施計画書ということで出されましたが、そこと

予算も若干のまだ乖離があります。計画のほうが、やはり限られた予算の中で、より効果的

に行うためには、もう少し補助金等も含めた中でやっていく必要もあるだろうということも

あります。ですので、当然そこは乖離が出てくるというのは御承知おきいただきたいと思い

ます。ただ、そこに至るまでに、実施計画をしたから予算、予算も実はヒアリングというの

何回も行っていきます。担当者レベル、それから幹部レベル、また、町長レベルということ

で、そうした全般的な順序を踏んで行っていますので、その中で選択といいますか、効果的

な、他どうなのかというところの中で予算編成をしておりますので、当然その土台には実施

計画があって、そこからという形になりますので、決してその予算を前提として逆算という

ことではなくて、限られた予算をどう有効に使うかということで行っているものでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  町の行政を進めるために、当然、町民の皆さんからの要望・御意見を踏まえた上での計画

にもなっているわけですが、それぞれ事務事業を行う場合には、細かな年次計画、あるいは

どこをどういうふうに直すんだと、あるいはつくるんだというような、そうした地元への説

明が必要なことが多々あると思うんです。 

  そうした点で、例えばですが、道路や河川など、そういう公共物の補修や改良といった点

が、かなり住民からいろいろ御意見をいただいていると思うんですけれども、そうした、例

えば来年度に移行した道路のこの部分を補修します、あるいは河川のこの部分を改良します

というような計画がある場合に、あらかじめ地元の町内会などに説明をされていると思うん

ですが、そうした地元に対する説明と理解が十分でないと、いきなりこんな工事を行ってと

いうようなことがあると思うんですけれども、その点の住民への説明、あるいは理解の程度

といいますか、周知徹底といいますか、その点については、今どういう状況になっているか

お答えいただきたいと思うんですけれども。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいまの御質問は、具体的な事業を展開する場合にというところだと思います。住民の
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方にちゃんと説明をしているのかどうかということだと思いますが、通常、道路であるとか

河川ということで今出ましたけれども、こうした事業を進めるに当たりましては、自治会の

皆様の御協力をいただきまして、特にその関連する地域住民の方、町内会等を含めた方々に

対しまして説明会を実施をしておりますので、この点は基本的に、当然、受益者として影響

がある方々、そうした方々も行っております。そうしたきめ細やかに説明会等を実施してい

ると。住民の方の理解を得ながら事業を進めるというのは、やはり基本でございますので、

そうしたことで進めております。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  例えば、河川でいいますと、住吉の稲荷川が大雨が降った都度、氾濫といいますか、する

わけですけれども、そのための地元から河川改修を、あるいは水の流れをよくしてほしいと

いう要望がたくさん出ていると思うんですけれども、これに対して、この計画の中で地元に

対する説明会というのはやったんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  稲荷川という河川改修のお話だと思いますので、事業課である建設課のほうからお答えを

させていただきます。 

  議員がおっしゃったとおり、内水氾濫の要望が出ているということで、今年度、治水対策

のモデル地区としまして、住吉の稲荷川の周辺の護岸のかさ上げ、ちょっと高さを高くする

工事をさせていただいて、今後の治水対策の検証を行っていきたいということで事業を実施

しております。 

  それにつきましては、議員のおっしゃる地元の意見を吸い上げているか、聞いているかと

いうところにつきましては、地元の説明会も行って、現地の立ち会いも２回、３回行いまし

て、十分話し合いをした中で工事を進めていると理解をしております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  続いて、庁舎内で明るく皆さんが元気に働ける、そうした職場環境、これも大切なことな

んですが、昨年度を見ますと、定員が条例で増えたんですが、実際にはなかなかそうした計

画どおりに職員の数を確保されないという状況があったわけですけれども、私が心配するの

は、病気などを理由とした退職というような人がありますと、貴重な人材が失われるわけで

して、そういう人は健康管理にも十分配慮しなければいけないと思いますが、一つは昨年の

職員の年次有給休暇の取得状況です。これも１年間１人20日という日数があって、それが消

化できなければ次年度に繰り越すということもありますが、毎年その消化が足りなければ繰

り越しした分がそのまま消えてなくなるわけですので、そうした点も職員の健康管理、ある

いはいろんな用事があれば、当然、その職員、仕事を休んでもいいような体制がつくられて

いれば、安心して有給休暇が取れると思うんですけれども、その取得状況はどういう状況だ

ったでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 総務課長、久保田明美君。 
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○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  職員の有休休暇の取得状況ということでございますけれども、昨年度の状況を申し上げさ

せていただきますと、平均で答えをさせていただきますけれども、平均で、職員の有給休暇

の付与日数といたしましては、平均では年間で38.54日。38日、平均でです。付与日数です、

それに対しまして、年間取得日数が7.6日ということで、取得率につきましては約19.8％と

いうことで、取得率になっております。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  年間20日という基本的な日数があるわけですので、職員の皆さんがその20日を有効に使う

ということも、これはやっぱり職場環境の改善にとって大事なことだと思いますし、そうし

たことが自由にとれる状況ということを、まず、環境の整備で前提であるんじゃないかなと

思います。7.6日というのは私が考えれば非常に少ない数字だと思いますので、ぜひその点

は改善をしていただきたいなというふうに考えております。 

  それから、話は変わりますが、自衛隊への名簿の提出については、先ほどの答弁の中で防

衛省からの通達ですか、それから、個人情報保護条例に基づいて、個人名簿については提出

はしていないと。ただ、名簿の閲覧等、これについてはあるよというようなお話がありまし

た。ただ、いろいろ新聞等でにぎわっている問題、なぜそうなっているかといいますと、名

簿を提出している自治体も36％ある。それから、自治体のほうで抽出、例えば18歳、22歳に

該当する年齢の人を抽出をした名簿の閲覧をさせるとか、そうしたことが34％の自治体であ

るというようなことが共同通信の調査でも新聞で報道されていました。 

  ですから今、先ほどの答弁にありましたように、個人情報の保護について、やはり厳格に

していただく、これが国の機関だからいい、あるいはほかのことだからいいという例外をつ

くるということが、ちょっとまずいんじゃないかなと私は思いますので、先ほどの答弁のと

おり、その点については取り扱いは厳格にしていただきたいなというふうに思っております。 

  それから、地域の見守りの関係ですが、答弁にもいただきましたように、自治会、あるい

は民生委員の方々等に対して、あと消防の関係、そうした要支援者の名簿については、条例

の改正等によって提供についてはして、広く共有をしていくというような答弁をいただいた

わけですが、実際に、それが具体的に、支援をしようとする人がいますよと。この地域で支

援をする人、応援をする人がどういうふうにマッチングしているのかということです。そう

いう状況が今、果たしてできているのかどうかということが、非常に皆さんからもいろんな

意見が出されています。ただ、それがどうマッチングしているかということの情報が共有さ

れていなければ、なかなかこのシステムってうまくいかないと思うんですけれども、これは

防災計画ということの中での話になっちゃうと思うんですけれども、そうしたマッチングと

いうのはうまくいっている状況にあるんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  避難行動要支援者名簿の関係になりますので、福祉課のほうからお答えさせていただきま

す。 

  議員がおっしゃられるマッチングということですが、議員がおっしゃるマッチングは、災

害時、有事のときのことでしょうか、それとも、今回名簿に関することですので、名簿は事
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前に作成をさせていただいているので、平時からのマッチングということでしょうか、ちょ

っとそこのところが…… 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  すみません。説明が不十分で申しわけありません。 

  緊急時に要保護者といいますか、支援を受ける人の名簿、これはそれぞれの協力をいただ

いていろんな形でできているとは思うんですが、その人に対して、緊急時にどういう人がど

ういうふうな支援をするのかということのマッチングの名簿がないと、そういう意識を持っ

ていなければ支援ができないわけですので、そういった緊急時にそうした体制ができている

のかどうか、そこが非常に心配なんですけれども、どうなんでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  緊急時のときの１人の方に対して、どなたがどのように対応するかということだと思いま

す。 

  それにつきましては、今回提案されている避難行動要支援者名簿の中に明記されている方

のところに、個別計画といったものをまずは１回配付をさせてもらっています。その個別計

画の中に、どこそこの誰それ、私は誰それに避難のための支援をしていただきますといった

ことを書く計画表になっておりますが、そちらを御本人さんたちから町のほうに提出をして

いただくような形になっております。 

  今回、郵送でやりとりをしたんですが、郵送ではなかなか全ての方が回収できなかったも

のですから、今度は民生委員さんに名簿の対象者のところへ訪問していただいて、計画の提

出はしますか、しませんかというところから、計画をもし出されていないようだったら、用

紙のほう、こういうふうにありますよということでちょっと紹介をしていただいて、また提

出を促すというようなことをお願いしております。計画を見ればマッチングができるような

形になります。 

○議長（八木 栄君） 大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  今の説明で、そうしたマッチングをスムーズに行われるような努力をされているというこ

とについては理解をいたしますが、実際に今の要援護者が緊急時でもそうした伴う支援者が

いて、すぐ避難できるという状況というのは、実際そういう体制ができているのかどうか、

どの程度できているのかどうか、その点が心配なんですけれども、どうでしょうか、実態と

しては。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 名簿にお名前のある方が、町内では2,586名、３月の時点で、今

おります。その中から、計画を提出された方というのが682人というような状況です。 

  この中には、ほかの人に手伝ってもらわなくても、家族の中で自分で避難することができ

ますといった方もおりまして、そこの数はちょっと入ってはいないんですけれども、計画と

して提出されている方については682人というような形で、今、提出のほうをお願いしてお

りまして、民生委員さんに、12月からまた訪問に行っていただいていますので、その時点で

また催告されたことで提出をしていただいている方がかなりいらっしゃいます。 
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○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  なかなか難しい作業だというふうに思います。 

  やはり、いろんな家庭の状況、昼間うちの人がいない場合、それから、夜だと応援する人

もなかなか難しいというような、いろんなケースが出てくると思うんですけれども、いずれ

にしても、これはこつこつと進めていかなければならない問題ですし、基本的には、やっぱ

り地域での助け合いという土壌がなければ、なかなかそれも進まない問題じゃないかなと思

います。 

  やはり地震等、いつ来るかわからない状況ですので、早急にそういう体制をつくっていく

必要があると思いますし、やはり皆さんが安心して暮らせるということで、吉田町はいい町

だというふうな実感を生むためにも、そうした一つ一つの施策を実行していっていただきた

いなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（八木 栄君） 以上で５番、大石 巌君の一般質問が終わりました。 

  ここで、傍聴される方に再度お願いをいたします。 

  携帯電話をお持ちの方は電源を切るか、マナーモードに切りかえていただきますようお願

いいたします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 遠 藤 孝 子 君 

○議長（八木 栄君） それでは、続きまして、３番、遠藤孝子君。 

〔３番 遠藤孝子君登壇〕 

○３番（遠藤孝子君） ３番、遠藤孝子です。よろしくお願いいたします。 

  私は、31年第１回吉田町議会一般質問において、事前に通告してあるとおりです。 

  第５次吉田町総合計画・前期基本計画の最終年度となり、その成果を着実に生かし、後期

基本計画に着手するときが来ました。町民の安全対策として最重要である津波防災町づくり

における津波避難タワーの設置や防潮堤のかさ上げ等進んでおります。 

  また、平成28年２月23日の吉田町総合教育会議において、吉田町教育元気物語、ＴＣＰト

リビンスプランについて協議され、吉田町は全ての子供たちに最良な教育サービスを提供す

ることを目標に３年目を迎えます。これらの施策の実施を展開していますが、町民の福祉の

向上に資するため、新たなＰＤＣＡサイクルの新年度を迎えます。 

  さて、ここで、町では平成31年度、豊かで勢いがある心を魅了する町にするため、その１、

教育環境の充実、その２、新たな安全とにぎわいの創出、その３、子育て支援の充実、その

４、健康づくりの推進の四つの躍進事業が展開されることになっています。 

  これらの事業を具体的に展開するために、以下の点についてお伺いします。 

  まず、躍進その２といたしまして、新たな安全とにぎわいの創出について２点お伺いいた

します。 

  １、吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会や吉田漁港多目的広場利活用検討委員会の

具体的な内容と進捗についてお伺いいたします。 
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  ２、北オアシスパークを中心とした東名吉田インターチェンジ、企業活動維持支援事業区

域、多目的広場吉田漁港や、県営吉田公園、たくさんありますけれども、それらを結んで具

体的に人の流れをどのようにつくるのかというふうなことを２点お伺いいたします。 

  躍進その１といたしまして、教育環境の充実についてお伺いいたします。 

  １、幼児カリキュラムの実践やスタートカリキュラムの取り組みは、もうこれは３年目を

迎えますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、２、授業日数の平準化について、31年度の実践に向けての取り組みはいかがで

しょうか。 

  三つ目ですけれども、中１ギャップを克服する「小・中のつながりのある教育検討委員

会」、この具体的な進捗状況、どの程度まで進んでいるのかお伺いいたしたいと思います。 

  四つ目、住吉小学校の「未来の学校『夢』プロジェクト」の成果と町内学校への波及はど

のようにされていますでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） それでは、答弁をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 平成31年度躍進の事業展開についての御質問のうち、新たな安全とに

ぎわいの創出についての１点目、吉田町シーガーデンシティ構想委員会や、吉田漁港多目的

広場利活用検討委員会の具体的な内容と進捗はについてお答えをします。 

  議員も御承知のとおり、平成23年３月の東日本大震災以降、当町は、津波防災町づくりを

強力に推し進めてまいりました結果、津波避難タワー15基の建設を初めといたしまして、避

難路の整備、そして、平成28年10月には北オアシスパークの供用開始により、命を守る対策

につきましては、国・県を初め、町民の皆様の御協力をいただき、おおむね完了したところ

でございます。 

  そして、平成28年度からは、シーガーデンシティの一角となる吉田漁港多目的広場の盛土

工事に着手するとともに、平成30年10月からは国・県の支援のもと、レベル２津波を防ぐ川

尻海岸防潮堤盛土工事が開始されるなど、津波防災町づくりの一丁目一番地であります町民

の皆様の財産、企業の皆様の生産活動を守る対策が強力に、かつ、着実に進んでいるところ

でございます。 

  議員御質問の吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会及び吉田漁港多目的広場利活用検

討委員会の具体的な内容と進捗状況についてでございますが、当町といたしましては、本年

度から、国において海岸防潮堤のかさ上げ工事が川尻工区から始まる運びとなりましたこと

から、この機をシーガーデンシティ構想の深化と、さらなる推進のときと位置づけ、新たな

安全が確保される沿岸部へとにぎわいの輪を広げながら、シーガーデンシティ構想の具現化

を図るため、平成30年７月に、吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会を設置したもので

ございます。 

  この推進委員会は、都市デザインに精通をされております大学教授、国・県の職員や町内

産業団体の代表者を含む15名で構成されており、具体的な取り組みといたしましては、町全

体のグランドデザインを描き、吉田漁港多目的広場の整備を初めとしたシーガーデンのにぎ

わいの創出についての方向性を提案していただく予定となっております。 
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  また、この推進委員会の設置にあわせて、吉田漁港多目的広場を直接的に利活用していた

だける団体などで構成する吉田漁港多目的広場利活用検討委員会も設置いたしました。 

  この検討委員会は、吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会の作業部会として位置づけ

ておりますことから、シーガーデンの拠点の一つとなります吉田漁港多目的広場のにぎわい

をイメージした利活用案を検討し、推進委員会と連携を図りながら、多目的広場上部の実施

設計に反映させることを目的としているものでございます。 

  これまでの進捗状況でございますが、まずは、両委員会委員の皆様にシーガーデンシティ

構想のイメージを共有していただく必要がありますことから、平成30年７月４日に、吉田町

シーガーデンシティ構想推進委員会と吉田漁港多目的広場利活用検討委員会を合同で開催を

いたしました。 

  この会議では、これまでの当町の津波防災町づくりの取り組みを初め、シーガーデンシテ

ィ構想の概要と経緯、今後の会議運営等について御説明をさせていただきました。また、シ

ーガーデンのジオラマ作成やシーガーデンシティ構想の事業化に伴うデザイン等の業務受託

者であります静岡文化芸術大学から、若者の視点に基づいた吉田町の環境、景観特性などに

ついて説明していただき、シーガーデンシティ構想や川尻海岸におけるシーガーデンのイメ

ージを各委員ともに共有する機会とさせていただきました。 

  そして、７月31日には、今後の検討に向けてのイメージづくりの一助としていただくため、

両委員会委員の皆様を対象に現地見学会を開催し、吉田漁港多目的広場からの眺望や風、高

さなどを体感していただきました。 

  しかしながら、この第１回の推進委員会及び検討委員会の開催を決定した時期に、国の防

潮堤の盛土工事が10月ごろに変更され、さらにシーガーデンの方向性を検討する上で重要と

なる多目的広場と防潮堤の取り合い部分や河川防災ステーションについて、国と新たな協議

が必要となりましたことから、次回以降の委員会の開催は、協議の方向性が示されるまでは

具体的な検討が困難な状況となったところでございますが、その後、他の利活用例や現場の

状況を共有するとともに、現段階での各委員の利活用における御意見を聴取するため、この

ほど２月７日に、第２回の検討委員会を開催したところでございます。 

  今後につきましては、吉田漁港多目的広場利活用検討委員会の意見を取りまとめ、シーガ

ーデンシティ構想推進委員会と連携をしながら、平成31年度中にはシーガーデンシティ構想

のグランドデザインをお示しするとともに、多目的広場の利活用に係る提案を実施設計に反

映してまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の北オアシスパークを中心とした東名吉田インターチェンジ、企業活動維持

支援事業区域、多目的広場と吉田漁港や県営吉田公園等を結んで、具体的に人の流れをどの

ようにつくるのかについてお答えをします。 

  平成27年第3回吉田町議会定例会におきまして、議員から同様の御質問をいただいており

ますが、その後、各事業が急速に進んでおり、当時とは大分状況が変わってきております。 

  これまでも御説明させていただいておりますが、シーガーデンシティ構想につきましては、

1,000年に一度の大津波に備える津波防災町づくりを進める中で、現在整備している吉田漁

港多目的広場、海浜回廊を初め、県営吉田公園、河川防災ステーションなどにおいて新たな

安全を創出するシーガーデンを整備するとともに、防災公園である北オアシスパークを情報

発信拠点として活用し、シーガーデンや展望台小山城、津波避難タワー群などへの人の流れ
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を喚起することにより、新たなにぎわいを創出する魅力ある町づくりを行う取り組みでござ

います。 

  現在、北オアシスパークの周辺は、“ふじのくに”のフロンティアを開く取り組みの物資

供給拠点確保事業区域として、災害時の物資供給支援などを行っていただくことに御協力を

いただける商業施設が立地し、多くの来訪者でにぎわっております。 

  一方、沿岸部に目を向けますと、吉田漁港多目的広場は、防潮堤との取り合い部分を残し

て盛土工事がおおむね完成をし、現在は、のり面の植栽工と階段の工事が行われております。

また、県営吉田公園から吉田漁港多目的広場までをつなぐ海浜回廊となる防潮堤は、現在、

11.5メートルのかさ上げ工事が実施をされており、川尻海岸におきましては、着々とシーガ

ーデンの完成に向けたハード事業が進んでいるところでございます。 

  さらに、それら各施設をつなぐ道路網として、都市計画道路東名川尻幹線、榛南幹線、富

士見幹線が開通しております。それぞれの施設を点で例えますと、都市計画道路が線となる

ものでございまして、この道路網の整備によって、新たな人の流れを呼び起こすための基盤

が整ってまいりました。 

  御質問にございます北オアシスパークを中心とした東名吉田インターチェンジ、企業活動

維持支援事業区域、多目的広場と吉田漁港や県営吉田公園等を結んで、具体的に人の流れを

どのようにつくるのかにつきましては、道路網の整備により、各拠点施設を結ぶ基盤は整備

されたところでございますので、それらを最大限に生かし、工夫を凝らしたにぎわいづくり

の具現化により、新たな人の流れを創出してまいりたいと考えております。 

  こうしたことに鑑みまして、吉田漁港多目的広場、河川防災ステーションなどの新たな施

設はもちろん、展望台小山城や津波避難タワー群のほか、各種文化財や町有施設など、それ

ぞれの施設の魅力をさらに高める必要があると考えております。 

  また、東名吉田インターチェンジに関しましては、町の玄関口として周辺利活用の可能性

調査を実施しているところでございますが、あわせて、公共交通の結節点としての役割を果

たす東名吉田インターチェンジのターミナル化について検討するとともに、町内各施設を都

市計画道路で結び、そして、これらを町全体に張りめぐらせる面として、来訪者の回遊性を

生み出す新たな人の流れをつくる起点として位置づけてまいりたいと考えております。 

  １点目の御質問の中でも申し上げましたが、整備中の吉田漁港多目的広場では、水産振興

をテーマとして新たなにぎわいを創出し、魅力ある広場となるよう、現在、検討委員会にお

いて利活用案を含め、検討しているところでございます。 

  そして、シーガーデンシティ構想推進委員会では、町全体のグランドデザインを描き、シ

ーガーデンなどの拠点施設をコーディネートしながら、各施設の魅力を高めるとともに、各

施設間を結び、町全体を面として、新たなにぎわいを創出する方向性の検討をお願いしてい

るものでございます。 

  町といたしましては、シーガーデンシティ構想推進委員会による新たなにぎわいを創出す

る方向性を踏まえながら、民間資金やノウハウを活用するなどの官民連携をも視野に入れ、

創意工夫によってシーガーデンシティ構想の具現化を図り、構想の目指す姿であります「豊

かで勢いのある魅力的なまちづくり」に引き続き邁進してまいります。 

  続きまして、２つ目の御質問でございます教育環境の充実につきましては、教育委員会の

所管になりますので、教育長より答弁をいたします。 
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○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） 教育環境の充実についての質問のうち、１点目の幼児教育カリキュ

ラムの実践やスタートカリキュラムの取り組みはについてお答えいたします。 

  幼児期は、向上心や忍耐力といった、いわゆる非認知的能力を育む上で非常に大切な時期

であると言われており、海外の研究では、質の高い幼児教育がその後の人生に大きな影響を

及ぼすとの結果が示されています。 

  また、平成29年３月に幼児教育の指導の基準となる幼稚園教育要領及び保育所保育指針が

改定され、平成29年度から全面実施となっており、当町においても、この新しい基準に基づ

いた質の高い幼児教育が求められているところです。 

  さらに当町では、こうした幼児教育の推進に加え、町の教育の方針である吉田町教育大綱

において、切れ目のない効果的なつながりのある教育の推進を掲げており、加えて、ＴＣＰ

トリビンスプランにおいても、幼保・小中一貫教育の推進として、幼児教育と小学校教育の

一貫した教育を掲げております。 

  こうした状況を踏まえ、教育委員会では、平成28年度から幼児教育の充実を幼児教育カリ

キュラムの作成及び実施により、幼児教育と小学校教育との円滑な接続の推進をスタートカ

リキュラムの作成及び実施により、進めているところです。 

  まずは、平成28年度から平成30年度までの取り組みを、年度ごとに御説明させていただき

ます。 

  初めに、平成28年度の取り組みについてですが、教育委員会では、まず、取り組みの大き

な方向性の確認やその具体的な手だてを検討するため、平成28年９月に、千葉大学教授の松

嵜洋子先生を座長とする吉田町幼児教育カリキュラム作成委員会を設置し、吉田町独自の幼

児教育のあり方やその内容について検討を重ね、平成29年３月に幼児教育関係者共通の指導

指針となる吉田町幼児教育カリキュラムを取りまとめました。 

  次に、平成29年度の取り組みについて御説明させていただきます。 

  平成29年度は、平成28年度の取り組みをさらに深化させるため、５月に吉田町幼児教育カ

リキュラム実施委員会を設置し、幼児教育カリキュラムに基づく実践を見合って、その内容

を協議するとともに、指導者の経験年数等にかかわらず、吉田町幼児教育カリキュラムに基

づいた質の高い指導ができるようカリキュラムに解説を加え、指導上の留意点を整理したも

のを吉田町幼児教育カリキュラム教師・保育士用指導書として取りまとめました。 

  また、年度末には、吉田町幼児教育カリキュラムの取り組みを小学校へ円滑に引き継ぐこ

とができるよう、低学年の教育課程において合科的、関連的な指導を取り入れるなどの工夫

を施した教育課程、いわゆるスタートカリキュラムの試案を作成しました。 

  そして、本年度は、国からの研究指定の最終年度として、６月にひばり幼稚園、10月にわ

かば保育園と自彊小学校を会場に、公開保育や公開授業をもとにした研究協議会を開催いた

しました。研究協議会では、公開保育、公開授業における指導者の手だての有効性について

協議を行い、成果や課題を明確にしました。また、松嵜教授や国の教育課程調査官から、国

が求めている教育や保育について、直接指導や助言をいただきました。 

  さらに、当町のこうした取り組みは、平成31年２月６日に開催された平成30年度国立教育

政策研究所教育課程研究指定校事業研究協議会や、平成31年２月15日に開催された平成30年

度静岡県市町幼児教育指導リーダー研修会において、先進事例として全国及び県内に向けて
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発表させていただいております。 

  こうした発表を受け、国の教育課程調査官からは、「吉田町が着実に取り組んできたこと

が実践上の成果としてあらわれている」、また「教育委員会がイニシアチブをとられ、町全

体で取り組まれたことによって、研究としてオリジナリティーの高い、大変中身の濃い内容

である」との評価をいただき、さらに、県の幼児教育センター室長からも「町全体で保幼小

連携が機能している姿である」との評価をいただきました。 

  以上が、これまでの取り組みの概要ですが、こうした状況を踏まえ、来年度は幼児教育カ

リキュラムとスタートカリキュラムのさらなる躍進の年にしたいと考えております。 

  国の指定は本年度で終わりますが、町としては３年計画の３年目となります。来年度は、

計画のまとめに向けて、引き続き千葉大学の松嵜教授の御指導のもと、さゆり保育園とすみ

れ保育園を指定園として、公開保育及び研究会を実施する予定です。 

  さらに、吉田町の幼児教育の成果と課題をより分析的に把握をし、さらなる推進につなげ

ていくため、東京家政学院大学と共同で、幼児教育の質的な高まりが小学校教育に与える影

響などについて、研究を進めていく予定でございます。 

  次に、２点目の授業日数の平準化について31年度の実践に向けての取り組みはについてお

答えします。 

  議員御承知のとおり、授業日の平準化とは、吉田町教育元気物語ＴＣＰトリビンスプラン

の中の一つの取り組みであり、授業日数を増やすことで１日当たりの授業時間数を減らし、

放課後に時間を生み出そうとするものでございます。 

  教育委員会としては、国が示す新しい学習指導要領が求めている外国語に関する授業時間

数の増加やアクティブラーニングといったこれまでの授業観の転換、また、プログラミング

教育といった新たな教育課題などに対応するためには、これまで以上に授業準備の時間の確

保が求められ、他方で、教員の多忙化解消も考えていかなければならない喫緊の課題である

ため、こうした相矛盾する二つの課題の解決を図るための手段として、昨年度より試行的に

実施しているものでございます。 

  平成29年度は、全小・中学校において授業日を210日、本年度は、住吉小学校が213日、中

央小学校、自彊小学校が212日、吉田中学校が209日として実施をいたしました。 

  そのような中で、これまでの成果としてですが、まず、放課後時間の生み出しという観点

から見てみますと、平成29年度の住吉小学校における調査で、年間約60時間の時間の生み出

しができているという結果が得られました。 

  また、その中で、教材研究などの時間が増えたと感じる教員の割合が、約16％増加して

87％となり、さらに、学校の指導が充実していると感じる教員や、子供と向き合う時間が増

えたと感じる教員が増加し、多忙感を感じる教員の割合が減少しております。 

  また、子供の視点から見てみますと、アンケート調査で「授業の内容がよくわかる」と答

えた児童が約5％増加して90.4％に、「自分にはよいところがある」と答えた児童が約16％

増加して88.4％になるなど、放課後の時間の生み出しが教員にとっても児童にとってもプラ

スの成果があらわれたと判断できると考えております。 

  さらに、昨年５月から実施をいたしました車座対話においても、小学校の教職員から、授

業日の平準化については、勤務時間内の時間の生み出しに効果があるといった肯定的な意見

がほとんどであったため、数字としても教職員の実感としても授業日の平準化における期待
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していた効果があらわれたと言えます。 

  他方、中学校では、放課後に部活動があることや、教科担任制で平日に空き時間が確保さ

れていることなど、部活動がなく、学級担任制である小学校とは違う枠組みで動いているこ

とや、これまでの取り組みの状況から、現時点において、授業日の平準化を何の工夫もせず

に、小学校と同様に当てはめることは困難であると考えております。 

  また、小学校においても、授業日の平準化の効果は感じているものの、本年度以上の日数

になった際は、児童の登下校時の安全確保や教職員の休暇取得及び研修などの観点から、困

難が生じてくるのではないかとの意見もあり、今後、小学校及び中学校においてどのような

教育課程を組んでいくことが、新学習指導要領を踏まえた授業実践及び教員の多忙化解消を

図る手だてとして効果的なのかをさらに検討してまいります。 

  なお、来年度の授業日数については、本年度をベースとして計画しております。ただし、

来年度は、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日を休日とする法律の制定により、

例年と比べて４日程度平日が少ないことから、そうしたことにも配慮をし、住吉小学校及び

中央小学校は208日、自彊小学校は207日、吉田中学校は205日で実施していくことを予定し

ております。 

  教育委員会では、引き続き先生方と意見交換を重ね、先生方の思いを酌み取り、各校で計

画されている教育課程の実施を支えていきたいと考えております。 

  次に、３点目の中１ギャップを克服する小・中のつながりのある教育検討委員会の具体的

な進め方はについてお答えします。 

  吉田町教育大綱においては、切れ目のない、つながりのある教育が掲げられており、また、

ＴＣＰトリビンスプランにおいても、小・中の一貫した教育の推進ということを施策の一つ

として掲げております。 

  教育委員会では、小・中の一貫した教育を推進するため、國學院大學の田村 学教授を座

長にお迎えし、昨年３月に小・中学校の教員や保護者、自治会代表者を構成員とする小・中

学校のつながりのある教育検討委員会及びその下部組織として、より具体的なことを検討す

る小・中学校のつながりのある教育検討担当者会議を立ち上げました。 

  会議においては、現在の小学校及び中学校の状況や、小学校と中学校とのつながりの現状、

先進地域の事例などを交えながら、小学校と中学校を通じて育成を目指す子供像や、吉田町

としてどのような小・中のつながりを目指すかについてを主な論点として、議論を重ねてま

いりました。 

  小学校と中学校を通じて育成を目指す子供像については、吉田町教育大綱も踏まえながら、

「吉田の精神を受け継ぎ、未来を切り開くことのできる子供」と設定し、さらに具体的には、

「問題を発見し、みずから判断し、行動する姿」、「他者を思いやり、つながりを大切にす

る姿」、「自己の生き方を考え、未来をつくり出そうとする姿」、「吉田を愛する姿」と定

めました。 

  また、吉田町としてどのような小・中学校のつながりを目指すかということについては、

「小学校と中学校とで異なる生活や学習のルールのうち、障害となっているものを取り除き、

統一することも必要である」といった意見や、「総合的な学習の時間を核として、小学校と

中学校でカリキュラムを意図的に編成してつなげていくことも大切である」といった意見が

ありました。 
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  そこで、来年度は、カリキュラムで小・中学校を意図的につないでいくための第一歩とし

て、総合的な学習の時間を核として小・中学校のつながりを図っていくことを検討しており

ます。 

  具体的には、総合的な学習の時間を、小・中学校を貫いて吉田町の過去・現在・未来を探

求していく時間へと変えてまいりたいと考えております。このことにより、小・中学校のつ

ながりがさらに意識されるとともに、こうした総合的な学習の時間における指導がその他の

教科指導にも相乗効果をもたらすといった、学校教育全体のさらなる躍進を期待していると

ころです。 

  その中で、来年度は、中央小学校を研究実践校に指定し、取り組みを進めてまいります。

研究校には、小学校と中学校とのつながりを考慮した全体計画や年間計画を中心にモデルカ

リキュラムを作成し、吉田町を探求していく授業の充実を求めてまいります。 

  次に、４点目の住吉小学校の「未来の学校『夢』プロジェクト」の成果と町内学校への波

及は」についてお答えします。 

  吉田町は、平成28年度から平成30年度までの３年間、静岡県教育委員会「未来の学校『夢』

プロジェクト」の指定、平成29年度、平成30年度の２年間、文部科学省、学校現場における

業務改善加速事業の指定を受け、教職員の働き方改革を推進してまいりました。なお、指定

を受け実践する取り組みについては、平成29年度からはＴＣＰトリビンスプランの目的の一

つである教職員が授業に専念できる環境づくりを、具体的に推進していく手だてと位置づけ

て取り組んでまいりました。 

  本指定では、吉田町教育委員会を推進地区、住吉小学校をモデル校、その他の学校を推進

地区校として、それぞれ連携・協力を図りながら研究を進めてまいりました。 

  まず、推進地区としての吉田町教育委員会の役割としましては、町内の現状把握と取り組

みの方向性を定めることに加え、モデル校の主体的な取り組みに対する助言や支援を行うと

ともに、多忙化解消に向けた検討委員会を設置することで、モデル校の効果的な取り組みを

推進地区校に波及させることです。 

  次に、モデル校の役割としましては、公務の整理と教職員の意識改革、人的配置の効果的

活用を三つの柱として、主体的に実践研究を進めることです。また、推進地区校の役割とし

ましては、モデル校のよい取り組みを自校に取り入れるとともに、それらを踏まえ、独自の

働き方改革を進めることです。 

  ここで、それぞれの具体的な取り組みの概要を御説明させていただきます。 

  推進地区の具体的な取り組みとしましては、町内教職員の時間外勤務時間の継続的な把握

を行うとともに、その結果を町内で共有し、各学校でその縮減に向けた対応策の検討を促し

てまいりました。 

  また、多忙化解消に向けた検討委員会は、名称を「吉田町教職員が授業に専念できる環境

づくり委員会」として設置し、委員長を静岡大学大学院教授の武井敦史氏に、助言者を文部

科学省業務改善アドバイザーの妹尾昌俊氏にお願いし、そのほか、学校、ＰＴＡ、自治会の

代表者を委員として構成し、情報の共有や改善策の検討を行ってまいりました。 

  次に、モデル校の具体的な取り組みですが、先ほど申し上げました三つの柱のうち、一つ

目の校務の整理については、学校全体の業務を、教員でなければできない業務と、教員でな

くてもできる業務に分類し、前者については全教員で均等化、後者については教員ではない
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校務アシスタントに依頼することで対応してまいりました。 

  二つ目の教職員の意識改革でついては、勤務時間の意識化として、タイムカードや勤務時

間外における留守番音声応答装置の導入、予定退勤ボードの活用、定時退庁月間の設定など

を行いました。さらに、職員研修として業務改善講演会を開催しました。 

  三つ目の人的配置の効果的活用については、県教育委員会からの教員の増加配置を活用し、

教頭と主幹教諭の授業時間をゼロにし、マネジメント業務に専念してもらいました。また、

特に主幹教諭については、吉田町プロジェクトリーダーとして効果的な取り組みを推進地区

校へ波及する際の推進役を担っていただきました。 

  次に、推進地区校の具体的な取り組みとしまして、モデル校の取り組みを踏まえ、校務整

理表の活用、校務アシスタントの配置、留守番音声応答装置の導入などについて、モデル校

の実践の翌年に実施をいたしました。 

  以上のような取り組みの成果として、小・中学校の時間外勤務時間が減少してきておりま

す。本年度は、まだ年間の調査の取りまとめができておりませんので、比較対象年度は平成

28年度と平成29年度となりますが、具体的には、時間外勤務時間の月平均が、モデル校の住

吉小学校ではマイナス7.0時間、推進地区校の中央小学校ではマイナス3.8時間、自彊小学校

ではマイナス8.1時間、吉田中学校ではマイナス2.8時間で、どの学校においても縮減されて

います。 

  これまで、教職員はどこか早く帰るところに後ろめたさを感じ、また、やろうと思えば終

わりのない教材研究などの際限のない仕事、さらに超過勤務手当が支給されない給与体系か

ら、時間の感覚がない中で仕事が行われてきたと言われております。そのような中、当町に

おいては、これまでの取り組みを通して、時間は有限であり、有効活用しなければならない

ことや、その中で最大限のパフォーマンスをすることを考えなければならないこと、そして、

そのことが子供のためになり、ひいては自分のためにもなるという意識が高まってきたと考

えています。 

  本年度で国や県の指定が終わるため、来年度以降、人的配置などの特例措置がなくなるこ

とが予想されます。来年度以降が本当の意味での成果が問われることになります。これまで

の３年間をベースとして、教職員の多忙化解消及び解消されたことによる、よりよい教育活

動の展開を目指し、教育委員会及び学校が一丸となって躍進してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（八木 栄君） 答弁が終わりました。 

  再質問はありますか。 

  ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） 丁寧な御答弁ありがとうございました。 

  それでは、短い時間ですので、急いでやらせていただきたいと思います。 

  まずですけれども、にぎわいのある町、創出というふうなところの部分ですけれども、こ

れについてはよくわかりました。 

  そして、今、実際として、文芸大の先生方、また、グループで進めてジオラマをつくり、

これは今、途中ですけれども、これでイメージをするということですけれども、イメージを

して、それぞれ両方の委員会の新しい考えの創出に役立てると思うんです。これは、さらに

もっといろんな効果があると思うんですけれども、その辺の狙いはどんなところにあります
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でしょうか、ジオラマの狙いというのは。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  現在、シーガーデンシティ構想のほうの委員会、それから、多目的広場の検討委員会を進

めているところでございます。 

  そうした中で、今、ジオラマということがありましたけれども、このジオラマというのは、

具体的に目で見て、イメージがさらに湧くというところがございます。そうしたことから、

将来、町が夢を持った、夢に向かってというか、それを現実化していく中では、非常に効果

的な視覚で捉えるという中で、非常に有効なものだと思っています。 

  またさらに、シーガーデンはにぎわいもありますが、やはり津波防災というところをあわ

せて一体化して行っていくということの中で、このジオラマが作成された後には、住民の皆

様にも当然御披露させていただきながら、安心をしていただく。この町土が安心であるとい

うところを訴えて、吉田町のさらに魅力というのを皆さんにもイメージが伝わるような形を

とりたいということで、現在、ジオラマのほうの作成ということで行っているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ありがとうございました。 

  ジオラマが最初の計画よりも、文芸大のほうで学習的というか研究的につくられていると

いうことで、大変期待するところですけれども、さらにそれができて、シーガーデン構想と

いう広大な、小さな町ですけれども、考え、それから構想、物凄い大きいものがあると思う

んです。安全とにぎわいということで。そこのところで詳しく、点から線、道路という線が

できていますもんね。それから、面ということで、全体の町づくりというふうなことで、先

ほどの説明でわかりましたけれども、さらにその上をいく、特に東名吉田インターチェンジ

の北区のあたりです。あの辺の具体的なものがわかるところまでお話をいただきたいという

ことと、もう一つは、町の、これは広大なという話をしましたけれども、さらにその上を行

く1,000年というようなことも言われておりますけれども、その夢をお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  今、大きく分けて二つ、議員から御質問があったかと思います。 

  一つ目はインターチェンジの起点のところの部分、それと、もう一つは、シーガーデンが

どう今後ということのイメージをということだと思います。 

  まず１点目のインター周辺でございますが、現在、これも今年度、インター周辺の利活用

というところで、今、調査の業務を行っています。これまでも、インターチェンジというの

は吉田町の顔、いわゆる外から、東名高速道路を使ってきた場合には、あそこがまず第一の

吉田町の玄関口、顔となるところです。現在は田んぼというか、あるということもあります

けれども、そうした中で、都市計画道路が真っすぐ港まで行くということで、今現在、開通

をしまして、大分様相が変わってきているという中で、吉田インターがまず吉田町の顔であ

るということがまず１点。それと、あそこは交通の結節点という中で、吉田町の町内から外
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に出る場合には、非常に重要なところだというふうに思っています。 

  また逆に、外から吉田町に来るに当たりましても、重要な起点となるところだと、両方で

すね、往復として。 

  このインターのところは、いわゆる当町の基幹路線であります特急静岡相良線、これが現

在は、朝５時から夜は深夜12時過ぎまでバスがあると。通常の東海道、鉄道とは変わらない

ような中で、40分で吉田から静岡の中心部まで行くという、利便性が非常に高いところがあ

ります。それからさらに、東名高速道路を活用しまして、ＪＲ東海さんの高速バスが走って

おりまして、東京、また、関西も名古屋、京都というところで、あそこのインターのところ

はバス停になっています。 

  私たちは、こちらを玄関口、それから、あと交通の結節点と、またさらに島田のほうにも、

中は島田までバスが行くというところがありますので、こちらを今、先ほど町長の答弁にも

ありましたとおり、バスのターミナル化ということを視野に入れて、現在調査のほうを進め

ています。 

  そうした中で、31年度にも当初予算の中で入れさせていただいていますが、今後は利活用

の検討委員会を地元におろしまして、地元の皆様を初め、御意見を聞きながら、あそこを玄

関口としてふさわしい整備に、計画を立てていきたいというふうに思っています。まず、そ

れが１点目です。 

  ２点目は、先ほど町を面に捉えると、線ができて、点を線、線を面ということですけれど

も、やはりここのシーガーデンの一番の目的といいますか、将来像というのは「豊かで勢い

があり、魅力あふれるまち」ということがあります。これを具現化をするというのがシーガ

ーデンシティ構想、これから計画を立てていくわけですけれども、その中で、何ていうんで

すか、吉田町が将来に向かっては有意性、心も含めて、他市町とあわせて有意性を持って、

人が、子供からお年寄りまでが笑顔でいまして、そうした中で、ほかの市町に住んでいる

方々は吉田町いいなと、また、吉田に住んでいる方は吉田町に住んでよかったという、そう

した町づくりに寄与したいというふうに考えています。 

  今後、計画を立てて、本当に壮大な、大きい話なものですから、でも順次計画をしながら、

夢のある町づくりをしていきたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ありがとうございます。 

  夢を持つことは実現に向かえることですので、よろしくお願いいたします。 

  次にお願いします。 

  教育委員会からの教育長のほうから、丁寧な回答をいただきまして、これでＴＣＰが着実

に進んでいるということと、それから、特に一つ目のスタートカリキュラムに向けての幼児

カリキュラムが効果・成果を上げているというふうなことがわかりました。 

  それで、このスタートカリキュラムのことについてですけれども、ちょっと細かくなるか

もしれませんけれども、会議にも出席させていただきましたけれども、具体的に今、自彊等

で進んでいまして、保護者がわかるように、例えばなかよしタイムだとか、それから、わく

わくタイムだとか、ぐんぐんタイムというふうな言葉を使って、幼児期からスタートする小

学校のところの子供たちがわかるような展開をされているわけですけれども、ここのところ
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で、保護者に理解していただくために、どのような手だてでつなぎをお話されているのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） スタートカリキュラムですけれども、幼児教育カリキュラムのつな

がりの中で試案を作成して、実際、実施をしているところでございますけれども、まず、幼

児教育カリキュラムにつきましては、カリキュラム自体は全戸配布させていただきまして、

保護者も含めて地域の方々に御理解をいただけるようにしているところであります。 

  このスタートカリキュラムにつきましては、例年、学校のほうで就学時健診でありますと

か、あとは保護者会というものがありますので、そのときに低学年を担当する先生のほうか

ら学校ではスタートカリキュラムといってといった、スタートカリキュラムのそもそもの説

明であるとか、今、議員からありましたように、特に小学校に入学してすぐの４月、５月、

６月といったようなところでは、なかよしタイムやぐんぐんタイム、わくわくタイムといっ

たことを、こういった狙いを持ってこういうふうに実施をしていきますよということを、保

護者に向けて説明をさせていただいているところでございます。 

○議長（八木 栄君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） わかりました。 

  そのような機会あるごとに、保護者の理解を得て進めた結果、このような成果が上がって

いるということなんですけれども、それが、何というのかしら、スタートがうまくスムーズ

に進んでおり、今、実現化されているというようなことと、それから、思わぬ効果と言った

らあれですけれども、小学校入学のときの子供たちの国語と数学の学力検査をしたと思うん

ですけれども、この成果があらわれているんじゃないかと思うんですね、調査をしていると

思いますけれども。 

  このような幼児期から小学校へのつながりが着実なものになり、スタートカリキュラム、

今出発しているということで、その学力への効果というようなものがあればといいますか、

具体的にどんなふうになっているかお教えください。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） このスタートカリキュラム、幼児教育カリキュラムですけれども、

作成に当たっては、ボトムアップ型というか、まさに現場の先生方の実践を多く見合って、

そこから共通的に質の高いと思われるものを抽出、みんなでし合って、どうやっていくのか

といって考えていたところに成功の秘訣があったのかなというふうに思っております。 

  そのような中で、今ありました国語、算数、いわゆる点数のようなところになりますけれ

ども、そういった学力への効果というところですが、例年、昨年度まで吉田町学力調査を実

施してまいりまして、小学校１年生の場合には11月の調査で調査をしておりましたけれども、

ここ数年といいますか、その点数が上がってきている状況にはございます。 

  そのことが、実際どういったところがどう関係して、その点数が上がってきているという

ような状況が見られるのかということについては、先ほど答弁の中でも申し上げさせていた

だきましたけれども、来年度は東京家政学院大学の先生方の御協力をいただきながら、より

分析的に、どこがどう功を奏してこういう結果につながったのかということで、研究してま

いりたいというふうに考えております。 

  以上です。 
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○議長（八木 栄君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） さらに期待ができるかと思いますけれども、この学力が向上したとい

うふうな実際のデータがあるわけです。これは、やはり認知能力と非認知能力が幼児期に大

事であって、それがある意味では早々と効果が出てきたんじゃないかと思います。31年度の

成果を期待したいと思います。 

  次に、平準化についてですけれども、車座対話の成果が一つはあるかと思うんですけれど

も、来年度については、国の行事もあるものですから、205日前後というようなことになる

と思いますけれども、これは教職員の多忙化解消にもつながるというふうなことの面もある

ものですから、毎年いろんな国の行事もあるかと思いますけれども、その後については、大

体どのようにお考えでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） 先ほど、答弁の中で申し上げさせていただきましたけれども、来年

度については、基本的には今年度、30年度をベースとして考えつつ、ただ、天皇の即位の日

でありますとか、礼正殿の儀式の日というところが休日となることから、今年度をベースと

した日から平日がそもそも少なくなる、日数を引いたようなところで検討しているわけです

けれども、先生方の話を聞いてみると、やはりある程度一定の効果は、当然感じていただい

ているわけではありますけれども、では、どんどん日数を増やしていけば、本当に多忙化が

解消されるのかというと、今年度ぐらいの日数のところがやはり一つ目安となるのではない

かというような御意見もいただいておりますので、そういったところをベースとして、さら

に先生方と意見交換を深めながら、どういった教育課程を組んでいくことが子供にとって、

また、教員にとっていいのかというところで、さらに考えてまいりたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ありがとうございました。 

  そうすると、今年度、30年度は大体213日平均で、そのところで先生方の多忙感等が解消

まではいきませんけれども、先ほど話をしました成果があらわれているというふうなことを

お伺いしたわけですけれども、では、よろしくお願いします。 

  次に、お願いいたします。 

  中１の小中一貫というふうなことで、今、御答弁いただいたわけですけれども、総合的な

学習の時間を使うというようなお話がありました。 

  総合的な学習の時間、いろんな使い方があると思うんですけれども、そこのところで、今、

吉田町には小学校のところに「吉田町」というテキストがあるんですね、吉田町の歴史から

産業から全てが子供たちにわかりやすく。そんなものを使って進めるようなことなのか、ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） 議員おっしゃるとおり、現在、小学校の中学年向けになろうかと思

いますけれども、吉田町教育委員会が作成している資料を全児童に配付をして、授業で活用

していただいております。 

  この資料は、基本的にはこれまで小学校の社会科を中心として学習をしてもらうために作
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成をしているものですので、基本的には社会科で使っていただくようなものになるのかなと

いうふうに思いますけれども、先ほど申し上げた吉田町の過去・現在・未来を探求していく

という中では、総合的な学習の時間だけじゃなくて、社会科とリンクをしてきたりだとかと

いう場面もあろうかと思いますので、そういった資料なんかもあわせて活用してもらうこと

ができるのではないかなというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ありがとうございます。 

  そんなところで、中１ギャップを克服するというふうなことですけれども、さらに将来進

めて、2016年からですか、義務教育校というふうなものが新しく法律のほうで検討されて出

てきているわけですけれども、そんなところも踏まえて、委員会のほうで小・中つながりの

ある教育検討委員会のほうでは、ワーキンググループもあるというふうなことなものですか

ら、進められると思うんですけれども、例えば、小から中までを三つに分けて、そして、低

学年、中等部とか高等部とかですか、そして、１年のときから英語教育の実施をするとか、

または先ほど話したふるさとのほうは今進んでいるわけです。 

  それから、今、小学校から中学校に行くときの壁というのが、教科制になるところがある

わけですよね。それを小学校５年生ぐらいのところから、中等部といいますか、そこのとこ

ろから取り組むような形、つまり教科制にすると、専門を持った先生方とか、または小学校

の先生もできると思いますけれども、免許を持っているものですから、それを進めるとか、

部活動においても、体験入部といいますか、小学校の高学年ぐらいのところ、だから中等部

となりますか、その辺のところからというふうなことも考えられるのではなかろうかと思い

ますけれども、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） 議員がおっしゃるように、例えば小中一貫といった場合には、学年

の区分をそもそも分けてしまって、今、義務教育の場合は６・３制というのが通常の分けで

すけれども、それを３・４・２制にするとか、そういったようなところを取り組んでいる事

例が全国にもあるということは承知をしております。 

  そういった中で、そういったことのメリットもあるでしょうけれども、逆にデメリットも

あるのではないかなというふうに思っておりまして、例えば、現在でいうと、小学校６年生

が最終学年になるわけですけれども、そこで培われるリーダーシップであるとかというとこ

ろは、なかなか、その学年の分けをしてしまうと、というのであったり、９年間を一つの学

校で見てしまうと、本来、６年生のときに育まれるそういった力が育まれないのではないか

というようなところもございますので、慎重に検討していかなければいけないなというふう

に思っております。ただ、今答弁の中で申し上げた小・中のつながりのある教育検討委員会

の中では、そういった具体的な学校自体を変えてしまうとか、そういったところまでの議論

をしているわけではなくて、現在の小学校、中学校の枠組みの中でどういったつながりを図

ることで中１ギャップを解消していくことができるのかというような検討をしているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ３番、遠藤孝子君。 
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○３番（遠藤孝子君） ありがとうございました。 

  以上で終わりますけれども、特に、教育は人をつくると言って、国をつくり、吉田町をつ

くるということになりますので、大変期待するところが大きいので、お願いしたいと思いま

す。 

  それから、夢のある大きな吉田町の町づくりについても、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  以上、ありがとうございました。 

○議長（八木 栄君） 以上で３番、遠藤孝子君の一般質問が終わりました。 

  ここで暫時休憩とします。 

  再開は11時15分とします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○議長（八木 栄君） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は12名です。 

  引き続き、一般質問を行います。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 山 内   均 君 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

〔６番 山内 均君登壇〕 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  きょうは、この質問をするに当たりまして、我々、総務文教常任委員会というところで１

年をかけて視察をしながら、三重県の松阪市、愛知県の西尾市、非常にいい勉強をしました。

それと、近隣では藤枝市、あとは吉田町近辺の藤枝、焼津、島田、牧之原市、それぞれの調

査をしました。十分であるとは言えないと思いますけれども、近隣の市町では早くからやっ

ております。 

  その中で、特に今回の質問の意味としては、免許証を返納したくてもできない人たちが非

常に多いんですね。そういう意味で、今回、これからあと４年、５年先にあらわれてくる、

その質問に対して、しっかりとお聞きをさせていただきたいと思います。 

  それでは、通告に従い、質問をさせていただきます。 

  町民の移動手段となる公共交通について。 

  平成31年３月議会で、今議会です。町長の施政方針が示され、平成31年度は、当町の現状

に即した新しい公共交通システムの構築に向けた調査・研究を進めていくとされました。 

  吉田町議会、総務文教常任委員会では、平成30年１月から平成31年２月まで、生活交通の

確保についての調査・研究を行い、調査報告書を作成した。 

  その中で、超高齢社会を迎える2025年問題、高齢化に伴う自動車運転免許証の返納、運動
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能力の低下や認知症など、自動車運転操作ミスによる交通事故の多発、また、免許証を持た

ない方たちの病院への通院や買い物、移動手段の確保は、交通弱者を守り、高齢者をひきこ

もり等から守る有効な手段であることを確認をした。 

  委員会の視察の結果から、自主運行バスの導入は、民間事業者が撤退したものを補うため

に設けられたものが多い。松阪市のコミュニティバスの運行は、自治会が中心の検討会や地

区住民のアンケート調査による検討等地域からの要望に基づいた地域の立候補による参画型

の運行が行われていた。 

  西尾市のコミュニティバスの運行は、公共交通空白地の解消やアンケート調査、既存バス

事業者との協働が行われていた。また、デマンド型乗り合いタクシーは、交通弱者の移動の

利便性及びドア・ツー・ドアの安全・安心の確保と、民間ビジネスの工夫と行政の協働等を

背景に導入されていた。 

  吉田町では、交通網整備とともに生活交通に大きな変化が起きている。コミュニティバス

やデマンド型乗り合いタクシー等の生活交通の確保に向けた施策は重要であり、早急に必要

となると考える。 

  そこで、町の考える公共交通システムについて質問をする。 

  １、当町の現状に即した新たな公共交通システムの構築とは何か。 

  ２、どのような目的と手段を想定したものか。 

  ３、調査・研究と運用までのタイムスケジュールの想定は。 

  ４、平成31年度当初予算概要に、町内生活交通における新体系構築策定業務委託440万円

（案）が計上されている。委託の意味と内容は。 

  ５、町民の方たちの切実な声はどのように反映されるのか。 

  以上、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（八木 栄君） それでは、答弁をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 議員からの御質問でございます町民の移動手段となる公共交通につい

てのそれぞれの御質問にお答えをする前に、まずは、当町の公共交通の基本的な考え方につ

きまして御説明をさせていただきます。 

  現在、町内を運行しております、しずてつジャストラインのバス路線は、特急静岡相良線、

島田静波線及び藤枝相良線の３路線でございます。 

  特急静岡相良線につきましては、東名高速道路を走行して、当町と静岡市の中心部を直接

結ぶ利便性の高い路線であり、運行本数も多く、運行時間帯も大変幅広い路線でございます。 

  現在の平日におけるこの路線バスの始発と最終の吉田町役場バス停留所での時刻を御紹介

いたしますと、静岡駅へ向かう始発バスの時刻は午前５時19分、相良営業所へ向かう最終バ

スの時刻は、深夜の午前０時18分となっております。 

  この路線につきましては、バス事業者側としましても、社会情勢に応じて変化する早朝や

深夜におけるバス利用者の動向に柔軟に対応しており、結果として、町内の多くの通勤者や

通学者などがその恩恵を受けております。こうした状況は、バス事業者と利用者の双方にと

りまして、お互いによい関係性が築かれており、相乗効果が生まれている理想的な路線であ

ると認識をしております。 
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  このほか、島田静波線と藤枝相良線につきましても、主に通勤・通学者や病院への通院に

利用されておりますが、現状といたしましては、運転手不足や燃料費の高騰、利用者の減少

などのさまざまな要因により、バス事業者であります、しずてつジャストラインの単独によ

る運行が困難な状況となっておりますことから、地域住民の交通の利便性を維持していくた

め、これらの路線の運行に対しまして、国・県、沿線市町が協調して補助を行っております。 

  また、バス路線の維持とともに、利用者を増加させる取り組みも重要でございますので、

これまで同様、バス利用者の利便性向上を図るために、バス事業者が実施をする自転車駐輪

場やバス停留所の上屋の整備などを行う事業に対しまして、補助金を交付する事業を継続し

てまいりたいと考えております。 

  このように、当町ではバス事業者や関係機関と連携をしながら路線バスの運行を継続でき

る環境にありますので、まずは、このバス路線を減らさないようにするということを主眼に

置いて施策を展開しておりますが、高齢化社会の進行に伴い、移動に困難を感じている交通

弱者と言われる方々が増加していると思われる状況において、既存のバス路線の維持だけで

はなく、バス路線を軸として誰もが町内を快適に移動できる環境づくりに取り組んでいく必

要があると考えております。 

  ただいま御説明をいたしました当町の公共交通の基本的な考え方を踏まえまして、議員の

御質問にお答えをします。 

  初めに、１点目の当町の現状に即した新たな公共交通システムの構築とは何かについてお

答えします。 

  施政方針でも申し上げましたが、平成31年度は、新たな公共交通システムの構築に向けた

調査・研究を行うこととしており、その結果を踏まえて、将来的に、町民の皆様が不便なく

町内を快適に移動できる最適な公共交通の仕組みを構築していこうとするものでございます。 

  当町における公共交通システムは、さまざまな事業主体が運営する公共交通と行政の支援

等を複合的に組み合わせ、利用者、事業者、行政のそれぞれが利益を共有できるシステムで

あると考えており、その手法につきまして、特に交通弱者の方の交通手段の現状と利用の意

向を十分に把握した上で検討する必要があると認識をしております。 

  システムの構築に関しましては、全国各地の公共交通政策に携わった経験を有する専門家

のアドバイスをいただきながら、各地の実例を踏まえた上で、当町の現状に即して検討して

まいりたいと考えております。 

  次に、２点目のどのような目的と手段を想定したものかにつきましてお答えします。 

  目的につきましては、さきに申し上げました当町の公共交通の基本的な考え方を踏まえま

して、当町の現状に即した最適な公共交通システムを構築するものでございます。 

  当町の公共交通につきましては、町民意識調査により、重要度は高いが、満足度が低いと

いった状況でありますことから、この状況を改善し、費用対効果を含めて、利用者の皆様と

事業者、行政のそれぞれにとりまして、最適な仕組みづくりを行ってまいりたいと考えてお

ります。 

  手段につきましては、既存のバス路線の維持と有効活用を基本といたしまして、移動支援

との組み合わせによる最適なシステムの構築を目指してまいります。 

  次に、３点目の調査・研究と運用までのタイムスケジュールの想定はについてお答えをし

ます。 
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  平成31年度の調査・研究業務の成果を踏まえ、当町における新たな公共交通システムの詳

細につきまして、具体的に協議していくわけでございますが、地域の実情に即した輸送サー

ビスの実現等に関して協議する組織であり、事業者や住民、利用者の代表者により構成され

ております吉田町地域公共交通会議の皆様にも、十分御議論いただく必要があると考えてお

ります。 

  また、この地域公共交通会議には、調査・研究業務に引き続き、専門的な知見を有する大

学教授等にも参画していただき、システムの具現化に向けた実効性のある議論の場としてま

いります。 

  次に、４点目の平成31年度当初予算概要に、町内生活交通における新体系構築策定業務委

託440万円（案）が計上されている。委託の意味と内容はについてお答えします。 

  御質問にあります業務委託は、吉田町における公共交通システムの構築に向けた調査・研

究を実施するものでございまして、交通政策に精通している専門家等への委託により、当町

の公共交通の現状について詳しく調査・分析を行い、当町の現状に即した最適な公共交通シ

ステムの構築に向けた検討を行うものでございます。 

  公共交通に関しましては、全国各地の自治体が抱える課題であり、さまざまな手法を用い

て取り組んでいる実績がありますことから、交通政策に特化して研究等を行っている大学の

研究室などに御協力をいただくことにより、全国各地の取り組みの現状等を踏まえ、当町の

ニーズに即した最適な交通システムを提案していただくよう、委託により実施するものでご

ざいます。 

  委託の内容につきましては、まだ詳細は決まっておりませんが、おおむねアンケート調査

やヒアリングによる公共交通の現状把握、導入が考えられるシステムのメリット・デメリッ

トの整理、地理的条件や人口規模、財政規模等が類似する自治体における導入事例の収集及

び整理、利用者の利便性や事業者への影響、事業性などの調査、利用者ニーズとサービス水

準の整合性の検討などを実施する予定でございます。 

  次に、５点目の町民の方たちの切実な声をどのように反映させるか、についてお答えをし

ます。 

  平成31年度に実施をいたします調査・研究業務におきましては、第１段階といたしまして、

地域の公共交通の現状を把握することとしており、アンケート調査やヒアリングの実施によ

り、公共交通を必要としている方や事業者のニーズをあらゆる角度から調査してまいります。

これにより、実際に新たな公共交通システムが運用された際の利用者と事業者、行政との間

のギャップを極力なくし、効率的かつ経済的なシステムの構築を図ってまいります。 

  例えば、自主運行バスを走らせてみたが、利用者が伸び悩んでいるといった状況は、近隣

自治体でも耳にする話でございまして、こうした状況を生じさせないようシステムの構築の

みではなく、その先の運用まで含めて、利用者と事業者の皆様の御意見を十分にお聞きして

まいりたいと考えております。 

  当町におきましては、公共交通の基本的な考え方に基づき、地理的条件や人口分布等を踏

まえ、利用者、事業者、行政のそれぞれの利益につながるよう、当町にとって最適な公共交

通システムを構築してまいります。 

○議長（八木 栄君） 答弁が終わりました。 

  再質問はありますか。 
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  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 簡潔な答弁いただきました。これから、時間いただきましたので、一

つずつ、ちょっと具体的な形でお聞きをしていきたいと思います。 

  冒頭に言いましたまず一つ目、最初から飛んでいきますけれども、住民の方々の意見をど

のように反映させるか。それが、松阪市と愛知県の西尾市ですばらしい答えが出ていました。

自分たちでバスの停留所をつくったり、住民の方ですよ。住民の方がバスの停留所を自分た

ちでつくる、そして、自分たちで道路はもちろん決定をする。その中に、民間の業者を取り

込んでやっていくと。民間の業者というのは、もちろん、しずてつジャストラインも含めて、

そのシステムを使いやすくするために、そして自分たちのシステム、自分たちがつくったシ

ステムなんであると、そういう自分たちという、そのことを強調しながら、継続性を高める

ような形、精神的、気持ちの上で高めていくという形をとっていました。それはなかなか、

あちこち調べましたけれども、なかったですね。 

  その中で、一応ちょっと、実際に調査をしたときに、まず最初に言いました近隣の焼津市

です。焼津市は自主運行バスをとって、焼津市独自のレーンをとっています。藤枝市は、自

主運行バスのバス停型乗り合いタクシーを使っていました。自主運行バスに関しては、既存

路線を撤退したものの路線の継続です。島田市は、自主コミュニティバス、これもジャスト

ラインの相良営業所が運行を担当しています。牧之原市は、同じくジャストラインが萩間線、

勝間田線、鬼女新田線、相良御前崎線、それともう一つは乗り合いタクシーのさかべ号をつ

くって、住民の足に応えていました。 

  全てがうまくいっているわけではありませんけれども、あとは、三重県の松阪市です。三

重県の松阪市の特異なところは、地域の協力と負担ということを前提とした地域間バスの運

行をしています。これは我々から見ると画期的だと思うんですけれども、その路線が通る１

軒当たり1,000円とか、そういう補助というんですかをいただいてやっているわけですね。

それによって自分たちのバスである、自分たちのつくったバスであるということが強調され

ていました。 

  あと、愛知県は西尾市です。これは予定の時間にデマンドタクシーは自宅と最寄りの駅の

間、バス停の間を送迎すると、そういう限定でやっていました。これは非常に特異なことで

すね。吉田町で考えるのが、今言った一番切実な問題をどのように、こういう事例がありま

すけれども、その事例に向ってこれから研究していただいて、また一番いい例をやっていた

だくとは思うんですけれども、その事例を見ながら、どのようにそこに住んでいる人たちの

意見を取り上げていただけるか、それが一番重要なことだと思うんですけれども、これから

契約するに当たっては、今一番大事なことになると思いますけれども、どうですか。その辺

は計画されているものはあるんですか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま議員から、今後の31年度の予算に計上させていただきました調査業務の関係に、

どのように住民の人たちからの意見を拾っていくのかというところだと思います。 

  この件につきまして、今回、答弁のほうでも冒頭させていただいておりますが、公共交通

システムにつきましては、やはり基本線としましては、我が町の基幹路線、バスを維持をし

つつ、確保しつつ、そこをつなげると。多様な複合的に組み合わせていくというところの考
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え方でございまして、特に交通弱者と言われる方々、先ほど議員がおっしゃられた2025年問

題と言われていましたけれども、そうした今後、高齢化、さらに進んでいった中で、後期の

方々が増えていくというところは当然予想されているわけでございまして、特にその中でも

交通弱者、自分ではいわゆる外出がなかなか難しい、困難だとか、そうした方々の意向を十

分把握しなきゃいけないと。その人たちの対応を検討していかなきゃいけないというのが、

まず根底にあるということの中で、今後、その調査を、いわゆる弱者の方々、先ほどアンケ

ートと言いました。アンケートもありますけれども、さらにヒアリングで実態的にどうなの

かというところを、今回、私、公共交通ということで今、企画のほうで今回やっております

が、実質的には福祉サイドと一緒になって進めさせていただくということになりますので、

こちら側のバスとか公共だけではなくて、福祉サイドの考えを含めた形で調査のほうもして

いて、実際に吉田町に合ったシステムのほうを構築していきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、アンケート調査の話がありまして、ここに平成29年３月に、吉田

町の地域福祉に関するアンケート調査結果報告書、最初言われたのが、多分この辺から出て

いると思うんですけれども、実はこういうやつのとり方というのは、全体的にとっています

よね。今、課長が言われた答弁の中にあった交通弱者という定義を聞こうと思ったんですけ

れども、言っていただきましたので、わかりやすいです。 

  その中で、交通弱者と言われる方の何というんですか、特異な、狭い分野というか、2025

年問題を抱えた人たちの本当に困っている人たちのところを集中的にとっていかないと、本

当に何が必要か。結果的に、継続的な運用するためには、そこが一番になります。我々も皆

さん、あと10年、20年したらなりますから、その辺を自分のこととして考えたときに、やっ

ぱりこのアンケートの調査のとり方もいいと思いますけれども、実際にいろんな方に聞いて

いただきたい。ヒアリングといっても、なかなか全員に聞くわけにはいきませんけれども、

例えば自治会を通してやるとか、要するに、この問題に関しては本当に重要な問題、我々が

年をとってひきこもっていって孤独死をするようなことではなくて、そういう部分がありま

すので、その辺の調査の仕方というのに関して、これからやることですけれども、ぜひそう

いうふうにやっていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 今、私ども、先ほど交通弱者と言われるということで、お話させ

ていただきましたが、その範囲というのが、ちょっと御質問の中で範囲というのが非常に、

捉え方によっては大分変わるものですから、もし、その交通弱者の方々のどの辺の範囲を、

もしありましたら、ちょっとそこを教えていただきたいと思いますが。 

〔「交通弱者ですね」の声あり〕 

○企画課長（谷澤智秀君） そうですね。どの辺の範囲をということで。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 交通弱者の定義ですね。 

  まず、一つは2025年問題を抱えた人たち、それと、今、妊婦さんがタクシーで行っていま

すね。それもデマンドタクシーを使う、いわゆる交通弱者ですね。自分１人では動けない、
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いろんな病気を持った人たち、特に今、高齢化になってきて、がんであるとか、早期のがん

であるとか、そういう人たち、病院へ通うためのあれですね。 

  そういうもろもろの、自分１人ではなかなか動けない人たち、図らずも動けなくなった状

況を持った人たち、それは交通弱者と呼んでいいと思います。 

  もう少し広げるとなると、愛知県西尾市で感じてきたのは、今、工業団地をいっぱいつく

っていますね。その中に新しい、あそこはトヨタの工場のところに通う人たちが首都圏から

移住をしてきて、そしてそのバスを使って、そうして通う。もともと、都会に住んでいる人

たちは車を自分で持つ習慣というのがないらしくて、それが非常に助かっていたと。それは

やっぱり、今、吉田町が進めているこういうものに関しては、非常に有効な手段じゃないか

と思います。交通弱者とは言えませんけれども、そういう交通を必要としている人たち、そ

して、それを享受している人たちは、私はそういうふうな形で定義づけています。 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員の交通弱者の定義でございますけれども、基本的に、2025年問題

とは、別に交通弱者の問題ではありませんので、御存じですよね。 

  わかっていますね。 

〔「はい、わかっています」の声あり〕 

○町長（田村典彦君） それは交通弱者とは関係ありませんので。 

  それから、あと交通弱者の問題、自分では動けない。自分では動けないとはどういう意味

ですか、それをもう少し具体的にわかるように説明していただきたいんですが。 

  自分１人では動けないというのは、身体的に動けないというんですか。 

〔「そうです」の声あり〕 

○町長（田村典彦君） 身体的に動けない、そういう人のことですか。 

  例えば寝たきりの人の移動と、そういう問題を言っているわけですか。 

  議員の言っている交通弱者の定義と範囲が非常に曖昧なんですよ。そこら辺について、議

員の定義を正確に、我々にわかるように説明していただきたい。 

○６番（山内 均君） 質問を全てやってから、最後にやります。途中で今やりますと、本当

に聞きたいことがなくなりますので。 

○議長（八木 栄君） 自由になっていますよ。 

○６番（山内 均君） ６番、すみません。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 私も思っています。 

  それと、もう一つは、空白域の問題もあとでやります、空白域の問題。吉田町への空白域

の問題も、西尾市では500メートルを交通空白域としていた。要するに、一番最初に言った

空白域というものに関しては、榛南幹線であるとか、大きな道路ができたときに、当然、歩

いてはいけなくなるわけですよね、なかなか。そのときに、そういう人たちは全て、やっぱ

りそういう形ですよね。 

  さっき町長が言われた2025年問題というのは、やっぱり西尾市、松阪市、そういう表現を

とっています。いいですよ。それは別に、それぞれでいいじゃないですか。考え方があるわ

けですからね。一つの定義でこうでなくちゃいかんというやつじゃないわけですから、私は

そう思っています。 
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  そのために、柔軟を期すために、これからアンケート調査であるとか、そういうのをとっ

てくださいよということですね。そして、いかに住民の意見が反映されたものがそこに生み

出されるか、いかに便利になるか。そして、それがジャストライン等含めて行政も、─行

政は関係ないですね。ジャストラインと使う人たちの、行政は外から応援をしてもらうと、

そういう形で、そこに…… 

○議長（八木 栄君） 山内議員、先ほど再質問の中で、当局に質問した中で、交通弱者の定

義がわからないと回答ができないということが最初の質問ね、その回答は要らないんですか。

そのためには、やっぱりきちんとした交通弱者というものはこういうもので、その人たちの

声を吸い上げるにはどうしたらいいのということでさっき伺ったと思ったもので、それを言

わないと先ほどの質問の回答得られませんよ。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 私言ったつもりですよ、私なりの考え方はね。 

○議長（八木 栄君） じゃ、いいですね、回答は。 

○６番（山内 均君） でも、さっき言われたじゃないですか、2025年問題であるとか。同じ

ことをね。それはいいです。それはやっていきますから、そんなところで大事な時間を使い

たくない。 

  それはやっぱり西尾市でも藤枝でもそうです。行ったときに、交通弱者という定義が出て

きますので、もちろんそれはやろうと思ったんですよ、空白域と交通弱者は。でもそれは、

先ほど言った、なかなか自分１人では動けない人たちいるじゃないですか。そういう人たち

を思ってやっています。私は広いです、幅が。 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員、2025年問題とはどういう問題か御存じですか。 

  2025年問題とはどういう問題なのか御存じですか。恐らく全く理解していないんじゃない

でしょうか。 

  2025年問題とは、別に交通弱者の問題じゃないんですよ。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  2025年問題は、我々、団塊の世代が後期高齢者になるときですね。そうですね。そういう

意味でいいですね。 

  私はそれを踏まえて、先ほど言った早期のがんであるとか、病気であるとか、いろんなも

のが出てきたときに、どうしても必要になっている人たちがあるわけですね。私はそう認識

しています。それは認識の違いはあるかもしれませんけれども、それはそれでいいじゃない

ですか。それはしようがないですよ。それはいいとか悪いじゃなくて、そういう人たちにい

かにして公共交通を有意義なものにするかということですよ。その人たちが乗っちゃだめと

か言っていませんからね、私はね。 

  それはいいですよね。 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員の話を聞いていると、交通弱者の範囲というのがほとんど曖昧な

んですよね。 

  今、2025年問題を持った団塊の世代が等しく後期高齢者に入る問題ですよね。それによっ
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て、後期高齢者が数が増えていきます。それはもちろんそういうものですね。そうすると病

気が方が増えるとか、それも当たり前のことですよね。そういう方々を全部対象にされるわ

けですか。 

  例えば単純な話、後期高齢者になっても自分で運転できる方もおりますし、また、お金が

あればタクシーで行かれる方もおりますし、そういう方々も全部、一切合財があれですか、

交通弱者になるんですか。そういう方全部を想定した交通体系をつくれというんですか。 

  どうも私わからないんですよ、はっきり言って。交通弱者に特定した公共交通システムの

構築じゃないんですか。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） これやっちゃうと時間だけいっちゃうから、交通弱者というのはそう

いうことですよ。自分がやっぱり車に頼ることが必要になった方たち、一つ言います。年齢

に関係はないかもしれませんけれども、さっき言われた75歳を過ぎていても運転ができる方、

私もこういうシステムがないということで、最近、90の方に乗っけてもらいました。おっか

ないですよ、やっぱり。その人たちも必要なんですよ。あれば、絶対にそういうもので移動

します。絶対移動します。それはもう確実にわかります。 

  そういう人たちを目指して、いかに有効にするかということですから、私の中ではそうい

うことです。 

〔「議長」の声あり〕 

○６番（山内 均君） いいです。それをやっていても時間的に…… 

○議長（八木 栄君） 介護を受けたりしている寝たきりの人も交通弱者になるんですかねと

いうことを聞いていると思うんですよ。 

○６番（山内 均君） みんなそうですよ。 

○議長（八木 栄君） それも交通弱者と言うんですか。 

○６番（山内 均君） 言うでしょう。 

○議長（八木 栄君） 寝たきりで介護を受けているような人も交通弱者というそのカテゴリ

ーに入るんですか。 

○６番（山内 均君） そういう特異な部分はいいですよ。しようがない、そんなこと言って

いたって。 

○議長（八木 栄君） その辺のはっきりした枠で言わないと、答えるほうも困ってしまうと

いうことで。 

○６番（山内 均君） 交通弱者って、だって…… 

○議長（八木 栄君） その辺のことで、交通弱者とはどういう方を指すのかということで聞

いていると思うんですけれどもね。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 先ほど言ったとおりです。 

  私の中では交通弱者というのは、この中に書いてあるとおりです。運転免許証を控えて、

こういう人たちには必要になりますよと、そういうことです。議長さん、それはそれでもう

いいですか。それ以上やっても交通弱者の定義で終わっちゃいますから。 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 当然のことながら、2025年問題を含めて後期高齢者の数は増えていき
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ます。これはもう当たり前のことでございますよね。 

  吉田町においても何千人の方が増えますよね。そういう方を対象にして、町内公共交通シ

ステムをつくれというんですか。そういうことですか、議員さんが言っているのは。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） そういう人たちを全て対象にしろとは言っていませんよ。 

○町長（田村典彦君） 言ったじゃないですか。 

○６番（山内 均君） そういう人たちも入りますよということです。そういうことです。意

図はわかりますからいいです。 

  そのとき、これから契約するに当たって、非常に特異な部分があったんです。西尾市です。 

  西尾市には勉強してきました。プロポーザル方式の契約をやったんですね。プロポーザル

方式というのはわかっていますよね。理念の競争です。理念の競争の中から…… 

〔発言する人あり〕 

○６番（山内 均君） ちょっと待ってください。私、質問していますので。 

  理念の競争の中からそういうものをやっていく。一番合理的だと思うんですね。 

  私は、これが言いたいのは、そういう人たちが増えています。それと、幹線道路ができる

ことによって、都市計画の中では分断されるんです。そういう人たちもやっぱりあれば使い

やすくなるわけですね。 

  一つ、紹介しましょうか。 

  言われたやつがありまして、これも交通弱者にいくと思います。ある、おしゃべりサロン

カフェというところで、ちょっと聞かせてもらいました。 

  「年齢とともに動けなくなる」、「買い出しや病院へ行くのが大変」、「運転ができな

い」、「タクシーはだめと家族に言われる」、「タクシー料金が高い」、「サロンまで歩い

てくるのが大変になった、これからどうしよう」、「足が痛くて、ヘルパーさんに買い物、

掃除を頼んでいる」など、こういう生活に面した意見が寄せられるわけです。 

  この人、生活の健常というんですか。違うでしょう。そういう意味で広い範囲です。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 少し確認をさせていただきたいんですが、西尾市の例を、議員、随分

引き合いに出されておりますが、この西尾市が、実際になぜ既存の公共交通だけではなくて、

新たな公共交通システムを導入する必要性があったのかと、そういうところからちょっと教

えていただいて。そうじゃないと、いきなり業者選定がどうのこうのとか言ってもよくわか

らないものですから、大変申しわけございません。 

○６番（山内 均君） 明確に回答します。西尾市の例です。 

  西尾市は…… 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） すみません。６番。 

  西尾市は、公共交通空白地の解消、空白地ですね。先日、企画から受けたときには、国の

判断では交通空白はないという判断ですね。でも、ここは、今言われた、なぜ西尾市がそこ

に特化していったかと、それはやっぱり500メートルの範囲をなかなか歩ける人が大変だか

らということで、500メートルに設定をしているんですね、空白域を。そういう意味ですの

で、それはいろいろ異論があるでしょうけれども、その先へ進ませてもらいます。 
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○議長（八木 栄君） 空白ということは何かということはいいんですか。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 確認をさせていただきますが、西尾市は公共交通空白区域を500メー

トルと定める必要があったので、それで新たな検討を始めたということでいいですか。 

○６番（山内 均君） 西尾市の判断でね。 

○理事（塚本昭二君） 西尾市が独自にそういうことを考えて、それが発端だったということ

ですか。 

○６番（山内 均君） 西尾市はそうです。西尾市に関してはそうです。 

○理事（塚本昭二君） もしかして、既存のバス路線が廃止されたとか、そういうことに起因

して空白区域ができたので、それでそうなったというのかはっきりしてください、そこは。 

○６番（山内 均君） 西尾市で行っているものは、まず、バスはくるりんバスという、先ほ

ど言った自分たちでバス停までつくっちゃうような…… 

○議長（八木 栄君） 山内議員、どっちかになるんですか。路線バスが廃止になったもので

空白になっちゃったのか、それとも、そこに住んでいる人たちが500メートルの範囲で行動

するに不便だからということが空白ということで取り上げたのかという、その辺を今聞かれ

たわけですけれども。 

〔発言する人あり〕 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 何をこだわっているんですか。 

○議長（八木 栄君） ですから、それを聞いているわけですよね。 

  塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） こだわりというのではなくて、新たな公共交通を考える上で、まずポ

イント、交通弱者というか、新たな公共交通を利用される対象がどういう方々なのかという

ところを特定しないと、まず、どういうシステムをつくるかどうかというのは変わってくる

わけですよ。それと空白地域をどう捉えるかということでも大分変ってきます。 

  西尾市の場合は、前提を何もお教えいただかない中で、西尾市こういうことをやった、こ

ういうことをやったと言われても、うちの前提条件と合うのかどうかすらよくわからないと。

そういう状況なので、西尾市の新たな公共交通を導入するという契機になった直接的な要因

を教えてもらいたい。そういうことを言っている。 

○６番（山内 均君） これからやっていこうと思って。 

  議長、６番。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） これから質問しようと思っていました。 

  既存の路線バス停から及び駅、吉田町に駅はないです。インターとかそういうところです。

そこから500メートル以上離れた地区を公共交通空白地として整備をしたということです。

これは西尾市ですよ。そういう事例があるということだけ私は言っているんです。それがい

いかどうかじゃなくて、吉田町がどう判断するか、それはわからないですよ。いいですよ。

ちょっと前へ進みますから。 

  それで、すみません。もちろん答えやりたいんですけれども…… 

〔発言する人あり〕 
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○６番（山内 均君） いや、かみあわなくしているんじゃないですか。 

○議長（八木 栄君） 山内さんがよく言うデマンドバスですか、それをやるようになったプ

ロセスといいますか、その辺がはっきりしないもので、ただ空白と言って、何で空白になっ

たのということもしっかり理由がわからないと、もともと空白があったというなら、それは

それでいいですけれども、その辺がちょっと説明が足らないものですから。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） また同じことを言います。 

  既存路線バス停及び駅から500メートル以上離れた地区を、公共交通空白地として整備を

したということです。西尾市です。 

  吉田町は、それを吉田町に当てはめたときには、道路ができて分断されたときに、そうい

う地域の人たちも、常に役場とか病院等へ出るためにそういうものが必要じゃないですかと

いうことです。そういう定義です。 

○議長（八木 栄君） もともと、バス停間が、距離が広かったということですね。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 議長の考え方はいいです。今それを問おうとしているわけじゃ…… 

○議長（八木 栄君） 自分の考えじゃなくて、それがはっきりわからないと回答に困るもの

ですから。 

○６番（山内 均君） 何で困るんですか。 

  今言ったみたいに、そういう人たちがいるじゃないですか。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） その500メートルということを独自に設定したということなんですが、

その設定をするに至った状況の変化とは、何もない中で500メートルというのが西尾市は出

てきているんですか、そこだけ教えてください。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 西尾市が始めたのが、平成18年12月に始めていますよ。その中で、経

過の中で、そういうものを定義をしていったということです。 

○理事（塚本昭二君） 状況の変化を教えてください。 

  何もない中でそうなったのか、すみません。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） それはやっぱりあれでしょう。話の中では交通弱者と言われる人たち

が、要するに交通を必要とする人たち、自分たちで運転できなくて、そういう人たちがある

ということです。 

  いいですか、もう。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） まず、進めさせてもらいますね。 

  調査・研究と運営までのタイムスケジュールをちょっと教えていただきたいんですけれど

も。さっきどのぐらいまでやるというのは聞かせていただいていませんので、聞かせてくだ

さい。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。まず、スケジュール的には、答弁のとおり
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１年間、１年かけまして成果が出てくると。成果後に公共交通会議にかけて、いろいろ御意

見を皆さん、事業者の方もいらっしゃいますので、そうした中でいきますので、その後に何

年というのは、ちょっとそこでは明確ではありませんが、そうした、ここ直近の２年という

か１年のところは、そういった計画になってくると思います。 

  以上でございます。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 冒頭のところ、最初の質問の中に、できるだけ早い、生活交通の確保

に向けた施策は重要であり、早急に必要になると考えるということですので、できるだけの

早さでやっていただきたいと。 

  それで、特に、先ほども言いましたスケジュールを含めてそのシステムを、これから吉田

町が今後、現状に即した新たな交通システムということを、これもやるとわけわからなくな

りますからやりませんけれども、そのスケジュールの中で、それをつくっていくスケジュー

ル、その専門家が入ってくることはいいです。その中に、現実的にいろんなこともあります。

それをどのような形でやっていきたいか、そこが一番のきょうのテーマです、私の。 

○議長（八木 栄君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） ちょっと確認も含めてになりますが、そのスケジュールで、次を

構築している間をどうするかということでしょうか。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） どのぐらいに、どの時期に、どのぐらいかけて実際にシステムが稼働

するのは考えていますかということです。 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 基本的には白紙でございます。 

  そういうふうな公共交通システムの構築について、当然、うちも少子高齢化の現状である

とか人口減少の状況等もございますので、そういうふうなものについて研究しなければなら

ないと。そういうふうなところから始まりますので、１年間は交通に困っている方々である

とか、この町の公共交通のシステム等についてフィールドワークをしていただきます。 

  この１年で、フィールドワークに基づいた、いわば結果というものを出してもらうと、こ

ういうふうなスケジュールで、その先については、当然ながら時間をかけてやっていくとい

うことであります。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 質問をした理由は、今、タイムスケジュールがわからないということ

ですけれども。 

〔「わからないじゃなくて」の声あり〕 

○６番（山内 均君） いや、構築ないでしょう。ないという話でしょう。 

  そうすると、さっきも言った、自分が質問した趣旨というのは、そういう人たちが望む人

が多いんですよ。多いから、その人たちをやってくれと。 

  それで、乗る人はその人だけじゃないですよ。島田も藤枝も、よく知っていると思います

けれども、子供たちの送迎にも使うんですね。送迎って、学校への通学にも。100円とか使

って。それも含めてですよ。そうやっていくと物すごく広いんですよ。 

  その中で、そういう便利なものをやってくださいよということです。 



- 222 - 

 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員の話はほとんどわからないですよ。 

  議論がかみ合わないのは、最初から言っておりますとおり、交通弱者の定義が議員は全く

なされていないですよ。誰をもって交通弱者とするか、その方々のための、いわば公共交通

システムをどういうふうにつくっていくかと、そういう問題なんですね。 

  その問題を、議員は早くつくってもらいたい、そんなこと言っても、それは詮ないことで

すよ。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 私が言っているのは、私が言っているわけじゃなくて、町の人たちか

らそういう話がたくさん出るものですから、それに対して早くやってくださいと、やりたく

ないんですかということなんです。 

  もう一つ聞きますね。本当はもうここも、この近辺も、大概10年前ぐらいからやっていま

すよね、御存じのとおりね。それを吉田町は何でやらないんですか。何でやらなかったんで

すか。 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 先ほど来、西尾市でこだわりを持ったのは、多くの場合の、大体今、

新たな公共交通とか、隣の市もやっているとか言っているというのは、自主運行バスとかそ

ういうものですよね、大体。 

  で、デマンドタクシーがあったりするわけですが、大体そういうところ、何でそうなって

いったかというと、既存の路線バスがなくなったというのがほとんどですね。新たな移動手

段がなくなっていく中で、何とかしなければいけないという、そういう実態があるわけです

よね。そういう一つの物理的な契機があって、大体そうなっているわけです。そのときに十

分に議論されたかどうかというところが、その自主運行バスが継続できるかどうかという鍵

を握っているのではないかというふうに思っております。 

  大体、余り検討されない中で、既存路線をただ維持するだけのために行政が手を出してい

ったというところというのは、なかなか利用者数が伸びてこないと、そういうもので、どち

らかというとお金を失っていくような、そういう非効率さが、かなり如実に見られるという

ふうに思っております。 

  当町の場合は、ああしたものが町で必要な公共交通であるというふうには考えておりませ

ん。実際に、使いたい、必要な方に使っていただけるという、それが自主運行バスであれば

そうなるでしょうし、ほかの例えば補助制度をつくるとか、いろんな制度をつくることによ

ってそれが成り立つものであれば、そういうふうになるでしょうし、まず、それから調査を

進めていきたいということですので、その中で完成形というのはなかなか、これだけ、例え

ば車でも、もう操作をしなくても無人の車が、自分が乗っただけで動けるようなものもでき

つつあるわけです。いろんな技術革新というのは目前に控えていますので、そうしたことも

念頭に置いて、段階的に発展していくものだというふうに思っておりますので、いつまでど

うやるんだという、そういう議論じゃなくて、そこで適正に、適度に対策が打てる状況を迎

えていれば、そこのところで段階的に実施していくと、そういうイメージを持っています。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今の話に関しては、町のほうで準備をしていたんです、実は。 
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  言いたかったことは、なぜ早くやってほしいかと、それはＰＤＣＡの中で、当然やってい

く話なんですね。プラン立てて、実際にやってみて、そうしてそのやつのチェックをして、

チェックをできるだけ短期間でやっていくことによって、完成形にどうして近づけるか。も

ちろん完成形というのはありませんけれども、年齢がどんどん進む、時代とともにすすんで

いったときに、必要なものが言ったとおり変わってきますよね。その中においても、全てが

それを求めるわけじゃないから、そういう意味でやってほしいと、そういう意味です。 

  それは、困っている人たち確かにいます。中でも聞きました。藤枝でも山奥で小学生が通

学に使っていると、でもそういうのはなかなかやめることができませんよと。それも一つの

考え方によっては弱者ですね。そういう意味です。 

  できるだけ早くやっていただいて、そして、その中で常に更新をしていく。そうしていか

なきゃ、このシステムそのものが、完璧なシステムなんてありませんから。それはどう考え

ますか。やっぱりそういうふうだと思うんですけれども、どうですか。端的にお願いします。 

○議長（八木 栄君） 副町長、森泉文人君。 

○副町長（森泉文人君） 今、議員は早くやってほしい、早くやってほしいと再三催促されて

おりますけれども、先ほどの話に戻って恐縮なんですけれども、早くやってほしい客体です

よね、その弱者、例えば対象をはっきりさせてもらわないと、まずそこを絞らないで、スケ

ジュールだけ急がして、早くやってほしい、早くやってほしいというのをどういうふうに理

解したらよろしいんでしょうか。 

  いわゆる、何に対して、どういうものを客体として早くやってほしい、そこをやはり明ら

かにしていだたかないと、今の質問の回答にはならないと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 回答はそれを必要とする人です。地域によって…… 

  ちょっと待ってください、まだありますから。 

  段階的に必要になる人がいるんですから。その人たちのためにつくるわけでしょう、やる

としたら。それ以外ないですね。あれもだめ、だめなことは考えていませんので。 

  そういう意味で、何か聞いていると、吉田町は余りやらないんですか。 

○議長（八木 栄君） 必要とする人が具体的にどういう方かというのがわからないとという

ことですよね。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今の発言は撤回していただきたいと思いますが、吉田町やらないんで

すかという、やると言っていますよね。言っているんですよ。 

○６番（山内 均君） はい、わかりました。すみません。 

○議長（八木 栄君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、撤回します。 

  私の思いは、本当に早くやっていだたいて、そして皆さんが、今、声を上げている人たち

がいて、おしゃべりサロンの方たちも、確かに行くのに大変な方たちも出てきていますので、

現実的に。 

  それと、もう一つは、福祉課でもやっています。ボランティアでやっているでしょう。あ

れも本当は重大なことだからやろうと思ったんです。基本的に私は、ああいう責任を問うも
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のに関してはボランティアはやっちゃいかんと思っています。 

  だから、そういう意味でそういうものが使えれば、それと同時に、その延長線上に、島田

もみんなほとんどそうです。もう１人介護者がいたときには、その方もただですよ、100円

で乗れますよと、そういうものがありますので、そういうものを含めてです。そういうもの

を含めてやってほしいんです。 

  そして、私は一つのものをつくるときに、ずっと段階的な、いかに段階を追っていくかと

いうことを考えていますので、でもその辺やってください。特に吉田町に関して言いますと、

私は実は東名のバスがありまして、吉田インターのバス停あるでしょう。それと吉田高校と、

それとここの役場の前と。そこを中心にしたこういう動き、そこへ行く、そういう方法を考

えています、私は。そういうものをプロポーザルをやってくださいということです、いろん

な人の考えがありますから。そのときに、それをやっていけば、町に行きたい人もそのバス

に乗って自由に行けるわけじゃないですか。 

  実際、今でも話があるんですよ。私も出たいけれども出られないという人がいるんです。

子供たちに怒られるという人がいるんです。そういう人たちは、できるだけ早い段階で手を

差し伸べてやらなきゃいけないじゃないですか、そういう思いです。 

  だから、余り、弱者とかという言葉は出ましたけれども、空白も出ましたけれども、それ

に言葉をこだわるわけではなくて、そういう人たちの声を、行政として当然ですよね、やっ

てほしい。町内は検討して、できるだけ早い時期でやっていただきたいと、そういう思いで

す。 

  ここでいいますと、インター中心でいくと、大幡と、東のほうの農園のほう、茶畑のほう

とか、榛南幹線の南側であるとか、川尻もそうですよね。そういうところにいる人たちは絶

対困っているんですね。その人たちからそういう声が出ますので、そういうものを含めて、

しっかりとした研究の中でやっていただきたい、研究をしながら。その研究をやっていく中

で、ぜひその人たちの声を取り上げていただきたいし、大事にしていきたい、そういう思い

です。 

  定義は定義で、また改めて、もし議員になったらやりますから、やりましょう。 

  そういう形で、きょうはいろんな人たちの声を、しっかりとした中で、それを手助けをす

るような優しい意識でやっていただきたいと、そういうことでありますので、以上で質問を

いいですか、いいですよ。 

〔「時間過ぎていますよ」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 時間過ぎて、大変申しわけないんですが、今の議員からの御質問承り

ましたので、当局としても少し質疑がかみ合わなくて申しわけなかたんですが、住みやすい

町をつくっていきたいというのは、当局として抱いている最大のものですので、議員の御意

見のほうも同じ思いであるというふうに受けとめておりますので、ぜひそれに沿って調査を

進めてまいりたいというふうに思います。 

  以上です。 

○６番（山内 均君） 以上で、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

  再びやります。 

○議長（八木 栄君） 以上で６番、山内 均君の一般質問が終わりました。 
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──────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（八木 栄君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午後 零時１４分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（八木 栄君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会18日目、最終日であります。 

  ただいまの出席議員は12名であります。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（八木 栄君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  これから議案審議に入ります。 

  初めに、これまでに議決した議案を除く一般会計並びに特別会計等の予算に関する議案の

審議を、議案番号順に行います。 

  審議については、質疑は既に終了しておりますので、討論から行います。 

  引き続いて、予算に関する議案を除くその他の議案審議を議案番号順に行います。 

  それでは、審議に入ります。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６号の討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第１、第６号議案 平成30年度吉田町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７号の討論、採決 
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○議長（八木 栄君） 日程第２、第７号議案 平成30年度吉田町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９号の討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第３、第９号議案 平成31年度吉田町一般会計予算についてを議

題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１０号の討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第４、第10号議案 平成31年度吉田町土地取得事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１１号の討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第５、第11号議案 平成31年度吉田町国民健康保険事業特別会計

予算についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

〔５番 大石 巌君登壇〕 

○５番（大石 巌君） ５番、大石 巌でございます。 

  第11号議案 平成31年度吉田町国民健康保険事業特別会計予算について、反対の意見を申

し上げます。 

  昨年度から都道府県化ということで、広域化がスタートをしまして、事業主体が静岡県と

いうことになりました。市町から集まる納付金の額を算定し、また市町に通知をするという

ことになりました。31年度は約８億5,900万円、30年度より3,600万円の増ということになり

まして、基金の取り崩し3,500万円がその不足を補う形というような予算立てとなっている

と思います。 

  以前より、吉田町の国保税は、県内では最高ランクということでなっておりまして、日本

共産党の吉田支部が行いましたアンケート調査では、回答いただいた人の64％の方が国保税

は高いというふうな回答をいただいております。特に、社会保険から国保にかわった人や、

年金生活の人の負担が非常に高いと、多いというような御意見を多数いただいております。 

  今の国保制度は、被保険者の所得水準が低く、保険税の負担率が高いという構造的な問題

があるということは以前から指摘をされているところであります。私は、加入者の負担軽減

のために国保税の見直しを求めてまいりましたが、30、31年度と据え置きということになっ

ています、早急に国保税の算定方式や、料金の見直しを求めて、以下の点を提案をいたした

いと思います。 

  １、算定方式の見直しで資産割の廃止、子供がふえれば保険税の算定もふえるという子育

て世代に厳しい均等割をなくすこと、そして平等割、世帯割に負担をかけず、所得割を主体

とした方式に改めるべきだというふうに考えます。協会けんぽや共済組合などの算定方式、

所得に応じた方式とすべきであります。 

  ２つ目、県の算定する標準保険料率は、年々上がっております。モデル世帯での試算では、
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８割の自治体で国保税の値上げが予測されるなど、高齢化による医療給付費の増加などによ

って年々引き上がる仕組みとなっております。もとより、医療費を抑制する努力は当然であ

りますが、今でも大きな負担となっている国保税をさらに引き上げれば、町民の命と健康、

暮らしが脅かされるだけでなく、国保制度そのものの存立が危うくなります。今の基金を有

効に活用すれば、１人１万円の国保税の値下げが可能です。 

  ３点目、国保税を協会けんぽ並に引き下げる要求は、全国知事会や全国市長会からも上が

っておりまして、国保財政への公費負担、国と県合わせて4.6兆円に国の負担１兆円を積み

増しすれば、協会けんぽ並みに引き下げることができます。 

  健全な財政運営を確保する立場からも、こうした意見具申をお願いをし、制度の健全化に

努力をいただきたいと思います。国保税の連続大幅引き上げに突き進むのか、それとも住民

の福祉増進という地方自治の本旨にのっとり、国保税の引き下げを目指すのかが今問われて

おります。早急に見直し検討をしていただくことを要求をしまして、本議案については反対

の意見といたします。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 反対討論が終わりました。 

  賛成討論はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

〔１２番 増田剛士君登壇〕 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  第11号議案 平成31年度吉田町国民健康保険事業特別会計予算案について、賛成の立場で

討論を行います。 

  本予算案は、歳入歳出それぞれ29億3,395万4,000円の予算総額が提出されたものでござい

ます。主な歳入において、国民保険税６億9,244万1,000円、県支出金20億2,889万7,000円、

繰入金１億8,650万5,000円を計上し、主な歳出として、保険給付費20億719万7,000円のうち、

療養諸費17億1,267万7,000円、高額医療費２億7,934万3,000円、移送費15万円の総額19億

9,203万5,000円を県支出金で賄うものとされております。 

  この県支出金は新たな制度によるもので、県が市町ごとの医療水準、所得水準に応じた国

保事業費納付金の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として支

払うものでございます。保険料に関しては、県の示す標準保険料、保険料率等を参考に、そ

れぞれの保険料算定方式、予定収納率に基づき保険料を定めております。また、低所得者に

対する軽減措置も行われております。 

  以上の理由で、継続可能な社会保障制度の確立を図るためにも、妥当な予算であると判断

し、賛成いたします。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 賛成討論が終わりました。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ないようですので、これで討論を終結します。 
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  採決に入ります。 

  この採決は起立によって行います。 

  起立しない方は、反対とみなします。 

  それでは、採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（八木 栄君） 起立多数です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１２号の討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第６、第12号議案 平成31年度吉田町後期高齢者医療事業特別会

計予算についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１３号の討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第７、第13号議案 平成31年度吉田町介護保険事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１４号の討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第８、第14号議案 平成31年度吉田町公共下水道事業特別会計予

算についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１５号の討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第９、第15号議案 平成31年度吉田町水道事業会計予算について

を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  これで一般会計並びに特別会計等の予算に関する議案の審議が終わりました。 

  これから、その他の議案の審議に入ります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第１号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第10、第１号議案 吉田町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて、確認の質問とならないよう

お願いします。 

  また、発言は簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう、御

協力をお願いします。 

  質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  今回の改正についてなんですが、一応、国の法律が変わったということであります。もと

もとこの法律の変えるところというのは、これまで災害援護資金の貸し付けの利率について、

これまで法律のほうで３％ということで決められていたものを、３％以内というような形に

変えていくというのが一番のもとだったと思います。 

  そうした中で、今回、我が町の条例の中では保証人を立てなければならないということで、

第14条の２項でうたってございます。それと、先ほどの法改正に伴う政令案ということで出

ておったわけですが、３つございます。 

  まず１つが償還方法の拡充ということ、月賦償還というのを追加ということで、これも示

されております。そして、延滞利率の適正化ということで、それもうたわれているかと思い

ます。ただ、この保証人に関してなんですが、国としてはこの保証人を連帯保証人の必置義

務、これを撤廃しているということがございます。そうした中で、我が町はあえてまたこの

保証人というものを入れてきた。そこにおいて、どんな議論をされて保証人を入れるように

したのかというところでお伺いしたいと思います。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  福祉課としましては、庁舎内で検討させていただいたところですが、まず先に内閣府の通

知の中で保証人を付すかどうかについての考えが示されております。全員協議会の資料でも

御説明させていただきましたように、保証人を付さないとした場合、貸し倒れの危険性が高

まり、債権回収が困難になる場合もあり得ることが想定されるとうたわれております。 

  東日本大震災の際の仙台市では、保証人をつけないということにしましたら、債権回収に

苦慮しているところだと伺っております。あと、岩手県では保証人を必須としており、仙台

市ほどは回収について困っていないという状況も伺っております。 

  また、市町にあっては、都道府県に対して償還期限到来時に償還金の全額の全てにつき償

還を完了するとされていることを踏まえ、町が国・県へ償還を完了の10年目に全てを返すと

いうようなことがうたわれております。これを踏まえて、保証人の要否は慎重に判断された

いということで通知がされております。 

  さらに、国の指導においては貸し付けに関する事務は自治事務であり、最終的には市町村

が責任を負うところであり、貸し付け後は債権回収を適切に行っていただきたいということ
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もうたっています。貸付原資は国と県、貸付金利部分は町の収入となることから、当町では

あくまで貸付金であるため、返還しやすくするために、貸付利率を無利子とし、債権は町に

残るため、償還を前提に貸し付け、確実な債権回収を行うため、保証人を付すとしたもので

あります。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  保証人に関しては、この14条の３項を見ますと、連帯して債務を負担するものということ

でありますので、連帯保証人ですよね。この連帯保証人について、なかなかこの災害が起き

たときに、その被災された方が探すのが大変ではないかというのが非常に思うところであり

ます。 

  そうした中で、連帯保証人に関してどのような条件をつけるとかということを一切うたっ

ていないわけですが、被災者同士が連帯保証人になって、お互い共倒れみたいになる可能性

もあると思うんですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  連帯保証人が貸し付けを行う方々同士で連帯保証をするということも想定はされると思い

ます。ただ、貸し付けをする際には、印鑑証明等も提出をしていただくというところ等の規

則のほうで決めさせていただいております。 

  先ほど、共倒れというお話がありましたが、借りた方や保証人になった方が、万が一亡く

なられた場合であるとか、償還の免除というものは国でも規定をしておりますので、両者が

亡くなられた場合、あと負傷を負った場合といったものは免除という法律のほうもあります

ので、そちらのほうは法律のほうで見ていくと考えております。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  今、被災者同士も連帯保証人になる可能性があるというようなことがあって、印鑑証明

云々と言われたんだけれども、広島県にある、ある都市では、連帯責任を負う方の資産であ

るとか、収入をちゃんと明記して、その返済能力があるということを確認して連帯保証人と

認める。ある意味、ハードルは上がるんですが、そういったこともされているところがあり

ますが、当町においては、そこまではしない、被災者同士でもオーケーということでよろし

いでしょうか。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  国のほうからとしましては、全く償還能力を欠くような世帯には貸し付けすべきではない

ということをうたっています。そこのところは、能力があるかないかといったところにつき

ましては、判断をさせていただくんですが、保証人がいるということで能力が全く欠くとい

うわけではないというふうに判断をしたいと考えております。 

○議長（八木 栄君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  そうしますと、貸し付けるほうについても一定の所得制限であるとか、そういったものは
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あるのは承知しております。そうした中で保証人を立てなさいということでありますので、

今、私が言ったのは、そうしたことは多分大丈夫だろうということで、保証人さえつければ

オーケーということでよろしいですね。 

○議長（八木 栄君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） そのようになります。 

〔「了解です」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） これで質疑を終結します。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第11、第２号議案 吉田町放課後児童クラブ室設置条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 



- 235 - 

 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第12、第３号議案 吉田町老人デイサービスセンター設置条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第13、第４号議案 吉田町布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 
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  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１６号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第14、第16号議案 静岡地方税滞納整理機構規約の一部を変更す

る規約についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１７号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第15、第17号議案 町道の路線認定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  この町道の認定について、内容確認の中でお伺いをしましたが、区画整理法106条の２項

ということで、その根拠規定を示されましたが、106条の１項は、公告のあった翌日から管

理を市町村にするという、公共物の規定がありますが、その１項の次の２項は、１項の前で

も公共物として管理できる例外規定というふうな捉え方をするわけですけれども、なぜ、今

回のように、そうした通常の方法をとらずに、この例外規定の106条の２項を使って認定を

するのか、その理由をお願いをしたいと思います。 
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○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  区画整理法の106条の第１項のところで、103条の４項の公告というのが換地処分の後とい

うことで規定されておるわけですが、２項のことにつきましては、例外規定というよりは公

共施設に関する工事が完了した場合というところで、完了した場合には103条の４項の公告

がある以前においても、その公共施設を管理者となるべきものに管理を引き継ぐことができ

るという規定でございますので、例外規定というよりは、その106条の４項のところで公共

施設を管理すべきものにつきましては、第２項の規定により、施工者からの公共施設につい

て管理の引き継ぎの申し出があった場合には、その引き継ぎを拒むことはできないという規

定が４項にございます。 

  施工者のほうから管理について引き継ぎをということで申し出があれば、管理者のほうは

速やかに管理をするという条項がございますので、今回の場合、この条項に基づきまして管

理のほうをお願いするということで御理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  今、区画整理のほうから、そういう要請があればという話なんですが、今回の路線認定さ

れる予定の路線以外にも、そのすぐそばにも同じような状況で道路はつくられてきています。 

  現状としては、路肩あるいは側溝等の設置はあるものの、まだ舗装等はされていない状況

ですので、今の状態でこれをすぐ町が引き継ぐという状態ではないというふうに思うわけで

すけれども、区画整理法の規定からいけば、仮換地の指定がされれば建物が建てられるわけ

でして、あえて道路認定をして町の管理をしなければならないという、そうした理由もない

わけですので、区画整理のほうでその辺は管理をしっかりしていただければいいわけですが、

もう少し区画整理のほうで町に所管を移すということの何か特別な理由でもあるんでしょう

か。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今の仮換地のところ、路線のところなんですけれども、今回、町道のほうに認定してもら

うことにつきましては、側溝のみであるとか、道路が完了していないわけではなくて、工事

が完了したというところで引き継ぎのほうをお願いしているものですから、舗装まで全て終

わって、道路としての機能を有しているというふうに判断させていただいております。 

  この規定の中で、町道のほうに管理をお願いしたいという中の一つとしましては、管理の

ほうを明確にしたいというところもございます。その管理基準につきましても、町道のほう

で管理していただいて、行く行くは町道として管理していただくものですから、町道の中で

管理していただいて、管理のほうを明確化するとともに、そういう町道のことに関しての基

準等につきましても、町道であればその管理基準というものを明確にされておりますので、

そういうものも含めて、速やかに管理していただきたいということで法律のほうの解釈のほ

うはなっておりますので、管理のほうのところを明確にしたいというところもございまして、

管理のほうを引き継がせていただきたいというのが法の趣旨だというふうに理解しておりま

す。 
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○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  先ほどもお話ししましたが、今回の認定の路線のすぐそばにも同じような状況での道路と

いうのが新しくつくられているわけでして、区画整理のほうで今度、この２路線について、

認定、所管を移すということの、それ以外の路線について、例えば計画的に年次計画でここ

を整備をして、この部分については町のほうで管理をお願いしますというような、計画的な

そうしたものがあるのかどうか。 

  今回、この２路線が特別ということでは私はないと思いますけれども、そうした区画整理

との話し合い、あるいは計画的な管理がえというもの、そういう計画というのはあるんでし

ょうか。 

○議長（八木 栄君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  区画整理のほうの事業につきましても、工事というものは、換地計画に基づきまして計画

的に整備をしておりますので、そういう中で完了したものについては、完了した時点で引き

継いでいくということは、以前にもそういうことで工事のほうが完了したものにつきまして

は、町道認定をしていただいて管理のほうを引き継いでいるということで、事業のほうを進

めております。 

  以上です。 

〔「了解です」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） これで質疑を終結します。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１８号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第16、第18号議案 吉田町監査委員の選任につき同意を求めるこ

とについてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案について、同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案については同意することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１９号の質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第17、第19号議案 吉田町教育委員会教育長の任命につき同意を

求めることについてを議題とします。 

  教育長、栗林芳樹君。 

○教育長（栗林芳樹君） 第19号議案につきましては、私個人にかかわる議案でございますの

で、退席の許可を求めます。 

○議長（八木 栄君） それでは、教育長、栗林芳樹君の退場を許可します。 

  ここで暫時休憩とします。 

〔教育長 栗林芳樹君 退場〕 

 

休憩 午前 ９時３８分 

 

再開 午前 ９時３９分 

 

○議長（八木 栄君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は12名です。 

  これから第19号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  町長に端的にお伺いをいたします。 

  この人事案が出されたということは、吉田町、この地元で教育長に適任という方がいない

という判断でこうした案を出されたのか、その辺の認識を伺いたいと思います。 
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○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 栗林さんを適任者とした理由は、一つには教育行政について精通して

いること、それとまたＴＣＰプランにつきましても、現在、学校の先生方の間で車座対話等

を通じて、意思疎通のパイプが確立されていること。そういう意味において、今、非常にＴ

ＣＰトリビンスプランの今後の一片について非常に重要でございますので、栗林さんのこれ

までの経験というものをぜひとも尊重して彼に任せてみたいと、こんなふうに思っておりま

す。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  教育長の任期３年間でありますが、この人事案では３年間という任期は、要するに本省の

ほうから来られた方ですので、一、二年あるいは二、三年ということでのローテーションあ

ると思うんですけれども、３年という任期についての確約というものはいただいておるんで

しょうか。 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 現在の時点では、まだそのことについて文科省のほうから正式に伺っ

ておりませんけれども、基本的に国から一般職で来た人間がいわば特別職に上がると、そう

いう場合については、近い過去でございますけれども、１人は国土交通省から、１人は財務

省から来た人間が、県において一般職から特別職になったと。で、５年ぐらい勤務したこと

もございますんで、これは別に人事上、問題はないと、そのように伺っておりますので、栗

林さんにおいても、その任期については問題はないと、そんなふうに思っております。それ、

当然のことながら、文科省のほうにその旨またお願いしようと思っております。 

○議長（八木 栄君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  今、町長から答弁をいただいたところでありますけれども、この議案の提案が任期３年と

いう提案をいただいております。ですから、当然そうした、ここで議決をされれば、任期を

全うしていただくというのが前提条件となるわけですけれども、今の町長のお話しですと、

３年が確約といいますか、保証がされるかどうか非常に危惧をされます。 

  そうなりますと、この議案の提案自体が我々、この中身をそのまま受け取っていいのかど

うか、その辺は疑問があるんですけれども、その点の解釈の問題ですけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（八木 栄君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員、今、我々という言葉をお使いになりましたけれども。質問の中

で、我々という言葉をお使いになりましたけれども、私じゃないですか。私がでしょう。あ

なたが、大石議員がどうのこうのでしょう。我々というと、議員全部がそういうふうに言っ

ているんですか。 

  それはさておき、現実に３年というものは今申し上げましたように、国から来た人間が一

般職について、それから特別職になると、そういうふうなことで、５年ぐらい普通になって

おりますんで、別にそのことについては危惧はしておりません。その旨、また文科省のほう

にお願いしようと思っております。 

〔「はい、結構です」の声あり〕 
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○議長（八木 栄君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） これで質疑を終結します。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

〔５番 大石 巌君登壇〕 

○５番（大石 巌君） ５番、大石 巌でございます。 

  第19号議案 吉田町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについての反対の意

見を申し上げます。 

  私は、前回、教育長の任命のときもそうですが、この地域で教育行政に携わってきた経験

や経歴、教育の現場や教育に携わる方で人格や識見といった条件が十分に認識される人選が

必要ではないのかということの意見を申し上げました。吉田町の子供を、地元の目線から育

てるという教育の観点が必要だというふうに私は考えております。 

  次に、これも前回申し上げたところでありますが、教育基本法第16条において、教育は不

当な支配に屈することなくというふうにありますが、教育は政治的な力によって左右される

のではありません。教育は現実的な政治や行政の力によって左右されないことが必要なので

あります。 

  御承知のとおり、栗林氏は、文科省で教育課程、新しい学習指導要領などを検討する部署

を担当されてきた方でありますし、教育行政の中心で活躍をされてきた方です。担当部署も

二、三年でかわっておりますし、今後も文科省に帰任することが予想される人でありますし、

そういう方が頭を切りかえて、教育の中立性、不偏不党の理念を求める立場に徹することが

できるのかどうか、疑問であります。 

  次代を担う心豊かな人を育む町づくりというためにも、教育に携わる人だけでなし、吉田

町民が力を合わせて取り組むべき大きな課題であると、教育問題を考えておりますし、そう

いう点から、本議案については反対をする意見を申し上げます。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 反対討論が終わりました。 

  賛成討論はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

〔１２番 増田剛士君登壇〕 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  第19号議案 吉田町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて、賛成の立

場で討論を行います。 

  栗林氏につきましては、御承知のとおり、平成30年９月から前任者を引き継ぎまして教育

長として残任期間を務めてきております。平成32年度から新学習指導要領が導入される中、

学校教育課長就任当時から新学習指導要領に関する取り組みにかかわっており、ＴＣＰトリ

ビンスプランにおいても柔軟な対応と制度設計を図っている最中であり、教育行政にも精通

していると認識をしてございます。また、教育の政治的中立性についても何ら問題のないこ
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とが昨年の人事案件の議論で示されてございます。 

  よって、同議案に賛成し、人事案に同意いたします。 

  以上です。 

○議長（八木 栄君） 賛成討論が終わりました。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） これをもって討論を終結します。 

  採決に入ります。 

  この採決は起立によって行います。 

  起立しない方は、反対とみなします。 

  採決します。 

  本案について、同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（八木 栄君） 起立多数です。 

  したがって、本案については同意することに決定しました。 

  ここで暫時休憩とします。 

  教育長、栗林芳樹君の着席を求めます。 

〔教育長 栗林芳樹君 入場、着席〕 

 

休憩 午前 ９時４９分 

 

再開 午前 ９時４９分 

 

○議長（八木 栄君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は12名です。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎発議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（八木 栄君） 日程第18、発議案第１号 吉田町議会委員会条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提出者、大塚邦子君の趣旨説明を求めます。 

  議会運営委員会委員長、大塚邦子君。 

〔「議長、10番」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 10番、大塚邦子君。 

〔１０番 大塚邦子君登壇〕 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚でございます。 

  発議案第１号 吉田町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、吉田町議会
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委員会条例（昭和39年吉田町条例第30号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したい

ので、地方自治法第109条第６項及び第７項並びに吉田町議会会議規則第14条第３項の規定

により提出します。 

  平成31年３月18日提出。 

  吉田町議会議長、八木 栄様。 

  提出者、議会運営委員会委員長、大塚邦子。 

  それでは、本発議案の趣旨説明をいたします。 

  平成22年９月３日開催の第３回吉田町議会定例会本会議において、「議員定数検討特別委

員会」の調査結果を踏まえ、平成23年の一般選挙から「吉田町議会定数条例」に規定した議

会議員の定数を14人から13人に改めましたが、「吉田町議会委員会条例」で規定する常任委

員会の委員定数については、据え置いておりました。 

  このたび、議会運営委員会で協議・検討した結果、各常任委員会の委員定数の合計は、議

員定数と一致すべきものであると解されますので、これに伴いまして、「吉田町議会委員会

条例」における委員定数を改める必要が生じたことから、同条例の一部を改正するものであ

ります。 

  それでは、改正文を読み上げます。 

  吉田町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

  吉田町議会委員会条例（昭和39年吉田町条例第30号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「７人」を「６人」に改める。 

  附則。 

  この条例は、次の産業建設常任委員会の委員の選任の日から施行する。 

  説明は以上でございます。 

○議長（八木 栄君） 説明が終わりました。 

  これから発議案第１号についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 質疑なしと認めます。 

  議員、御苦労さまでした。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（八木 栄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（八木 栄君） 以上で、平成31年第１回吉田町議会定例会の全ての日程が終了しまし

た。 

  閉会に当たり、町長から御挨拶をいただきます。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 議員の皆様におかれましては、この３月議会で当局が提案をいたしま

した議案につきまして、ご同意いただき、まことにありがとうございました。 

  これをもって平成31年度は順調にスタートできると思っております。皆様もそうでござい

ますし、私もそうでございますけれども、平成27年の選挙で選ばれた人間でございます。今

議会が最後の議会となります。皆様と過ごしました４年間、非常に楽しく、また有意義であ

ったと思っております。この場をかりて皆様に感謝を申し上げたいと思います。ありがとう

ございました。 

  漏れ聞くところによりますと、議員の中でこれでもって退かれるという方もおられると聞

いております。その方に対しましては、改めてその御労苦に対しまして心から感謝申し上げ

るところでございます。 

  この４月の選挙、ほどなく告示日を迎え、選挙戦に入ります。またこの場に立てるか、わ

かりませんけれども、またもしそのようになれば、また選ばれた皆様と一緒にこの町の発展

と町民の福祉の向上のために、頑張りたいと思っております。 

  この４年間、ありがとうございました。 

○議長（八木 栄君） ありがとうございました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議長挨拶 

○議長（八木 栄君） 平成31年第１回吉田町議会定例会を閉じるに当たり、一言御挨拶を申

し上げます。 

  本定例会は、３月１日以来、18日間にわたり、諸議案の審議をいただきました。本日ここ

に全ての議事が終了し、おかげをもちまして閉会の運びとなりました。これも議員各位の終

始極めて真剣な御審議によるものと、心から厚く御礼申し上げます。 

  さて、今期定例会は我々議員４年間の任期の終わりとなるべき議会として、まことに意義

深い議会であったと感じております。この４年間、議員各位には町民の代表として、熱意を

持ち、真剣に議論し、審議を尽くしていただきましたことを、議長として厚く御礼申し上げ

ます。 

  また、会議を通じて、議事進行に各位の御協力を得ましたことを、重ねてお礼を申し上げ

ます。 

  他方、町当局におかれましては、任期中、終始、格段の御配慮を賜り、議会の運営が円滑

にまいりましたことに深く感謝申し上げます。 
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  最後に、議員各位の、また町当局の皆様の御健勝を心から御祈念申し上げ、まことに意を

尽くしませんが、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（八木 栄君） 以上をもちまして、平成31年第１回吉田町議会定例会を閉会いたしま

す。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 午前 ９時５７分 

 

 


